
 －88－

第５章 地域の在宅介護支援と両立 
－介護保険サービスを中心に－ 

 
 
１ はじめに 
 本章の目的は、地域の在宅介護支援（以下、「介護支援」という場合は、地域の介護支援を

指すことにする）と、雇用労働者における仕事と介護の両立負担との関係を明らかにするこ

とである。地域の在宅介護支援は、要介護者への社会的支援として拡大が図られてきたが、

家族の介護負担軽減にとっても大きな役割を果たすものとして期待されている。 
地域の介護支援拡大の一つの契機は、2000 年にスタートした介護保険制度である。介護保

険制度開始以後、介護サービスを提供する民間事業所が増えることにより、利用者の選択肢

は拡大した。もう一つ、住民の相互支援として、介護ボランティアの拡大も大きな変化であ

る。伝統的コミュニティにおいては、地縁関係に基づく隣人・友人の援助が大きな役割を果

たしてきたが、そうした相互扶助の低下を補完する新たな支援の担い手として介護ボランテ

ィアが広がりつつある。1998 年の NPO 法施行により、小規模のボランティア団体も法人格

取得可能となった。NPO の中には、介護保険事業に参入し、介護保険によるサービスとボラ

ンティアの支援によって総合的に高齢者介護を担う団体も少なくない。 
しかし、家族介護をする労働者から見ると、地域の在宅介護支援によって、仕事との両立

負担がどの面では軽減され、どの面では依然として負担があるのか、明らかになっていない1。

この点を明らかにすることが本章の目的である。 
分析において、介護保険制度の居宅介護サービスとして、要介護者の身体介護（入浴、着

替え、食事の介助、トイレの介助、散歩・外出の付き添い等）や生活援助（料理・掃除・洗

濯等の家事援助、薬の受け取り等）を行う訪問介護サービス、デイサービス（通所介護）、シ

ョートステイ（短期入所生活介護）の 3 つを取り上げる（以下において、「介護保険サービ

ス」という場合は、訪問介護サービス、デイサービス、ショートステイの 3 つを指している）。

また、住民の相互支援として、ボランティアの介護支援と隣人・友人の援助（近隣援助）を

取り上げる。なお、「仕事と介護に関する調査」の対象者には、現在は要介護者が在宅でない

ケースも含まれている。要介護者が同居でも、介護の局面によって、一時的に入院や介護施

設に入居することは珍しくない。介護開始から現在までの経験を分析する際には、現在在宅

であるか否かは問わないことにする。ただし、現在の状況については、在宅介護支援の利用

と両立の関係を正確に把握するため、要介護者が在宅の対象者に分析対象を限定する。 

 
 
                                                 
1 介護保険サービスの利用と家族介護の関係について、清水谷・野口（2005）は、介護保険後も家族の長時間

介護は解消していないこと、その理由として、家族介護は介護サービスと代替できない可能性を指摘している。 
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２ 要介護者と在宅介護支援の利用 
 地域の介護支援は、その目的において、介護する家族の必要ではなく、介護を受ける要介

護者の必要に応じて提供されるものである。そこで、はじめに、要介護者との関係で、介護

支援の利用状況を把握しよう。 
図 5.2.1.は、介護支援の利用状況について、介護開始から現在までの介護支援利用経験と、

現在の利用状況を示している。これまでの利用経験において、最も利用されているのは「デ

イサービス」であり、「訪問介護サービス」、「ショートステイ」の順に利用されている。これ

ら 3 つの介護保険サービスに比べて、「隣人・友人の援助」と「ボランティア」の利用経験

率は低い。「仕事と介護に関する調査」のモニターは、伝統的地縁関係が希薄化している都市

部の在住者が多いこと、介護保険サービスを提供する事業所に比べて、高齢者の介護・援助 
 

図5.2.1. 介護サービス利用状況
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図5.2.2. 介護保険サービスとボランティア・近隣援助の関係
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を担うボランティア団体は少ないことが、この結果に表れているといえる。「隣人・友人の援

助」と「ボランティア」では、相対的に「隣人・友人の援助」の方が利用されている。この

構造は現在の利用についても同様である。 
今後の介護支援のあり方として、介護保険サービスが対応していないニーズに、ボランテ

ィアや隣人・友人による援助が対応し、両者が相互補完的に機能することが期待されている。

そこで、介護保険サービスとボランティア・近隣援助との関係をみておこう。図 5.2.2.にそ

の結果を示す。介護保険サービスとボランティア・近隣援助の利用時期が、過去の経験に関

する分析結果では異なる可能性がある。ここでは同時に利用しているか否か見るため、現在

の利用状況を見ることにしたい。介護保険サービスの利用は、デイサービス、訪問介護サー

ビス、ショートステイの何れかを利用している場合を指している。 
要介護者が在宅の対象者の 59.1%が「介護保険サービスのみ」であるが、12.4%は介護保

険サービスとボランティア・近隣援助の両方を利用している。「ボランティア・近隣援助のみ」

は 3.3%であり、介護保険サービスを柱に、これを補完する支援としてボランティア・近隣援

助も利用している実態がうかがえる。ここで取り上げている介護支援をまったく利用してい

ないのは、要介護者が在宅の対象者の 24.7%である。4 人に 1 人は介護支援を利用していな

いことになるが、主介護者のほかに同居家族がいるケースにおいて、介護支援を利用せずに

家族で対応していることから、このような結果が示されていると考えられる。 
次に、要介護度と介護支援利用の関係を見よう。介護保険サービスは、その量や内容が要

介護認定による要介護度に規定されている。図 5.2.3.に、要介護度別に現在の介護支援利用

状況を示す。ここでの要介護度は、介護保険制度によって要介護者が現在認定されているも

のである。分析対象は、要介護者が現在在宅の対象者に限定している。 

図5.2.3. 現在利用している介護サービス（現在の要介護度別）
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まず指摘できるのは、要介護度が高いほど、「デイサービス」「訪問介護サービス」「ショ

ートステイ」の利用率が高いことである2。なかでも、「要支援」から「要介護度 4」におい

ては「デイサービス」の利用が最も高い。しかし、その比率は「要介護度 5」において大き

く低下し、代わって「訪問介護サービス」の利用率が最も高くなっている。「ショートステイ」

の利用率も、「要介護度 5」において低下している。要介護度が高くなるとともに外出は難し

くなる。そうした要介護者の状態が、サービスの利用率に表れていると考えられる。「隣人・

友人の援助」と「ボランティア」については、要介護度による顕著な差は見られない。後に

詳述するが、介護保険サービスとボランティア・近隣援助では、介護において果たしている

役割が異なる。そのことが、ここでの結果に表れているといえる。 
もう一つ、要介護者における認知症の有無も、介護支援の利用状況と関係している。図 5.2.4.

に介護支援利用状況を認知症の有無別に示す。認知症がある層において、デイサービスとシ

ョートステイの利用率が高いことに留意したい。一口に認知症と言っても、軽度の場合と重

度の場合で必要とする介護は異なるが、重度の場合、日常生活のあらゆる場面で、見守りや

介助が必要となる。その結果として、在宅の場合であっても、デイサービスやショートステ

イによって一時的に施設を利用する必要性が高くなっている実態がうかがえる。 
要介護者が受けている介護の状況をより詳しく把握するために、介護保険サービス及びボ 

 

図5.2.4. 現在利用している介護支援（認知症の有無別）
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2 「介護給付費実態調査」（厚生労働省）における居宅介護サービス受給者のサービス種類別利用割合（平成 17

年 4 月審査分）と比較すると、「仕事と介護に関する調査」は、要介護度が低い層の訪問介護サービス利用率

が低い。また、「仕事と介護に関する調査」は、ショートステイの利用率が全体的に高い。遠藤・吉田（2001）
でも指摘されているように、デイサービスとショートステイは、その目的において同居家族の介護負担軽減に

主眼が置かれ、訪問介護サービスは高齢者のみの世帯の自立生活をサポートすることに主眼が置かれている。

「介護給付費実態調査」では独居の要介護者も対象者に含まれているが、「仕事と介護に関する調査」の要介

護者は同居家族がいる。こうしたサンプルの違いが結果に反映されていると考えられる。 



 －92－

図5.2.5. 介護支援で現在受けている介護内容
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ランティア・近隣援助から受けている介護内容を見ることにしよう。図 5.2.5.に、それぞれ

の介護項目について、要介護者が介護を必要とする場合に、「訪問介護ヘルパー・介護施設職

員」「隣人・友人・ボランティア・NPO 職員」から介護を受けている比率を示している。「訪

問介護ヘルパー・介護施設職員」は、介護保険サービスで受けている介護内容、「隣人・友人・

ボランティア・NPO 職員」はボランティア・近隣援助で受けている介護内容である。 
「訪問介護ヘルパー・介護施設職員」の結果から見よう。介護保険が適用される訪問介護

サービスのサービス内容は、「身体介護」（入浴、着替え、食事の介助、トイレの介助、散歩・

外出の付き添い等）と「生活援助」（料理・掃除・洗濯等の家事援助、薬の受け取り等）に大

別される。分析結果をみると、身体介護に相当する「入浴介助」「徒歩での外出」「トイレの

介助」「通院介助」「起床介助」「食事の介助」「着替え・身なりの保清（洗顔・歯磨き等）」の

利用率が相対的に高い。なかでも、「入浴介助」の利用率は顕著に高い3。これらの身体介護

に比べて、生活援助に相当する「家事援助（料理・掃除・洗濯等）」「薬の管理（服薬・保管

等）」「金銭管理（支払い・預貯金の通帳管理等）」の利用率は低い。ここでの要介護者は家族

と同居している。生活援助項目は、世帯としての家事や家計管理の一環として同居家族が担

っているために介護支援の利用率は低いと考えられる。 
                                                 
3 訪問介護サービスによる入浴介助のほかに、訪問入浴サービス（入浴車が家庭を訪問して入浴を介助するサー

ビス）も、介護保険で提供されるサービスの一つである。 
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「隣人・友人・ボランティア・NPO 職員」からは、ここに挙げられた介護項目について、

ほとんど介護を受けていない。「徒歩での外出」「通院介助」が僅かに 1%を上回る程度であ

る。介護保険サービスの適用を受けている介護内容を、ボランティアや近隣援助に頼るケー

スは極めて稀であることがうかがえる。近年、NPO による高齢者支援は活発であるが、同一

の NPO においても、介護保険事業として提供するサービスとボランティアとして行う援助

は区別されている4。介護保険サービスとボランティア・近隣援助では、介護において担う役

割が異なっていると言える。分析対象の要介護者においても、介護保険サービスでカバーさ

れている、ここに挙げた介護項目以外の内容について、ボランティアや隣人・友人の援助を

受けていると考えることができる。 

 
３ 介護保険サービス利用開始時の利用手続きの仕事への影響 
 では、こうした介護支援は、家族介護に関わる労働者の仕事にどのような影響を及ぼして

いるだろうか。以下では、雇用労働者に対象を限定して分析しよう。まず着目したいのは、

介護保険サービス利用開始時の事務手続きが仕事に及ぼす影響である。 
介護保険サービスを利用するためには、要介護認定、ケアマネージャーによるケアプラン

の作成、サービス事業所の選定という手続きが必要である。この手続きのために、介護を担

う家族は少なからぬ時間を費やすことになる。こうした介護の準備に必要な時間の確保を目

的に、介護休業制度は制度化された。しかし、第 2 章で明らかになったように、仕事を休む

必要が生じても、実際は、介護休業制度を利用せずに、年次有給休暇やその他の休暇制度、

休職、あるいは、欠勤・遅刻・早退といったかたちで対応している。本章においても、以下

の分析で介護保険サービス利用開始時の手続きが、欠勤・遅刻・早退といったかたちで仕事

に影響を及ぼしていることを確認することができる。 
第 1 章で明らかになったように、主介護者とその他の同居家族（非主介護者）では、介護

を担う度合いが異なる。そこで、はじめに、家族における介護役割と、介護保険サービス利

用開始時の手続きへの関与との関係を見ることにしよう。 
図 5.3.1.は、介護保険サービス利用開始時に対象者自身が利用手続きをした層、介護保険

サービスの利用経験はあるが自分は利用手続きをしなかった層、介護保険サービスの利用経

験がない層の構成割合を、介護役割別に示している。ここで、「利用手続きをした」に該当す

るのは、訪問介護サービス、デイサービス、ショートステイの何れかを介護保険サービスと

して最初に利用した時に、「役所や介護施設への申請・事務手続き」「ケアマネージャーの選

定」の何れかをした場合である。介護開始当時と現在では、雇用就業の有無が異なるため、

ここでは介護開始当時に雇用労働者であった対象者を分析対象とする。 

                                                 
4 例えば、家族が外出時の話し相手や声かけによる安否の確認、通院にタクシーが必要な要介護者の車での送迎

は、介護保険の適用外であるが重要性の高い支援として、NPO やボランティアによって行われている。介護

保険サービスと NPO の活動については渋川（2001）で丁寧に紹介されている。 
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図5.3.1. 介護保険サービスを最初に利用したときの対象者本人の利用手続き関与
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図に示されているように、主介護者の 59.8%は「自分が利用手続きをした」としている。

「利用経験なし」を除けば、大半の主介護者は介護保険サービスの利用開始時の手続きもし

ていることがわかる。しかし、主介護者のみならず、非主介護者も 35.0％は利用手続きをし

ている。介護保険サービスの利用経験がある層に限定すれば、約半数は手続きをしていた。

第 2 章の分析結果においても、介護開始時の態勢作りには非主介護者も約半数が関与してい

ることが示されていた。こうした介護の準備作業においては、主介護者でない家族にも両立

負担がかかっていると考えられる。 
そこで、介護保険サービス開始時の利用手続きによって、介護開始当時の勤務先を退職し

ているか分析しよう。図 5.3.2.は、介護開始当時の雇用労働者を対象に、当時の仕事を現在

も継続しているか、転職して現在は別の仕事に就いているか、退職して現在無職かの構成割

合を介護保険サービスの利用手続きの有無別に示している。利用手続きの有無によって、現

在まで継続している比率の差はない。介護保険サービスの利用手続きによって、仕事をやめ

るほどの両立負担が生じていることは、ここでは確認されない。 
では、年次有給休暇やその他の休暇制度の利用、休職、欠勤、遅刻、早退といったかたち

では、仕事に影響しているのか。図 5.3.3.は、介護保険サービスを最初に利用する際に、対

象者本人が利用手続きをした労働者、対象者本人は利用手続きをしなかった労働者、介護保

険サービスの利用経験がない労働者それぞれにおいて、介護開始から現在までに年次有給休

暇やその他の休暇制度の利用、休職、欠勤、遅刻、早退をした経験のある比率を示している。 
「利用手続きをした」層は、「利用手続きしなかった」「利用経験なし」に比べて、年休取

得・早退・遅刻・欠勤の比率が高い。ヒアリング調査において、要介護認定等、介護保険サ

ービスの利用手続きのために、半日ないしは 1 日単位で仕事を休んだことが報告されている。

そして、介護保険サービスの利用手続きに対応できる曜日・時間帯が就業時間と重なってい

ることが、仕事を休まざるを得ない一因になっていた。ここでの分析結果からも、介護保険

サービスの利用手続きのために、仕事を休む必要性が生じていることがうかがえる。 
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図5.3.2. 介護保険サービス利用開始時の手続きの有無と
介護開始当時の仕事の継続
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図5.3.3. 介護保険サービス利用開始時の手続きと休暇・遅刻・早退等
（介護開始当時雇用労働者）
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注目すべきは、早退、遅刻、欠勤の比率が「利用手続きした」層で高いことである。これ

らの対応は、年休やその他の休暇制度、休職のような、勤務先の規則として定められた制度

の利用ではない。欠勤・遅刻・早退が重なれば、勤務先にも労働者本人にも悪影響が出る。

職場において避けるべき早退、遅刻、欠勤の経験率は、何れについても「利用手続きした」

層の経験率が「利用手続きしなかった」「利用経験なし」より高い。介護保険サービスの利用

手続きのために費やす時間が、早退、遅刻、欠勤といったかたちで望ましくない影響を仕事

に及ぼしている実態がうかがえる。これに対して、「利用手続きしなかった」は、「利用経験

なし」と比べても、早退、遅刻、欠勤の経験率が低い。介護が仕事に及ぼす影響を、介護保

険サービスの利用によって小さくしているのは、利用手続きを他の家族に任せて、介護保険

サービスを利用する労働者であることがうかがえる。 
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 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果)

性別（男性=1） -.496 + .609 -.224 .799 -1.778 * .169

介護開始当時の年齢 -.015 .985 -.030 .971 -.006 .994

介護開始当時の雇用形態（正規雇用=1） -.548 * .578

介護役割（主介護者=1） .538 * 1.712 1.191 ** 3.292 .100 1.105

ボランティア・近隣援助の利用経験 .581 * 1.788 .675 + 1.964 .414 1.512

介護保険利用開始時の手続き（vs. 利用経験なし）

手続きした .753 ** 2.123 .886 * 2.424 .325 1.384

手続きしなかった .022 1.022 .198 1.220 -.455 .634

定数 .618 1.855 .209 1.232 .850 2.340

χ2乗 59.327 ** 32.410 ** 9.149

－2対数尤度 526.515 231.738 194.197

Cox & Snell　R2乗 .130 .156 .055

Nagelkerke R2乗 .174 .208 .077

N 427 191 162

 + p<0.1 * p<0.05 ** p<0.01

分析対象：介護開始当時の雇用労働者

欠勤・遅刻・早退の経験（何れかあり＝1、何れもなし=0）

全体 正規雇用 非正規雇用

表5.3.1. 欠勤・遅刻・早退の規定要因

被説明変数は、これまで介護のために欠勤・遅刻・早退の何れかをした経験がある場合に1、何れもしたことが
ない場合に0。

- -

 

 
第 2 章の分析結果が示していたように、欠勤・遅刻・早退の経験率は、正規雇用労働者に

比べて非正規雇用労働者の方が高い。また、サンプルの非正規雇用労働者は大半が女性であ

ることを踏まえると、非正規雇用労働者の中でもとりわけ女性が、これらの対応をしている

可能性がある。その実態を明らかにするため、性別、年齢、雇用形態等をコントロールした

多変量解析によって、欠勤・遅刻・早退の規定要因を推計しよう。 
分析方法は、ロジスティック回帰分析を用いる。被説明変数は、欠勤・遅刻・早退の何れ

かをしたことがある場合に１、何れもしたことがない場合に 0 とする。説明変数は、性別、

介護開始当時の年齢、介護開始当時の雇用形態、介護役割、介護保険サービス以外の介護支

援であるボランティア・近隣援助を利用した経験、そして介護保険利用開始時の手続きの有

無とする。性別は男性を 1、女性を 0 とする。介護開始当時の年齢は連続変数とする。介護

開始当時の雇用形態は正規雇用を 1、非正規雇用を 0 とする。介護役割は主介護者を 1、非

主介護者を 0 とする。ボランティア・近隣援助の利用経験は、ボランティアもしくは隣人・

友人の援助を受けた経験がある場合に 1、援助を受けた経験がない場合は 0 とする。利用手

続きは、「利用手続きした」「利用手続きしなかった」「利用経験なし」の 3 カテゴリーとし、

「利用経験なし」を基準カテゴリーとする。 
サンプル全体を対象とした分析に加えて、雇用形態を正規雇用と非正規雇用に分けた分析

も行う。介護のために職場での対応が必要になっても、非正規雇用労働者には年次有給休暇

などの休暇・休業制度が適用されていない者が含まれる。その違いが、早退、遅刻、欠勤と
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いう対応に影響していることが予想されるからだ。表 5.3.1.に推計結果を示す。非正規雇用

労働者の分析結果は、モデルχ2 乗が有意ではないが、参考までに示しておく。 
分析結果において、まず指摘すべきは、介護保険サービスの「利用経験なし」に比べて「利

用手続き」をした方が、欠勤・遅刻・早退をしていることである。その効果は、正規雇用労

働者に限定した分析結果でも有意である。全体の分析結果においては、非正規雇用労働者ほ

ど、欠勤・遅刻・早退をしていることが示されているが、正規雇用労働者においても、介護

保険サービスの利用手続きを担う場合は、欠勤・遅刻・早退をしている。 
また、女性ほど、非正規雇用労働者ほど、主介護者ほど、欠勤・遅刻・早退している。サ

ンプルの非正規雇用労働者はほとんどが女性である。また、サンプルの主介護者は、非正規

雇用労働者の比率が高い。非正規雇用労働者の女性に、主介護者としての介護負担が生じる

ことによって、欠勤・遅刻・早退する確率が高まることが示唆される。しかし、看過できな

いのは、正規雇用労働者においても、主介護者は遅刻・欠勤・早退していることである。介

護において緊急の事態が生じた場合には、正規雇用労働者であっても主介護者として介護に

対応するため、欠勤・遅刻・早退を余儀なくされる実態がうかがえる。 
介護保険サービス以外の介護支援であるボランティア・近隣援助の効果については、利用

経験があるほど、欠勤・遅刻・早退しているとの結果が示されている。この支援を受けてい

れば、それだけ、欠勤・遅刻・早退をしなくて済むと予想されたが、結果は逆である。ボラ

ンティアや近隣援助の利用実態には明らかになっていないことが多いが、介護保険サービス

と同様に、利用に当たっての諸手続き（例えば、支援提供者との打ち合わせなど）の影響が

あるのではないだろうか。この点は、今後の課題としたい。 

 
４ 現在の介護サービスの利用と仕事との両立 
 育児・介護休業法では、休業制度のほかに、勤務時間短縮等の措置として、短時間勤務制

度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、フレックスタイム、介護費用の援助の何れかを講ず

ることが事業主の義務とされている。そして、労働者は、要介護者が要介護状態になるごと

に 1 回、休業を取得するか、これらの措置を最大 93 日まで利用することができる。 
第 3 章の分析結果が示すように、現在の介護生活において、4 人に 1 人の労働者が勤務時

間短縮等の措置として規定された労働時間の調整を行っている。ここでは、地域の在宅介護

支援が利用できれば、勤務先で労働時間を調整する必要はないのか、介護支援の利用と労働

時間調整の関係を明らかにしよう。第 3 章で明らかになったように、現状では、勤務先で制

度化された勤務時間短縮等の措置を利用するよりも、インフォーマルに行っている場合が多

い。ここでは労働者の実際の行動との関係が重要であるため、制度の有無に関わらず、実際

に行っている調整について分析する。 
はじめに、現在、介護保険サービスを利用することによって、労働者の介護負担がどの程

度軽減されているか見ることにしよう。労働時間との関係でポイントとなるのは、労働者本 
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分析対象：要介護者が在宅の雇用労働者

図5.4.1a. 現在の介護保険サービスの利用と本人が毎日している時間帯

 
 
人が介護を担っている時間帯である。介護支援によって軽減されない時間帯の介護は、労働

時間の短縮や弾力化によって対応する必要が生じるからである。 
図 5.4.1a.は、現在の介護保険サービスの利用と、本人が毎日している時間帯の関係を示し

ている。介護保険サービスの「利用あり」は、訪問介護サービス、デイサービス、ショート

ステイの何れかを現在利用している場合を指している。また、第 1 章でみたように、各時間

帯で介護を担う比率は介護役割で異なるため、サービス利用の有無と介護役割を組み合わせ、

「主介護者・利用あり」「主介護者・利用なし」「非主介護者・利用あり」「非主介護者・利用

なし」の 4 つの層を比較する。なかでも重要なのは、主介護者における「利用あり」と「利

用なし」の違いである。 
まず注目したいのは、「午前（9～12 時）」「午後（12～17 時）」において、「主介護者・利

用あり」が「主介護者・利用なし」より低くなっていることである。日中の主介護者の介護

負担は、介護保険サービスによって軽減されている。しかし、それ以上に見逃せないのは、

主介護者において「早朝（5～9 時）」「夕方・夜間（17～22 時）」「深夜（22～翌 5 時）」に介

護している比率が、「利用あり」で低くなっていないことである。出勤前の早朝や帰宅後の夕

方・夜間及び深夜の時間帯は、介護保険サービスを利用していても、主介護者の負担は軽減

されていない。 
同じ傾向は、ボランティア・近隣援助を利用している場合でも確認することができる。図

5.4.1b.に、ボランティア・近隣援助の利用と本人が毎日している時間帯の関係を示す。やは

り、主介護者において「午前（9～12 時）」「午後（12～17 時）」に毎日している比率は、援

助を受けている方が低い。しかし、「早朝（5～9 時）」「夕方・夜間（17～22 時）」「深夜（22 
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分析対象：要介護者が在宅の雇用労働者

図5.4.1b. 現在のボランティア・近隣援助の利用と本人が毎日している時間帯

 
 
～翌 5 時）」は、援助を受けていても毎日している比率は低下していない。 

ここで問題となるのは、地域の在宅介護支援を利用していても、出勤前・帰宅後の介護の

ために、職場で労働時間の調整を行う必要性は低下していない可能性である。地域の在宅介

護支援を利用できても、企業による勤務時間短縮等の措置は必要な支援なのではないか。地

域の在宅介護支援の利用と勤務時間短縮等の措置に関わる労働時間の調整との関係を見よう。 
図 5.4.2a.は、介護保険サービスの利用と労働時間の調整との関係を示している。育児・介

護休業法で規定されている勤務時間短縮等の措置に関わる労働時間の調整として、「始業・終

業時刻の繰上げ・繰下げ」「フレックスタイム」と、短時間勤務制度に相当する「1 日の労働

時間短縮」「週の労働日数短縮」の結果を示す。また、第 3 章と同様に、「残業や休日労働を

しない」、在宅勤務や持ち帰り残業を指す「自宅で仕事をする」の結果も示している。介護保

険サービスは、訪問介護サービス、デイサービス、ショートステイの何れかを現在利用して

いる場合に「利用あり」としている。 
まず指摘すべきは、主介護者においては、「利用あり」が「利用なし」に比べて、勤務時

間短縮等の措置に関わる「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「フレックスタイム」「1 日の

労働時間短縮」「週の労働日数短縮」をしている比率が高いことである。これに対して、非主

介護者においては、「利用あり」が「利用なし」より低い。介護保険サービスによって、非主

介護者は、労働時間の調整を行う必要が低下しているが、主介護者において、その必要性は

低下していない。「残業・休日労働しない」は、主介護者でも非主介護者でも、介護保険サー

ビス利用の有無による差はない。「自宅で仕事をする」は、主介護者において「利用あり」の

方が「利用なし」より低い。ヒアリング調査において、介護保険サービスの利用時間帯が、 
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図5.4.2a. 現在の介護保険サービス利用と勤務時間短縮等の調整
（要介護者が在宅の雇用労働者）
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介護者の出勤・帰宅時刻に必ずしも対応していないことが報告されていた。そうした状況に

おいて、労働時間を調整する必要性が生じている実態が、分析結果からうかがえる。 
先の表 5.3.1.において、介護保険サービス利用開始時の事務手続きの有無に関わらず、主

介護者は欠勤・遅刻・早退をした経験をもっていた。介護の態勢が整った後においても、主

介護者には、介護保険サービスの利用時間と自身の介護時間の境界で時間のやり繰りをする

必要がある一方で、非主介護者は、そうした負担を負うことなく、介護保険サービスによっ

て仕事をしやすい状況が作られている実態がうかがえる。 
同じように、ボランティア・近隣援助との関係を図 5.4.2b.で見てみよう。ボランティアも

しくは隣人・友人の援助を現在受けている場合に、「援助あり」としている。 
勤務時間短縮等の措置に関わる「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「フレックスタイム」

「1 日の労働時間短縮」「週の労働日数短縮」は、やはり、主介護者において、「援助あり」

の方が「援助なし」より高い。しかし、介護保険サービスと異なるのは、非主介護者におい

ても、「援助あり」の方が高いことである。「自宅で仕事をする」も主介護者・非主介護者と

もに「援助あり」の方が高い。「残業・休日労働しない」は非主介護者において、「援助あり」

の方が低い。図 5.2.5.の介護内容において、介護保険サービスとボランティア・近隣援助は

役割が異なることが示されていたが、ここでの分析結果から、ボランティア・近隣援助によ

って労働時間を調整する必要が低下する傾向は確認されない。 
要するに、地域の在宅介護支援によって、労働時間調整の必要が低下するのは、介護保険

サービスを利用する非主介護者のみであり、この層を除けば、企業における勤務時間短縮等

の措置は、地域の在宅介護支援に関わらず、重要な両立支援策なのである。 
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図5.4.2b. 現在のボランティア・近隣援助と勤務時間短縮等の調整

（要介護者が在宅の雇用労働者）
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勤務先での雇用形態や介護役割との関係でみれば、こうした労働時間の調整をしているの

は、第 3 章の分析結果が示していたように、非正規雇用労働者や主介護者である。また、非

正規雇用労働者においては、夕方・夜間の介護を毎日しているほど、労働時間の調整を行っ

ていることが第 3 章で明らかにされている。ここまで示したクロス集計結果に、こうした雇

用形態や介護役割、介護時間帯の影響が含まれている可能性がある。そこで、第 3 章の分析

モデルの説明変数に、本章で取り上げた介護保険サービスとボランティア・近隣援助を加え

て、勤務時間短縮等の措置に関わる労働時間の調整に地域の在宅介護支援が及ぼす影響を推

計しよう。なお、第 3 章では、介護経費の援助も被説明変数に含まれていたが、本章では労

働時間及び介護時間帯に焦点を当てているため、介護経費の援助は除く。したがって、被説

明変数は、勤務時間短縮等の措置に関わる「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「フレックス

タイム」「1 日の労働時間短縮」「週の労働日数短縮」の何れかをしている場合に 1 となる。

説明変数となる「介護保険サービスの利用」「ボランティア・近隣援助の利用」は、図 5.4.2a.
と図 5.4.2b.にしたがい、「利用あり」「援助あり」を 1 としている。表 5.4.1.に結果を示す。 

分析結果からまず確認できるのは、雇用形態と介護役割をコントロールすると、介護保険

サービスに有意な効果はなく、「ボランティア・近隣援助」は援助を受けているほど、勤務時

間短縮等の措置に関わる労働時間の調整をしていることである。クロス集計結果に示されて

いた「ボランティア・近隣援助」の効果は、雇用形態や介護役割をコントロールしても同様

である。介護保険サービスが労働時間の調整に及ぼす影響は、介護役割によって異なること

がクロス集計結果で示されていた。そのため、有意な結果が表れなかったと考えられる。そ 
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 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果) 効果 Exp (効果)

性別（男性=1） .107 1.113 -.136 .873 .375 1.456

年齢 .025 1.026 .031 1.031 .024 1.025

現在の雇用形態（正規雇用=1） -.967 ** .380

介護役割（主介護者=1) .689 * 1.992 .418 1.519 .962 * 2.618

早朝（毎日している=1） -.157 .854 .742 2.100 -.598 .550

午前（毎日している=1） -.192 .825 -.845 .430 -.304 .738

午後（毎日している=1） .598 1.819 .253 1.288 .807 2.241

夕方・夜間（毎日している=1） .348 1.416 -.462 .630 .817 * 2.265

深夜（毎日している=1） .202 1.224 -.475 .622 .612 1.845

介護保険サービスの利用（利用あり=1） -.198 .820 -.726 + .484 .151 1.164

ボランティア・近隣援助（援助あり=1） .658 * 1.931 1.072 * 2.922 .436 1.547

定数 -2.377 ** .093 -2.796 * .061 -2.901 * .055

χ2乗 48.182 ** 14.156 23.615 **

－2対数尤度 435.585 160.900 262.194

Cox & Snell　R2乗 .113 .072 .104

Nagelkerke R2乗 .161 .119 .142

N 403 189 214

 + p<0.1 * p<0.05 ** p<0.01

正規雇用 非正規雇用

説明変数の「介護保険サービスの利用」、「ボランティア・近隣援助の利用」は現在の利用の有無

表5.4.1. 勤務時間短縮等の措置に係る労働時間調整の規定要因

被説明変数は、「1日の労働時間短縮」「週の労働時間短縮」「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」「フレック
スタイム」の何れかをしている場合に1、これらの何れもしていない場合は0。

- -

労働時間調整の有無（現在している=1、していない=0）

全体

 
 
して、これら地域の在宅介護支援の効果をコントロールしても、第 3 章の結果と同様に、雇

用形態と介護役割に有意な効果がある。 
そこで、第 3 章と同様に、雇用形態別の分析結果を見てみよう。ここでも、正規雇用の分

析結果はモデルχ2 乗が有意ではないが、参考として示す。分析結果は、介護保険サービス

とボランティア・近隣援助に有意な効果が示されている。介護保険サービスの利用は、10％
水準で有意傾向を示している。クロス集計結果において、非主介護者は、介護保険サービス

を利用している方が労働時間調整を行っていなかった。その結果に示されていた非主介護者

は、主に正規雇用労働者であったことが、ここでの分析結果から示唆される。反対に、「ボラ

ンティア・近隣援助」については、正規雇用労働者において、援助があるほど労働時間調整

をしているとの結果が示されている。 
非正規雇用労働者においては、「介護保険サービス」にも「ボランティア・近隣援助」に

も有意な効果はない。そして、第 3 章の分析結果にも示されていたように、主介護者である

ほど、「夕方・夜間」に毎日介護をしているほど、労働時間を調整していることがここでも示

されている。介護時間帯のクロス集計結果において、地域の在宅介護支援を利用していても

「夕方・夜間」に毎日する比率は低下していなかった。地域の在宅介護支援に関わらず、「夕

方・夜間」に介護をしている非正規雇用労働者は、労働時間の調整を行っているのである。 
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５ 仕事と介護の両立負担と施設介護利用希望 
 主介護者においては、日中は介護支援を利用しても、出勤前や帰宅後の介護負担は軽減さ

れていない。こうした状況が続くことは、仕事にとっても介護にとっても望ましいこととは

いえない。両立負担に耐えかねた場合は、施設介護に頼らざるを得なくなるのではないだろ

うか。そこで、最後に、介護支援ニーズとして、施設介護の利用希望を主介護者の介護時間

帯に着目して分析しよう。ここでは、短期の施設介護としてショートステイの利用希望と、

長期の施設介護として老人ホームなどの介護施設への入居意向を取り上げる。 
 ショートステイの利用希望から見よう。図 5.5.1.は、要介護者が在宅の現在雇用労働者に

おける、今後のショートステイ利用希望を示している。全体の分析結果と、主介護者・非主

介護者それぞれの結果を示している。この図を見る限り、主介護者と非主介護者に、ショー

トステイ利用希望の差はない。 
 しかし、地域の在宅介護支援を利用しても負担が軽減されない、「早朝」「夕方・夜間」「深

夜」に注目して主介護者の利用希望を見ると、仕事をしながら介護を続ける負担の大きさを

うかがい知ることができる。図 5.5.2.は主介護者のショートステイ利用希望を「早朝（5～9
時）」「夕方・夜間（17～22 時）」「深夜（22～翌 5 時）」に毎日している層と、週のうち１日

もしていない層で比較したものである。「早朝（5～9 時）」「夕方・夜間（17～22 時）」「深夜

（22～翌 5 時）」の何れについても、「毎日している」は「週 1 日もしていない」より、ショ

ートステイの利用希望が高いことが一目でわかる。現在、主介護者が仕事をしながら出勤前・

帰宅後に毎日介護を担っている状況においても、ショートステイを利用して、心身を立て直

している実態がうかがえる。 
 次に、長期の施設介護について見よう。図 5.5.3.は施設入居意向について、全体の分析結

果と主介護者・非主介護者の結果を示している。「要介護者の状態が悪化した場合、施設への

入居も考えている」が最も高く、「要介護者の状態に関わらず、すぐにでも施設への入居を考

えている」「現在入居（入院）している・入居待ちである」（ここでの分析対象は要介護者が 

 

図5.5.1. ショートステイ利用希望（要介護者が在宅の現在雇用労働者）
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図5.5.2. 主介護者のショートステイ利用希望（要介護者が在宅の現在雇用労働者）
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図5.5.3. 施設入居意向（要介護者が在宅の現在雇用労働者）
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在宅であるから、実態は入居待ちの対象者）は僅かであるが、これらを合わせると、約 65％
が施設入居の意向を示している。この傾向に、介護役割による差はほとんどない。 
 しかし、ショートステイの利用希望と同様に、ここでも、主介護者においては、介護時間

帯による差が確認できる。図 5.5.4.において、主介護者の介護時間帯と施設入居意向を、「早

朝（5～9 時）」「夕方・夜間（17～22 時）」「深夜（22～翌 5 時）」に毎日している層と、週の

うち１日もしていない層で比較しよう。顕著な差が表れているのは、「夕方・夜間」である。

毎日している層は、「要介護者の状態が悪化した場合、施設への入居も考えている」に「要介

護者の状態に関わらず、すぐにでも施設への入居を考えている」「現在入居（入院）している・ 
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図5.5.4. 主介護者の介護時間帯と施設入居意向（要介護者が在宅の雇用労働者）
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入居待ちである」を加えると 67.8％が施設入居意向をもっている。これに対して、週 1 日も

していない層は、「要介護者の状態に関わらず、すぐにでも施設への入居を考えている」「現

在入居（入院）している・入居待ちである」は 0％であり、「要介護者の状態が悪化した場合、

施設への入居も考えている」が 52.9%である。 
このように、出勤前や帰宅後に毎日介護を担う主介護者において、その両立負担が施設介

護へのニーズとなって表れている。こうした主介護者の心身を立て直すために、施設介護を

利用することは有効であるが、他方で、在宅において主介護者の負担を軽減する支援策の充

実も重要な課題である。これまで分析してきたように、企業においては、労働時間の短縮や

弾力化を通じた介護者の支援が重要であるといえる。 

 
ヒアリング調査から―地域介護支援利用の課題― 
 それぞれの介護状況に応じて、介護保険サービスを始めとする地域の在宅介護支援を利用し

ていることが明らかになった（表 5.補.1.）。 
介護保険サービスについては、介護保険制度開始後に家族介護を始めた対象者においては、

B さん、F さんと必要とする介護がターミナルケアであった J さんを除いて、サービスの利用
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経験がある。ただし、B さん、F さんも要介護認定は受けており、F さんはヒアリング調査後

にサービス利用を開始している。介護保険制度が浸透している様子がうかがえる。 
仕事との両立においては、C さん、D さん、H さん、Ｉさんに見られるように、デイサービ

スやホームヘルパーの利用によって、出勤時間帯の介護に対応していることが明らかとなっ 

 

勤務形態 勤務先 仕事内容
介護開始
時の退職

勤務形態 勤務先 仕事内容
介護中の

退職

A
パート

（1日おきの
勤務）

CM製作会社 経理 退職
パート

（週2日勤
務）

美容院 美容師 退職

介護開始時に散歩ヘルパーを約3ヶ月利用
していたが、ヘルパーへの不信感から利用
をやめる。そのご、デイサービス（毎日）と
ショートステイ（月に2週間）を利用していた。
デイサービスが午前10時から午後4時では、
勤めに出るのは難しい。

B
非常勤職員
（月18日勤

務）
市役所 福祉相談員 継続

非常勤職員
（月18日勤

務）
市役所 福祉相談員 継続

要介護度1の認定を受けているが、要介護
者の意向で、介護保険サービスは利用して
いない。

C
会社社長

（フルタイム）
設備会社 管理職 継続

会社社長
（フルタイム）

設備会社 管理職 退職

最初は利用していなかったが、ケアマネー
ジャー（従兄妹の娘）の誘いで、デイサービ
スを利用。しかし、あるとき、要介護者が突然
拒否。その後、ホームヘルパーと町の配食
サービスを利用。急な仕事のときに対応でき
るサービスがあればよかった。

D
嘱託職員
（週3日勤

務）
市役所 提言書策定 継続

嘱託職員
（週3日勤

務）
市役所 提言書策定 継続

要介護者の入院中は、友人や有償ボラン
ティアに付添・話し相手を頼んだ。在宅介護
になってからは、出勤日の週3日デイサービ
スを利用。デイサービスの送迎と出勤・帰宅
時刻が合わないため、デイサービス利用日
にホームヘルパーも朝・夕１時間利用。

公務員
（フルタイム）

東京都
福祉施設の

検査
継続

公務員
（フルタイム）

東京都
福祉施設の

検査
継続

特にどこにも相談していない。当時（1970年
代末から80年代初頭）は、介護は家族の問
題という時代だった。

パート
（週3日勤

務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
パート

（週3日勤
務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
介護保険制度がスタートし、要介護認定を
受けたが、サービスを受ける前に要介護者
が他界。

パート
（週3日勤

務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
パート

（週3日勤
務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
介護保険の要介護認定手続きはしたが、
サービスを利用する前に要介護者が再入院
し、そのまま他界。

パート
（週3日勤

務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
パート

（月に2日勤
務）

介護保険関
係の団体

事務 継続
デイサービスを週2日利用。しかし、嫌になっ
てサボりがち。

F
非常勤講師
（週3日勤

務）

財団と
文化会館

英会話講師 継続
非常勤講師
（週3日勤

務）

財団と市の
文化会館

英会話講師 継続

要介護者は50年間同じ場所で生活してお
り、近隣関係が密接。遠距離介護だが、緊
急時は近隣の友人から連絡が来るよう、連
絡先を交換してある。介護保険サービスは
現在申請中。家事援助サービスの利用を要
介護者に勧めている。

G
公務員

（フルタイム）
市役所 管理職 継続

公務員
（フルタイム）

市役所 管理職 退職

要介護者の介護負担から、主介護者の母が
倒れたことがある。自分も睡眠不足。認知症
の症状が進行し、このままでは共倒れになる
と思い、定年前の55歳で退職。退職前は介
護保険サービスを利用していなかった。

H
パート

（1日4時間
週5日）

和菓子屋 販売員 転職
パート

（1日4時間
週5日）

公益法人 事務 継続
デイサービスを利用。要介護者は若年性認
知症だが、介護施設は「若い」というだけで
対応できないと断られる。

I
パート

（1日5時間
週5日）

病院 事務 転職
パート

（1日5時間
週5日）

ハンダメー
カー

事務 継続

ホームヘルパーを週3日利用。デイサービス
に2週間通っていたが、要介護者がなじめず
にやめた。ほとんどの施設は高齢者ばかり
で、女性が多い。デイサービスからの帰宅も
早い。7時頃までなら助かる。

J
正社員

（フルタイム）
情報通信

機器製造業
マーケティング 継続

正社員
（フルタイム）

情報通信
機器製造業

マーケティング 継続
要介護者が末期ガンのため、病院で治療。
最後はホスピスに入居。

* Eさんは、これまでに4人の家族介護を経験。

表5.補.1. 各対象者における地域の介護支援利用状況

E*

介護開始時の仕事 介護の状態が安定した時期の仕事

対象者 介護サービスの利用状況
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た。しかし、仕事との円滑な両立のために、介護保険サービスについて、対象者から次のよう

な指摘もされている。 
最も指摘されていたのは、介護保険サービスの利用手続きに対応する時間帯及びサービスの

利用時間と勤務時間とのバッティングである。H さんや I さんは、介護保険の手続きのために

半日ないしは 1 日単位で休みを取ったことを報告している。介護保険サービスの利用手続きに

対応できる曜日・時間帯が就業時間と重なっていることが、仕事を休まざるを得ない一因にな

っていた。サービスを利用し始めてからも、サービスの利用時間が勤務時間帯に対応していな

いことの不便が指摘されている。特に、デイサービスについては、複数の対象者が、サービス

の時間が勤務時間に対応していないとの指摘をしている。例えば、A さんは、デイサービスを

毎日利用しているが、「午前 10 時から午後 4 時では勤めに出るのは難しい」と言う。また、D
さんは、デイサービスの送迎時刻と、出勤・帰宅時刻の間を埋めるために、朝夕 1 時間ずつホ

ームヘルパーも利用して対応していた。I さんも「デイサービスから帰ってくるのが早い」と

同様の指摘をしている。また、ホームヘルパーを利用していた C さんにおいても、急な仕事

のときに対応できる制度があればよかったとの指摘がされている。 
このように、介護保険による在宅介護支援サービスを利用してもなお、複数の対象者が仕事

との両立が難しい状況に直面している。しかし、介護者である家族本位でサービスを拡大する

ことは、介護保険制度の趣旨から外れている。ヒアリング対象者においても、介護保険サービ

スについて、介護者としての要望はあるが、要介護者の意向を無視してサービスを利用するこ

とはない。介護保険サービスの利用者は、あくまでも要介護者であり、要介護者の意思を尊重

する姿勢は、多くの対象者に共通している。例えば、B さんは、要介護者の意思を尊重して、

サービスを利用していなかった。介護保険サービスを利用してもなお、仕事との両立が難しい

状況に対して、介護保険サービスとは別の介護者への支援が重要であるといえる。 
 介護保険が対応していないサービスを提供するものとして、ボランティアや近隣援助は重要

な役割を期待されている。ヒアリングにおいても、これらの支援を様々に受けていることが報

告されている。しかし、その内容は様々である。 
D さんは、要介護者の入院中、自身が出勤している間の付添いや話し相手として、有償ボラ

ンティアや友人の支援を受けていた。また、F さんは、遠距離介護のため東京から大阪に通っ

ているが、要介護者の近隣に住む知人の助けを得ている。D さんと F さんに共通しているの

は、介護の必要が生じる前からの近隣・友人関係を通じて援助を受けていることだ。要介護者

と同居していた D さんは、市民活動を通じて地域とつながりをもっていた。F さんの要介護

者は、50 年間同じ場所で生活しており、近隣と密接な関係を築いていた。その一方で、介護

を開始してから、介護支援活動に参加し、自身も支援を受けている対象者もいる。A さんの要

介護者には認知症があるが、自身で「家族の会」を立ち上げ、情報収集や情報交換の場として

いる。H さん、I さんのように居住地を超えて「家族の会」に参加することもある。A さん、

H さん、I さんに共通しているのは、同じ境遇にある者でないと理解しにくい課題に対して、
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「家族の会」が重要な役割を果たしていることである。 
このように、ボランティアや近隣援助による介護支援の内容は、ケースによって様々である。

ボランティアや近隣援助は、定型的な役割を決められているものではなく、その内容は極めて

多様であることが、ヒアリング結果からもうかがえる。なかには、Ｄさんのように、仕事との

両立に有効に機能しているケースもある。地域社会による介護者の支援として、ボランティア

や近隣援助によるどのような支援が、仕事との両立に役立っているか、今後さらに明らかにす

ることが課題である。 

 
６ まとめ 
 地域の在宅介護支援が、仕事と介護の両立に及ぼす影響を、介護保険サービスを中心に分

析した。その結果は次のように要約することができる。 
① 介護保険利用手続きをした経験のある労働者は、介護保険の利用経験のない労働者より、

欠勤・遅刻・早退の比率が高い。欠勤・遅刻・早退を最もしていないのは、自分では利

用手続きをせずに介護保険サービスを利用する労働者である。ボランティアや隣人・友

人から援助を受ける労働者も欠勤・遅刻・早退をしている。 
② 介護支援の利用により、日中に毎日介護する主介護者は減るが、早朝、夕方・夜間、深

夜に毎日介護する状況は変わらない。介護支援を利用しても、主介護者は１日の労働時

間短縮、週の労働日数短縮、始業・終業時刻の繰上げ・繰り下げ、フレックスタイムと

いった、勤務時間短縮等の措置に係る労働時間の調整を行っている。 
③ 早朝、夕方・夜間、深夜に毎日介護している主介護者は施設介護のニーズが高い。 

まず指摘すべきは、介護保険サービス利用開始時の手続きが仕事に影響していることであ

る。なかでも憂慮すべきは、欠勤・遅刻・早退によって、この手続きに対応していることで

ある。介護休業制度は、介護に必要な準備への対応を想定して制度化された。育児・介護休

業法では、勤務時間短縮等の措置として短時間勤務制度、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、

フレックスタイム、介護経費援助の何れかを講ずることが企業の義務とされている。労働者

は介護休業取得の代わりに、これらの措置を利用することもできる。しかし、実際は、欠勤、

遅刻、早退によって対応しているのである。休暇・休業制度の適用を受けていない非正規雇

用労働者のみならず、正規雇用労働者においても利用手続きに当たって欠勤・遅刻・早退で

対応しているのだ。これらの対応は、勤務先の制度として認められているものではなく、企

業にとっても労働者個人にとっても、望ましくない影響をもたらす。介護の実態に即した休

暇・休業制度の構築は急務であると言える。 
また、介護保険サービスを利用しても、出勤前や帰宅後における主介護者の介護負担は軽

減されていない。そして、夕方・夜間に介護を行う労働者は労働時間の調整を行って、仕事

と介護を両立している。デイサービスが利用できるのは、大半が日中である。訪問介護サー

ビスは、早朝や深夜も対応しているが、家族が介護できる時間帯には利用されていない実態
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がうかがえる。こうした時間帯の隙間を埋めるために、終業時刻を早めるなどの対応をして

いることが分析結果からうかがえる。育児・介護休業法において、勤務時間短縮等の措置の

利用期間は、介護休業取得と合わせて 93 日までとされている。しかし、本章で示された介

護生活の実態に対応するならば、勤務時間短縮等の措置については、介護開始当初の準備期

だけでなく、その後の介護生活も対象とし、より長い期間利用できることが重要と言える。 
毎日介護を担いながら仕事をしている主介護者においては、その負担が施設介護へのニー

ズとなって表れている。分析結果から、現在も、主介護者は、ショートステイを利用して、

心身を立て直している実態がうかがえる。ただし、介護保険サービスは、あくまでも要介護

者の必要に応じて提供されるものである。介護者の負担軽減のためには、介護保険制度の外

での支援も拡充する必要がある。 
介護保険制度でカバーされない介護支援を担うものとして、ボランティア・近隣援助に、

近年大きな期待が寄せられている。しかし、分析結果から、その役割は介護保険サービスで

提供される身体介護や生活援助と異なる実態がうかがえる。仕事との関係においては、ボラ

ンティア・近隣援助を利用している方が労働時間の調整をし、欠勤・遅刻・早退もしている。

本章の分析結果においては、ボランティア・近隣援助によって両立負担が軽減しているとは

言えない。ただし、ボランティア・近隣援助の内容は、介護保険サービスのような定型的枠

組みをもつものではない。ヒアリング調査では、介護者が出勤している間、要介護者の付添

いや話し相手を友人やボランティアに頼む例も報告されており、多様な支援のなかには介護

と仕事の両立にプラスの影響を及ぼすものもあると考えられる。これについては、今後の課

題としたい。 
要するに、介護保険サービスを始めとする地域の介護支援だけでは、両立負担はなくなら

ない。そして、企業においては、地域の介護支援にかかわらず、介護休業制度や勤務時間短

縮等の措置を介護生活の実態に即して拡充することが重要である。 
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介護休業を取得したことが「ある」方と「ない」方の両方にお聞きします。 

 

問 8(2) 今後、介護休業を取得したいと思いますか（取得したことがある方は、今後さらに取得したい

ですか）。                       （○は１つ） 

1 取得したい 

2 できれば取得したい 

3 あまり取得したくない

4 取得したくない 

5 わからない 

6 現在仕事をしていない 

 

問 8(3) あなたが介護休業を取得するとしたら、次のようなことは予想されますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 
そう 
思う 

ややそう
思う 

あまり 
そう思わ
ない 

そう 
思わない 

わから 
ない 

現在 

仕事をし

ていない

同僚に迷惑がかかると思う 1 2 3 4 5 6 

昇進や昇級に悪影響があると思う 1 2 3 4 5 6 

復職するとき、仕事や職場に適応できる

か不安である 
1 2 3 4 5 6 

上司の理解を得るのが難しいと思う 1 2 3 4 5 6 

収入が減ると思う 1 2 3 4 5 6 

 

問 9 あなたはこれまで介護のために、介護休業の取得以外に、次のことを行いましたか。今後につい

てもお答えください。                      （○はそれぞれ１つずつ） 

これまでに 今後  

ある ない する しない 
現在仕事を 

していない 

年次有給休暇の利用 1 2 1 2 3 

年休以外の休暇制度の利用 1 2 1 2 3 

欠勤 1 2 1 2 3 

遅刻 1 2 1 2 3 

早退 1 2 1 2 3 

休職 1 2 1 2 3 

 

問 10 今後も仕事を続けますか。                 （○は１つ） 

1 現在の仕事を続ける 

2 介護と両立しやすい仕事に変える

3 仕事をやめて介護に専念する 

4 わからない 

5 現在仕事をしていない 

 

 ここからは、全員にお聞きします。 

同居のご家族・配偶者についてお聞きします。 

 

問 11(1) 同居家族の中で介護休業を取得した方はいますか。         （○は１つ） 

1 いる 

2 いない 

3 あてはまらない（例：同居家族はいない、仕事はしていなかった、仕事をしていない） 
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（介護保険サービスを利用したことが「ある」方へ） 

SQ12-1-1 最初に利用したのはいつでしたか。 

西暦（    ）年 （   ）月 頃 

 

SQ12-1-2 最初の利用にあたり、あなたは以下のこと

をしましたか。（○はそれぞれ１つずつ） 

 
は

い 

い

い

え 

役所や介護施設への申請・事務手続き 1 2 

ケアマネージャーの選定 1 2 

問 11(2) あなたには、配偶者はいらっしゃいますか。（○は１つ） 

1 いる       2 いない → 問 12(1)へお進みください。 

↓（「いる」方に） 

SQ11-2-1 配偶者の方は、現在、仕事をしていますか。         （○は１つ） 

1 正規の従業員として勤めている 

2 パート・アルバイト・契約社員・派遣社員等として勤めている 

3 勤め以外（自営業・自由業・内職等）の仕事についている 

4 仕事をしていない    →「仕事をしていない」方 問 12(1)へお進みください。

（配偶者がお仕事をされている方（1～3 の方）へ 

SQ11-2-2 配偶者の方は現在、介護のために次のようなことをしていますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 はい いいえ わからない 

1 日の労働時間を短くしている 1 2 3 

週の労働日数を減らしている 1 2 3 

出勤時間を遅くしている 1 2 3 

帰宅時間を早くしている 1 2 3 

 

地域・介護保険サービスについてお聞きします。 

問 12(1) 要介護者は、家族・親族以外の介護サービスを利用したことがありますか。訪問介護サービス、

デイサービス、ショートステイのいずれかを利用したことがある方は SQ にもお答えくださ

い。 （○はそれぞれ１つずつ） 

 

 

 

問 12(2) 要介護者は、現在、家族・親族以外の介護サービスを利用していますか。利用している方は、

サービス内容に満足していますか。また、今後要介護者の介護にあたり、介護サービスを利

用したいと思いますか。                   （○はそれぞれ 1 つずつ） 

（「いる」の方） 

 
現在、利用して 

いますか。 

S 

Q 
サービス内容に 

満足していますか。

今後、利用 

したいですか。 

 いない いる  満足 不満 したい したくない

訪問介護サービス 1 2 → 1 2 1 2 

デイサービス 1 2 → 1 2 1 2 

ショートステイ 1 2 → 1 2 1 2 

ボランティアの援助 1 2 → 1 2 1 2 

隣人・友人の援助 1 2 → 1 2 1 2 

 
これまでに利用した 

ことがありますか。 

 ない ある 

訪問介護サービス 1 2 

デイサービス 1 2 

ショートステイ 1 2 

ボランティアの援助 1 2 

隣人・友人の援助 1 2 
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問 12(3) これまでに要介護者は、要介護認定を受けたことがありますか。（○は１つ） 

 

1 ある 2 ない 3 わからない →（2・3 の方）問 12(4)へお進みください。 

↓（「ある」方へ） 

SQ12-3-1 最初に受けたときの要介護者の要介護度は次のどれですか。（○は１つ） 

1 要支援 

2 要介護 1 

3 要介護 2 

4 要介護 3 

5 要介護 4 

6 要介護 5 

7 認定されなかった 

8 わからない 

 

SQ12-3-2 要介護者は、要介護度再認定を受けたことがありますか。（○は１つ） 

 

1 ある 2 ない 3 わからない →（2・3 の方）問 12(4)へお進みください。 

↓（「ある」方へ） 

SQ12-3-3 現在の要介護者の要介護度はどれですか。     （○は１つ） 

1 要支援 

2 要介護 1 

3 要介護 2 

4 要介護 3 

5 要介護 4 

6 要介護 5 

7 認定されなかった 

8 わからない 

 

問 12(4) 要介護者の介護費用を支払っている方はどなたですか。以下の中から、あてはまる方 

（あなたとの続柄で）すべてに○をしてください。   （○はいくつでも） 

あなたの関係者 配偶者の関係者 

1 あなた 10 配偶者 

2 子ども 11 配偶者の父親 

3 子どもの配偶者 12 配偶者の母親 

4 自分の父親 13 配偶者の祖父 

5 自分の母親 14 配偶者の祖母 

6 自分の祖父 15 配偶者の兄弟姉妹 

7 自分の祖母 16 これら以外の配偶者の親族 

8 自分の兄弟姉妹  

9 これら以外の自分の親族  

 

問 12(5) あなたが支払っている介護費用は 1 ヶ月あたりいくらですか。 

（支払っていない場合、「0」円と記入してください） 

1 ヶ月あたり        円 

 

問 12(6) あなたは、介護に関わり始める以前から、次のような地域とつながりのある活動をしていま

すか。団体や会に入っていても、あなたが実際に活動していないものは「していない」とし

てお考えください。                     （○はそれぞれ１つずつ） 

 

介護前 

から続け

ている 

介護を機

にやめた 

介護中に 

始めた 
していない

町内会・自治会・婦人会などの地域活動 1 2 3 4 

スポーツ・教養・娯楽などの趣味的活動 1 2 3 4 

高齢者の介護・援助にかかわるボランティア・NPO の活動 1 2 3 4 

その他のボランティア・NPO・生協などの市民活動 1 2 3 4 

 



 

 －183－

現在のあなたの意識についてお聞きします。 

 

問 13 要介護者について、介護施設（老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型施設・グループホー

ム・グループハウス等）への入居を考えていますか。        （○は１つ） 

1 どのようなことがあろうと、今のところ考えていない 

2 要介護者の状態が悪化した場合、施設への入居も考えている 

3 要介護者の状態にかかわらず、すぐにでも施設への入居を考えている 

4 現在入居（入院）している・入居待ちである 

5 その他（                            ） 

 

問 14 介護をするにあたって、次のようなことはどの程度、あなたにあてはまりますか。 

（○はそれぞれ１つずつ） 

 
あて 

はまる 

やや 

あて 

はまる 

あまり 

あてはま 

らない 

あてはま

らない 

わから 

ない 

自分は介護者としてよくやっていると感じる 1 2 3 4 5 

介護するのが心身ともにきついと感じる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、友人との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、自分の体調が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、家族との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

介護が原因で、家計が苦しくなる 1 2 3 4 5 

介護のために、自分のやりたいことが全くできな

いと感じる 
1 2 3 4 5 

隣人や友人によって（介護をする自分は）十分に

支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護は、やりがいのあるものだと感じる 1 2 3 4 5 

家族によって（介護をする自分は）十分支えられ

ていると感じる 
1 2 3 4 5 

要介護者との関係が良好である 1 2 3 4 5 

医療・介護サービスによって（介護をする自分は）

十分に支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護していることを感謝されていると感じる 1 2 3 4 5 

介護をしていて、精神的に参っている 1 2 3 4 5 

全体的にみて（介護をする自分は）周りから十分

支えられていると感じる 
1 2 3 4 5 

介護が原因で、上司や同僚との関係が悪くなる 1 2 3 4 5 

仕事での責任を果たすために、家事、育児、介護

がおろそかになっていると感じる 
1 2 3 4 5 

家事、育児、介護のために、仕事での責任を果た

せていないと感じる 
1 2 3 4 5 

仕事と家庭生活の両立が難しく、悩むことがある 1 2 3 4 5 
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あなたについてお聞きします。 

 

F1 あなたの性別をお教えください。 

1 男性 2 女性 

 

F2 あなたの年齢はいくつですか。生年月と年齢をお答えください。 

西暦（    ）年 （  ）月生  満（    ）歳 

 

F3 お住まいの都道府県と市区町村をご記入ください。 

（      ）都・道・府・県 （      ）市・区・町・村 

 

F4 あなたの世帯が住んでいる住居は、次のどれにあたりますか。    （○は１つ） 

1 一戸建ての持家 

2 一戸建ての借家 

3 集合住宅（マンション・アパート）の持家 

4 集合住宅の借家 

5 その他（具体的に    ） 

 

 

F5 過去 1 年間のあなた個人の収入は、税込みで次のどれに近いでしょうか。臨時収入、副収入も含め

てお答えください。                      （○は１つ） 

1 100 万円未満 

2 100～200 万円未満 

3 200～300 万円未満 

4 300～400 万円未満 

5 400～600 万円未満 

 

6  600～ 800 万円未満 

7  800～1000 万円未満 

8 1000～1200 万円未満 

9 1200～2000 万円未満 

10 2000 万円以上 

11 収入はない 

 

F6 過去 1 年間のあなたのお宅の全収入は、税込みで次のどれに近いでしょうか。他のご家族の方の収

入、臨時収入、副収入も含めてお答えください。         （○は１つ） 

1 100 万円未満 

2 100～200 万円未満 

3 200～300 万円未満 

4 300～400 万円未満 

5 400～600 万円未満 

6 600～800 万円未満 

7  800～1000 万円未満 

8 1000～1200 万円未満 

9 1200～2000 万円未満 

10 2000 万円以上 

11 収入はない 

12 わからない 

 

F7 あなたの最終学歴は次のどれにあたりますか。            （○は１つ） 

1 中学卒 

2 高校卒 

3 専修・専門学校卒(高校卒業後入学) 

4 短大・高専卒 

5 大学・大学院卒 

6 その他（具体的に     ） 

 

F8 現在、同居家族の中に、次の方はいらっしゃいますか。  （○はそれぞれ１つずつ） 

 いる いない 

小学校入学前の子ども 1 2 

小学生から高校生までの子ども 1 2 

本調査での要介護者の他に介護が必要な方 1 2 

 

～ 設問は以上です。ご協力ありがとうございました。～ 
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「仕事と介護に関する調査」クロス集計表 
 

 

 

※報告書本文中の分析結果は、要介護者 40 歳以上に限定しているため、全有

効回収票 1024 件を集計した以下のクロス集計表とは数値が異なっている。 

 

 

 





 

問
1
(1
)
　

現
在
、

介
護
を

必
要

と
し

て
い
る

同
居

の
ご

家
族
は

、
あ
な

た
と

の
続

柄
で
ど

な
た

で
す

か
。

子
ど

も
自

分
の

父
母

自
分

の
祖

父
母

自
分

の
兄

弟
姉

妹

こ
れ

ら
以

外
の

自
分

の
親

族
配

偶
者

配
偶

者
の

父
母

配
偶

者
の

祖
父

母
配

偶
者
の

兄
弟

姉
妹

こ
れ

ら
以

外
の

配
偶

者
の

親
族

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

6.
1

43
.2

7.
2

0.
4

0.
8

3.
2

34
.9

2.
2

0.
3

0.
2

1.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

5
30

.7
31

.2
1.

6
2.

1
2.

1
13

.2
6.

9
0.

5
0.

5
1.

6
18

9
40

-4
9 歳

9.
1

38
.6

3.
7

0.
3

0.
6

1.
7

41
.7

2.
3

0.
3

0.
0

1.
7

35
0

50
-5

9 歳
2.

5
51

.3
0.

4
0.

0
0.

4
4.

7
38

.4
0.

4
0.

2
0.

2
1.

4
48

5

＜
男
性
＞

10
.7

61
.5

6.
9

0.
4

1.
5

1.
1

16
.4

0.
8

0.
0

0.
4

0.
4

26
2

＜
男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

13
.6

58
.0

5.
6

0.
6

1.
9

0.
0

19
.1

0.
6

0.
0

0.
6

0.
0

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

61
.9

9.
5

0.
0

4.
8

0.
0

19
.0

4.
8

0.
0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

72
.0

8.
0

0.
0

0.
0

0.
0

14
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
無
職

11
.1

66
.7

5.
6

0.
0

0.
0

16
.7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

18
無

回
答

9.
1

54
.5

18
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9.
1

0.
0

0.
0

0.
0

9.
1

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞
※

配
偶
者

が
要

介
護

者
の
場

合
は
、

「
い

な
い

」
に
し

て
い

る

妻
　

い
な

い
1.

6
73

.8
14

.8
1.

6
3.

3
3.

3
1.

6
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
61

妻
　

 
 
い
る

14
.8

55
.2

4.
9

0.
0

0.
5

0.
0

22
.4

1.
1

0.
0

0.
5

0.
5

18
3

無
回

答
0.

0
83

.3
0.

0
0.

0
5.

6
5.

6
5.

6
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
3.

7
85

.2
0.

0
1.

9
1.

9
3.

7
3.

7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
54

主
た
る

介
護
者

で
な

い
12

.7
55

.1
8.

8
0.

0
1.

5
0.

0
20

.0
1.

0
0.

0
0.

5
0.

5
20

5
無

回
答

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

4.
5

36
.9

7.
3

0.
4

0.
5

3.
9

41
.2

2.
8

0.
4

0.
1

2.
0

76
2

＜
女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

2.
4

40
.5

13
.7

1.
8

0.
6

4.
2

33
.9

1.
8

0.
0

0.
0

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

5.
7

31
.8

5.
1

0.
0

0.
3

4.
0

47
.4

2.
8

0.
3

0.
0

2.
6

35
2

自
営
・

そ
の
他

4.
3

39
.7

2.
6

0.
0

0.
9

3.
4

42
.2

2.
6

1.
7

0.
9

1.
7

11
6

無
職

4.
9

50
.6

9.
9

0.
0

1.
2

3.
7

27
.2

2.
5

0.
0

0.
0

0.
0

81
無

回
答

2.
2

31
.1

8.
9

0.
0

0.
0

4.
4

42
.2

6.
7

0.
0

0.
0

4.
4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞
※

配
偶
者

が
要

介
護

者
の
場

合
は
、

「
い

な
い

」
に
し

て
い

る

夫
　

い
な

い
1.

0
53

.4
22

.3
1.

6
1.

6
11

.9
7.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

5
19

3
夫
　

 
 
い
る

5.
4

28
.2

2.
4

0.
0

0.
2

0.
0

57
.5

3.
8

0.
6

0.
2

1.
6

49
7

無
回

答
6.

9
52

.8
1.

4
0.

0
0.

0
9.

7
18

.1
2.

8
0.

0
0.

0
8.

3
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
6.

7
39

.8
2.

3
0.

0
0.

6
5.

5
42

.3
0.

4
0.

2
0.

2
1.

9
47

5
主

た
る

介
護
者

で
な

い
0.

4
31

.3
17

.0
1.

1
0.

4
0.

4
40

.4
6.

8
0.

8
0.

0
1.

5
26

5
無

回
答

4.
5

40
.9

0.
0

0.
0

0.
0

13
.6

27
.3

4.
5

0.
0

0.
0

9.
1

22
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問
1
(
2
)
　
そ
の
要
介
護
者
の
性

別
を
お
教

え
く
だ
さ
い
。

男
 
性

女
 
性

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

35
.2

63
.9

1.
0

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
37

.6
61

.9
0.

5
18

9
40

-4
9 歳

42
.3

56
.9

0.
9

35
0

50
-5

9歳
29

.1
69

.7
1.

2
48

5

＜
男
性
＞

38
.2

61
.8

0.
0

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規

雇
用

41
.4

58
.6

0.
0

16
2

非
正

規
雇
用

42
.9

57
.1

0.
0

21
自
営
・

そ
の
他

32
.0

68
.0

0.
0

50
無
職

22
.2

77
.8

0.
0

18
無
回
答

36
.4

63
.6

0.
0

11
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

49
.2

50
.8

0.
0

61
妻
　
 
 
い
る

36
.6

63
.4

0.
0

18
3

無
回
答

16
.7

83
.3

0.
0

18
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

35
.2

64
.8

0.
0

54
主
た
る
介
護
者
で
な
い

39
.0

61
.0

0.
0

20
5

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3

＜
女
性
＞

34
.1

64
.6

1.
3

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規

雇
用

31
.5

67
.9

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

35
.5

63
.4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

37
.1

61
.2

1.
7

11
6

無
職

30
.9

69
.1

0.
0

81
無
回
答

31
.1

62
.2

6.
7

45
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

47
.7

52
.3

0.
0

19
3

夫
　
 
 
い
る

29
.6

69
.4

1.
0

49
7

無
回
答

29
.2

63
.9

6.
9

72
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

27
.2

71
.8

1.
1

47
5

主
た
る
介
護
者
で
な
い

46
.0

52
.8

1.
1

26
5

無
回
答

40
.9

50
.0

9.
1

22
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問
1(
4)
-
1　

要
介
護

者
は
、

次
の

項
目
の

介
護

を
必

要
と
し

て
い

ま
す
か

。

■
起
床

介
助

全
面
的

に
手

助
け

が
必

要

一
部
手

助
け

が
必

要
見

守
り

が
必

要
必

要
と

し
て

い
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.8

21
.3

14
.8

41
.2

3.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
21

.2
22

.8
11

.6
42

.3
2.

1
18

9
40

-4
9歳

16
.6

21
.1

14
.0

43
.4

4.
9

35
0

50
-5

9 歳
19

.4
20

.8
16

.7
39

.2
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

17
.9

19
.1

14
.1

45
.4

3.
4

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

17
.9

19
.8

16
.7

42
.6

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

23
.8

28
.6

0.
0

42
.9

4.
8

21
自

営
・
そ

の
他

18
.0

16
.0

8.
0

54
.0

4.
0

50
無
職

11
.1

16
.7

27
.8

44
.4

0.
0

18
無

回
答

18
.2

9.
1

9.
1

54
.5

9.
1

11
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

11
.5

27
.9

9.
8

47
.5

3.
3

61
妻
　
 
 い

る
20

.8
16

.9
14

.2
44

.3
3.

8
18

3
無

回
答

11
.1

11
.1

27
.8

50
.0

0.
0

18
＜

男
性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

14
.8

24
.1

44
.4

0.
0

54
主
た

る
介

護
者
で

な
い

17
.6

20
.0

11
.7

46
.3

4.
4

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

19
.0

22
.0

15
.1

39
.8

4.
1

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

18
.5

22
.6

13
.1

42
.9

3.
0

16
8

非
正
規

雇
用

18
.5

20
.5

16
.8

40
.1

4.
3

35
2

自
営
・
そ

の
他

17
.2

22
.4

13
.8

39
.7

6.
9

11
6

無
職

28
.4

22
.2

12
.3

37
.0

0.
0

81
無

回
答

13
.3

31
.1

17
.8

31
.1

6.
7

45
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

21
.8

25
.4

11
.9

36
.8

4.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
18

.3
20

.5
17

.1
40

.6
3.

4
49

7
無

回
答

16
.7

23
.6

9.
7

41
.7

8.
3

72
＜

女
性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

17
.7

21
.3

15
.6

42
.7

2.
7

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

20
.4

23
.8

14
.7

35
.1

6.
0

26
5

無
回
答

31
.8

18
.2

9.
1

31
.8

9.
1

22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
1
　
各
項
目
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介
護
が
必
要
な
場
合

、
介
護
を
担
っ
て
い
る
の
は
ど
な
た
で
す
か
。

■
起
床
介
助
（
し
て
い
る

）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・
友

人
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の

他
無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

56
.0

57
.6

6.
1

27
.9

0.
5

3.
0

3.
3

60
2

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
44

.0
68

.8
5.

5
30

.3
0.

0
2.

8
2.

8
10

9
40

-4
9歳

53
.0

64
.6

4.
0

25
.3

1.
0

3.
0

3.
5

19
8

50
-5

9歳
62

.4
48

.8
7.

8
28

.8
0.

3
3.

1
3.

4
29

5

＜
男
性
＞

42
.0

71
.3

4.
9

28
.0

0.
0

2.
1

2.
1

14
3

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

37
.6

75
.3

1.
1

26
.9

0.
0

3.
2

2.
2

93
非
正
規
雇

用
50

.0
66

.7
25

.0
41

.7
0.

0
0.

0
0.

0
12

自
営
・
そ
の

他
43

.5
69

.6
4.

3
34

.8
0.

0
0.

0
4.

3
23

無
職

80
.0

40
.0

10
.0

10
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
無
回

答
20

.0
80

.0
20

.0
20

.0
0.

0
0.

0
0.

0
5

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な

い
43

.8
71

.9
0.

0
28

.1
0.

0
0.

0
0.

0
32

妻
　

 
 
い

る
37

.3
76

.5
5.

9
28

.4
0.

0
2.

9
2.

9
10

2
無
回

答
88

.9
11

.1
11

.1
22

.2
0.

0
0.

0
0.

0
9

＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ

る
83

.3
26

.7
10

.0
23

.3
0.

0
3.

3
0.

0
30

主
た
る
介
護
者
で
な

い
30

.9
85

.5
3.

6
28

.2
0.

0
1.

8
2.

7
11

0
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

60
.3

53
.4

6.
5

27
.9

0.
7

3.
3

3.
7

45
9

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

64
.6

55
.2

10
.4

28
.1

0.
0

4.
2

3.
1

96
非
正
規
雇

用
58

.3
57

.3
3.

8
29

.9
0.

5
2.

4
3.

3
21

1
自
営
・
そ
の

他
61

.4
50

.0
10

.0
30

.0
1.

4
1.

4
2.

9
70

無
職

64
.7

41
.2

3.
9

15
.7

2.
0

9.
8

0.
0

51
無
回

答
51

.6
48

.4
9.

7
29

.0
0.

0
0.

0
16

.1
31

＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な

い
59

.8
62

.3
8.

2
27

.9
0.

0
2.

5
3.

3
12

2
夫

　
 
 
い

る
61

.0
55

.6
4.

7
26

.8
0.

7
3.

1
2.

0
29

5
無
回

答
57

.1
11

.9
14

.3
35

.7
2.

4
7.

1
16

.7
42

＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ

る
76

.8
37

.9
6.

3
27

.9
1.

1
2.

9
3.

7
27

2
主
た
る
介
護
者
で
な

い
37

.2
81

.4
7.

0
24

.4
0.

0
3.

5
2.

3
17

2
無
回

答
26

.7
13

.3
6.

7
66

.7
0.

0
6.

7
20

.0
15
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問
1(
4
)
-
2
　
要
介
護

者
は
、
次
の
項
目
の
介

護
を
必
要
と
し

て
い
ま
す
か
。

■
衣
服
の
脱
着
衣
・
身
な

り
の
保
清

全
面

的
に

手
助

け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と

し
て
い
な

い
無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

24
.0

30
.3

12
.9

28
.9

3.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
25

.4
32

.8
11

.1
28

.6
2.

1
18

9
40

-4
9歳

24
.9

26
.0

14
.0

30
.9

4.
3

35
0

50
-5

9歳
22

.9
32

.4
12

.8
27

.6
4.

3
48

5

＜
男
性
＞

22
.9

26
.7

13
.7

33
.6

3.
1

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

21
.6

25
.9

14
.8

34
.6

3.
1

16
2

非
正
規
雇
用

33
.3

28
.6

14
.3

19
.0

4.
8

21
自
営
・
そ
の
他

26
.0

28
.0

4.
0

40
.0

2.
0

50
無
職

22
.2

27
.8

27
.8

22
.2

0.
0

18
無
回
答

9.
1

27
.3

18
.2

36
.4

9.
1

11
＜

男
性
・
同
居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　
い
な
い

18
.0

36
.1

11
.5

31
.1

3.
3

61
妻

　
 
 い

る
25

.7
25

.1
14

.2
32

.2
2.

7
18

3
無
回
答

11
.1

11
.1

16
.7

55
.6

5.
6

18
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

22
.2

13
.0

24
.1

40
.7

0.
0

54
主
た
る

介
護
者
で
な
い

22
.4

30
.2

11
.2

32
.2

3.
9

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

24
.4

31
.5

12
.6

27
.3

4.
2

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

22
.0

34
.5

11
.3

29
.8

2.
4

16
8

非
正
規
雇
用

23
.6

30
.4

14
.5

27
.3

4.
3

35
2

自
営
・
そ
の
他

23
.3

32
.8

9.
5

27
.6

6.
9

11
6

無
職

34
.6

30
.9

9.
9

23
.5

1.
2

81
無
回
答

24
.4

26
.7

15
.6

24
.4

8.
9

45
＜

女
性
・
同
居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　
い
な
い

28
.5

35
.8

8.
8

23
.8

3.
1

19
3

夫
　

 
 い

る
23

.5
30

.2
14

.3
28

.0
4.

0
49

7
無
回
答

19
.4

29
.2

11
.1

31
.9

8.
3

72
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

22
.1

31
.8

14
.5

28
.4

3.
2

47
5

主
た
る

介
護
者
で
な
い

26
.8

32
.1

9.
8

25
.7

5.
7

26
5

無
回
答

45
.5

18
.2

4.
5

22
.7

9.
1

22
 

 
 

 

問
1(
4
)-
2
　
各

項
目
そ

れ
ぞ
れ

に
つ
い

て
介

護
が
必

要
な
場

合
、
介

護
を
担

っ
て

い
る
の

は
ど
な

た
で
す

か
。

■
衣
服
の

脱
着
衣

・
身
な

り
の

保
清
（

し
て
い

る
）

あ
な

た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親

族

訪
問

介
護

ヘ
ル

パ
ー

・
介

護
施

設
職
員

隣
人

・
友

人
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総
計
＞

57
.8

57
.0

5.
1

26
.0

0.
5

2.
9

2.
7

72
8

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
48

.9
71

.9
5.

9
28

.1
0.

0
3.

0
2.

2
13

5
40

-4
9歳

55
.8

64
.5

2.
9

26
.4

1.
2

2.
9

2.
1

24
2

50
-5

9歳
62

.7
46

.2
6.

3
24

.8
0.

3
2.

8
3.

4
35

1

＜
男
性
＞

36
.2

77
.6

4.
0

23
.0

0.
6

1.
7

0.
6

17
4

＜
男
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

34
.9

81
.1

0.
9

21
.7

0.
0

2.
8

0.
9

10
6

非
正
規

雇
用

23
.5

70
.6

11
.8

41
.2

0.
0

0.
0

0.
0

17
自

営
・
そ

の
他

40
.0

76
.7

10
.0

26
.7

0.
0

0.
0

0.
0

30
無
職

64
.3

57
.1

7.
1

7.
1

7.
1

0.
0

0.
0

14
無

回
答

14
.3

85
.7

0.
0

14
.3

0.
0

0.
0

0.
0

7
＜

男
性
・

同
居

配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

38
.1

76
.2

2.
4

21
.4

0.
0

0.
0

0.
0

42
妻
　
 
 い

る
33

.9
81

.5
4.

0
23

.4
0.

8
2.

4
0.

8
12

4
無

回
答

62
.5

25
.0

12
.5

25
.0

0.
0

0.
0

0.
0

8
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

78
.1

34
.4

3.
1

21
.9

3.
1

3.
1

0.
0

32
主
た

る
介

護
者
で

な
い

26
.6

89
.2

4.
3

22
.3

0.
0

1.
4

0.
7

13
9

無
回
答

33
.3

0.
0

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

64
.6

50
.5

5.
4

26
.9

0.
5

3.
2

3.
4

55
4

＜
女
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

66
.9

55
.9

6.
8

28
.8

0.
0

3.
4

3.
4

11
8

非
正
規

雇
用

60
.5

53
.5

3.
5

28
.5

0.
8

3.
1

2.
7

25
6

自
営
・
そ

の
他

67
.9

47
.6

6.
0

28
.6

1.
2

2.
4

2.
4

84
無
職

75
.8

38
.7

4.
8

12
.9

0.
0

6.
5

3.
2

62
無

回
答

58
.8

38
.2

14
.7

29
.4

0.
0

0.
0

11
.8

34
＜

女
性
・

同
居

配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

66
.0

63
.3

4.
1

21
.8

0.
7

2.
7

2.
7

14
7

夫
　
 
 い

る
64

.5
50

.8
4.

7
27

.9
0.

3
2.

8
2.

0
35

8
無

回
答

61
.2

10
.2

14
.3

34
.7

2.
0

8.
2

16
.3

49
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

83
.2

32
.4

4.
4

27
.4

0.
3

2.
9

2.
9

34
0

主
た

る
介

護
者
で

な
い

35
.5

85
.3

6.
6

23
.9

1.
0

3.
0

2.
5

19
7

無
回
答

29
.4

11
.8

11
.8

52
.9

0.
0

11
.8

23
.5

17
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問
1
(
4
)
-
3
　

要
介

護
者

は
、

次
の

項
目

の
介

護
を

必
要

と
し

て
い

ま
す

か
。

■
食

事
の
介

助

全
面

的
に

手
助

け
が

必
要

一
部

手
助

け
が

必
要

見
守

り
が

必
要

必
要

と
し

て
い

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

14
.5

21
.7

23
.5

37
.1

3.
2

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
16

.9
25

.9
19

.6
35

.4
2.

1
18

9
40

-4
9歳

14
.0

19
.4

22
.0

40
.6

4.
0

35
0

50
-5

9歳
13

.8
21

.6
26

.2
35

.3
3.

1
48

5

＜
男

性
＞

17
.6

19
.8

24
.0

35
.9

2.
7

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
17

.9
20

.4
24

.1
34

.6
3.

1
16

2
非

正
規

雇
用

28
.6

23
.8

28
.6

19
.0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

16
.0

16
.0

18
.0

48
.0

2.
0

50
無

職
11

.1
22

.2
33

.3
33

.3
0.

0
18

無
回

答
9.

1
18

.2
27

.3
36

.4
9.

1
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
9.

8
23

.0
31

.1
32

.8
3.

3
61

妻
　
 
 い

る
20

.2
19

.7
22

.4
35

.0
2.

7
18

3
無

回
答

16
.7

11
.1

16
.7

55
.6

0.
0

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
20

.4
16

.7
31

.5
31

.5
0.

0
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
16

.1
20

.5
22

.4
37

.6
3.

4
20

5
無

回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

13
.4

22
.3

23
.4

37
.5

3.
4

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
13

.1
23

.8
25

.6
35

.1
2.

4
16

8
非

正
規

雇
用

11
.6

20
.2

24
.1

40
.3

3.
7

35
2

自
営

・
そ

の
他

15
.5

20
.7

21
.6

37
.1

5.
2

11
6

無
職

18
.5

27
.2

19
.8

34
.6

0.
0

81
無

回
答

13
.3

28
.9

20
.0
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7
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＜

女
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・
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居
配

偶
者

の
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無
＞
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い
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.1
24

.4
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.6
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1
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夫
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.1
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0
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無

回
答
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.1
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.6
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.9
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.4
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9
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＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
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.4
21

.9
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.1
37

.3
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3
47

5
主

た
る

介
護

者
で

な
い
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.3

23
.4
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.1

4.
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5

無
回
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問
1
(
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)
-
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各
項

目
そ

れ
ぞ

れ
に
つ

い
て

介
護

が
必

要
な
場

合
、

介
護

を
担

っ
て
い

る
の

は
ど

な
た

で
す
か

。

■
食

事
の

介
助
（

し
て

い
る

）

あ
な

た

あ
な

た
以

外
の

同
居

家
族

・
親

族

別
居
し

て
い

る
家

族
・

親
族

訪
問
介

護
ヘ
ル
パ

ー
・
介
護

施
設
職

員

隣
人

・
友

人
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の
他

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

62
.0

58
.1

4.
3

27
.2

0.
3

3.
1

3.
4

64
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
54

.1
72

.1
4.

1
25

.4
0.

0
2.

5
4.

1
12

2
40

-4
9歳

61
.5

64
.9

2.
9

28
.8

0.
5

3.
8

2.
4

20
8

50
-5

9歳
65

.3
48

.1
5.

4
26

.8
0.

3
2.

9
3.

8
31

4

＜
男

性
＞

42
.9

77
.4

3.
6

26
.2

0.
6

1.
8

0.
6

16
8

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
43

.4
80

.2
0.

9
25

.5
0.

0
2.

8
0.

9
10

6
非
正

規
雇

用
35

.3
76

.5
11

.8
41

.2
0.

0
0.

0
0.

0
17

自
営
・

そ
の

他
34

.6
76

.9
7.

7
30

.8
0.

0
0.

0
0.

0
26

無
職

83
.3

50
.0

8.
3

8.
3

8.
3

0.
0

0.
0

12
無
回

答
14

.3
85

.7
0.

0
14

.3
0.

0
0.

0
0.

0
7

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
41

.5
80

.5
0.

0
26

.8
0.

0
0.

0
0.

0
41

妻
　

 
 
い

る
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.0
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.7
4.

2
26

.1
0.

8
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5
0.

8
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9
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.5
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.5
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.0
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0
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0
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8

＜
男
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・
介
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＞

主
た

る
介

護
者
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あ

る
78

.4
37

.8
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4
35

.1
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7
2.

7
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0
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主
た
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介

護
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.8
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.6
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1
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.7
0.
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8
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0
0.

0
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0
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0
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＜
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＞
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性
・
現
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3
30
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0
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3
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3
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・
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8
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.9
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4
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1
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無
職
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.7
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8
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.2

0.
0
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7
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8
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回

答
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7
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0
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0
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＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞
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い
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い
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.6
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5
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.7
0.

0
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0
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8
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2
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る
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0
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0
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0
30
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5
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る
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4
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8
主
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護
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.9
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9
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3
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無
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答
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.0
0.

0
14

.3
28

.6
14

 

－191－



 

問
1
(
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-
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要
介
護
者

は
、
次
の

項
目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い

ま
す
か
。

■
ト
イ

レ
の

介
助

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手

助
け
が
必

要
見
守

り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回
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＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

22
.8

19
.7

17
.6

35
.9

4.
0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
25

.9
24

.3
12

.2
34

.9
2.

6
18

9
40

-4
9歳

22
.9

16
.9

16
.9

39
.1

4.
3

35
0

50
-5

9歳
21

.4
20

.0
20

.2
34

.0
4.

3
48

5

＜
男

性
＞

21
.0

20
.2
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.0

38
.5

4.
2
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2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用
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.5
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.5
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.3
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.0

3.
7

16
2

非
正
規

雇
用
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.3

28
.6
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5
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.8
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8

21
自
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・
そ

の
他
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.0
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.0
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.0
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.0
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0

50
無
職

22
.2
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.2

16
.7
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.9

0.
0
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＜
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同
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＞
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な
い
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.7
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.1

32
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.0

16
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3.
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.1
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＜
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介
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＞
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た
る

介
護
者
で
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3

＜
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2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

25
.6

19
.6

19
.0

33
.3

2.
4

16
8

非
正
規

雇
用

21
.6

20
.7

19
.0

34
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無
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無
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＜
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性
・
同
居
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な
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.2

17
.6

34
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無
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性
・
介
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割
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主
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介
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主
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介
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で

な
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5

無
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(
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各
項
目
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
介
護
が
必
要
な
場
合
、
介
護

を
担
っ
て
い
る
の
は
ど
な
た
で

す
か
。

■
ト
イ

レ
の
介
助
（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問

介
護

ヘ
ル
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・
介

護
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設
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隣
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友
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・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
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・
Ｎ
Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の
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無
回
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＜
実
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＞

＜
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6
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＜
年
齢
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.3
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2.

4
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0.

8
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3
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3
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3
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8
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.9
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5
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8
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3
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3
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3
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3
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2
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6
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0

＜
男
性
＞
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.0
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.5
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3
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.6
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6
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5
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5
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1

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
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2.
1
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.7
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0
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3

2.
1
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非
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規
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.5
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.0
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0
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0
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0
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自
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・
そ
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他
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.0
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5
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.0

0.
0

0.
0
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2
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無
職
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54
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1
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1
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1

0.
0

0.
0
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無
回
答
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0
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0
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.1
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0
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0
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9
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
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有
無

＞

妻
　
い
な
い
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.0

78
.0
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0
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.3

0.
0
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0
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4
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妻
　
 
 
い
る
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.9
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.8
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4
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.6
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9
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6
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7
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2

無
回
答
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.5
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0
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0

0.
0

8
＜
男
性
・
介
護
役
割
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主
た
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介
護
者
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あ
る
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.0

40
.0
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3
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.0
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3
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3

0.
0
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主
た

る
介
護
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で
な
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.1
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7
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.0
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0
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3

3.
1
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8

無
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0
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0
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0
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0
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0

3

＜
女
性
＞
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.1
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8
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3
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＜
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・
現
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正
規
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3
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0
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6
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5
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2
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正
規
雇
用
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.1

3.
5

34
.5

0.
4
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6
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5
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9

自
営
・
そ
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他
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.1
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.1
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6

37
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4
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4
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7
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職
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1
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0
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1
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1
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回
答
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9
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0
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性
・
同
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配
偶
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＞
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1
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.0
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4
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9
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4.
7
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1

32
1
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＜
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割
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主
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0
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0
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8
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介
護
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い

34
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8
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3.
3
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7
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無
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.3

20
.0

13
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問
1
(
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)
-
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要
介
護
者

は
、
次
の

項
目
の
介

護
を
必

要
と
し
て

い
ま
す
か

。

■
入
浴

介
助

全
面
的
に

手
助
け
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要

一
部
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助
け
が
必

要
見
守

り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

41
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.7
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.7
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.6
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9
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24

＜
年

齢
＞
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-3

9 歳
47
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.7
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.1
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.4
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2
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9
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.1
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.0
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0
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2

＜
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性
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現
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用
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.2
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.8
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22
.2

3.
1

16
2

非
正
規
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用
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.1

9.
5

9.
5

14
.3
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5
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自
営
・
そ

の
他
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.0
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.0
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.0
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.0

4.
0
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無
職
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.0

16
.7
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.8
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6

0.
0
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無

回
答
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.2
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.3
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1
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＜
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同
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無
＞
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い
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.4
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9
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妻
　
 
 
い
る

38
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24
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7
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3

無
回
答

38
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.1
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＜
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性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る
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.4
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.0

20
.4

22
.2

0.
0

54
主
た
る

介
護
者
で

な
い
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.5

24
.4
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.2

19
.0

4.
9

20
5

無
回
答
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0
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0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

41
.3

25
.7
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.4

15
.6

3.
9
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2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

44
.0

26
.8

12
.5

14
.3

2.
4

16
8

非
正
規

雇
用

42
.0

22
.4

14
.2

16
.8

4.
5

35
2

自
営
・
そ

の
他

32
.8

31
.9

13
.8

16
.4

5.
2

11
6

無
職

46
.9

28
.4

13
.6

11
.1

0.
0

81
無

回
答

37
.8

26
.7

8.
9

17
.8

8.
9

45
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い

な
い

46
.1

26
.4

8.
8

15
.5

3.
1

19
3

夫
　
 
 
い
る

40
.8

25
.6

14
.9

15
.3

3.
4

49
7

無
回
答

31
.9

25
.0

15
.3
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.1

9.
7
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＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る
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.9

26
.9

15
.2
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.3
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7
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主
た
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介
護
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で

な
い

47
.5

25
.3

10
.2

12
.1

4.
9

26
5

無
回
答

40
.9

4.
5

13
.6

22
.7

18
.2

22
 

 
 

 

問
1(
4)
-
5　

各
項
目

そ
れ
ぞ

れ
に

つ
い

て
介
護

が
必

要
な
場

合
、

介
護
を

担
っ

て
い

る
の
は

ど
な

た
で

す
か
。

■
入
浴

介
助

（
し
て

い
る

）

あ
な

た

あ
な
た
以

外
の
同

居
家

族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親
族

訪
問
介

護
ヘ

ル
パ

ー
・

介
護

施
設
職

員

隣
人

・
友

人
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

職
員

そ
の

他
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

37
.2

36
.8

2.
9

48
.5

0.
7

2.
7

3.
5

85
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
31

.6
49

.4
4.

4
53

.2
0.

0
2.

5
1.

9
15

8
40

-4
9 歳

37
.3

39
.7

2.
1

49
.1

0.
7

2.
4

2.
8

28
7

50
-5

9歳
39

.4
29

.8
2.

9
46

.2
1.

0
2.

9
4.

6
40

9

＜
男
性
＞

27
.0

54
.0

3.
3

45
.0

1.
4

2.
8

1.
4

21
1

＜
男
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

28
.6

59
.5

2.
4

44
.4

0.
8

3.
2

1.
6

12
6

非
正
規
雇

用
11

.1
33

.3
5.

6
66

.7
5.

6
5.

6
0.

0
18

自
営

・
そ

の
他

23
.8

50
.0

4.
8

42
.9

0.
0

2.
4

2.
4

42
無
職

52
.9

41
.2

5.
9

29
.4

5.
9

0.
0

0.
0

17
無

回
答

0.
0

62
.5

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

8
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

23
.5

52
.9

0.
0

49
.0

0.
0

2.
0

2.
0

51
妻

　
  

い
る

26
.9

58
.6

4.
1

43
.4

1.
4

3.
4

1.
4

14
5

無
回
答

40
.0

13
.3

6.
7

46
.7

6.
7

0.
0

0.
0

15
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
40

.5
23

.8
4.

8
50

.0
2.

4
2.

4
0.

0
42

主
た
る

介
護

者
で
な

い
23

.5
62

.7
3.

0
43

.4
1.

2
3.

0
1.

8
16

6
無

回
答

33
.3

0.
0

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

40
.6

31
.1

2.
8

49
.6

0.
5

2.
6

4.
2

64
3

＜
女
性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

43
.8

32
.6

3.
5

52
.1

0.
7

2.
1

2.
1

14
4

非
正
規
雇

用
38

.9
32

.1
2.

0
48

.8
0.

3
1.

7
3.

8
29

3
自
営

・
そ

の
他

39
.2

27
.8

1.
0

52
.6

1.
0

3.
1

3.
1

97
無
職

44
.4

23
.6

5.
6

48
.6

0.
0

5.
6

6.
9

72
無

回
答

37
.8

40
.5

5.
4

40
.5

0.
0

5.
4

13
.5

37
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

41
.7

41
.1

1.
8

50
.3

0.
0

1.
8

2.
5

16
3

夫
　
  

い
る

39
.2

29
.9

2.
9

51
.3

0.
5

2.
6

2.
6

42
1

無
回
答

47
.5

11
.9

5.
1

35
.6

1.
7

5.
1

20
.3

59
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
56

.0
22

.1
2.

0
45

.0
0.

8
2.

0
4.

3
39

3
主
た
る

介
護

者
で
な

い
15

.9
47

.2
4.

3
56

.2
0.

0
3.

9
2.

6
23

3
無

回
答

23
.5

17
.6

0.
0

64
.7

0.
0

0.
0

23
.5

17
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問
1
(
4
)
-
6
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
徒
歩
で

の
外
出
(
散

歩
・
買
い
物

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

47
.7

22
.4

12
.4

12
.2

5.
4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
51

.9
19

.0
11

.6
12

.7
4.

8
18

9
40

-4
9歳

45
.1

23
.7

12
.9

13
.7

4.
6

35
0

50
-5

9歳
47

.8
22

.7
12

.4
10

.9
6.

2
48

5

＜
男

性
＞

45
.4

24
.4

13
.4

11
.5

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
43

.8
25

.9
13

.6
12

.3
4.

3
16

2
非
正
規
雇

用
52

.4
28

.6
9.

5
0.

0
9.

5
21

自
営
・
そ
の

他
44

.0
24

.0
10

.0
16

.0
6.

0
50

無
職

61
.1

16
.7

16
.7

0.
0

5.
6

18
無
回

答
36

.4
9.

1
27

.3
18

.2
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
39

.3
24

.6
13

.1
16

.4
6.

6
61

妻
　
 
 
い

る
47

.0
24

.6
13

.1
10

.9
4.

4
18

3
無
回

答
50

.0
22

.2
16

.7
0.

0
11

.1
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
40

.7
31

.5
14

.8
5.

6
7.

4
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
46

.8
22

.9
13

.2
12

.7
4.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

48
.4

21
.7

12
.1

12
.5

5.
4

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
48

.8
22

.6
10

.7
15

.5
2.

4
16

8
非
正
規
雇

用
49

.4
21

.6
11

.9
11

.9
5.

1
35

2
自

営
・
そ
の

他
44

.8
19

.8
13

.8
14

.7
6.

9
11

6
無

職
49

.4
21

.0
17

.3
6.

2
6.

2
81

無
回

答
46

.7
24

.4
4.

4
11

.1
13

.3
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
50

.8
20

.7
9.

8
15

.5
3.

1
19

3
夫
　
 
 
い

る
49

.9
21

.7
11

.9
11

.7
4.

8
49

7
無
回

答
31

.9
23

.6
19

.4
9.

7
15

.3
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.7
23

.4
12

.4
12

.6
4.

8
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
51

.7
18

.9
11

.3
12

.8
5.

3
26

5
無
回

答
45

.5
18

.2
13

.6
4.

5
18

.2
22
 

 
 

 

問
1(
4)

-6
　

各
項
目

そ
れ

ぞ
れ

に
つ

い
て

介
護
が

必
要

な
場

合
、

介
護

を
担
っ

て
い

る
の

は
ど

な
た

で
す

か
。

■
徒
歩
で

の
外

出
（

し
て

い
る

）

あ
な

た

あ
な
た

以
外

の
同

居
家

族
・

親
族

別
居
し
て

い
る
家
族

・
親
族

訪
問

介
護

ヘ
ル

パ
ー

・
介

護
施

設
職

員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
56

.0
53

.5
7.

7
29

.8
1.

9
2.

2
7.

5
89

9

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
46

.1
65

.5
9.

1
29

.7
2.

4
3.

6
6.

7
16

5
40

-4
9歳

56
.0

57
.3

5.
6

34
.8

2.
3

2.
0

7.
0

30
2

50
-5

9歳
59

.7
46

.3
8.

6
26

.4
1.

4
1.

9
8.

1
43

2

＜
男
性

＞
44

.8
66

.4
6.

9
31

.9
1.

7
1.

3
6.

5
23

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.1
71

.1
7.

0
32

.4
0.

0
0.

7
5.

6
14

2
非
正

規
雇

用
23

.8
57

.1
9.

5
52

.4
4.

8
0.

0
9.

5
21

自
営
・

そ
の

他
42

.9
61

.9
7.

1
28

.6
4.

8
2.

4
11

.9
42

無
職

88
.9

44
.4

5.
6

16
.7

5.
6

0.
0

0.
0

18
無
回

答
11

.1
77

.8
0.

0
22

.2
0.

0
11

.1
0.

0
9

＜
男
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
49

.0
68

.6
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
5.

9
51

妻
　

  
い

る
39

.9
72

.4
8.

0
32

.5
0.

6
1.

2
6.

7
16

3
無
回

答
77

.8
5.

6
16

.7
22

.2
16

.7
5.

6
5.

6
18

＜
男
性

・
介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
70

.6
27

.5
7.

8
43

.1
5.

9
2.

0
5.

9
51

主
た
る

介
護
者

で
な

い
37

.4
78

.2
6.

7
29

.1
0.

6
1.

1
6.

1
17

9
無
回

答
50

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
2

＜
女
性

＞
59

.8
49

.0
7.

9
29

.1
1.

9
2.

5
7.

8
66

7
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
63

.4
52

.1
9.

9
32

.4
1.

4
2.

1
4.

2
14

2
非
正

規
雇

用
58

.7
51

.6
7.

1
31

.0
2.

3
2.

3
7.

1
31

0
自
営
・

そ
の

他
61

.6
39

.4
8.

1
34

.3
3.

0
3.

0
8.

1
99

無
職

65
.8

42
.1

7.
9

14
.5

1.
3

2.
6

11
.8

76
無
回

答
40

.0
55

.0
7.

5
17

.5
0.

0
5.

0
17

.5
40

＜
女
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
61

.3
57

.7
6.

1
27

.0
0.

6
0.

6
4.

9
16

3
夫
　

  
い

る
59

.5
50

.3
8.

0
30

.3
2.

5
3.

4
7.

3
43

9
無
回

答
58

.5
18

.5
12

.3
26

.2
1.

5
1.

5
18

.5
65

＜
女
性

・
介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
75

.7
38

.6
6.

7
27

.0
2.

2
2.

2
8.

0
41

5
主

た
る

介
護
者

で
な

い
34

.6
69

.7
9.

5
31

.6
1.

3
3.

5
5.

6
23

1
無
回

答
23

.8
28

.6
14

.3
42

.9
4.

8
0.

0
28

.6
21
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問
1
(
4
)
-
7
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
通
院
介

助

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

56
.9

23
.2

7.
6

7.
3

4.
9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
57

.7
19

.0
7.

4
12

.7
3.

2
18

9
40

-4
9歳

53
.1

25
.1

9.
7

6.
9

5.
1

35
0

50
-5

9歳
59

.4
23

.5
6.

2
5.

6
5.

4
48

5

＜
男

性
＞

52
.3

26
.3

8.
8

7.
3

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
53

.7
26

.5
8.

0
5.

6
6.

2
16

2
非
正
規
雇

用
47

.6
33

.3
9.

5
9.

5
0.

0
21

自
営
・
そ
の
他

52
.0

24
.0

6.
0

14
.0

4.
0

50
無

職
61

.1
22

.2
11

.1
0.

0
5.

6
18

無
回

答
27

.3
27

.3
27

.3
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
44

.3
32

.8
6.

6
13

.1
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
54

.6
24

.6
9.

3
5.

5
6.

0
18

3
無
回

答
55

.6
22

.2
11

.1
5.

6
5.

6
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.3
33

.3
13

.0
3.

7
3.

7
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
24

.9
7.

8
7.

8
5.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

58
.5

22
.2

7.
2

7.
3

4.
7

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
54

.8
23

.8
6.

5
11

.9
3.

0
16

8
非
正
規
雇

用
61

.1
20

.5
7.

7
5.

7
5.

1
35

2
自

営
・
そ
の
他

52
.6

26
.7

8.
6

6.
0

6.
0

11
6

無
職

65
.4

21
.0

6.
2

4.
9

2.
5

81
無
回

答
55

.6
20

.0
4.

4
11

.1
8.

9
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
63

.7
18

.1
5.

2
10

.4
2.

6
19

3
夫
　
 
 
い

る
59

.0
22

.9
7.

4
5.

8
4.

8
49

7
無
回

答
41

.7
27

.8
11

.1
9.

7
9.

7
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
58

.1
23

.2
6.

9
8.

4
3.

4
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
60

.0
20

.8
7.

2
6.

0
6.

0
26

5
無
回

答
50

.0
18

.2
13

.6
0.

0
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
7
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
通
院
介
助

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

57
.2

55
.4

7.
6

23
.3

1.
2

2.
5

5.
2

94
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
47

.9
71

.5
7.

3
23

.6
1.

8
2.

4
3.

6
16

5
40

-4
9 歳

56
.7

58
.6

7.
4

25
.2

1.
5

2.
1

4.
9

32
6

50
-5

9歳
60

.9
47

.4
7.

9
21

.8
0.

7
2.

8
5.

9
45

8

＜
男
性
＞

44
.0

64
.2

7.
0

25
.1

0.
8

2.
5

4.
9

24
3

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

38
.6

69
.3

5.
2

24
.2

0.
0

2.
0

6.
5

15
3

非
正
規
雇
用

47
.4

73
.7

5.
3

47
.4

0.
0

0.
0

0.
0

19
自

営
・
そ
の
他

53
.5

53
.5

14
.0

20
.9

2.
3

7.
0

4.
7

43
無
職

83
.3

33
.3

5.
6

16
.7

5.
6

0.
0

0.
0

18
無
回
答

10
.0

70
.0

10
.0

30
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

50
.9

62
.3

7.
5

26
.4

1.
9

3.
8

0.
0

53
妻
　
 
 
い
る

38
.2

70
.5

5.
8

25
.4

0.
6

1.
7

6.
4

17
3

無
回
答

82
.4

5.
9

17
.6

17
.6

0.
0

5.
9

5.
9

17
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

76
.9

23
.1

11
.5

28
.8

1.
9

1.
9

1.
9

52
主
た
る
介

護
者
で
な
い

34
.9

76
.2

5.
8

24
.3

0.
5

2.
6

5.
3

18
9

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

61
.8

52
.4

7.
8

22
.7

1.
3

2.
5

5.
2

70
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

60
.8

60
.1

10
.1

23
.6

1.
4

3.
4

2.
7

14
8

非
正
規
雇
用

63
.0

51
.8

7.
5

24
.4

0.
9

1.
2

6.
0

33
2

自
営
・
そ
の
他

61
.5

45
.9

7.
3

28
.4

3.
7

3.
7

3.
7

10
9

無
職

68
.8

49
.4

6.
5

11
.7

0.
0

1.
3

5.
2

77
無
回
答

42
.5

52
.5

5.
0

10
.0

0.
0

10
.0

12
.5

40
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

60
.1

61
.3

6.
9

20
.2

1.
2

1.
7

2.
3

17
3

夫
　
 
 
い
る

62
.8

53
.2

7.
9

22
.9

1.
3

3.
2

4.
7

46
8

無
回
答

58
.5

23
.1

9.
2

27
.7

1.
5

0.
0

16
.9

65
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

77
.5

39
.3

7.
4

18
.9

0.
9

3.
0

4.
6

43
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

37
.3

76
.7

8.
4

28
.1

2.
0

2.
0

4.
0

24
9

無
回
答

27
.3

36
.4

9.
1

36
.4

0.
0

0.
0

31
.8

22
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問
1
(
4
)
-
8
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
家
事
援

助
(
料
理
・
掃

除
・
洗
濯

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

58
.2

17
.0

3.
8

15
.0

6.
0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
52

.9
17

.5
5.

8
19

.0
4.

8
18

9
40

-4
9歳

54
.3

17
.4

5.
4

18
.0

4.
9

35
0

50
-5

9歳
63

.1
16

.5
1.

9
11

.3
7.

2
48

5

＜
男

性
＞

53
.1

21
.8

4.
6

16
.0

4.
6

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
51

.2
23

.5
4.

9
15

.4
4.

9
16

2
非
正
規
雇

用
57

.1
19

.0
4.

8
14

.3
4.

8
21

自
営
・
そ
の
他

50
.0

22
.0

2.
0

22
.0

4.
0

50
無

職
72

.2
16

.7
5.

6
5.

6
0.

0
18

無
回

答
54

.5
9.

1
9.

1
18

.2
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
42

.6
26

.2
1.

6
26

.2
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
56

.3
20

.2
5.

5
13

.7
4.

4
18

3
無
回

答
55

.6
22

.2
5.

6
5.

6
11

.1
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
50

.0
37

.0
3.

7
7.

4
1.

9
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
18

.0
4.

9
18

.0
4.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

60
.0

15
.4

3.
5

14
.7

6.
4

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
56

.5
16

.1
4.

2
19

.0
4.

2
16

8
非
正
規
雇

用
61

.9
15

.3
2.

6
14

.2
6.

0
35

2
自

営
・
そ
の
他

56
.0

14
.7

5.
2

15
.5

8.
6

11
6

無
職

66
.7

14
.8

4.
9

8.
6

4.
9

81
無
回

答
55

.6
15

.6
2.

2
11

.1
15

.6
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
61

.1
15

.0
2.

6
16

.6
4.

7
19

3
夫
　
 
 
い

る
61

.0
14

.9
3.

2
14

.5
6.

4
49

7
無
回

答
50

.0
19

.4
8.

3
11

.1
11

.1
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
62

.9
17

.7
3.

2
11

.2
5.

1
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
56

.6
10

.9
4.

2
20

.8
7.

5
26

5
無
回

答
36

.4
18

.2
4.

5
18

.2
22

.7
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
8
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
家
事
援
助

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

63
.3

48
.7

5.
2

19
.7

0.
3

1.
4

8.
0

87
0

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
55

.6
67

.3
7.

2
19

.0
0.

0
2.

6
7.

2
15

3
40

-4
9歳

61
.0

53
.3

3.
8

23
.7

0.
0

0.
3

7.
3

28
7

50
-5

9歳
67

.7
39

.1
5.

3
17

.2
0.

7
1.

6
8.

8
43

0

＜
男
性
＞

40
.0

75
.9

4.
5

19
.5

0.
5

0.
9

4.
5

22
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

35
.0

81
.8

3.
6

18
.2

0.
0

0.
7

5.
1

13
7

非
正
規
雇
用

44
.4

72
.2

5.
6

44
.4

0.
0

0.
0

5.
6

18
自

営
・
そ
の
他

43
.6

69
.2

7.
7

15
.4

0.
0

0.
0

5.
1

39
無
職

82
.4

41
.2

5.
9

11
.8

5.
9

5.
9

0.
0

17
無
回
答

11
.1

88
.9

0.
0

22
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

48
.9

66
.7

2.
2

22
.2

0.
0

2.
2

2.
2

45
妻
　
 
 
い
る

31
.6

85
.4

5.
1

19
.0

0.
6

0.
6

5.
1

15
8

無
回
答

94
.1

11
.8

5.
9

17
.6

0.
0

0.
0

5.
9

17
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

84
.0

36
.0

6.
0

30
.0

2.
0

2.
0

2.
0

50
主
た
る
介

護
者
で
な
い

26
.8

88
.7

4.
2

16
.7

0.
0

0.
6

4.
8

16
8

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

71
.2

39
.5

5.
4

19
.7

0.
3

1.
5

9.
2

65
0

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

69
.1

48
.5

8.
1

21
.3

0.
0

1.
5

6.
6

13
6

非
正
規
雇
用

72
.8

40
.7

4.
6

19
.2

0.
0

1.
0

8.
6

30
2

自
営
・
そ
の
他

72
.4

32
.7

4.
1

22
.4

1.
0

3.
1

10
.2

98
無
職

73
.0

31
.1

4.
1

16
.2

1.
4

2.
7

8.
1

74
無
回
答

60
.0

32
.5

7.
5

17
.5

0.
0

0.
0

22
.5

40
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

64
.6

55
.9

5.
6

14
.3

0.
0

1.
2

7.
5

16
1

夫
　
 
 
い
る

74
.1

37
.2

5.
2

21
.6

0.
2

1.
9

8.
5

42
5

無
回
答

68
.8

14
.1

6.
3

20
.3

1.
6

0.
0

18
.8

64
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

83
.4

25
.4

3.
8

19
.9

0.
2

0.
7

7.
6

42
2

主
た
る
介

護
者
で
な
い

52
.4

70
.5

8.
6

18
.6

0.
0

3.
3

8.
6

21
0

無
回
答

5.
6

11
.1

5.
6

27
.8

5.
6

0.
0

55
.6

18
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問
1
(
4
)
-
9
　
要

介
護
者
は

、
次
の
項

目
の
介
護

を
必
要
と

し
て
い
ま
す

か
。

■
金
銭
管

理
(
支
払
い

・
預
貯
金
の

通
帳
管
理

等
)

全
面
的
に

手
助
け
が

必
要

一
部
手
助

け
が
必
要

見
守
り
が

必
要

必
要
と
し

て
い
な
い

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

55
.5

16
.0

6.
2

18
.3

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
56

.6
12

.2
4.

8
23

.3
3.

2
18

9
40

-4
9歳

48
.3

16
.6

9.
1

21
.4

4.
6

35
0

50
-5

9歳
60

.2
17

.1
4.

5
14

.0
4.

1
48

5

＜
男

性
＞

54
.2

14
.5

6.
5

21
.4

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
53

.7
14

.8
6.

2
21

.0
4.

3
16

2
非
正
規
雇

用
47

.6
23

.8
4.

8
23

.8
0.

0
21

自
営
・
そ
の
他

54
.0

12
.0

6.
0

26
.0

2.
0

50
無

職
72

.2
11

.1
0.

0
16

.7
0.

0
18

無
回

答
45

.5
9.

1
27

.3
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
45

.9
11

.5
8.

2
31

.1
3.

3
61

妻
　
 
 
い

る
56

.3
15

.8
6.

6
18

.0
3.

3
18

3
無
回

答
61

.1
11

.1
0.

0
22

.2
5.

6
18

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
55

.6
18

.5
5.

6
20

.4
0.

0
54

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.1
13

.7
6.

8
21

.5
3.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

55
.9

16
.5

6.
0

17
.2

4.
3

76
2

＜
女

性
・
現
職
＞ 正

規
雇

用
56

.0
14

.9
4.

8
20

.2
4.

2
16

8
非
正
規
雇

用
53

.1
17

.6
7.

1
17

.6
4.

5
35

2
自

営
・
そ
の
他

56
.9

16
.4

6.
9

15
.5

4.
3

11
6

無
職

66
.7

17
.3

2.
5

12
.3

1.
2

81
無
回

答
55

.6
13

.3
6.

7
15

.6
8.

9
45

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
58

.5
13

.5
6.

7
17

.1
4.

1
19

3
夫
　
 
 
い

る
56

.5
17

.7
5.

8
16

.3
3.

6
49

7
無
回

答
44

.4
16

.7
5.

6
23

.6
9.

7
72

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
55

.6
17

.9
6.

3
17

.1
3.

2
47

5
主
た
る
介

護
者
で
な

い
57

.7
14

.3
5.

3
17

.4
5.

3
26

5
無
回

答
40

.9
13

.6
9.

1
18

.2
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4
)
-
9
　
各
項
目
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
介

護
が
必
要
な
場
合
、
介

護
を
担
っ
て
い
る
の
は

ど
な
た
で
す
か
。

■
金
銭
管
理

（
し
て
い
る
）

あ
な
た

あ
な
た
以

外
の
同
居

家
族
・
親

族

別
居

し
て

い
る

家
族

・
親

族

訪
問
介
護

ヘ
ル
パ
ー

・
介
護
施

設
職
員

隣
人
・

友
人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

54
.6

54
.8

3.
7

3.
3

0.
0

0.
6

5.
6

83
7

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
35

.2
74

.5
3.

4
4.

1
0.

0
1.

4
3.

4
14

5
40

-4
9歳

52
.7

60
.0

2.
2

2.
5

0.
0

0.
4

6.
2

27
5

50
-5

9歳
62

.6
44

.6
4.

8
3.

6
0.

0
0.

5
6.

0
41

7

＜
男
性
＞

46
.1

68
.4

2.
4

4.
9

0.
0

0.
5

3.
4

20
6

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

44
.5

74
.2

2.
3

3.
1

0.
0

0.
8

3.
9

12
8

非
正
規
雇
用

37
.5

62
.5

0.
0

25
.0

0.
0

0.
0

0.
0

16
自

営
・
そ
の
他

43
.2

62
.2

2.
7

5.
4

0.
0

0.
0

5.
4

37
無
職

93
.3

33
.3

6.
7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

15
無
回
答

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

50
.0

66
.7

0.
0

2.
4

0.
0

0.
0

2.
4

42
妻
　
 
 
い
る

41
.3

74
.7

3.
3

6.
0

0.
0

0.
7

3.
3

15
0

無
回
答

85
.7

7.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

7.
1

14
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

93
.0

18
.6

2.
3

4.
7

0.
0

0.
0

0.
0

43
主
た
る
介

護
者
で
な
い

33
.5

82
.6

2.
5

5.
0

0.
0

0.
6

3.
7

16
1

無
回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

57
.4

50
.4

4.
1

2.
9

0.
0

0.
6

6.
3

63
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

53
.7

55
.2

6.
7

2.
2

0.
0

0.
7

4.
5

13
4

非
正
規
雇
用

55
.2

53
.4

3.
1

3.
1

0.
0

0.
7

6.
2

29
0

自
営
・
そ
の
他

59
.2

46
.9

4.
1

3.
1

0.
0

1.
0

6.
1

98
無
職

73
.2

38
.0

2.
8

1.
4

0.
0

0.
0

5.
6

71
無
回
答

52
.6

42
.1

5.
3

5.
3

0.
0

0.
0

15
.8

38
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

56
.3

55
.6

3.
8

2.
5

0.
0

0.
0

4.
4

16
0

夫
　
 
 
い
る

57
.0

53
.1

3.
8

2.
6

0.
0

1.
0

5.
5

41
6

無
回
答

63
.6

14
.5

7.
3

5.
5

0.
0

0.
0

18
.2

55
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

76
.1

33
.0

3.
6

2.
3

0.
0

0.
5

6.
6

39
4

主
た
る
介

護
者
で
な
い

26
.0

84
.0

4.
6

3.
2

0.
0

0.
9

3.
2

21
9

無
回
答

27
.8

22
.2

11
.1

11
.1

0.
0

0.
0

38
.9

18
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問
1
(4
)
-
10
　

要
介

護
者

は
、

次
の

項
目

の
介

護
を

必
要

と
し

て
い

ま
す

か
。

■
薬

の
管

理
(
服

薬
・

保
管

等
)

全
面
的

に
手

助
け

が
必

要

一
部

手
助

け
が

必
要

見
守
り

が
必

要
必

要
と

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
49

.6
17

.2
10

.6
19

.0
3.

5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
51

.3
18

.5
8.

5
19

.0
2.

6
18

9
40

-4
9歳

46
.3

16
.3

12
.6

20
.9

4.
0

35
0

50
-5

9歳
51

.3
17

.3
10

.1
17

.7
3.

5
48

5

＜
男
性

＞
50

.0
17

.9
9.

2
19

.8
3.

1
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
51

.9
17

.9
8.

0
18

.5
3.

7
16

2
非
正

規
雇

用
47

.6
23

.8
4.

8
23

.8
0.

0
21

自
営
・

そ
の

他
46

.0
14

.0
16

.0
22

.0
2.

0
50

無
職

50
.0

22
.2

5.
6

22
.2

0.
0

18
無
回

答
45

.5
18

.2
9.

1
18

.2
9.

1
11

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
41

.0
23

.0
11

.5
21

.3
3.

3
61

妻
　

  
い

る
53

.6
16

.9
8.

2
18

.6
2.

7
18

3
無
回

答
44

.4
11

.1
11

.1
27

.8
5.

6
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
44

.4
18

.5
18

.5
18

.5
0.

0
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
51

.7
18

.0
6.

8
20

.0
3.

4
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女
性

＞
49

.5
16

.9
11

.2
18

.8
3.

7
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
48

.2
19

.6
12

.5
17

.9
1.

8
16

8
非
正

規
雇

用
49

.1
15

.3
11

.1
20

.5
4.

0
35

2
自

営
・

そ
の

他
48

.3
19

.0
12

.9
14

.7
5.

2
11

6
無

職
54

.3
21

.0
4.

9
19

.8
0.

0
81

無
回

答
51

.1
6.

7
13

.3
17

.8
11

.1
45

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
50

.8
18

.1
10

.9
17

.6
2.

6
19

3
夫
　

  
い

る
51

.3
15

.9
11

.3
18

.3
3.

2
49

7
無
回

答
33

.3
20

.8
11

.1
25

.0
9.

7
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
47

.2
18

.3
10

.9
21

.1
2.

5
47

5
主
た

る
介

護
者

で
な

い
53

.2
15

.8
11

.3
15

.1
4.

5
26

5
無
回

答
54

.5
0.

0
13

.6
13

.6
18

.2
22
 

 
 

 

問
1
(
4)
-
10
　
各

項
目
そ

れ
ぞ

れ
に
つ

い
て
介

護
が
必

要
な
場

合
、
介

護
を
担

っ
て
い

る
の
は

ど
な
た

で
す

か
。

■
薬
の
管

理
（
し

て
い
る

）

あ
な

た

あ
な
た
以

外
の
同

居
家

族
・
親

族

別
居
し

て
い
る
家

族
・

親
族

訪
問
介

護
ヘ
ル
パ

ー
・
介
護

施
設

職
員

隣
人
・
友

人
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
職
員

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

57
.3

54
.0

3.
0

18
.3

0.
2

1.
7

3.
9

82
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
47

.7
73

.9
3.

3
20

.3
0.

7
2.

6
2.

6
15

3
40

-4
9 歳

52
.3

62
.1

2.
5

17
.3

0.
0

1.
4

3.
6

27
7

50
-5

9歳
64

.4
40

.9
3.

3
18

.3
0.

3
1.

5
4.

5
39

9

＜
男

性
＞

40
.5

75
.7

1.
9

17
.1

0.
5

1.
4

1.
0

21
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

38
.6

80
.3

0.
8

15
.2

0.
8

2.
3

1.
5

13
2

非
正
規

雇
用

12
.5

68
.8

6.
3

43
.8

0.
0

0.
0

0.
0

16
自

営
・
そ

の
他

51
.3

74
.4

2.
6

15
.4

0.
0

0.
0

0.
0

39
無
職

78
.6

42
.9

7.
1

7.
1

0.
0

0.
0

0.
0

14
無

回
答

11
.1

77
.8

0.
0

22
.2

0.
0

0.
0

0.
0

9
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

39
.6

75
.0

0.
0

20
.8

0.
0

0.
0

0.
0

48
妻
　
 
 い

る
37

.6
81

.9
2.

0
16

.1
0.

7
2.

0
0.

7
14

9
無

回
答

76
.9

7.
7

7.
7

15
.4

0.
0

0.
0

7.
7

13
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
81

.8
25

.0
2.

3
27

.3
0.

0
2.

3
0.

0
44

主
た
る
介

護
者
で
な

い
29

.3
90

.2
1.

8
14

.6
0.

6
1.

2
0.

6
16

4
無

回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2

＜
女

性
＞

63
.0

46
.7

3.
4

18
.7

0.
2

1.
8

4.
8

61
9

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

63
.8

50
.7

5.
1

20
.3

0.
0

2.
9

2.
2

13
8

非
正
規

雇
用

59
.6

48
.6

2.
9

18
.6

0.
4

1.
1

4.
6

28
0

自
営
・
そ

の
他

64
.6

39
.4

4.
0

18
.2

0.
0

1.
0

6.
1

99
無
職

75
.4

41
.5

1.
5

13
.8

0.
0

4.
6

3.
1

65
無

回
答

59
.5

45
.9

2.
7

24
.3

0.
0

0.
0

16
.2

37
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

62
.9

62
.3

2.
5

16
.4

0.
6

1.
9

1.
9

15
9

夫
　
 
 い

る
63

.3
45

.3
3.

0
19

.2
0.

0
1.

5
3.

7
40

6
無

回
答

61
.1

11
.1

9.
3

22
.2

0.
0

3.
7

22
.2

54
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
83

.5
26

.7
3.

2
18

.7
0.

0
1.

3
4.

5
37

5
主

た
る
介

護
者
で
な

い
32

.9
82

.2
3.

6
17

.8
0.

4
2.

7
2.

2
22

5
無

回
答

15
.8

21
.1

5.
3

31
.6

0.
0

0.
0

42
.1

19
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問
1(
5
)
　
現
在
、
要
介

護
者
の
介
護
は
自
宅

で
行
っ
て
い
ま
す
か

。
S
Q
1
-
5
-
1
　
「

い
い
え
」
の
方
は
、

ど
ち
ら
で
介
護
さ
れ
て
い
ま

す
か
。

は
い

い
い

え
無
回
答

＜
実
数
＞

病
院

介
護
施
設
（
老

人
ホ
ー
ム
・
介

護
老
人
保
健
施

設
な
ど
）

そ
の
他

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

83
.0

15
.8

1.
2

10
24

＜
総

計
＞

33
.3

61
.1

3.
7

1.
9

16
2

＜
年
齢
＞

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
84

.1
14

.3
1.

6
18

9
30

-3
9 歳

40
.7

59
.3

0.
0

0.
0

27
40

-4
9歳

86
.0

13
.4

0.
6

35
0

40
-4

9歳
27

.7
63

.8
8.

5
0.

0
47

50
-5

9歳
80

.4
18

.1
1.

4
48

5
50

-5
9歳

34
.1

60
.2

2.
3

3.
4

88

＜
男
性
＞

83
.2

16
.8

0.
0

26
2

＜
男

性
＞

36
.4

56
.8

6.
8

0.
0

44
＜

男
性
・
現
職
＞

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

83
.3

16
.7

0.
0

16
2

正
規
雇
用

37
.0

59
.3

3.
7

0.
0

27
非
正
規
雇
用

66
.7

33
.3

0.
0

21
非
正
規
雇
用

42
.9

57
.1

0.
0

0.
0

7
自
営
・
そ
の
他

86
.0

14
.0

0.
0

50
自

営
・
そ
の
他

42
.9

42
.9

14
.3

0.
0

7
無
職

88
.9

11
.1

0.
0

18
無
職

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

2
無
回
答

90
.9

9.
1

0.
0

11
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

＜
男

性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

83
.6

16
.4

0.
0

61
妻
　
い
な
い

40
.0

60
.0

0.
0

0.
0

10
妻

　
 
 い

る
82

.5
17

.5
0.

0
18

3
妻
　
 
 
い
る

37
.5

53
.1

9.
4

0.
0

32
無
回
答

88
.9

11
.1

0.
0

18
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

＜
男

性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

85
.2

14
.8

0.
0

54
主
た
る
介

護
者
で
あ
る

25
.0

75
.0

0.
0

0.
0

8
主
た

る
介
護
者
で
な
い

83
.4

16
.6

0.
0

20
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

41
.2

50
.0

8.
8

0.
0

34
無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

82
.9

15
.5

1.
6

76
2

＜
女

性
＞

32
.2

62
.7

2.
5

2.
5

11
8

＜
女
性
・
現
職
＞

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

83
.9

14
.9

1.
2

16
8

正
規
雇
用

40
.0

52
.0

4.
0

4.
0

25
非
正
規
雇
用

83
.0

15
.6

1.
4

35
2

非
正
規
雇
用

30
.9

63
.6

1.
8

3.
6

55
自
営
・
そ
の
他

84
.5

12
.9

2.
6

11
6

自
営
・
そ
の
他

13
.3

80
.0

6.
7

0.
0

15
無
職

81
.5

18
.5

0.
0

81
無
職

46
.7

53
.3

0.
0

0.
0

15
無
回
答

77
.8

17
.8

4.
4

45
無
回
答

25
.0

75
.0

0.
0

0.
0

8
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

＜
女

性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

89
.6

9.
8

0.
5

19
3

夫
　
い
な
い

42
.1

57
.9

0.
0

0.
0

19
夫

　
 
 い

る
81

.9
17

.3
0.

8
49

7
夫
　
 
 
い
る

31
.4

65
.1

2.
3

1.
2

86
無
回
答

72
.2

18
.1

9.
7

72
無
回
答

23
.1

53
.8

7.
7

15
.4

13
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

＜
女

性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

85
.1

14
.3

0.
6

47
5

主
た
る
介

護
者
で
あ
る

33
.8

58
.8

4.
4

2.
9

68
主
た

る
介
護
者
で
な
い

83
.0

16
.2

0.
8

26
5

主
た
る
介

護
者
で
な
い

32
.6

67
.4

0.
0

0.
0

43
無
回
答

36
.4

31
.8

31
.8

22
無
回
答

14
.3

71
.4

0.
0

14
.3

7
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問
1(
6
)　

要
介

護
者
に

は
認

知
症
（

痴
呆

）
の
症

状
は

あ
り
ま

す
か
。

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
41

.4
57

.4
1.

2
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
33

.9
64

.0
2.

1
18

9
40

-4
9歳

36
.9

62
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
47

.6
51

.3
1.

0
48

5

＜
男
性

＞
43

.5
56

.1
0.

4
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

42
.0

57
.4

0.
6

16
2

非
正

規
雇
用

38
.1

61
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

50
.0

50
.0

0.
0

50
無
職

50
.0

50
.0

0.
0

18
無

回
答

36
.4

63
.6

0.
0

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

37
.7

60
.7

1.
6

61
妻
　

  
い
る

45
.4

54
.6

0.
0

18
3

無
回
答

44
.4

55
.6

0.
0

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

38
.9

61
.1

0.
0

54
主

た
る
介

護
者

で
な
い

44
.4

55
.1

0.
5

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性

＞
40

.7
57

.9
1.

4
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

41
.1

57
.7

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

38
.9

59
.7

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

42
.2

56
.0

1.
7

11
6

無
職

46
.9

53
.1

0.
0

81
無

回
答

37
.8

57
.8

4.
4

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

37
.3

62
.2

0.
5

19
3

夫
　

  
い
る

44
.5

55
.3

0.
2

49
7

無
回
答

23
.6

63
.9

12
.5

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

38
.3

61
.5

0.
2

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

46
.0

53
.6

0.
4

26
5

無
回
答

27
.3

31
.8

40
.9

22
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
徘

徊

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

2.
8

17
.5

21
.2

54
.0

4.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
1.

6
21

.9
17

.2
57

.8
1.

6
64

40
-4

9歳
3.

9
21

.7
19

.4
51

.2
3.

9
12

9
50

-5
9 歳

2.
6

13
.9

23
.4

54
.5

5.
6

23
1

＜
男
性
＞

3.
5

14
.9

24
.6

50
.9

6.
1

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
5

20
.6

23
.5

47
.1

7.
4

68
非
正
規
雇
用

0.
0

0.
0

37
.5

62
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

8.
0

4.
0

32
.0

52
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

22
.2

11
.1

66
.7

0.
0

9
無
回
答

25
.0

0.
0

0.
0

50
.0

25
.0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

26
.1

26
.1

39
.1

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

3.
6

13
.3

22
.9

55
.4

4.
8

83
無
回
答

0.
0

0.
0

37
.5

37
.5

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

0.
0

14
.3

23
.8

52
.4

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

4.
4

15
.4

23
.1

51
.6

5.
5

91
無
回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

2.
6

18
.4

20
.0

55
.2

3.
9

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

2.
9

21
.7

18
.8

53
.6

2.
9

69
非
正
規
雇
用

2.
9

13
.9

24
.8

54
.7

3.
6

13
7

自
営
・
そ
の
他

0.
0

26
.5

10
.2

59
.2

4.
1

49
無
職

5.
3

15
.8

15
.8

57
.9

5.
3

38
無
回
答

0.
0

23
.5

23
.5

47
.1

5.
9

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

0.
0

18
.1

19
.4

59
.7

2.
8

72
夫
　
 
 
い
る

3.
2

18
.6

20
.8

53
.8

3.
6

22
1

無
回
答

5.
9

17
.6

11
.8

52
.9

11
.8

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

1.
6

15
.4

22
.0

57
.1

3.
8

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

4.
1

23
.0

18
.0

51
.6

3.
3

12
2

無
回
答

0.
0

16
.7

0.
0

66
.7

16
.7

6
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S
Q
1
-
6
　
認
知
症
（
痴

呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方
は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か

。

■
意
思
疎
通

の
困
難

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

29
.7

58
.5

9.
0

2.
4

0.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
25

.0
65

.6
7.

8
1.

6
0.

0
64

40
-4

9歳
32

.6
55

.0
8.

5
3.

1
0.

8
12

9
50

-5
9 歳

29
.4

58
.4

9.
5

2.
2

0.
4

23
1

＜
男
性
＞

29
.8

56
.1

13
.2

0.
9

0.
0

11
4

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

29
.4

58
.8

10
.3

1.
5

0.
0

68
非
正
規
雇
用

37
.5

62
.5

0.
0

0.
0

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

24
.0

44
.0

32
.0

0.
0

0.
0

25
無
職

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

9
無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居
配
偶

者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

30
.4

52
.2

13
.0

4.
3

0.
0

23
妻
　
 
 
い
る

32
.5

54
.2

13
.3

0.
0

0.
0

83
無
回
答

0.
0

87
.5

12
.5

0.
0

0.
0

8
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

23
.8

61
.9

14
.3

0.
0

0.
0

21
主
た

る
介
護
者
で
な
い

31
.9

54
.9

12
.1

1.
1

0.
0

91
無
回
答

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

2

＜
女
性
＞

29
.7

59
.4

7.
4

2.
9

0.
6

31
0

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

33
.3

53
.6

8.
7

2.
9

1.
4

69
非
正
規
雇
用

27
.7

62
.8

6.
6

2.
9

0.
0

13
7

自
営
・
そ
の
他

34
.7

51
.0

12
.2

2.
0

0.
0

49
無
職

21
.1

71
.1

2.
6

2.
6

2.
6

38
無
回
答

35
.3

52
.9

5.
9

5.
9

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居
配
偶

者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

31
.9

55
.6

9.
7

2.
8

0.
0

72
夫
　
 
 
い
る

29
.9

59
.7

6.
8

3.
2

0.
5

22
1

無
回
答

17
.6

70
.6

5.
9

0.
0

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

28
.6

59
.3

8.
2

3.
8

0.
0

18
2

主
た

る
介
護
者
で
な
い

31
.1

59
.0

6.
6

1.
6

1.
6

12
2

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
不

潔
行
為
や
異
食
行
動 い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

7.
5

29
.2

26
.2

33
.5

3.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
9.

4
31

.3
20

.3
37

.5
1.

6
64

40
-4

9歳
9.

3
31

.0
25

.6
29

.5
4.

7
12

9
50

-5
9 歳

6.
1

27
.7

28
.1

34
.6

3.
5

23
1

＜
男
性
＞

6.
1

30
.7

25
.4

33
.3

4.
4

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

7.
4

25
.0

22
.1

39
.7

5.
9

68
非
正
規
雇
用

0.
0

50
.0

12
.5

37
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

4.
0

36
.0

40
.0

16
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

9
無
回
答

25
.0

50
.0

0.
0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

21
.7

21
.7

47
.8

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

7.
2

32
.5

26
.5

31
.3

2.
4

83
無
回
答

0.
0

37
.5

25
.0

12
.5

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

0.
0

33
.3

23
.8

33
.3

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

7.
7

30
.8

24
.2

34
.1

3.
3

91
無
回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女
性
＞

8.
1

28
.7

26
.5

33
.5

3.
2

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

8.
7

33
.3

17
.4

37
.7

2.
9

69
非
正
規
雇
用

6.
6

28
.5

27
.7

34
.3

2.
9

13
7

自
営
・
そ
の
他

8.
2

26
.5

24
.5

36
.7

4.
1

49
無
職

2.
6

23
.7

42
.1

26
.3

5.
3

38
無
回
答

29
.4

29
.4

23
.5

17
.6

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

8.
3

26
.4

26
.4

34
.7

4.
2

72
夫
　
 
 
い
る

8.
1

30
.3

26
.2

32
.6

2.
7

22
1

無
回
答

5.
9

17
.6

29
.4

41
.2

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
9

28
.6

30
.2

32
.4

3.
8

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

12
.3

30
.3

20
.5

34
.4

2.
5

12
2

無
回
答

16
.7

0.
0

33
.3

50
.0

0.
0

6
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S
Q
1
-
6
　
認
知

症
（
痴
呆
）
の
症
状
の
「
あ
る
」
方

は
、
ど
の
程
度
あ
り
ま
す
か
。

■
暴

言
･
暴
力

い
つ
も

あ
る

と
き
ど
き

あ
る

あ
ま
り

な
い

ま
っ
た
く

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

5.
4

22
.6

26
.7

41
.7

3.
5

42
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
3.

1
23

.4
26

.6
46

.9
0.

0
64

40
-4

9歳
10

.1
22

.5
27

.1
36

.4
3.

9
12

9
50

-5
9 歳

3.
5

22
.5

26
.4

43
.3

4.
3

23
1

＜
男
性
＞

4.
4

14
.9

25
.4

49
.1

6.
1

11
4

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

7.
4

11
.8

25
.0

48
.5

7.
4

68
非
正
規
雇
用

0.
0

0.
0

12
.5

87
.5

0.
0

8
自
営
・
そ
の
他

0.
0

24
.0

28
.0

44
.0

4.
0

25
無
職

0.
0

11
.1

33
.3

44
.4

11
.1

9
無
回
答

0.
0

50
.0

25
.0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

4.
3

17
.4

26
.1

47
.8

4.
3

23
妻
　
 
 
い
る

4.
8

15
.7

25
.3

49
.4

4.
8

83
無
回
答

0.
0

0.
0

25
.0

50
.0

25
.0

8
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
8

9.
5

33
.3

42
.9

9.
5

21
主

た
る
介
護
者
で
な
い

4.
4

16
.5

23
.1

50
.5

5.
5

91
無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

50
.0

0.
0

2

＜
女
性
＞

5.
8

25
.5

27
.1

39
.0

2.
6

31
0

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

5.
8

20
.3

29
.0

43
.5

1.
4

69
非
正
規
雇
用

5.
8

29
.9

27
.0

35
.8

1.
5

13
7

自
営
・
そ
の
他

10
.2

14
.3

24
.5

44
.9

6.
1

49
無
職

0.
0

31
.6

31
.6

31
.6

5.
3

38
無
回
答

5.
9

29
.4

17
.6

47
.1

0.
0

17
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

4.
2

22
.2

25
.0

47
.2

1.
4

72
夫
　
 
 
い
る

5.
9

26
.2

27
.6

37
.6

2.
7

22
1

無
回
答

11
.8

29
.4

29
.4

23
.5

5.
9

17
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

4.
4

24
.2

30
.8

37
.4

3.
3

18
2

主
た
る
介
護
者
で
な
い

7.
4

27
.9

21
.3

41
.8

1.
6

12
2

無
回
答

16
.7

16
.7

33
.3

33
.3

0.
0

6
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■
早
朝
（
5
時
～
9
時
） 月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜

日
土
曜
日

日
曜
日

無
回

答
<実

数
>

＜
総
計
＞

40
.4

39
.6

39
.8

39
.7

39
.5

40
.8

40
.1

16
.1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
29

.6
29

.6
29

.6
30

.2
29

.6
32

.8
33

.3
16

.9
18

9
40

-4
9歳

38
.0

36
.9

37
.1

36
.9

37
.4

37
.1

35
.7

17
.4

35
0

50
-5

9歳
46

.4
45

.6
45

.8
45

.6
44

.7
46

.6
46

.0
14

.8
48

5

＜
男
性
＞

25
.2

24
.8

25
.6

24
.8

25
.2

31
.3

30
.9

17
.9

26
2

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
22

.2
21

.6
22

.2
21

.6
22

.2
29

.0
30

.9
19

.1
16

2
非
正
規
雇
用

19
.0

19
.0

19
.0

19
.0

19
.0

28
.6

23
.8

9.
5

21
自
営
・
そ
の
他

34
.0

34
.0

36
.0

34
.0

34
.0

36
.0

34
.0

20
.0

50
無
職

50
.0

50
.0

50
.0

50
.0

50
.0

61
.1

50
.0

0.
0

18
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
36

.4
11

＜
男
性
・

同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な

い
24

.6
24

.6
24

.6
24

.6
23

.0
29

.5
24

.6
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
24

.0
23

.5
24

.6
23

.5
24

.6
31

.1
31

.7
20

.8
18

3
無
回

答
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
38

.9
44

.4
5.

6
18

＜
男
性
・

介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ

る
51

.9
50

.0
51

.9
50

.0
51

.9
50

.0
50

.0
0.

0
54

主
た

る
介
護
者
で
な

い
18

.0
18

.0
18

.5
18

.0
18

.0
26

.3
25

.9
22

.0
20

5
無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
66

.7
3

＜
女
性
＞

45
.7

44
.8

44
.8

44
.9

44
.4

44
.1

43
.3

15
.5

76
2

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
44

.0
42

.9
42

.9
44

.0
43

.5
45

.2
45

.2
14

.3
16

8
非
正
規
雇
用

44
.0

43
.8

42
.6

43
.8

42
.3

42
.6

41
.5

15
.1

35
2

自
営
・
そ
の
他

51
.7

50
.0

50
.9

49
.1

49
.1

46
.6

44
.8

14
.7

11
6

無
職

45
.7

43
.2

46
.9

43
.2

45
.7

42
.0

43
.2

16
.0

81
無
回

答
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
48

.9
46

.7
24

.4
45

＜
女
性
・

同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な

い
34

.2
34

.7
34

.2
34

.7
34

.2
34

.2
34

.7
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
49

.7
48

.3
48

.1
48

.7
48

.1
48

.1
46

.5
14

.7
49

7
無
回

答
48

.6
47

.2
50

.0
45

.8
45

.8
43

.1
44

.4
22

.2
72

＜
女
性
・

介
護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ

る
60

.2
59

.4
58

.9
59

.6
58

.7
57

.7
56

.4
9.

3
47

5
主
た

る
介
護
者
で
な

い
21

.1
20

.0
20

.8
20

.0
20

.0
21

.1
21

.1
23

.4
26

5
無
回

答
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
27

.3
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　
あ
な
た

が
１
週
間
の
中
で

要
介
護
者
を
介
護
す
る

時
間
帯
と
し
て
、

あ
て
は
ま
る
個
所

す
べ
て
○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

  
  

  
 

■
午

前
（

9
時

～
1
2
時

）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

15
.8

16
.5

16
.0

16
.8

14
.6

28
.4

35
.0

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

27
.5

30
-3

9歳
11

.1
11

.6
12

.2
11

.6
11

.1
27

.1
33

.3
16

.9
18

9
40

-4
9歳

12
.9

12
.9

15
.4

14
.3

12
.3

29
.7

30
.9

17
.4

35
0

50
-5

9歳
19

.8
21

.0
17

.9
20

.6
17

.5
38

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

9.
2

10
.3

9.
2

10
.3

9.
5

31
.3

39
.7

17
.9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

1.
9

3.
1

2.
5

3.
1

32
.7

45
.1

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
9.

5
14

.3
4.

8
14

.3
9.

5
23

.8
14

.3
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

20
.0

20
.0

18
.0

20
.0

20
.0

26
.0

32
.0

20
.0

50
無

職
38

.9
55

.6
38

.9
50

.0
38

.9
50

.0
55

.6
0.

0
18

無
回

答
9.

1
9.

1
18

.2
9.

1
9.

1
18

.2
18

.2
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
13

.1
14

.8
16

.4
14

.8
13

.1
29

.5
36

.1
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
6.

0
6.

6
4.

9
6.

6
6.

6
31

.1
40

.4
20

.8
18

3
無

回
答

27
.8

33
.3

27
.8

33
.3

27
.8

38
.9

44
.4

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

27
.8

24
.1

25
.9

27
.8

22
.2

46
.3

53
.7

0.
0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

3.
9

6.
3

4.
4

5.
4

5.
9

27
.3

36
.1

22
.0

20
5

無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

18
.1

18
.6

18
.4

19
.0

16
.3

27
.4

33
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
5

7.
7

8.
3

9.
5

6.
0

28
.6

36
.9

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
16

.5
17

.3
16

.8
17

.3
15

.1
26

.1
29

.5
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の
他

25
.0

26
.7

25
.9

25
.9

23
.3

25
.9

33
.6

14
.7

11
6

無
職

30
.9

34
.6

34
.6

37
.0

30
.9

35
.8

44
.4

16
.0

81
無

回
答

22
.2

20
.0

20
.0

17
.8

20
.0

22
.2

28
.9

24
.4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
21

.8
22

.3
19

.7
22

.3
19

.7
31

.1
36

.3
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
15

.9
17

.1
17

.5
17

.3
14

.7
27

.2
33

.2
14

.7
49

7
無

回
答

23
.6

19
.4

20
.8

22
.2

18
.1

19
.4

26
.4

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

22
.9

23
.2

23
.6

24
.6

20
.8

33
.5

41
.9

9.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.6

11
.7

10
.6

10
.6

9.
1

18
.5

19
.6

23
.4

26
5

無
回

答
4.

5
4.

5
0.

0
0.

0
4.

5
4.

5
13

.6
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま
る

個
所

す
べ

て
○

を
 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い
。
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■
午
後
（
1
2
時
～
1
7
時
）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

20
.2

19
.6

19
.9

20
.6

19
.4

31
.4

37
.8

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
20

.6
19

.6
20

.6
22

.2
20

.1
33

.3
40

.7
16

.9
18

9
40

-4
9歳

18
.6

16
.9

18
.6

18
.3

18
.0

30
.9

35
.1

17
.4

35
0

50
-5

9歳
21

.2
21

.6
20

.6
21

.6
20

.2
31

.1
38

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

12
.6

10
.3

9.
9

11
.8

10
.3

29
.4

39
.3

17
.9

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

2.
5

0.
6

1.
9

2.
5

1.
9

31
.5

41
.4

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
23

.8
19

.0
14

.3
23

.8
19

.0
19

.0
42

.9
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

30
.0

24
.0

22
.0

24
.0

24
.0

26
.0

30
.0

20
.0

50
無

職
50

.0
55

.6
50

.0
55

.6
44

.4
44

.4
55

.6
0.

0
18

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
9.

1
18

.2
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
24

.6
16

.4
21

.3
19

.7
19

.7
37

.7
44

.3
13

.1
61

妻
　

 
 
い

る
6.

0
5.

5
3.

8
6.

6
4.

9
26

.8
38

.3
20

.8
18

3
無

回
答

38
.9

38
.9

33
.3

38
.9

33
.3

27
.8

33
.3

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
31

.5
18

.5
24

.1
20

.4
22

.2
38

.9
50

.0
0.

0
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
7.

3
7.

8
5.

9
9.

3
6.

8
26

.8
36

.6
22

.0
20

5
無

回
答

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

22
.8

22
.8

23
.4

23
.6

22
.6

32
.2

37
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

10
.1

9.
5

9.
5

11
.9

8.
3

30
.4

39
.3

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
21

.0
19

.6
21

.3
21

.9
20

.5
29

.5
33

.0
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の

他
33

.6
34

.5
31

.0
33

.6
31

.9
34

.5
38

.8
14

.7
11

6
無

職
44

.4
51

.9
53

.1
45

.7
49

.4
49

.4
55

.6
16

.0
81

無
回

答
17

.8
15

.6
17

.8
15

.6
20

.0
22

.2
26

.7
24

.4
45

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
28

.0
26

.4
26

.9
29

.5
28

.0
37

.3
43

.5
15

.0
19

3
夫

　
 
 
い

る
20

.5
21

.3
21

.7
21

.3
20

.7
31

.0
36

.0
14

.7
49

7
無

回
答

25
.0

23
.6

25
.0

23
.6

20
.8

26
.4

29
.2

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
29

.1
28

.4
30

.5
30

.3
28

.2
36

.8
44

.6
9.

3
47

5
主

た
る

介
護

者
で

な
い

13
.2

14
.7

12
.1

13
.6

14
.0

24
.9

25
.7

23
.4

26
5

無
回

答
4.

5
0.

0
4.

5
0.

0
4.

5
18

.2
18

.2
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま

る
個

所
す

べ
て

○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

  
  

  
 

■
夕

方
～

夜
間

（
1
7
時

～
2
2
時

）

月
曜

日
火

曜
日

水
曜

日
木

曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜

日
無

回
答

<
実

数
>

＜
総

計
＞

53
.5

54
.2

53
.3

53
.5

54
.7

58
.0

57
.9

16
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
48

.1
48

.1
48

.1
48

.1
49

.2
54

.5
54

.5
16

.9
18

9
40

-4
9歳

50
.9

50
.6

49
.7

51
.1

52
.6

55
.4

54
.6

17
.4

35
0

50
-5

9歳
57

.5
59

.2
57

.9
57

.3
58

.4
61

.2
61

.6
14

.8
48

5

＜
男

性
＞

37
.0

36
.6

36
.6

35
.9

37
.0

46
.2

48
.1

17
.9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

32
.7

33
.3

32
.7

32
.7

32
.7

46
.9

47
.5

19
.1

16
2

非
正

規
雇

用
28

.6
28

.6
28

.6
28

.6
28

.6
33

.3
38

.1
9.

5
21

自
営

・
そ

の
他

42
.0

38
.0

40
.0

36
.0

40
.0

42
.0

46
.0

20
.0

50
無

職
83

.3
83

.3
83

.3
83

.3
88

.9
83

.3
77

.8
0.

0
18

無
回

答
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
18

.2
36

.4
36

.4
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
42

.6
39

.3
41

.0
39

.3
41

.0
50

.8
49

.2
13

.1
61

妻
　

 
 い

る
31

.7
32

.2
31

.7
31

.1
32

.2
41

.5
44

.3
20

.8
18

3
無

回
答

72
.2

72
.2

72
.2

72
.2

72
.2

77
.8

83
.3

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

66
.7

63
.0

64
.8

63
.0

64
.8

66
.7

72
.2

0.
0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

29
.8

30
.2

29
.8

29
.3

30
.2

41
.5

42
.4

22
.0

20
5

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
66

.7
3

＜
女

性
＞

59
.2

60
.2

59
.1

59
.6

60
.8

62
.1

61
.3

15
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

62
.5

62
.5

63
.1

61
.3

63
.7

69
.0

70
.2

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
58

.2
60

.5
58

.8
60

.2
60

.8
61

.1
59

.1
15

.1
35

2
自

営
・

そ
の
他

58
.6

57
.8

57
.8

56
.0

60
.3

56
.9

56
.0

14
.7

11
6

無
職

61
.7

61
.7

58
.0

60
.5

59
.3

61
.7

63
.0

16
.0

81
無

回
答

51
.1

53
.3

51
.1

55
.6

53
.3

57
.8

55
.6

24
.4

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
60

.1
60

.6
59

.1
61

.7
62

.2
64

.2
63

.2
15

.0
19

3
夫

　
 
 い

る
59

.4
61

.2
60

.0
60

.2
61

.2
62

.4
61

.6
14

.7
49

7
無

回
答

55
.6

52
.8

52
.8

50
.0

54
.2

54
.2

54
.2

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

72
.0

73
.5

71
.6

72
.4

73
.7

73
.1

72
.6

9.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

39
.2

39
.6

39
.6

39
.6

40
.8

44
.9

43
.4

23
.4

26
5

無
回

答
22

.7
22

.7
22

.7
22

.7
22

.7
31

.8
31

.8
54

.5
22

問
1
(
1
0
)
　

あ
な

た
が

１
週

間
の

中
で

要
介

護
者

を
介

護
す

る
時

間
帯

と
し

て
、

あ
て

は
ま
る

個
所

す
べ

て
○

を
 
 
 
 
 
 
 
つ

け
て

く
だ

さ
い
。
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■
深
夜
（
2
2
時
～
翌
日

5
時
）

月
曜
日

火
曜
日

水
曜
日

木
曜
日

金
曜

日
土

曜
日

日
曜
日

無
回
答

<
実
数
>

＜
総
計
＞

16
.7

16
.4

16
.5

16
.3

16
.5

17
.7

17
.4

16
.1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
18

.0
18

.5
18

.0
18

.0
18

.5
18

.5
19

.0
16

.9
18

9
40

-4
9歳

15
.4

15
.1

15
.1

15
.1

15
.4

16
.3

14
.9

17
.4

35
0

50
-5

9歳
17

.1
16

.5
16

.9
16

.5
16

.5
18

.4
18

.6
14

.8
48

5
 

＜
男
性
＞

14
.1

13
.7

13
.7

13
.7

14
.5

17
.2

16
.4

17
.9

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞

 
正
規
雇
用

11
.7

11
.7

11
.7

11
.7

13
.0

15
.4

14
.8

19
.1

16
2

非
正
規
雇
用

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

9.
5

21
自
営
・
そ
の
他

20
.0

18
.0

18
.0

18
.0

18
.0

24
.0

22
.0

20
.0

50
無
職

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

27
.8

0.
0

18
無
回
答

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

9.
1

36
.4

11
＜
男
性
・
同

居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

16
.4

16
.4

16
.4

16
.4

16
.4

18
.0

18
.0

13
.1

61
妻

　
 
 い

る
11

.5
10

.9
10

.9
10

.9
12

.0
15

.3
14

.2
20

.8
18

3
無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

33
.3

5.
6

18
＜
男
性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

31
.5

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

29
.6

0.
0

54
主
た

る
介
護
者
で
な
い

9.
8

9.
8

9.
8

9.
8

10
.7

14
.1

13
.2

22
.0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

66
.7

3

＜
女
性
＞

17
.6

17
.3

17
.5

17
.2

17
.2

17
.8

17
.7

15
.5

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

25
.0

24
.4

25
.0

24
.4

24
.4

25
.0

25
.6

14
.3

16
8

非
正
規
雇
用

10
.8

10
.8

10
.5

10
.5

10
.8

10
.5

10
.2

15
.1

35
2

自
営
・
そ
の
他

19
.0

18
.1

19
.0

18
.1

17
.2

19
.8

20
.7

14
.7

11
6

無
職

28
.4

28
.4

28
.4

28
.4

27
.2

29
.6

29
.6

16
.0

81
無
回
答

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

22
.2

22
.2

17
.8

24
.4

45
＜
女
性
・
同

居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

24
.4

23
.8

23
.8

23
.3

23
.3

24
.4

24
.4

15
.0

19
3

夫
　

 
 い

る
14

.5
14

.5
14

.5
14

.5
14

.5
15

.1
14

.9
14

.7
49

7
無
回
答

20
.8

19
.4

20
.8

19
.4

19
.4

19
.4

19
.4

22
.2

72
＜
女
性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で
あ
る

23
.4

23
.2

23
.4

23
.2

22
.9

24
.0

24
.0

9.
3

47
5

主
た

る
介
護
者
で
な
い

7.
5

7.
2

7.
2

6.
8

7.
2

6.
8

6.
4

23
.4

26
5

無
回
答

13
.6

13
.6

13
.6

13
.6

13
.6

18
.2

18
.2

54
.5

22

問
1
(
1
0
)
　
あ
な
た
が

１
週
間
の
中
で
要

介
護
者
を
介
護
す
る
時
間

帯
と
し
て
、
あ
て

は
ま
る
個
所
す
べ

て
○
を

 
 
 
 
 
 
 
つ
け
て
く
だ

さ
い
。

  
  

  
  

問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
、
次

の
よ
う

な
こ
と

は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
病
院
・

介
護
施

設
等
の

入
退
院

の
手
続

き

あ
な

た
が
主

に
行
っ
た

あ
な

た
以
外

の
家
族

・
親
族

・
そ
の

他
の
人

が
主

に
行
っ

た

当
時

そ
の

必
要

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

42
.7

34
.1

19
.1

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
23

.3
51

.9
20

.6
4.

2
18

9
40

-4
9歳

43
.7

34
.9

18
.3

3.
1

35
0

50
-5

9歳
49

.5
26

.6
19

.2
4.

7
48

5

＜
男

性
＞

31
.3

47
.3

18
.7

2.
7

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.8

48
.8

21
.6

1.
9

16
2

非
正
規
雇

用
28

.6
61

.9
9.

5
0.

0
21

自
営

・
そ
の

他
36

.0
44

.0
18

.0
2.

0
50

無
職

55
.6

33
.3

11
.1

0.
0

18
無
回

答
27

.3
36

.4
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
34

.4
47

.5
16

.4
1.

6
61

妻
　
 
 い

る
27

.9
50

.8
18

.0
3.

3
18

3
無
回

答
55

.6
11

.1
33

.3
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
63

.0
16

.7
20

.4
0.

0
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
22

.4
56

.1
18

.0
3.

4
20

5
無
回

答
66

.7
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

46
.6

29
.5

19
.3

4.
6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

42
.3

33
.3

21
.4

3.
0

16
8

非
正
規
雇

用
49

.4
27

.6
19

.0
4.

0
35

2
自
営

・
そ
の

他
48

.3
29

.3
19

.0
3.

4
11

6
無

職
49

.4
30

.9
14

.8
4.

9
81

無
回

答
31

.1
28

.9
22

.2
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
43

.5
37

.8
15

.5
3.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
46

.5
29

.0
21

.1
3.

4
49

7
無
回

答
55

.6
11

.1
16

.7
16

.7
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
61

.7
13

.3
21

.9
3.

2
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
20

.4
59

.2
15

.8
4.

5
26

5
無
回

答
36

.4
22

.7
4.

5
36

.4
22
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問
2
(
2)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
当
時

、
次
の

よ
う
な
こ

と
は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
介
護
の
た

め
の
情

報
収
集
・

手
続
き

あ
な
た

が
主

に
行

っ
た

あ
な
た

以
外
の

家
族
・

親
族
・

そ
の
他

の
人
が

主
に

行
っ
た

当
時
そ
の

必
要
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

50
.1

35
.2

11
.1

3.
6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
29

.1
51

.3
14

.8
4.

8
18

9
40

-4
9歳

48
.6

36
.9

10
.9

3.
7

35
0

50
-5

9歳
59

.4
27

.6
9.

9
3.

1
48

5

＜
男

性
＞

33
.6

53
.8

9.
9

2.
7

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
29

.6
59

.3
9.

9
1.

2
16

2
非

正
規
雇

用
42

.9
52

.4
4.

8
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

38
.0

50
.0

8.
0

4.
0

50
無

職
50

.0
27

.8
22

.2
0.

0
18

無
回

答
27

.3
36

.4
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
37

.7
42

.6
16

.4
3.

3
61

妻
　
 
 い

る
28

.4
60

.7
8.

2
2.

7
18

3
無
回

答
72

.2
22

.2
5.

6
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

66
.7

16
.7

16
.7

0.
0

54
主
た

る
介
護

者
で
な
い

24
.4

64
.4

7.
8

3.
4

20
5

無
回

答
66

.7
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

55
.8

28
.7

11
.5

3.
9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
49

.4
34

.5
12

.5
3.

6
16

8
非

正
規
雇

用
58

.0
27

.8
10

.2
4.

0
35

2
自
営

・
そ
の
他

60
.3

25
.9

12
.1

1.
7

11
6

無
職

56
.8

27
.2

14
.8

1.
2

81
無
回

答
48

.9
24

.4
11

.1
15

.6
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
44

.6
41

.5
11

.4
2.

6
19

3
夫

　
 
 い

る
58

.8
27

.0
11

.5
2.

8
49

7
無
回

答
65

.3
6.

9
12

.5
15

.3
72

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

70
.7

12
.8

13
.7

2.
7

47
5

主
た

る
介
護

者
で
な
い

30
.6

57
.7

8.
3

3.
4

26
5

無
回

答
36

.4
22

.7
4.

5
36

.4
22

  
  

  
  

問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
、
次

の
よ
う

な
こ
と

は
、
ど

な
た
が

主
に
行

い
ま
し

た
か
。

■
介
護
の

た
め
の

住
宅
整

備
に
関

す
る
こ

と

あ
な

た
が
主

に
行
っ
た

あ
な

た
以
外

の
家
族

・
親
族

・
そ
の

他
の
人

が
主

に
行
っ

た

当
時

そ
の

必
要

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

32
.3

28
.4

33
.9

5.
4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
15

.3
45

.5
33

.3
5.

8
18

9
40

-4
9歳

27
.7

31
.4

36
.0

4.
9

35
0

50
-5

9歳
42

.3
19

.6
32

.6
5.

6
48

5

＜
男

性
＞

29
.4

32
.4

34
.7

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

28
.4

33
.3

36
.4

1.
9

16
2

非
正
規
雇

用
33

.3
47

.6
14

.3
4.

8
21

自
営

・
そ
の

他
34

.0
28

.0
34

.0
4.

0
50

無
職

27
.8

16
.7

55
.6

0.
0

18
無
回

答
18

.2
36

.4
18

.2
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
23

.0
39

.3
34

.4
3.

3
61

妻
　
 
 い

る
29

.5
32

.2
34

.4
3.

8
18

3
無
回

答
50

.0
11

.1
38

.9
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
42

.6
5.

6
50

.0
1.

9
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
24

.9
40

.0
31

.2
3.

9
20

5
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

33
.3

27
.0

33
.6

6.
0

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

31
.5

33
.3

31
.0

4.
2

16
8

非
正
規
雇

用
30

.7
28

.4
34

.4
6.

5
35

2
自
営

・
そ
の

他
40

.5
22

.4
32

.8
4.

3
11

6
無

職
43

.2
17

.3
35

.8
3.

7
81

無
回

答
24

.4
22

.2
35

.6
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
33

.7
35

.8
27

.5
3.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
31

.8
26

.6
36

.4
5.

2
49

7
無
回

答
43

.1
6.

9
30

.6
19

.4
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
44

.6
14

.1
35

.8
5.

5
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
14

.3
50

.9
30

.6
4.

2
26

5
無
回

答
18

.2
18

.2
22

.7
40

.9
22
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問
2
(
2)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当
時

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

、
ど
な

た
が
主

に
行
い

ま
し
た

か
。

■
介
護
用

品
の
購

入
・
レ
ン

タ
ル
等

の
手
配

あ
な
た
が

主
に
行
っ

た

あ
な
た

以
外
の

家
族
・

親
族
・

そ
の
他

の
人
が

主
に

行
っ
た

当
時
そ
の

必
要
は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

38
.2

31
.1

26
.0

4.
8

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.2
43

.4
29

.1
5.

3
18

9
40

-4
9歳

36
.0

34
.0

25
.1

4.
9

35
0

50
-5

9歳
46

.0
24

.1
25

.4
4.

5
48

5

＜
男

性
＞

21
.4

47
.3

28
.2

3.
1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
19

.1
48

.1
32

.1
0.

6
16

2
非

正
規
雇

用
19

.0
52

.4
23

.8
4.

8
21

自
営

・
そ
の

他
34

.0
46

.0
14

.0
6.

0
50

無
職

16
.7

33
.3

50
.0

0.
0

18
無
回

答
9.

1
54

.5
9.

1
27

.3
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
26

.2
49

.2
23

.0
1.

6
61

妻
　
 
 い

る
18

.0
49

.2
29

.0
3.

8
18

3
無
回

答
38

.9
22

.2
38

.9
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
44

.4
16

.7
37

.0
1.

9
54

主
た

る
介
護

者
で
な

い
15

.1
56

.1
25

.9
2.

9
20

5
無
回

答
33

.3
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

44
.0

25
.5

25
.2

5.
4

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
41

.1
31

.0
23

.8
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
44

.3
25

.6
24

.4
5.

7
35

2
自
営

・
そ
の

他
44

.0
23

.3
28

.4
4.

3
11

6
無

職
51

.9
19

.8
27

.2
1.

2
81

無
回

答
37

.8
20

.0
24

.4
17

.8
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
42

.0
35

.2
20

.7
2.

1
19

3
夫

　
 
 い

る
44

.1
23

.9
27

.2
4.

8
49

7
無
回

答
48

.6
9.

7
23

.6
18

.1
72

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
56

.2
9.

5
29

.7
4.

6
47

5
主
た

る
介
護

者
で
な

い
23

.4
54

.0
18

.9
3.

8
26

5
無
回

答
27

.3
27

.3
4.

5
40

.9
22

  
  

  
  

  
  

  
  

  

し
て
い
た

し
て
い
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

84
.0

14
.5

1.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
73

.5
24

.3
2.

1
18

9
40

-4
9歳

82
.9

16
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
88

.9
9.

3
1.

9
48

5

＜
男
性
＞

92
.4

5.
3

2.
3

26
2

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

98
.8

0.
0

1.
2

16
2

非
正
規
雇
用

85
.7

14
.3

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

94
.0

6.
0

0.
0

50
無
職

66
.7

33
.3

0.
0

18
無
回
答

45
.5

18
.2

36
.4

11
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な
い

86
.9

11
.5

1.
6

61
妻
　
 
 
い
る

94
.5

2.
7

2.
7

18
3

無
回
答

88
.9

11
.1

0.
0

18
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

94
.4

5.
6

0.
0

54
主

た
る
介
護
者
で
な
い

91
.7

5.
4

2.
9

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

81
.1

17
.6

1.
3

76
2

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

90
.5

8.
9

0.
6

16
8

非
正
規
雇
用

81
.3

18
.2

0.
6

35
2

自
営
・
そ
の
他

92
.2

7.
8

0.
0

11
6

無
職

58
.0

42
.0

0.
0

81
無
回
答

57
.8

26
.7

15
.6

45
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な
い

81
.3

17
.1

1.
6

19
3

夫
　
 
 
い
る

80
.7

18
.3

1.
0

49
7

無
回
答

83
.3

13
.9

2.
8

72
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

80
.2

19
.4

0.
4

47
5

主
た
る
介
護
者
で
な
い

82
.6

15
.1

2.
3

26
5

無
回
答

81
.8

9.
1

9.
1

22

問
3

介
護
に

関
わ
り
始
め
た
当
時
、
あ
な
た
は
仕
事
を
し
て

い
ま
し
た
か
。
内
職
、
パ
ー
ト
、

　
　
ア
ル
バ

イ
ト
等
も
職
業
に
含
め
て
お
答
え
く

だ
さ
い
。

た
だ
し
、
学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
は

　
　
職
業
に

含
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。
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問
4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始
め

た
当
時

の
勤
務

先
で
、

次
の
方
や

部
署
等

に
介
護

の
こ
と
を

相
談
し

ま
し
た

か
。

■
同
僚

相
談
し
た

相
談

し
な

か
っ
た

該
当
す

る
も
の
は

な
か
っ

た
無

回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

35
.1

49
.3

10
.2

5.
4

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
26

.8
57

.7
8.

9
6.

5
12

3
40

-4
9歳

43
.0

41
.8

11
.1

4.
1

24
4

50
-5

9歳
32

.2
51

.7
10

.1
6.

0
31

7

＜
男

性
＞

22
.4

63
.5

9.
4

4.
7

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
24

.5
62

.9
7.

5
5.

0
15

9
非

正
規
雇

用
6.

3
75

.0
18

.8
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

40
.0

40
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
70

.0
10

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
10

.3
71

.8
12

.8
5.

1
39

妻
　
 
 い

る
26

.1
60

.6
8.

5
4.

9
14

2
無
回

答
18

.2
72

.7
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

17
.1

65
.9

14
.6

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

23
.5

63
.1

8.
1

5.
4

14
9

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

40
.0

43
.7

10
.6

5.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
36

.1
49

.7
7.

5
6.

8
14

7
非

正
規
雇

用
44

.8
39

.4
11

.5
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

50
.0

30
.0

10
.0

10
.0

10
無

職
31

.7
53

.7
9.

8
4.

9
41

無
回

答
6.

7
46

.7
26

.7
20

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
37

.0
50

.4
6.

3
6.

3
12

7
夫

　
 
 い

る
43

.9
39

.9
11

.5
4.

7
32

1
無
回

答
20

.5
52

.3
15

.9
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

41
.9

42
.3

10
.1

5.
7

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

36
.2

46
.9

12
.4

4.
5

17
7

無
回

答
47

.1
35

.3
0.

0
17

.6
17

  
  

  
 問

4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
の
勤

務
先
で

、
次
の
方

や
部
署

等
に
介

護
の
こ

と
を
相

談
し
ま

し
た
か

。

■
上
司

相
談

し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当
す
る

も
の
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

29
.5

55
.0

10
.8

4.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
29

.3
58

.5
7.

3
4.

9
12

3
40

-4
9歳

35
.2

48
.8

12
.7

3.
3

24
4

50
-5

9歳
25

.2
58

.4
10

.7
5.

7
31

7

＜
男

性
＞

25
.0

61
.5

9.
9

3.
6

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

25
.8

61
.0

8.
8

4.
4

15
9

非
正
規
雇

用
12

.5
75

.0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の

他
20

.0
40

.0
40

.0
0.

0
5

無
職

30
.0

60
.0

10
.0

0.
0

10
無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
20

.5
64

.1
12

.8
2.

6
39

妻
　
 
 い

る
26

.1
60

.6
9.

2
4.

2
14

2
無
回

答
27

.3
63

.6
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
29

.3
56

.1
12

.2
2.

4
41

主
た

る
介
護

者
で
な

い
23

.5
63

.1
9.

4
4.

0
14

9
無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

31
.3

52
.4

11
.2

5.
1

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

32
.7

57
.1

7.
5

2.
7

14
7

非
正
規
雇

用
32

.3
50

.9
12

.9
3.

9
27

9
自
営

・
そ
の

他
50

.0
30

.0
10

.0
10

.0
10

無
職

19
.5

53
.7

12
.2

14
.6

41
無
回

答
20

.0
46

.7
13

.3
20

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
27

.6
59

.1
6.

3
7.

1
12

7
夫

　
 
 い

る
31

.8
50

.8
13

.4
4.

0
32

1
無
回

答
38

.6
45

.5
9.

1
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
33

.9
49

.7
11

.4
5.

0
29

8
主
た

る
介
護

者
で
な

い
24

.9
58

.2
11

.9
5.

1
17

7
無
回

答
52

.9
41

.2
0.

0
5.

9
17
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問
4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当
時

の
勤
務

先
で
、

次
の
方
や

部
署
等

に
介
護

の
こ
と

を
相
談

し
ま
し

た
か

■
専
門
部

署
（
人
事

・
総
務

等
）

相
談
し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当

す
る

も
の

は
な

か
っ
た

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

5.
4

57
.2

26
.9

10
.5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
6.

5
65

.0
17

.1
11

.4
12

3
40

-4
9歳

4.
9

55
.7

31
.1

8.
2

24
4

50
-5

9歳
5.

4
55

.2
27

.4
12

.0
31

7

＜
男

性
＞

5.
7

65
.1

23
.4

5.
7

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
5.

7
66

.7
21

.4
6.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
68

.8
31

.3
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

0.
0

40
.0

60
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
50

.0
30

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
7.

7
61

.5
25

.6
5.

1
39

妻
　
 
 い

る
4.

9
66

.9
22

.5
5.

6
14

2
無
回

答
9.

1
54

.5
27

.3
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

14
.6

53
.7

29
.3

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

3.
4

68
.5

22
.1

6.
0

14
9

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
女

性
＞

5.
3

54
.1

28
.3

12
.4

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
4.

8
66

.7
15

.6
12

.9
14

7
非

正
規
雇

用
4.

7
50

.5
35

.1
9.

7
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

30
.0

40
.0

20
.0

10
無

職
12

.2
46

.3
24

.4
17

.1
41

無
回

答
0.

0
33

.3
26

.7
40

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
4.

7
59

.8
18

.1
17

.3
12

7
夫

　
 
 い

る
5.

0
52

.6
32

.7
9.

7
32

1
無
回

答
9.

1
47

.7
25

.0
18

.2
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

6.
4

49
.0

31
.5

13
.1

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

2.
8

63
.3

23
.7

10
.2

17
7

無
回

答
11

.8
47

.1
17

.6
23

.5
17

  
  

  
  

  
  

  
 問

4
(
8)
　
介

護
に
関

わ
り
始

め
た
当

時
の
勤

務
先
で

、
次
の

方
や
部

署
等
に

介
護
の
こ

と
を
相

談
し
ま

し
た
か

。

■
労
働
組

合

相
談

し
た

相
談
し
な

か
っ
た

該
当
す
る

も
の
は
な

か
っ
た

無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

0.
9

49
.3

38
.7

11
.1

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

8
53

.7
33

.3
12

.2
12

3
40

-4
9歳

1.
6

47
.5

42
.2

8.
6

24
4

50
-5

9歳
0.

3
48

.9
38

.2
12

.6
31

7

＜
男

性
＞

1.
6

56
.3

35
.9

6.
3

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

3
58

.5
34

.0
6.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
50

.0
43

.8
6.

3
16

自
営

・
そ
の

他
0.

0
40

.0
60

.0
0.

0
5

無
職

10
.0

40
.0

50
.0

0.
0

10
無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
50

.0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い
な

い
0.

0
61

.5
30

.8
7.

7
39

妻
　
 
 い

る
2.

1
57

.0
35

.2
5.

6
14

2
無
回

答
0.

0
27

.3
63

.6
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
2.

4
51

.2
43

.9
2.

4
41

主
た

る
介
護

者
で
な

い
1.

3
58

.4
33

.6
6.

7
14

9
無
回

答
0.

0
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女

性
＞

0.
6

46
.5

39
.8

13
.0

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

4
55

.1
29

.9
13

.6
14

7
非

正
規
雇

用
0.

4
43

.7
45

.9
10

.0
27

9
自
営

・
そ
の

他
0.

0
20

.0
50

.0
30

.0
10

無
職

0.
0

46
.3

36
.6

17
.1

41
無
回

答
0.

0
33

.3
26

.7
40

.0
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い
な

い
0.

8
53

.5
26

.8
18

.9
12

7
夫

　
 
 い

る
0.

6
44

.5
44

.9
10

.0
32

1
無
回

答
0.

0
40

.9
40

.9
18

.2
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ

る
0.

3
43

.3
42

.3
14

.1
29

8
主
た

る
介
護

者
で
な

い
1.

1
52

.0
36

.7
10

.2
17

7
無
回

答
0.

0
47

.1
29

.4
23

.5
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
短

時
間
勤

務
制
度

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

10
.5

59
.4

27
.3

2.
8

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
13

.8
56

.1
29

.3
0.

8
12

3
40

-4
9歳

8.
2

60
.7

28
.3

2.
9

24
4

50
-5

9歳
11

.0
59

.6
25

.9
3.

5
31

7

＜
男

性
＞

4.
7

78
.1

16
.7

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

4.
4

78
.6

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

0.
0

81
.3

18
.8

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

10
.0

60
.0

30
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

7.
7

79
.5

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

4.
2

76
.8

18
.3

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

4.
9

85
.4

9.
8

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

4.
7

75
.8

18
.8

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

12
.8

52
.0

31
.5

3.
7

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

10
.2

62
.6

23
.1

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

15
.1

45
.2

36
.9

2.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

10
.0

70
.0

10
.0

10
.0

10
無
職

7.
3

63
.4

29
.3

0.
0

41
無
回
答

13
.3

33
.3

33
.3

20
.0

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

6.
3

59
.1

31
.5

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

15
.9

48
.6

31
.8

3.
7

32
1

無
回
答

9.
1

56
.8

29
.5

4.
5

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

13
.4

55
.0

27
.2

4.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

10
.7

48
.0

39
.0

2.
3

17
7

無
回
答

23
.5

41
.2

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ

ム

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

10
.8

59
.1

26
.6

3.
5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
8.

9
63

.4
26

.8
0.

8
12

3
40

-4
9歳

11
.1

58
.2

27
.5

3.
3

24
4

50
-5

9歳
11

.4
58

.0
25

.9
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

14
.1

70
.3

15
.1

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
13

.8
70

.4
15

.1
0.

6
15

9
非

正
規
雇

用
12

.5
75

.0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無

職
20

.0
60

.0
20

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
7.

7
79

.5
12

.8
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
16

.2
67

.6
15

.5
0.

7
14

2
無
回

答
9.

1
72

.7
18

.2
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

17
.1

68
.3

14
.6

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

13
.4

70
.5

15
.4

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

9.
6

54
.7

31
.1

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.2
62

.6
22

.4
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
10

.0
49

.5
36

.9
3.

6
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

70
.0

10
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
65

.9
26

.8
2.

4
41

無
回

答
6.

7
33

.3
33

.3
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
7.

1
59

.8
29

.1
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
11

.8
51

.4
32

.7
4.

0
32

1
無
回

答
0.

0
63

.6
25

.0
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

8.
4

59
.1

27
.9

4.
7

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

11
.3

48
.0

36
.7

4.
0

17
7

無
回

答
11

.8
47

.1
29

.4
11

.8
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
始

業
･
終
業
時
刻

の
繰
上
げ

・
繰
下
げ

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

12
.1

56
.9

27
.8

3.
2

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
13

.8
57

.7
27

.6
0.

8
12

3
40

-4
9歳

8.
6

59
.0

29
.5

2.
9

24
4

50
-5

9歳
14

.2
54

.9
26

.5
4.

4
31

7

＜
男

性
＞

9.
4

74
.0

16
.1

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

8.
2

74
.8

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

6.
3

75
.0

18
.8

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

20
.0

60
.0

20
.0

0.
0

10
無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

12
.8

74
.4

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

9.
2

72
.5

17
.6

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

12
.2

75
.6

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

8.
7

73
.2

17
.4

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

13
.2

50
.2

32
.3

4.
3

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

12
.2

60
.5

23
.1

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

15
.1

44
.1

37
.3

3.
6

27
9

自
営
・

そ
の
他

10
.0

50
.0

30
.0

10
.0

10
無
職

4.
9

61
.0

31
.7

2.
4

41
無
回
答

13
.3

33
.3

33
.3

20
.0

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
9

59
.8

29
.1

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

16
.2

45
.5

34
.3

4.
0

32
1

無
回
答

6.
8

56
.8

27
.3

9.
1

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

13
.1

53
.7

28
.9

4.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

12
.4

45
.2

39
.0

3.
4

17
7

無
回
答

23
.5

41
.2

23
.5

11
.8

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
残
業
や
休

日
労
働

の
免
除

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

8.
8

58
.5

29
.1

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
10

.6
58

.5
30

.1
0.

8
12

3
40

-4
9歳

6.
1

59
.8

30
.7

3.
3

24
4

50
-5

9歳
10

.1
57

.4
27

.4
5.

0
31

7

＜
男

性
＞

9.
4

72
.9

16
.7

1.
0

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

2
73

.6
17

.0
1.

3
15

9
非

正
規
雇

用
12

.5
68

.8
18

.8
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無

職
10

.0
70

.0
20

.0
0.

0
10

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
10

.3
74

.4
15

.4
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
9.

9
71

.1
17

.6
1.

4
14

2
無
回

答
0.

0
90

.9
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

12
.2

75
.6

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

8.
7

71
.8

18
.1

1.
3

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

8.
5

52
.8

33
.9

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

8
64

.6
23

.8
2.

7
14

7
非

正
規
雇

用
9.

3
46

.6
39

.8
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

60
.0

20
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
58

.5
34

.1
2.

4
41

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
6.

3
60

.6
29

.9
3.

1
12

7
夫

　
 
 い

る
9.

7
49

.5
35

.8
5.

0
32

1
無
回

答
6.

8
54

.5
31

.8
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

8.
4

55
.0

31
.2

5.
4

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

7.
9

50
.3

38
.4

3.
4

17
7

無
回

答
17

.6
41

.2
35

.3
5.

9
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
介

護
経
費
の

援
助

あ
っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

67
.0

28
.8

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

0
66

.7
32

.5
0.

8
12

3
40

-4
9歳

1.
2

65
.2

29
.9

3.
7

24
4

50
-5

9歳
0.

3
68

.5
26

.5
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

1.
0

80
.7

17
.7

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
3

81
.8

16
.4

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

0.
0

75
.0

25
.0

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

5
無
職

0.
0

70
.0

30
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

2.
6

82
.1

15
.4

0.
0

39
妻
　

  
い
る

0.
7

80
.3

18
.3

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

81
.8

18
.2

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

0.
0

87
.8

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

1.
3

78
.5

19
.5

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

0.
4

61
.6

33
.1

4.
9

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

0.
7

70
.1

25
.2

4.
1

14
7

非
正
規
雇
用

0.
4

57
.7

38
.0

3.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

0.
0

70
.0

20
.0

10
.0

10
無
職

0.
0

65
.9

31
.7

2.
4

41
無
回
答

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

0.
0

66
.9

29
.9

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

0.
6

58
.9

35
.2

5.
3

32
1

無
回
答

0.
0

65
.9

27
.3

6.
8

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

0.
7

63
.8

29
.9

5.
7

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

0.
0

57
.6

39
.0

3.
4

17
7

無
回
答

0.
0

64
.7

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
在
宅
勤
務

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

71
.8

24
.0

3.
7

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

8
74

.8
23

.6
0.

8
12

3
40

-4
9歳

0.
4

70
.1

25
.8

3.
7

24
4

50
-5

9歳
0.

6
71

.9
22

.7
4.

7
31

7

＜
男

性
＞

0.
0

84
.9

14
.6

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

0
84

.3
15

.1
0.

6
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
87

.5
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
5

無
職

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

10
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
0.

0
87

.2
12

.8
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
0.

0
83

.8
15

.5
0.

7
14

2
無
回

答
0.

0
90

.9
9.

1
0.

0
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

90
.2

9.
8

0.
0

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
0

83
.2

16
.1

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

0.
8

66
.7

27
.6

4.
9

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

0
76

.2
19

.0
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
1.

1
62

.7
32

.6
3.

6
27

9
自
営

・
そ
の
他

10
.0

60
.0

20
.0

10
.0

10
無

職
0.

0
73

.2
24

.4
2.

4
41

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
1.

6
72

.4
22

.0
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
0.

3
64

.2
30

.5
5.

0
32

1
無
回

答
2.

3
68

.2
22

.7
6.

8
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

1.
3

67
.8

25
.5

5.
4

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
0

64
.4

31
.6

4.
0

17
7

無
回

答
0.

0
70

.6
23

.5
5.

9
17
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問
4
(
9)
　
介
護

に
関
わ

り
始
め
た

と
き
の

勤
務
先
に

は
、
仕
事
と

介
護
の

両
立
支
援

制
度
は

あ
り
ま
し

た
か
。

■
会

社
独
自

の
休
暇
制
度 あ

っ
た

な
か
っ

た
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

6.
9

61
.0

28
.7

3.
5

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
4.

9
64

.2
30

.1
0.

8
12

3
40

-4
9歳

6.
6

59
.4

30
.3

3.
7

24
4

50
-5

9歳
7.

9
60

.9
26

.8
4.

4
31

7

＜
男

性
＞

10
.9

70
.3

18
.2

0.
5

19
2

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

11
.3

70
.4

17
.6

0.
6

15
9

非
正
規
雇
用

12
.5

56
.3

31
.3

0.
0

16
自
営
・

そ
の
他

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

5
無
職

0.
0

80
.0

20
.0

0.
0

10
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

12
.8

74
.4

12
.8

0.
0

39
妻
　

  
い
る

11
.3

67
.6

20
.4

0.
7

14
2

無
回
答

0.
0

90
.9

9.
1

0.
0

11
＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

4.
9

82
.9

12
.2

0.
0

41
主
た

る
介
護
者
で

な
い

12
.8

66
.4

20
.1

0.
7

14
9

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
女

性
＞

5.
3

57
.3

32
.7

4.
7

49
2

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

9.
5

61
.9

25
.2

3.
4

14
7

非
正
規
雇
用

3.
2

54
.8

38
.0

3.
9

27
9

自
営
・

そ
の
他

0.
0

70
.0

20
.0

10
.0

10
無
職

4.
9

65
.9

26
.8

2.
4

41
無
回
答

6.
7

26
.7

33
.3

33
.3

15
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
1

63
.0

26
.8

3.
1

12
7

夫
　

  
い
る

4.
7

54
.8

35
.5

5.
0

32
1

無
回
答

4.
5

59
.1

29
.5

6.
8

44
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護
者
で

あ
る

6.
0

57
.4

31
.2

5.
4

29
8

主
た

る
介
護
者
で

な
い

4.
0

57
.1

35
.6

3.
4

17
7

無
回
答

5.
9

58
.8

29
.4

5.
9

17
  

  
  

  
  

  
  

問
4
(
9)
　
介

護
に
関
わ

り
始
め

た
と
き

の
勤
務

先
に
は
、
仕

事
と
介

護
の
両

立
支
援

制
度
は
あ

り
ま
し

た
か
。

■
介
護
休
業

制
度

あ
っ

た
な

か
っ
た

わ
か
ら
な

い
無

回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

9.
1

56
.4

30
.6

3.
9

68
4

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
9.

8
58

.5
30

.9
0.

8
12

3
40

-4
9歳

10
.2

50
.8

35
.2

3.
7

24
4

50
-5

9歳
7.

9
59

.9
26

.8
5.

4
31

7

＜
男

性
＞

10
.4

65
.1

23
.4

1.
0

19
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.7
64

.8
23

.3
1.

3
15

9
非

正
規
雇

用
0.

0
75

.0
25

.0
0.

0
16

自
営

・
そ
の
他

20
.0

60
.0

20
.0

0.
0

5
無

職
20

.0
50

.0
30

.0
0.

0
10

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
15

.4
66

.7
17

.9
0.

0
39

妻
　
 
 い

る
9.

9
63

.4
26

.1
0.

7
14

2
無
回

答
0.

0
81

.8
9.

1
9.

1
11

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

4.
9

80
.5

12
.2

2.
4

41
主
た

る
介
護

者
で
な
い

12
.1

60
.4

26
.8

0.
7

14
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

8.
5

53
.0

33
.3

5.
1

49
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
19

.0
50

.3
25

.9
4.

8
14

7
非

正
規
雇

用
3.

6
54

.5
37

.6
4.

3
27

9
自
営

・
そ
の
他

0.
0

60
.0

30
.0

10
.0

10
無

職
4.

9
61

.0
31

.7
2.

4
41

無
回

答
13

.3
26

.7
33

.3
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
7.

1
57

.5
31

.5
3.

9
12

7
夫

　
 
 い

る
8.

7
51

.4
35

.2
4.

7
32

1
無
回

答
11

.4
52

.3
25

.0
11

.4
44

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

7.
7

56
.4

29
.9

6.
0

29
8

主
た

る
介
護

者
で
な
い

10
.2

46
.3

40
.1

3.
4

17
7

無
回

答
5.

9
64

.7
23

.5
5.

9
17

 

－213－



 

（
介
護

休
業

制
度

が
「
あ

っ
た
」

と
い

う
方

へ
）

S
Q
4
-9
-
1
　

介
護

休
業

期
間

の
最
長

限
度
は

ど
の

よ
う

に
定
め

ら
れ
て

い
ま

し
た

か
。

3
ヶ

月
ま

で
3
ヶ

月
を

超
え

6
ヶ
月

未
満

6
ヶ
月

6
ヶ

月
を
超

え
1
年
未

満
1
年

1
年
を

超
え

る
期

間

期
間

の
制
限

は
な

く
、
必

要
日

数
取
得

で
き
る

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

25
.8

3.
2

11
.3

3.
2

17
.7

1.
6

4.
8

32
.3

0.
0

62

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
25

.0
0.

0
16

.7
0.

0
16

.7
0.

0
8.

3
33

.3
0.

0
12

40
-4

9歳
24

.0
4.

0
4.

0
4.

0
16

.0
0.

0
4.

0
44

.0
0.

0
25

50
-5

9 歳
28

.0
4.

0
16

.0
4.

0
20

.0
4.

0
4.

0
20

.0
0.

0
25

＜
男
性
＞

15
.0

5.
0

20
.0

5.
0

15
.0

5.
0

0.
0

35
.0

0.
0

20
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

17
.6

5.
9

17
.6

5.
9

5.
9

5.
9

0.
0

41
.2

0.
0

17
非
正

規
雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1

自
営
・

そ
の
他

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

16
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

16
.7

0.
0

33
.3

0.
0

6
妻
　

 
 
い
る

14
.3

7.
1

14
.3

7.
1

21
.4

0.
0

0.
0

35
.7

0.
0

14
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
主

た
る

介
護
者

で
な
い

16
.7

5.
6

16
.7

5.
6

11
.1

5.
6

0.
0

38
.9

0.
0

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女
性
＞

31
.0

2.
4

7.
1

2.
4

19
.0

0.
0

7.
1

31
.0

0.
0

42
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

28
.6

0.
0

7.
1

0.
0

17
.9

0.
0

10
.7

35
.7

0.
0

28
非
正

規
雇
用

30
.0

10
.0

10
.0

10
.0

20
.0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

10
自

営
・

そ
の
他

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
無
職

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

2
無

回
答

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

44
.4

0.
0

11
.1

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

9
夫
　

 
 
い
る

25
.0

3.
6

7.
1

3.
6

21
.4

0.
0

10
.7

28
.6

0.
0

28
無

回
答

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

40
.0

0.
0

5
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

43
.5

4.
3

4.
3

4.
3

13
.0

0.
0

4.
3

26
.1

0.
0

23
主

た
る

介
護
者

で
な
い

16
.7

0.
0

11
.1

0.
0

22
.2

0.
0

11
.1

38
.9

0.
0

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1
 

－214－



 

（
介

護
休
業

制
度
が
「

あ
っ
た
」

と
い
う

方
へ
）

S
Q4
-
9-
2
-1
　
介
護

休
業
の

取
得
回

数
制
限

は
ど
の

よ
う
に
定
め

ら
れ
て

い
ま
し

た
か
。

同
一

要
介
護

者
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へ
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介

護
に
関
わ
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め

た
当
時

の
仕
事

を
現
在
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し
て
い

ま
す
か

（
勤
務

先
は
同
じ

で
す
か

）
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当
時

の
仕
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仕
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S
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-
1
-
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そ

の
当

時
の

仕
事

（
勤

務
先

）
を

辞
め

た
の

は
ど

の
よ

う
な
理

由
か

ら
で

す
か

。

仕
事

先
か

ら
介

護
す

る
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ら
辞

め
る
よ

う
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働
き

か
け
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れ

た
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分

の
意
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介
護

に
専

念
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た
か
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族
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介
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介
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仕
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／
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仕
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現
職

＞

正
規

雇
用

-
-

-
-

-
-

非
正

規
雇
用

-
-

-
-

-
-

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

5.
6

55
.6

11
.1

22
.2

5.
6

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

0.
0

57
.1

14
.3

28
.6

0.
0

7
妻
　

  
い
る

0.
0

33
.3

16
.7

33
.3

16
.7

6
無

回
答

20
.0

80
.0

0.
0

0.
0

0.
0

5
＜

男
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

10
.0

80
.0

10
.0

0.
0

0.
0

10
主

た
る
介

護
者

で
な
い

0.
0

14
.3

14
.3

57
.1

14
.3

7
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
13

.6
45

.7
17

.3
18

.5
4.

9
81

＜
女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

-
-

-
-

-
-

非
正

規
雇
用

-
-

-
-

-
-

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

13
.6

45
.7

17
.3

18
.5

4.
9

81
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

23
.3

40
.0

10
.0

26
.7

0.
0

30
夫
　

  
い
る

10
.5

50
.0

21
.1

13
.2

5.
3

38
無

回
答

0.
0

46
.2

23
.1

15
.4

15
.4

13
＜

女
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

16
.7

47
.0

13
.6

18
.2

4.
5

66
主

た
る
介

護
者

で
な
い

0.
0

40
.0

33
.3

20
.0

6.
7

15
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
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問
5(
2
)　

現
在

の
仕
事

内
容
は

、
大
き

く
分
け
る

と
ど

れ
に
あ

た
る
も

の
で
す

か
。

農
林
漁

業
作
業

者
専
門

・
技
術

的
職
業

管
理
的

職
業

事
務
職

営
業
・

販
売
職

サ
ー
ビ

ス 職
保
安

的
職

業
運
輸
的

職
業

通
信
的

職
業

技
能

工
・

労
務
職

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

1.
6

14
.4

7.
3

28
.3

15
.0

19
.9

0.
7

1.
0

1.
2

9.
4

1.
1

88
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
1.

2
12

.4
1.

9
40

.4
14

.3
16

.1
0.

6
0.

6
0.

6
11

.2
0.

6
16

1
40

-4
9歳

0.
9

18
.4

5.
7

28
.2

15
.2

19
.6

0.
6

0.
9

1.
3

7.
9

1.
3

31
6

50
-5

9歳
2.

2
12

.1
10

.7
23

.8
15

.0
21

.6
0.

7
1.

2
1.

5
10

.0
1.

2
41

2

＜
男
性
＞

2.
5

12
.6

22
.7

14
.7

16
.8

9.
2

2.
1

3.
8

0.
4

14
.7

0.
4

23
8

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
0.

0
13

.6
29

.0
18

.5
14

.2
3.

1
2.

5
3.

1
0.

6
14

.8
0.

6
16

2
非

正
規
雇

用
0.

0
9.

5
0.

0
19

.0
14

.3
19

.0
0.

0
9.

5
0.

0
28

.6
0.

0
21

自
営
・

そ
の

他
12

.0
12

.0
10

.0
2.

0
26

.0
26

.0
0.

0
4.

0
0.

0
8.

0
0.

0
50

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
40

.0
0.

0
20

.0
0.

0
20

.0
0.

0
0.

0
20

.0
0.

0
5

＜
男
性
・

同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な

い
3.

8
9.

4
15

.1
15

.1
13

.2
17

.0
0.

0
5.

7
0.

0
18

.9
1.

9
53

妻
　

  
い
る

2.
3

14
.0

26
.7

15
.1

17
.4

5.
2

2.
9

3.
5

0.
6

12
.2

0.
0

17
2

無
回

答
0.

0
7.

7
0.

0
7.

7
23

.1
30

.8
0.

0
0.

0
0.

0
30

.8
0.

0
13

＜
男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
2.

3
4.

7
18

.6
23

.3
9.

3
20

.9
0.

0
2.

3
0.

0
16

.3
2.

3
43

主
た
る

介
護
者

で
な

い
2.

6
14

.5
23

.8
13

.0
18

.1
6.

7
2.

6
4.

1
0.

5
14

.0
0.

0
19

3
無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
50

.0
0.

0
2

＜
女
性
＞

1.
2

15
.1

1.
7

33
.3

14
.3

23
.8

0.
2

0.
0

1.
5

7.
5

1.
4

65
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
0.

0
25

.0
3.

0
44

.6
12

.5
7.

7
0.

0
0.

0
1.

2
5.

4
0.

6
16

8
非

正
規
雇

用
0.

3
9.

4
0.

0
31

.8
13

.6
32

.4
0.

3
0.

0
2.

0
9.

4
0.

9
35

2
自
営
・

そ
の

他
5.

2
19

.0
5.

2
21

.6
19

.8
21

.6
0.

0
0.

0
0.

9
4.

3
2.

6
11

6
無

職
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無
回

答
6.

7
6.

7
0.

0
33

.3
6.

7
20

.0
0.

0
0.

0
0.

0
13

.3
13

.3
15

＜
女
性
・

同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
0.

0
15

.4
1.

3
39

.1
15

.4
19

.9
0.

6
0.

0
1.

9
4.

5
1.

9
15

6
夫
　

  
い
る

1.
8

14
.1

1.
6

31
.2

14
.1

25
.3

0.
0

0.
0

1.
6

8.
9

1.
4

43
9

無
回

答
0.

0
21

.4
3.

6
33

.9
12

.5
23

.2
0.

0
0.

0
0.

0
5.

4
0.

0
56

＜
女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
0.

8
14

.8
1.

5
30

.0
16

.5
27

.2
0.

0
0.

0
1.

5
6.

1
1.

5
39

3
主
た
る

介
護
者

で
な

い
2.

1
14

.7
1.

7
39

.5
9.

7
19

.3
0.

4
0.

0
1.

7
9.

7
1.

3
23

8
無
回

答
0.

0
25

.0
5.

0
25

.0
25

.0
10

.0
0.

0
0.

0
0.

0
10

.0
0.

0
20
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問
5
(
3)
　

現
在

の
勤

務
先

、
ま

た
は
あ

な
た

の
や

っ
て

お
ら

れ
る
事

業
や

商
売

の
内

容
は

、
大
き

く
分

け
る

と
ど

れ
に

あ
た
る

も
の

で
す

か
。

農
林
漁

業
建

設
業

製
造

業
電
気

・
ガ

ス
・
熱

供
給

・
水
道

業

運
輸
・

通
信
業

卸
売

業
小
売

業
飲

食
店

金
融
・

保
険
業

不
動
産

業
宿

泊
業

宿
泊

業
以

外
の

サ
ー

ビ
ス
業

公
務

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

1.
8

4.
3

14
.2

0.
8

4.
9

4.
4

14
.8

4.
2

6.
4

1.
9

0.
9

28
.2

10
.2

2.
9

88
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
1.

2
3.

1
12

.4
0.

6
6.

8
8.

7
12

.4
5.

6
8.

1
1.

9
0.

0
27

.3
10

.6
1.

2
16

1
40

-4
9歳

1.
3

5.
1

13
.9

1.
3

2.
8

2.
8

13
.0

3.
5

7.
0

2.
5

0.
0

32
.6

10
.8

3.
5

31
6

50
-5

9歳
2.

4
4.

1
15

.0
0.

5
5.

8
3.

9
17

.2
4.

1
5.

3
1.

5
1.

9
25

.2
9.

7
3.

2
41

2

＜
男

性
＞

2.
5

6.
3

26
.9

1.
3

6.
3

3.
8

11
.3

2.
1

5.
9

2.
5

0.
8

15
.1

13
.0

2.
1

23
8

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
0

4.
9

33
.3

1.
9

6.
8

4.
3

6.
2

0.
0

6.
8

3.
1

0.
0

13
.0

17
.9

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

4.
8

33
.3

0.
0

9.
5

4.
8

19
.0

0.
0

0.
0

0.
0

4.
8

19
.0

4.
8

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

12
.0

10
.0

6.
0

0.
0

4.
0

2.
0

24
.0

10
.0

6.
0

0.
0

0.
0

22
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

20
.0

20
.0

0.
0

20
.0

0.
0

5
＜

男
性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

3.
8

7.
5

22
.6

0.
0

9.
4

1.
9

9.
4

3.
8

9.
4

3.
8

1.
9

13
.2

13
.2

0.
0

53
妻

　
 
 
い
る

2.
3

5.
8

29
.7

1.
7

5.
8

4.
1

9.
9

1.
7

5.
2

2.
3

0.
6

14
.5

13
.4

2.
9

17
2

無
回
答

0.
0

7.
7

7.
7

0.
0

0.
0

7.
7

38
.5

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

30
.8

7.
7

0.
0

13
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

2.
3

4.
7

27
.9

0.
0

4.
7

0.
0

14
.0

4.
7

9.
3

2.
3

2.
3

18
.6

7.
0

2.
3

43
主

た
る

介
護

者
で

な
い

2.
6

6.
2

26
.9

1.
6

6.
7

4.
7

10
.9

1.
0

5.
2

2.
6

0.
5

14
.5

14
.5

2.
1

19
3

無
回
答

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

1.
5

3.
5

9.
5

0.
6

4.
5

4.
6

16
.1

4.
9

6.
6

1.
7

0.
9

33
.0

9.
2

3.
2

65
1

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
0

3.
6

11
.9

0.
6

4.
2

9.
5

6.
0

0.
0

10
.1

0.
6

0.
6

33
.3

18
.5

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

0.
6

3.
4

6.
3

0.
9

5.
1

2.
0

19
.9

6.
0

6.
3

1.
4

0.
9

37
.2

7.
7

2.
6

35
2

自
営

・
そ

の
他

5.
2

4.
3

16
.4

0.
0

2.
6

5.
2

19
.0

9.
5

3.
4

4.
3

1.
7

24
.1

0.
0

4.
3

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
無

回
答

13
.3

0.
0

6.
7

0.
0

6.
7

6.
7

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

13
.3

33
.3

15
＜

女
性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
0

3.
2

5.
8

1.
3

5.
1

8.
3

16
.7

3.
8

6.
4

1.
3

1.
9

32
.7

8.
3

5.
1

15
6

夫
　
 
 
い
る

2.
3

4.
1

10
.9

0.
2

3.
9

3.
4

16
.6

4.
6

6.
6

1.
6

0.
2

33
.3

9.
6

2.
7

43
9

無
回
答

0.
0

0.
0

8.
9

1.
8

7.
1

3.
6

10
.7

10
.7

7.
1

3.
6

3.
6

32
.1

8.
9

1.
8

56
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

1.
0

3.
1

8.
4

1.
0

4.
8

3.
6

18
.3

5.
6

6.
9

2.
3

1.
0

31
.6

8.
4

4.
1

39
3

主
た
る

介
護

者
で

な
い

2.
5

4.
2

10
.5

0.
0

3.
8

6.
3

12
.2

3.
8

6.
3

0.
8

0.
4

36
.6

10
.5

2.
1

23
8

無
回
答

0.
0

5.
0

20
.0

0.
0

5.
0

5.
0

20
.0

5.
0

5.
0

0.
0

5.
0

20
.0

10
.0

0.
0

20
 

－219－



 

問
5
(
4
)
　
現
在

の
勤
務
先
で
雇
わ
れ
て
い
る
従
業
員

は
、
会
社
全
体
で
何
人
く
ら
い
で
す
か

。

家
族

従
業
員
は
除
い
て
お
答
え
く
だ
さ
い

。

な
 
し

(
家
族
従

業
員
の
み

)
1
～
4
人

5
～
9
人

1
0
～
2
9
人

3
0
～
9
9
人

1
0
0
～
2
9
9
人

3
0
0
～
9
9
9
人

1
0
0
0
人

以
上

官
公
庁

官
公
庁
以

外
の
公
営

事
業
所

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

13
.2

9.
3

8.
5

12
.3

17
.4

11
.8

8.
0

10
.2

4.
9

2.
1

2.
1

88
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

3
6.

2
6.

2
15

.5
18

.0
11

.2
12

.4
14

.9
3.

7
1.

2
1.

2
16

1
40

-4
9 歳

12
.0

10
.1

8.
5

10
.1

15
.5

15
.5

4.
7

13
.6

6.
0

2.
2

1.
6

31
6

50
-5

9歳
15

.5
10

.0
9.

5
12

.6
18

.7
9.

2
8.

7
5.

8
4.

6
2.

4
2.

9
41

2

＜
男
性
＞

14
.3

5.
0

6.
7

10
.5

14
.7

12
.6

9.
7

14
.7

8.
4

2.
9

0.
4

23
8

＜
男
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

0.
6

1.
9

6.
2

11
.1

16
.7

15
.4

12
.3

20
.4

11
.7

3.
7

0.
0

16
2

非
正
規
雇
用

0.
0

4.
8

4.
8

23
.8

14
.3

23
.8

14
.3

9.
5

4.
8

0.
0

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

62
.0

16
.0

10
.0

4.
0

8.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回
答

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

20
.0

5
＜
男
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

26
.4

7.
5

0.
0

18
.9

7.
5

7.
5

9.
4

11
.3

11
.3

0.
0

0.
0

53
妻
　
 
 
い
る

9.
3

3.
5

9.
3

8.
1

17
.4

13
.4

9.
9

16
.9

7.
6

4.
1

0.
6

17
2

無
回
答

30
.8

15
.4

0.
0

7.
7

7.
7

23
.1

7.
7

0.
0

7.
7

0.
0

0.
0

13
＜
男
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

18
.6

7.
0

7.
0

14
.0

7.
0

9.
3

11
.6

18
.6

4.
7

2.
3

0.
0

43
主

た
る
介
護
者
で
な
い

13
.0

4.
1

6.
7

9.
8

16
.6

13
.5

9.
3

14
.0

9.
3

3.
1

0.
5

19
3

無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

2

＜
女
性
＞

12
.7

10
.9

9.
2

12
.9

18
.4

11
.5

7.
4

8.
6

3.
7

1.
8

2.
8

65
1

＜
女
性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
8

6.
5

7.
7

13
.1

23
.8

14
.3

10
.1

11
.9

7.
7

2.
4

0.
6

16
8

非
正
規
雇
用

1.
4

9.
9

11
.1

15
.9

21
.9

13
.9

8.
8

9.
9

3.
1

2.
3

1.
7

35
2

自
営
・
そ
の
他

63
.8

19
.8

6.
9

5.
2

1.
7

0.
0

0.
0

0.
9

0.
0

0.
0

1.
7

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回
答

6.
7

13
.3

0.
0

0.
0

6.
7

13
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

60
.0

15
＜
女
性
・
同
居

配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

13
.5

5.
8

6.
4

10
.9

15
.4

16
.7

10
.3

11
.5

3.
8

3.
2

2.
6

15
6

夫
　
 
 
い
る

11
.8

11
.6

9.
6

14
.1

20
.0

10
.0

7.
1

7.
5

3.
9

1.
6

2.
7

43
9

無
回
答

17
.9

19
.6

14
.3

8.
9

14
.3

8.
9

1.
8

8.
9

1.
8

0.
0

3.
6

56
＜
女
性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

14
.0

11
.5

8.
4

13
.2

19
.6

9.
9

5.
9

8.
7

2.
8

2.
5

3.
6

39
3

主
た
る
介
護
者
で
な
い

10
.5

10
.5

9.
7

12
.2

17
.2

13
.4

10
.5

8.
4

5.
5

0.
8

1.
3

23
8

無
回
答

15
.0

5.
0

20
.0

15
.0

10
.0

20
.0

0.
0

10
.0

0.
0

0.
0

5.
0

20
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問
5
(
5
)
　

現
在

、
あ
な

た
の

始
業

・
終
業

時
刻

は
、

ど
の
よ

う
に

決
め

ら
れ

て
い

ま
す

か
。

勤
務
先

で
決

め
ら
れ

て
お

り
、
変

え
る

こ
と
は

で
き

な
い

一
定

の
範
囲

に
お

い
て
変

え
る

こ
と
が

で
き
る

自
分

自
身

で
始

業
・

終
業

時
刻

を
決

め
る

こ
と

が
で

き
る

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

47
.9

26
.5

21
.4

2.
4

1.
8

88
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
57

.1
24

.8
15

.5
1.

9
0.

6
16

1
40

-4
9 歳

48
.4

28
.5

20
.6

1.
6

0.
9

31
6

50
-5

9歳
43

.9
25

.7
24

.3
3.

2
2.

9
41

2

＜
男

性
＞

59
.2

16
.4

19
.7

3.
8

0.
8

23
8

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
75

.9
16

.0
4.

3
3.

1
0.

6
16

2
非

正
規

雇
用

66
.7

19
.0

9.
5

4.
8

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

16
.0

74
.0

4.
0

0.
0

50
無

職
-

-
-

-
-

-
無

回
答

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

20
.0

5
＜
男

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

52
.8

18
.9

24
.5

3.
8

0.
0

53
妻

　
 
 い

る
61

.6
15

.7
17

.4
4.

1
1.

2
17

2
無

回
答

53
.8

15
.4

30
.8

0.
0

0.
0

13
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

53
.5

14
.0

23
.3

7.
0

2.
3

43
主
た

る
介

護
者

で
な
い

60
.6

17
.1

18
.7

3.
1

0.
5

19
3

無
回
答

50
.0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

2

＜
女

性
＞

43
.8

30
.3

22
.0

1.
8

2.
2

65
1

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規
雇

用
65

.5
25

.6
7.

1
1.

8
0.

0
16

8
非

正
規

雇
用

46
.3

35
.8

15
.6

1.
1

1.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

6.
9

24
.1

63
.8

3.
4

1.
7

11
6

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

26
.7

0.
0

13
.3

6.
7

53
.3

15
＜
女

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

52
.6

28
.8

14
.7

3.
2

0.
6

15
6

夫
　

 
 い

る
42

.4
29

.6
24

.4
1.

1
2.

5
43

9
無

回
答

30
.4

39
.3

23
.2

3.
6

3.
6

56
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

37
.7

33
.3

23
.9

2.
0

3.
1

39
3

主
た

る
介

護
者

で
な
い

55
.0

25
.2

17
.6

1.
3

0.
8

23
8

無
回
答

30
.0

30
.0

35
.0

5.
0

0.
0

20
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問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
同
僚

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

31
.3

53
.8

8.
7

6.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.7
61

.7
7.

8
7.

8
14

1
40

-4
9歳

37
.1

47
.7

10
.6

4.
5

26
4

50
-5

9歳
30

.2
55

.4
7.

4
7.

0
29

8

＜
男

性
＞

23
.0

68
.9

4.
4

3.
8

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
24

.7
66

.0
4.

9
4.

3
16

2
非

正
規
雇

用
9.

5
90

.5
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
8.

3
80

.6
8.

3
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
25

.9
66

.2
3.

6
4.

3
13

9
無
回

答
37

.5
62

.5
0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

22
.6

74
.2

0.
0

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

22
.5

68
.2

5.
3

4.
0

15
1

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

34
.2

48
.5

10
.2

7.
1

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
31

.5
57

.7
6.

5
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
35

.5
44

.0
11

.9
8.

5
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
25

.4
62

.7
5.

6
6.

3
12

6
夫

　
 
 い

る
37

.7
43

.4
12

.1
6.

8
35

5
無
回

答
30

.8
48

.7
7.

7
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

38
.8

43
.8

10
.5

6.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

26
.0

57
.0

10
.5

6.
5

20
0

無
回

答
50

.0
31

.3
0.

0
18

.8
16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
上
司

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

26
.6

59
.7

8.
1

5.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
24

.1
65

.2
5.

0
5.

7
14

1
40

-4
9歳

31
.1

54
.2

10
.6

4.
2

26
4

50
-5

9歳
23

.8
62

.1
7.

4
6.

7
29

8

＜
男

性
＞

21
.9

70
.5

3.
8

3.
8

18
3

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
22

.8
68

.5
4.

3
4.

3
16

2
非

正
規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
19

.4
72

.2
5.

6
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
21

.6
70

.5
3.

6
4.

3
13

9
無
回

答
37

.5
62

.5
0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

32
.3

64
.5

0.
0

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

19
.2

72
.2

4.
6

4.
0

15
1

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

28
.3

56
.0

9.
6

6.
2

52
0

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
28

.6
59

.5
7.

7
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
28

.1
54

.3
10

.5
7.

1
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
19

.0
67

.5
5.

6
7.

9
12

6
夫

　
 
 い

る
30

.4
52

.4
11

.5
5.

6
35

5
無
回

答
38

.5
51

.3
5.

1
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

32
.9

51
.3

10
.2

5.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

20
.5

64
.0

9.
5

6.
0

20
0

無
回

答
37

.5
43

.8
0.

0
18

.8
16
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問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
専
門
部
署

（
人
事

･総
務
等
）

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

4.
6

60
.5

25
.5

9.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
7.

8
61

.7
19

.1
11

.3
14

1
40

-4
9歳

5.
3

56
.8

29
.5

8.
3

26
4

50
-5

9歳
2.

3
63

.1
24

.8
9.

7
29

8

＜
男

性
＞

6.
6

70
.5

18
.6

4.
4

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
6.

8
69

.8
18

.5
4.

9
16

2
非

正
規
雇

用
4.

8
76

.2
19

.0
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
2.

8
66

.7
27

.8
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
7.

2
71

.9
16

.5
4.

3
13

9
無
回

答
12

.5
62

.5
12

.5
12

.5
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

9.
7

64
.5

22
.6

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

6.
0

72
.2

17
.9

4.
0

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

3.
8

56
.9

27
.9

11
.3

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
3.

6
67

.9
19

.0
9.

5
16

8
非

正
規
雇

用
4.

0
51

.7
32

.1
12

.2
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
1.

6
68

.3
16

.7
13

.5
12

6
夫

　
 
 い

る
3.

9
53

.0
32

.7
10

.4
35

5
無
回

答
10

.3
56

.4
20

.5
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

3.
9

53
.0

31
.6

11
.5

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

2.
0

63
.5

24
.0

10
.5

20
0

無
回

答
25

.0
50

.0
6.

3
18

.8
16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5
(
9)
　
現

在
の
勤
務

先
で
、

次
の
方

や
部
署

等
に
介
護
の

こ
と
を

相
談
し

て
い
ま

す
か
。

■
労
働
組
合

相
談
し
て

い
る

相
談
し

て
い
な

い
該
当
す

る
も

の
は

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

0.
3

52
.8

37
.1

9.
8

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
0.

7
51

.1
36

.2
12

.1
14

1
40

-4
9歳

0.
4

50
.0

40
.9

8.
7

26
4

50
-5

9歳
0.

0
56

.0
34

.2
9.

7
29

8

＜
男

性
＞

0.
5

63
.9

30
.6

4.
9

18
3

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
0.

6
63

.0
30

.9
5.

6
16

2
非

正
規
雇

用
0.

0
71

.4
28

.6
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
0.

0
69

.4
27

.8
2.

8
36

妻
　
 
 い

る
0.

7
63

.3
30

.9
5.

0
13

9
無
回

答
0.

0
50

.0
37

.5
12

.5
8

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

61
.3

35
.5

3.
2

31
主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
7

64
.9

29
.8

4.
6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

0.
2

48
.8

39
.4

11
.5

52
0

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
0.

6
57

.7
31

.5
10

.1
16

8
非

正
規
雇

用
0.

0
44

.6
43

.2
12

.2
35

2
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
0.

0
59

.5
26

.2
14

.3
12

6
夫

　
 
 い

る
0.

3
44

.8
44

.5
10

.4
35

5
無
回

答
0.

0
51

.3
35

.9
12

.8
39

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

0.
0

47
.0

41
.4

11
.5

30
4

主
た

る
介
護

者
で
な
い

0.
5

51
.0

37
.5

11
.0

20
0

無
回

答
0.

0
56

.3
25

.0
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
短
時

間
勤

務
制
度

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
11

.4
55

.5
25

.9
7.

3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
14

.2
51

.1
27

.0
7.

8
14

1
40

-4
9歳

9.
1

55
.3

30
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
12

.1
57

.7
21

.1
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
10

.9
66

.1
18

.0
4.

9
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.7

66
.7

16
.0

5.
6

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

11
.1

61
.1

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
11

.5
65

.5
18

.0
5.

0
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.9

74
.2

9.
7

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

10
.6

64
.2

19
.9

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
11

.5
51

.7
28

.7
8.

1
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.1

61
.9

17
.9

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

10
.8

46
.9

33
.8

8.
5

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

10
.3

52
.4

31
.0

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
12

.1
51

.3
27

.9
8.

7
35

5
無

回
答

10
.3

53
.8

28
.2

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.2

52
.6

27
.0

8.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.5

50
.5

32
.0

7.
0

20
0

無
回
答

12
.5

50
.0

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ
ム

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
9.

2
59

.3
24

.2
7.

3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
8.

5
58

.2
25

.5
7.

8
14

1
40

-4
9歳

7.
6

59
.8

27
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
11

.1
59

.4
20

.5
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
15

.3
67

.2
11

.5
6.

0
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.4

68
.5

9.
3

6.
8

16
2

非
正

規
雇

用
14

.3
57

.1
28

.6
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
2.

8
66

.7
22

.2
8.

3
36

妻
　

  
い

る
19

.4
65

.5
9.

4
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

19
.4

64
.5

9.
7

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

14
.6

67
.5

11
.9

6.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
7.

1
56

.5
28

.7
7.

7
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

66
.1

17
.3

6.
5

16
8

非
正

規
雇

用
5.

7
52

.0
34

.1
8.

2
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
6.

3
57

.9
29

.4
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
8.

2
54

.9
28

.7
8.

2
35

5
無

回
答

0.
0

66
.7

25
.6

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

6.
9

57
.6

28
.0

7.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

8.
0

54
.5

30
.5

7.
0

20
0

無
回

答
0.

0
62

.5
18

.8
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰

上
げ

･繰
下

げ

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.9
54

.5
25

.0
7.

5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
15

.6
50

.4
25

.5
8.

5
14

1
40

-4
9歳

12
.5

51
.9

30
.3

5.
3

26
4

50
-5

9歳
12

.1
58

.7
20

.1
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
15

.8
63

.9
15

.3
4.

9
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

17
.3

64
.2

13
.0

5.
6

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.9

58
.3

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
17

.3
63

.3
14

.4
5.

0
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.1

71
.0

9.
7

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

15
.9

62
.3

16
.6

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
11

.9
51

.2
28

.5
8.

5
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

12
.5

63
.7

16
.7

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

11
.6

45
.2

34
.1

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

6.
3

57
.9

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
13

.8
48

.2
29

.0
9.

0
35

5
無

回
答

12
.8

56
.4

20
.5

10
.3

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

12
.8

51
.6

27
.3

8.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.0

51
.0

31
.5

7.
5

20
0

無
回
答

18
.8

43
.8

12
.5

25
.0

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
残

業
や

休
日

労
働
の

免
除

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
9.

0
56

.0
27

.5
7.

5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
12

.8
50

.4
29

.1
7.

8
14

1
40

-4
9歳

7.
2

54
.5

33
.0

5.
3

26
4

50
-5

9歳
8.

7
60

.1
21

.8
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
12

.0
63

.9
18

.6
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

12
.3

65
.4

16
.0

6.
2

16
2

非
正

規
雇

用
9.

5
52

.4
38

.1
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
16

.7
52

.8
25

.0
5.

6
36

妻
　

  
い

る
11

.5
64

.7
18

.0
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

9.
7

67
.7

16
.1

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

12
.6

62
.9

19
.2

5.
3

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
7.

9
53

.3
30

.6
8.

3
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

63
.7

19
.0

7.
1

16
8

非
正

規
雇

用
6.

8
48

.3
36

.1
8.

8
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
7.

9
54

.8
31

.0
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
7.

9
52

.4
30

.7
9.

0
35

5
無

回
答

7.
7

56
.4

28
.2

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

7.
9

53
.9

29
.6

8.
6

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

7.
5

53
.0

32
.5

7.
0

20
0

無
回

答
12

.5
43

.8
25

.0
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
介
護

経
費

の
援
助

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
1.

8
64

.3
26

.2
7.

7
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
2.

8
59

.6
29

.8
7.

8
14

1
40

-4
9歳

1.
1

63
.6

29
.2

6.
1

26
4

50
-5

9歳
2.

0
67

.1
21

.8
9.

1
29

8

＜
男
性

＞
2.

2
75

.4
16

.9
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

77
.8

13
.6

6.
2

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

57
.1

42
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

5.
6

66
.7

22
.2

5.
6

36
妻

　
  
い

る
1.

4
76

.3
16

.5
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
0

77
.4

16
.1

6.
5

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

2.
6

74
.8

17
.2

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
1.

7
60

.4
29

.4
8.

5
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
2

67
.9

20
.8

7.
1

16
8

非
正

規
雇
用

0.
6

56
.8

33
.5

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

2.
4

61
.9

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
1.

7
58

.9
30

.1
9.

3
35

5
無

回
答

0.
0

69
.2

23
.1

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

1.
6

61
.5

28
.3

8.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

2.
0

58
.5

32
.0

7.
5

20
0

無
回
答

0.
0

62
.5

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
在

宅
勤

務

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
1.

0
68

.1
22

.8
8.

1
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
1.

4
63

.8
27

.0
7.

8
14

1
40

-4
9歳

1.
1

66
.7

25
.8

6.
4

26
4

50
-5

9歳
0.

7
71

.5
18

.1
9.

7
29

8

＜
男
性

＞
0.

0
79

.8
13

.7
6.

6
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

81
.5

11
.1

7.
4

16
2

非
正

規
雇

用
0.

0
66

.7
33

.3
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
0.

0
69

.4
19

.4
11

.1
36

妻
　

  
い

る
0.

0
81

.3
12

.9
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

0.
0

77
.4

12
.9

9.
7

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

0.
0

80
.1

13
.9

6.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
1.

3
64

.0
26

.0
8.

7
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

74
.4

16
.7

7.
7

16
8

非
正

規
雇

用
1.

4
59

.1
30

.4
9.

1
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
3.

2
65

.9
24

.6
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
0.

8
62

.3
27

.3
9.

6
35

5
無

回
答

0.
0

74
.4

17
.9

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

2.
0

64
.1

25
.0

8.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

0.
5

63
.5

28
.5

7.
5

20
0

無
回

答
0.

0
68

.8
12

.5
18

.8
16
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問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務

先
に

は
、

仕
事

と
介
護

の
両

立
支

援
制

度
は

あ
り

ま
す
か

。

■
会
社

独
自

の
休
暇

制
度

あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
7.

4
57

.5
27

.2
8.

0
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
7.

1
51

.8
33

.3
7.

8
14

1
40

-4
9歳

5.
7

58
.3

29
.5

6.
4

26
4

50
-5

9歳
9.

1
59

.4
22

.1
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
12

.0
63

.9
18

.6
5.

5
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.6

64
.8

15
.4

6.
2

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

57
.1

42
.9

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

8.
3

61
.1

25
.0

5.
6

36
妻

　
  
い

る
13

.7
62

.6
18

.0
5.

8
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
5

67
.7

19
.4

6.
5

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

13
.2

62
.9

18
.5

5.
3

15
1

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性

＞
5.

8
55

.2
30

.2
8.

8
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.3

59
.5

20
.8

8.
3

16
8

非
正

規
雇
用

3.
1

53
.1

34
.7

9.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無
職

-
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

9.
5

54
.8

29
.4

6.
3

12
6

夫
　

  
い

る
4.

8
54

.4
31

.0
9.

9
35

5
無

回
答

2.
6

64
.1

25
.6

7.
7

39
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
3

55
.3

29
.3

9.
2

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
0

55
.0

32
.5

7.
5

20
0

無
回
答

6.
3

56
.3

18
.8

18
.8

16
 

 
 

 
 

 
 

 

問
5(
1
0)

　
現

在
、

勤
務
先

に
は

、
仕
事

と
介
護

の
両

立
支
援

制
度

は
あ
り

ま
す

か
。

■
介

護
休

業
制

度

あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
14

.1
49

.4
28

.6
8.

0
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
15

.6
45

.4
30

.5
8.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.8

47
.3

31
.8

6.
1

26
4

50
-5

9歳
12

.8
53

.0
24

.8
9.

4
29

8

＜
男
性

＞
19

.7
47

.5
25

.1
7.

7
18

3
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

22
.2

46
.9

22
.8

8.
0

16
2

非
正

規
雇

用
0.

0
52

.4
42

.9
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
25

.0
41

.7
27

.8
5.

6
36

妻
　

  
い

る
18

.7
47

.5
25

.9
7.

9
13

9
無

回
答

12
.5

75
.0

0.
0

12
.5

8
＜

男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.1

54
.8

22
.6

6.
5

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

20
.5

45
.7

25
.8

7.
9

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

＜
女
性

＞
12

.1
50

.0
29

.8
8.

1
52

0
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

29
.2

45
.2

19
.6

6.
0

16
8

非
正

規
雇

用
4.

0
52

.3
34

.7
9.

1
35

2
自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
17

.5
46

.8
29

.4
6.

3
12

6
夫

　
  
い

る
10

.7
50

.4
29

.9
9.

0
35

5
無

回
答

7.
7

56
.4

30
.8

5.
1

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

10
.9

52
.6

28
.6

7.
9

30
4

主
た

る
介
護

者
で

な
い

14
.0

46
.0

32
.5

7.
5

20
0

無
回

答
12

.5
50

.0
18

.8
18

.8
16
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S
Q
5
-
1
0
-
1
　

介
護

休
業

期
間

の
最

長
限

度
は

、
ど

の
よ

う
に
定

め
ら

れ
て

い
ま

す
か
。

3
ヶ

月
ま

で
3
ヶ

月
を

超
え

6
ヶ

月
未

満
6
ヶ
月

6
ヶ

月
を

超
え

1
年

未
満

1
年

1
年

を
超

え
る

期
間

期
間

の
制

限
は

な
く

、
必

要
日

数
取

得
で

き
る

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

23
.2

3.
0

10
.1

2.
0

15
.2

1.
0

6.
1

37
.4

2.
0

99

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
22

.7
0.

0
13

.6
0.

0
4.

5
0.

0
9.

1
45

.5
4.

5
22

40
-4

9歳
17

.9
2.

6
7.

7
2.

6
12

.8
0.

0
5.

1
48

.7
2.

6
39

50
-5

9 歳
28

.9
5.

3
10

.5
2.

6
23

.7
2.

6
5.

3
21

.1
0.

0
38

＜
男

性
＞

25
.0

5.
6

8.
3

2.
8

16
.7

2.
8

2.
8

36
.1

0.
0

36
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

25
.0

5.
6

8.
3

2.
8

16
.7

2.
8

2.
8

36
.1

0.
0

36
非

正
規

雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い

な
い

33
.3

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

11
.1

0.
0

44
.4

0.
0

9
妻

　
 
 
い

る
23

.1
7.

7
7.

7
3.

8
23

.1
0.

0
3.

8
30

.8
0.

0
26

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

80
.0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

20
.0

0.
0

5
主

た
る

介
護

者
で

な
い

16
.1

6.
5

9.
7

3.
2

19
.4

3.
2

3.
2

38
.7

0.
0

31
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

22
.2

1.
6

11
.1

1.
6

14
.3

0.
0

7.
9

38
.1

3.
2

63
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

20
.4

0.
0

14
.3

0.
0

14
.3

0.
0

10
.2

36
.7

4.
1

49
非

正
規

雇
用

28
.6

7.
1

0.
0

7.
1

14
.3

0.
0

0.
0

42
.9

0.
0

14
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・

同
居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い

な
い

31
.8

0.
0

4.
5

0.
0

9.
1

0.
0

0.
0

45
.5

9.
1

22
夫

　
 
 
い

る
18

.4
2.

6
15

.8
2.

6
15

.8
0.

0
13

.2
31

.6
0.

0
38

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

27
.3

3.
0

12
.1

3.
0

15
.2

0.
0

9.
1

27
.3

3.
0

33
主

た
る

介
護

者
で

な
い

17
.9

0.
0

10
.7

0.
0

10
.7

0.
0

7.
1

53
.6

0.
0

28
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

0.
0

0.
0

50
.0

2
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S
Q5
-
10
-
2　

介
護
休
業

の
取
得
回

数
制
限

は
ど
の

よ
う
に
定
め

ら
れ
て

い
ま
す

か
。

同
一
要

介
護

者
に
つ

い
て

同
一
要
介

護
者
の
同

一
疾

病
に
つ
い

て
制
限
な

し
わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

22
.2

4.
0

12
.1

49
.5

12
.1

99

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.7
0.

0
9.

1
54

.5
13

.6
22

40
-4

9歳
17

.9
2.

6
15

.4
56

.4
7.

7
39

50
-5

9歳
26

.3
7.

9
10

.5
39

.5
15

.8
38

＜
男

性
＞

22
.2

5.
6

19
.4

44
.4

8.
3

36
＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

22
.2

5.
6

19
.4

44
.4

8.
3

36
非

正
規
雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な
い

33
.3

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

9
妻

　
 
 い

る
19

.2
7.

7
15

.4
46

.2
11

.5
26

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

20
.0

0.
0

20
.0

20
.0

40
.0

5
主
た

る
介
護

者
で
な
い

22
.6

6.
5

19
.4

48
.4

3.
2

31
無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

22
.2

3.
2

7.
9

52
.4

14
.3

63
＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇
用

20
.4

4.
1

8.
2

53
.1

14
.3

49
非

正
規
雇
用

28
.6

0.
0

7.
1

50
.0

14
.3

14
自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な
い

22
.7

0.
0

4.
5

59
.1

13
.6

22
夫

　
 
 い

る
23

.7
5.

3
7.

9
47

.4
15

.8
38

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

3
＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

24
.2

6.
1

3.
0

48
.5

18
.2

33
主
た

る
介
護

者
で
な
い

21
.4

0.
0

10
.7

60
.7

7.
1

28
無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q5
-
10
-
3　

介
護
休

業
の
取

得
で
き

る
回
数
を

お
答
え

く
だ
さ

い
。

１
回

２
回
以

上
無
回

答
＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

88
.5

3.
8

7.
7

26

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
10

0.
0

0.
0

0.
0

5
40

-4
9歳

87
.5

0.
0

12
.5

8
50

-5
9歳

84
.6

7.
7

7.
7

13

＜
男

性
＞

90
.0

0.
0

10
.0

10
＜
男

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

90
.0

0.
0

10
.0

10
非
正
規

雇
用

0.
0

0.
0

0.
0

0
自

営
・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

妻
　
 
 い

る
85

.7
0.

0
14

.3
7

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

主
た
る
介

護
者
で

な
い

88
.9

0.
0

11
.1

9
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0

＜
女

性
＞

87
.5

6.
3

6.
3

16
＜
女

性
・
現
職

＞

正
規

雇
用

83
.3

8.
3

8.
3

12
非
正
規

雇
用

10
0.

0
0.

0
0.

0
4

自
営
・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

80
.0

20
.0

0.
0

5
夫
　
 
 い

る
90

.9
0.

0
9.

1
11

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

90
.0

0.
0

10
.0

10
主

た
る
介

護
者
で

な
い

83
.3

16
.7

0.
0

6
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
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■
1
日
の

労
働

時
間
の

短
縮

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

14
.2

81
.9

3.
8

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
9.

2
87

.2
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.4

82
.2

3.
4

26
4

50
-5

9歳
16

.4
79

.2
4.

4
29

8

＜
男

性
＞

3.
8

95
.1

1.
1

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
2.

5
96

.3
1.

2
16

2
非
正

規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
5.

6
91

.7
2.

8
36

妻
　

  
い

る
2.

9
96

.4
0.

7
13

9
無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
9.

7
87

.1
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
2.

6
96

.7
0.

7
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

17
.9

77
.3

4.
8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

3
90

.5
1.

2
16

8
非
正

規
雇

用
22

.4
71

.0
6.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
8.

7
88

.9
2.

4
12

6
夫
　

  
い

る
20

.6
73

.8
5.

6
35

5
無
回

答
23

.1
71

.8
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
23

.4
71

.1
5.

6
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
9.

0
87

.5
3.

5
20

0
無
回

答
25

.0
68

.8
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
1
週
間

の
労
働

日
数
の

短
縮

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

12
.8

82
.9

4.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
7.

1
89

.4
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.0

82
.2

3.
8

26
4

50
-5

9歳
14

.4
80

.5
5.

0
29

8

＜
男

性
＞

2.
7

95
.6

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

96
.9

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

5.
6

91
.7

2.
8

36
妻
　

 
 い

る
1.

4
97

.1
1.

4
13

9
無

回
答

12
.5

87
.5

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
6.

5
90

.3
3.

2
31

主
た
る

介
護
者
で
な

い
2.

0
96

.7
1.

3
15

1
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

16
.3

78
.5

5.
2

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
2

93
.5

2.
4

16
8

非
正

規
雇
用

22
.2

71
.3

6.
5

35
2

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

7.
9

89
.7

2.
4

12
6

夫
　

 
 い

る
20

.0
74

.1
5.

9
35

5
無

回
答

10
.3

82
.1

7.
7

39
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
21

.7
72

.4
5.

9
30

4
主

た
る

介
護
者
で
な

い
8.

0
88

.0
4.

0
20

0
無

回
答

18
.8

75
.0

6.
3

16

問
6
　

現
在

、
あ
な

た
が
仕

事
を
す

る
う
え

で
、

介
護
の

た
め
に

次
の
よ

う
な

  
 
こ

と
を

し
て
い

ま
す
か

。

  
  

 

■
フ
レ

ッ
ク

ス
タ

イ
ム し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
3

88
.2

5.
5

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
5.

0
91

.5
3.

5
14

1
40

-4
9歳

5.
3

90
.2

4.
5

26
4

50
-5

9歳
7.

7
84

.9
7.

4
29

8

＜
男

性
＞

7.
7

91
.3

1.
1

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
8.

0
90

.7
1.

2
16

2
非
正

規
雇

用
4.

8
95

.2
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
5.

6
91

.7
2.

8
36

妻
　

  
い

る
7.

9
91

.4
0.

7
13

9
無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
19

.4
77

.4
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
5.

3
94

.0
0.

7
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

5.
8

87
.1

7.
1

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
5.

4
90

.5
4.

2
16

8
非
正

規
雇

用
6.

0
85

.5
8.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
3.

2
93

.7
3.

2
12

6
夫
　

  
い

る
7.

0
84

.2
8.

7
35

5
無
回

答
2.

6
92

.3
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
6.

3
85

.2
8.

6
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
5.

0
90

.0
5.

0
20

0
無
回

答
6.

3
87

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。
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■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰
上

げ
・

繰
下

げ

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

13
.5

81
.5

5.
0

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
85

.8
3.

5
14

1
40

-4
9歳

14
.4

80
.7

4.
9

26
4

50
-5

9歳
14

.1
80

.2
5.

7
29

8

＜
男

性
＞

4.
4

92
.9

2.
7

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
4.

3
93

.2
2.

5
16

2
非
正

規
雇

用
4.

8
90

.5
4.

8
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
2.

8
91

.7
5.

6
36

妻
　

  
い
る

5.
0

92
.8

2.
2

13
9

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

9.
7

83
.9

6.
5

31
主
た

る
介

護
者
で

な
い

3.
3

94
.7

2.
0

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

16
.7

77
.5

5.
8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
13

.7
83

.9
2.

4
16

8
非
正

規
雇

用
18

.2
74

.4
7.

4
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
8.

7
88

.9
2.

4
12

6
夫
　

  
い
る

18
.6

74
.4

7.
0

35
5

無
回

答
25

.6
69

.2
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

20
.4

73
.0

6.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

10
.0

85
.5

4.
5

20
0

無
回

答
31

.3
62

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
残
業

や
休

日
労

働
を

し
な
い

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

17
.6

77
.4

5.
0

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
22

.7
73

.8
3.

5
14

1
40

-4
9歳

16
.3

78
.8

4.
9

26
4

50
-5

9歳
16

.4
77

.9
5.

7
29

8

＜
男

性
＞

10
.9

86
.9

2.
2

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
10

.5
87

.0
2.

5
16

2
非
正

規
雇

用
14

.3
85

.7
0.

0
21

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
13

.9
83

.3
2.

8
36

妻
　

  
い
る

10
.1

87
.8

2.
2

13
9

無
回

答
12

.5
87

.5
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
19

.4
77

.4
3.

2
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
9.

3
88

.7
2.

0
15

1
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

20
.0

74
.0

6.
0

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
20

.2
77

.4
2.

4
16

8
非
正

規
雇

用
19

.9
72

.4
7.

7
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
20

.6
77

.0
2.

4
12

6
夫
　

  
い
る

19
.7

73
.0

7.
3

35
5

無
回

答
20

.5
74

.4
5.

1
39

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
20

.4
72

.7
6.

9
30

4
主
た

る
介

護
者

で
な

い
18

.5
77

.0
4.

5
20

0
無
回

答
31

.3
62

.5
6.

3
16

問
6
　
現

在
、

あ
な

た
が

仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う
な

  
 
こ
と

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

 

■
勤

務
先

か
ら

の
介

護
経
費

の
受
給

し
て
い

る
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

0.
6

94
.2

5.
3

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
0.

7
95

.7
3.

5
14

1
40

-4
9歳

0.
0

94
.7

5.
3

26
4

50
-5

9歳
1.

0
93

.0
6.

0
29

8

＜
男

性
＞

0.
0

98
.4

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

98
.1

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

0.
0

97
.2

2.
8

36
妻

　
 
 
い

る
0.

0
98

.6
1.

4
13

9
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
8

＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
0

96
.8

3.
2

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

0.
0

98
.7

1.
3

15
1

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

1

＜
女

性
＞

0.
8

92
.7

6.
5

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
8

95
.2

3.
0

16
8

非
正
規

雇
用

0.
3

91
.5

8.
2

35
2

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
8

96
.0

3.
2

12
6

夫
　
 
 
い

る
0.

8
91

.3
7.

9
35

5
無

回
答

0.
0

94
.9

5.
1

39
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

0.
7

91
.8

7.
6

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

0.
5

94
.5

5.
0

20
0

無
回

答
6.

3
87

.5
6.

3
16

問
6
　

現
在
、

あ
な
た

が
仕
事

を
す

る
う

え
で
、

介
護
の

た
め
に

次
の

よ
う

な
  
 
こ

と
を
し

て
い
ま

す
か
。
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■
自

宅
で

仕
事
を

す
る

し
て

い
る

し
て

い
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
1

88
.5

5.
4

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
3.

5
92

.9
3.

5
14

1
40

-4
9歳

6.
1

88
.3

5.
7

26
4

50
-5

9歳
7.

4
86

.6
6.

0
29

8

＜
男

性
＞

4.
4

94
.0

1.
6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
7

94
.4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

90
.5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

5.
6

91
.7

2.
8

36
妻
　

 
 い

る
3.

6
95

.0
1.

4
13

9
無

回
答

12
.5

87
.5

0.
0

8
＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
3.

2
93

.5
3.

2
31

主
た
る

介
護
者
で
な

い
4.

6
94

.0
1.

3
15

1
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

6.
7

86
.5

6.
7

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.1

86
.9

3.
0

16
8

非
正

規
雇
用

5.
1

86
.4

8.
5

35
2

自
営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

9.
5

87
.3

3.
2

12
6

夫
　

 
 い

る
6.

2
85

.6
8.

2
35

5
無

回
答

2.
6

92
.3

5.
1

39
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
7.

9
84

.2
7.

9
30

4
主

た
る

介
護
者
で
な

い
5.

0
90

.0
5.

0
20

0
無

回
答

6.
3

87
.5

6.
3

16

問
6
　

現
在

、
あ
な

た
が
仕

事
を
す

る
う
え

で
、

介
護
の

た
め
に

次
の
よ

う
な

  
 
こ

と
を

し
て
い

ま
す
か

。

  
  

■
1日

の
労
働

時
間

の
短

縮

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
33

.6
45

.0
21

.5
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
31

.9
51

.8
16

.3
14

1
40

-4
9歳

30
.7

45
.8

23
.5

26
4

50
-5

9歳
36

.9
40

.9
22

.1
29

8

＜
男
性

＞
34

.4
47

.0
18

.6
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
34

.0
47

.5
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

38
.1

42
.9

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
38

.9
50

.0
11

.1
36

妻
　

  
い

る
32

.4
48

.2
19

.4
13

9
無
回

答
50

.0
12

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

32
.3

45
.2

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

35
.1

47
.7

17
.2

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
33

.3
44

.2
22

.5
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.8
37

.5
16

.7
16

8
非

正
規

雇
用

27
.3

47
.4

25
.3

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
34

.9
42

.9
22

.2
12

6
夫

　
  
い

る
32

.1
45

.1
22

.8
35

5
無
回

答
38

.5
41

.0
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

35
.5

43
.1

21
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

29
.5

46
.5

24
.0

20
0

無
回

答
37

.5
37

.5
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い

  
  

 

■
1週

間
の
労

働
日

数
の

短
縮

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
34

.3
44

.1
21

.6
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
28

.4
55

.3
16

.3
14

1
40

-4
9歳

33
.7

43
.2

23
.1

26
4

50
-5

9歳
37

.6
39

.6
22

.8
29

8

＜
男
性

＞
37

.7
44

.3
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
37

.0
45

.1
17

.9
16

2
非

正
規

雇
用

42
.9

38
.1

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
41

.7
47

.2
11

.1
36

妻
　

  
い

る
36

.0
45

.3
18

.7
13

9
無
回

答
50

.0
12

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.7

38
.7

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

37
.7

45
.7

16
.6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
33

.1
44

.0
22

.9
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
41

.1
41

.1
17

.9
16

8
非

正
規

雇
用

29
.3

45
.5

25
.3

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
28

.6
48

.4
23

.0
12

6
夫

　
  
い

る
34

.4
42

.5
23

.1
35

5
無
回

答
35

.9
43

.6
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.2

40
.8

21
.1

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

25
.5

49
.0

25
.5

20
0

無
回

答
31

.3
43

.8
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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■
フ

レ
ッ

ク
ス

タ
イ

ム し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

32
.4

44
.4

23
.2

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
34

.8
48

.2
17

.0
14

1
40

-4
9歳

31
.8

43
.6

24
.6

26
4

50
-5

9歳
31

.9
43

.3
24

.8
29

8

＜
男

性
＞

42
.1

39
.3

18
.6

18
3

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

42
.6

38
.9

18
.5

16
2

非
正

規
雇

用
38

.1
42

.9
19

.0
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
50

.0
38

.9
11

.1
36

妻
　

 
 い

る
40

.3
40

.3
19

.4
13

9
無

回
答

37
.5

25
.0

37
.5

8
＜

男
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

48
.4

29
.0

22
.6

31
主

た
る

介
護

者
で

な
い

41
.1

41
.7

17
.2

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女

性
＞

29
.0

46
.2

24
.8

52
0

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

38
.1

42
.3

19
.6

16
8

非
正

規
雇

用
24

.7
48

.0
27

.3
35

2
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
34

.9
42

.1
23

.0
12

6
夫

　
 
 い

る
26

.5
47

.9
25

.6
35

5
無

回
答

33
.3

43
.6

23
.1

39
＜

女
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

29
.9

47
.0

23
.0

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

29
.0

44
.0

27
.0

20
0

無
回

答
12

.5
56

.3
31

.3
16

問
6
　

今
後

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　

有
無

に
か

か
わ

ら
ず
、

お
答

え
く

だ
さ

い

  
  

■
始
業

･
終
業

時
刻

の
繰

上
げ
・

繰
下

げ

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
37

.4
39

.4
23

.2
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
39

.0
44

.0
17

.0
14

1
40

-4
9歳

38
.3

35
.2

26
.5

26
4

50
-5

9歳
35

.9
40

.9
23

.2
29

8

＜
男
性

＞
41

.0
41

.0
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
42

.0
39

.5
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

33
.3

52
.4

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
44

.4
44

.4
11

.1
36

妻
　

  
い

る
41

.0
40

.3
18

.7
13

9
無
回

答
25

.0
37

.5
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

29
.0

48
.4

22
.6

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

43
.7

39
.7

16
.6

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
36

.2
38

.8
25

.0
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.8
33

.3
20

.8
16

8
非

正
規

雇
用

31
.5

41
.5

27
.0

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
33

.3
42

.9
23

.8
12

6
夫

　
  
い

る
36

.3
38

.3
25

.4
35

5
無
回

答
43

.6
30

.8
25

.6
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.5

38
.5

23
.0

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

32
.0

40
.0

28
.0

20
0

無
回

答
43

.8
31

.3
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い

  
  

 

■
残
業

や
休

日
労

働
を
し

な
い

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
38

.3
39

.4
22

.3
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
45

.4
38

.3
16

.3
14

1
40

-4
9歳

38
.3

37
.9

23
.9

26
4

50
-5

9歳
34

.9
41

.3
23

.8
29

8

＜
男
性

＞
41

.5
40

.4
18

.0
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
41

.4
40

.1
18

.5
16

2
非

正
規

雇
用

42
.9

42
.9

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
47

.2
41

.7
11

.1
36

妻
　

  
い

る
39

.6
41

.0
19

.4
13

9
無
回

答
50

.0
25

.0
25

.0
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

45
.2

38
.7

16
.1

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

41
.1

41
.1

17
.9

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
37

.1
39

.0
23

.8
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
45

.2
35

.7
19

.0
16

8
非

正
規

雇
用

33
.2

40
.6

26
.1

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
38

.9
38

.9
22

.2
12

6
夫

　
  
い

る
36

.9
38

.3
24

.8
35

5
無
回

答
33

.3
46

.2
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

38
.5

39
.1

22
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

36
.5

38
.0

25
.5

20
0

無
回

答
18

.8
50

.0
31

.3
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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■
勤

務
先

か
ら

の
介

護
経

費
の

受
給

し
た

い
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

36
.0

41
.8

22
.2

70
3

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
39

.7
42

.6
17

.7
14

1
40

-4
9歳

39
.4

36
.4

24
.2

26
4

50
-5

9歳
31

.2
46

.3
22

.5
29

8

＜
男

性
＞

49
.7

32
.8

17
.5

18
3

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

49
.4

32
.7

17
.9

16
2

非
正

規
雇

用
52

.4
33

.3
14

.3
21

自
営

・
そ

の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
55

.6
33

.3
11

.1
36

妻
　

 
 
い

る
47

.5
33

.8
18

.7
13

9
無

回
答

62
.5

12
.5

25
.0

8
＜

男
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
58

.1
22

.6
19

.4
31

主
た

る
介

護
者

で
な

い
48

.3
35

.1
16

.6
15

1
無

回
答

0.
0

0.
0

10
0.

0
1

＜
女

性
＞

31
.2

45
.0

23
.8

52
0

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

40
.5

39
.3

20
.2

16
8

非
正

規
雇

用
26

.7
47

.7
25

.6
35

2
自

営
・

そ
の

他
-

-
-

-
無

職
-

-
-

-
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

0
＜

女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
38

.9
37

.3
23

.8
12

6
夫

　
 
 
い

る
28

.5
47

.3
24

.2
35

5
無

回
答

30
.8

48
.7

20
.5

39
＜

女
性

・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
29

.9
47

.7
22

.4
30

4
主

た
る

介
護

者
で

な
い

33
.5

41
.0

25
.5

20
0

無
回

答
25

.0
43

.8
31

.3
16

問
6
　

今
後

に
つ

い
て

、
ど

の
よ

う
に

お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　

有
無

に
か

か
わ

ら
ず

、
お

答
え

く
だ

さ
い

  
  

  
  

■
自
宅

で
仕

事
を

す
る し

た
い

し
た

く
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
21

.1
56

.3
22

.6
70

3

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
26

.2
56

.0
17

.7
14

1
40

-4
9歳

20
.5

54
.5

25
.0

26
4

50
-5

9歳
19

.1
58

.1
22

.8
29

8

＜
男
性

＞
26

.2
54

.6
19

.1
18

3
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
25

.9
54

.9
19

.1
16

2
非

正
規

雇
用

28
.6

52
.4

19
.0

21
自

営
・

そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
33

.3
50

.0
16

.7
36

妻
　

  
い

る
23

.7
57

.6
18

.7
13

9
無
回

答
37

.5
25

.0
37

.5
8

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

19
.4

61
.3

19
.4

31
主

た
る
介

護
者
で

な
い

27
.8

53
.6

18
.5

15
1

無
回

答
0.

0
0.

0
10

0.
0

1

＜
女
性

＞
19

.2
56

.9
23

.8
52

0
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規
雇

用
21

.4
59

.5
19

.0
16

8
非

正
規

雇
用

18
.2

55
.7

26
.1

35
2

自
営

・
そ
の
他

-
-

-
-

無
職

-
-

-
-

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
0

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
21

.4
55

.6
23

.0
12

6
夫

　
  
い

る
17

.7
57

.7
24

.5
35

5
無
回

答
25

.6
53

.8
20

.5
39

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

20
.7

56
.9

22
.4

30
4

主
た

る
介

護
者
で

な
い

18
.0

56
.0

26
.0

20
0

無
回

答
6.

3
68

.8
25

.0
16

問
6　

今
後
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
お
考

え
で

す
か

。
勤

務
先

の
制

度
の

　
　
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

お
答
え

く
だ

さ
い
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問
7
(
1
)
　
も

う
一
度

、
仕
事

に
つ
い

て
お
聞

き
し
ま

す
。
あ

な
た
は

、
次
の

ど
れ
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

介
護

開
始
当

時
は

仕
事
を

し
て

い
た
が

、
現

在
は
し

て
い

な
い

当
時
は

仕
事

を
し
て

い
な

か
っ
た

が
、

現
在
は

仕
事

を
し
て

い
る

当
時

も
現

在
も

仕
事
を

し
て
い

る

当
時

も
現
在

も
仕

事
を
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

5.
8

9.
4

76
.9

3.
9

4.
1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
5.

3
18

.0
66

.7
5.

8
4.

2
18

9
40

-4
9 歳

4.
0

12
.6

77
.4

2.
3

3.
7

35
0

50
-5

9歳
7.

2
3.

7
80

.4
4.

3
4.

3
48

5

＜
男

性
＞

4.
6

2.
3

87
.4

2.
3

3.
4

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

0.
0

98
.8

0.
0

1.
2

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

21
自

営
・
そ

の
他

0.
0

6.
0

94
.0

0.
0

0.
0

50
無

職
66

.7
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
18

無
回

答
0.

0
0.

0
36

.4
0.

0
63

.6
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　
い

な
い

6.
6

6.
6

78
.7

4.
9

3.
3

61
妻

　
 
 
い

る
2.

2
0.

5
92

.3
1.

1
3.

8
18

3
無

回
答

22
.2

5.
6

66
.7

5.
6

0.
0

18
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

14
.8

0.
0

79
.6

3.
7

1.
9

54
主

た
る
介

護
者
で

な
い

1.
5

2.
9

89
.8

2.
0

3.
9

20
5

無
回

答
33

.3
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

6.
2

11
.8

73
.2

4.
5

4.
3

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

8.
9

90
.5

0.
0

0.
6

16
8

非
正
規

雇
用

0.
0

18
.2

81
.3

0.
0

0.
6

35
2

自
営

・
そ

の
他

0.
0

7.
8

92
.2

0.
0

0.
0

11
6

無
職

58
.0

0.
0

0.
0

42
.0

0.
0

81
無

回
答

0.
0

4.
4

28
.9

0.
0

66
.7

45
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　
い

な
い

8.
8

9.
8

70
.5

6.
7

4.
1

19
3

夫
　
 
 
い

る
4.

0
13

.1
74

.8
3.

6
4.

4
49

7
無

回
答

13
.9

8.
3

69
.4

4.
2

4.
2

72
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

8.
0

12
.0

70
.5

5.
9

3.
6

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

3.
4

11
.7

77
.4

2.
3

5.
3

26
5

無
回

答
0.

0
9.

1
81

.8
0.

0
9.

1
22
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問
7
(
2)
　
あ

な
た
は

介
護
の
た

め
に
、

ど
の
く

ら
い
連
続

し
た
休

み
が
必

要
で
し

た
か
。

連
続

し
た
休

み
は

必
要
な

か
っ
た

連
続
し
て

2週
間
未
満

連
続
し
て

2
週
間
～

1ヶ
月
未
満

連
続
し
て

1
ヶ
月
～

3ヶ
月
未
満

連
続

し
て

3ヶ
月
～

6
ヶ
月

未
満

連
続

し
て

6ヶ
月
～

1年
未
満

連
続

し
て

1年
以
上

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

78
.5

7.
4

2.
1

2.
7

1.
2

0.
2

2.
9

5.
1

94
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
80

.6
4.

7
4.

7
2.

4
1.

2
0.

0
2.

9
3.

5
17

0
40

-4
9歳

80
.2

8.
5

1.
8

1.
8

1.
2

0.
0

2.
4

4.
0

32
9

50
-5

9歳
76

.3
7.

7
1.

4
3.

4
1.

1
0.

5
3.

2
6.

5
44

3

＜
男

性
＞

85
.0

6.
5

0.
8

0.
8

0.
4

0.
0

2.
4

4.
0

24
7

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
84

.4
7.

5
1.

3
0.

6
0.

6
0.

0
0.

6
5.

0
16

0
非

正
規
雇

用
85

.7
4.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
9.

5
0.

0
21

自
営

・
そ
の
他

92
.0

4.
0

0.
0

2.
0

0.
0

0.
0

2.
0

0.
0

50
無

職
66

.7
8.

3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
16

.7
8.

3
12

無
回

答
75

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
25

.0
4

＜
男

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
91

.1
1.

8
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3.

6
3.

6
56

妻
　
 
 い

る
83

.9
8.

0
1.

1
0.

6
0.

6
0.

0
1.

1
4.

6
17

4
無
回

答
76

.5
5.

9
0.

0
5.

9
0.

0
0.

0
11

.8
0.

0
17

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

78
.4

9.
8

0.
0

2.
0

0.
0

0.
0

2.
0

7.
8

51
主
た

る
介
護

者
で
な
い

87
.0

5.
7

1.
0

0.
5

0.
5

0.
0

2.
1

3.
1

19
3

無
回

答
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
3

＜
女

性
＞

76
.1

7.
8

2.
6

3.
3

1.
4

0.
3

3.
0

5.
5

69
5

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
80

.2
7.

2
3.

0
1.

8
1.

2
0.

6
0.

6
5.

4
16

7
非

正
規
雇

用
77

.7
9.

1
3.

1
3.

1
1.

4
0.

0
1.

4
4.

0
35

0
自
営

・
そ
の
他

83
.6

4.
3

0.
0

4.
3

0.
0

0.
0

1.
7

6.
0

11
6

無
職

36
.2

6.
4

4.
3

8.
5

6.
4

2.
1

27
.7

8.
5

47
無
回

答
60

.0
13

.3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
26

.7
15

＜
女

性
・
同

居
配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
73

.8
6.

4
4.

7
4.

7
0.

6
1.

2
4.

7
4.

1
17

2
夫

　
 
 い

る
77

.2
8.

3
2.

2
3.

3
1.

5
0.

0
2.

4
5.

0
45

7
無
回

答
74

.2
7.

6
0.

0
0.

0
3.

0
0.

0
3.

0
12

.1
66

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

69
.5

9.
8

3.
3

4.
7

2.
1

0.
2

4.
2

6.
3

43
0

主
た

る
介
護

者
で
な
い

86
.9

4.
9

1.
6

1.
2

0.
4

0.
0

1.
2

3.
7

24
5

無
回

答
85

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
5.

0
0.

0
10

.0
20
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問
8(
1
)
　
あ

な
た

は
介

護
休

業
を

取
得

し
た

こ
と

が
あ

り
ま

す
か

。

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総
計

＞
1.

5
94

.7
3.

8
94

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
1.

2
96

.5
2.

4
17

0
40

-4
9 歳

0.
9

96
.0

3.
0

32
9

50
-5

9 歳
2.

0
93

.0
5.

0
44

3

＜
男
性

＞
2.

0
95

.1
2.

8
24

7
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規
雇

用
1.

9
95

.0
3.

1
16

0
非
正

規
雇

用
0.

0
10

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の

他
2.

0
96

.0
2.

0
50

無
職

8.
3

91
.7

0.
0

12
無
回

答
0.

0
75

.0
25

.0
4

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
0.

0
10

0.
0

0.
0

56
妻
　

  
い

る
2.

3
93

.7
4.

0
17

4
無
回

答
5.

9
94

.1
0.

0
17

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
2.

0
92

.2
5.

9
51

主
た
る

介
護
者

で
な

い
1.

6
96

.4
2.

1
19

3
無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女
性

＞
1.

3
94

.5
4.

2
69

5
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規
雇

用
0.

6
95

.8
3.

6
16

7
非
正

規
雇

用
0.

9
96

.0
3.

1
35

0
自

営
・

そ
の

他
2.

6
93

.1
4.

3
11

6
無

職
2.

1
91

.5
6.

4
47

無
回

答
6.

7
66

.7
26

.7
15

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
1.

7
94

.8
3.

5
17

2
夫
　

  
い

る
1.

1
95

.6
3.

3
45

7
無
回

答
1.

5
86

.4
12

.1
66

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ

る
1.

6
93

.3
5.

1
43

0
主

た
る

介
護
者

で
な

い
0.

4
97

.1
2.

4
24

5
無
回

答
5.

0
90

.0
5.

0
20
 

 
 

 

問
8(

2)
　

今
後

、
介
護

休
業
を

取
得

し
た
い

と
思
い

ま
す

か
。
（

取
得
し

た
こ

と
が

あ
る
方

は
、
今

後
さ
ら

に
取

得
し
た

い
で
す

か
）

。

取
得
し

た
い

で
き
れ

ば
取

得
し

た
い

あ
ま
り

取
得

し
た
く

な
い

取
得

し
た

く
な

い
わ

か
ら
な

い
現

在
仕
事

を
し

て
い
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

10
.4

21
.1

9.
8

11
.7

38
.5

6.
2

2.
3

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
7.

8
17

.5
11

.4
13

.9
43

.4
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

11
.9

24
.1

7.
2

9.
4

41
.1

4.
1

2.
2

31
9

50
-5

9歳
10

.2
20

.2
11

.2
12

.6
34

.7
8.

1
3.

1
42

1

＜
男

性
＞

12
.9

22
.9

9.
2

8.
8

38
.8

5.
0

2.
5

24
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

14
.2

31
.0

12
.9

5.
8

33
.5

0.
0

2.
6

15
5

非
正
規

雇
用

19
.0

19
.0

0.
0

9.
5

52
.4

0.
0

0.
0

21
自

営
・
そ

の
他

10
.2

6.
1

2.
0

20
.4

57
.1

0.
0

4.
1

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

3
＜

男
性
・

同
居

配
偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

12
.5

25
.0

5.
4

5.
4

42
.9

7.
1

1.
8

56
妻

　
 
 い

る
12

.6
24

.0
11

.4
8.

4
38

.3
2.

4
3.

0
16

7
無

回
答

17
.6

5.
9

0.
0

23
.5

29
.4

23
.5

0.
0

17
＜

男
性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

14
.6

8.
3

12
.5

31
.3

16
.7

0.
0

48
主

た
る
介

護
者
で

な
い

12
.2

25
.4

9.
5

7.
4

41
.3

1.
6

2.
6

18
9

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

9.
5

20
.4

10
.1

12
.8

38
.4

6.
6

2.
3

66
6

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

9.
9

30
.4

16
.8

8.
7

32
.3

0.
0

1.
9

16
1

非
正
規

雇
用

10
.6

20
.4

10
.9

15
.3

41
.3

0.
0

1.
5

33
9

自
営

・
そ

の
他

9.
0

16
.2

1.
8

17
.1

51
.4

0.
0

4.
5

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

9.
1

0.
0

9.
1

0.
0

63
.6

0.
0

18
.2

11
＜

女
性
・

同
居

配
偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

9.
0

21
.7

10
.8

11
.4

35
.5

9.
6

1.
8

16
6

夫
　
 
 い

る
10

.0
20

.4
9.

7
13

.1
40

.3
4.

5
2.

0
44

2
無

回
答

6.
9

17
.2

10
.3

13
.8

32
.8

13
.8

5.
2

58
＜

女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

10
.8

20
.6

9.
6

10
.0

37
.7

8.
6

2.
7

40
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

7.
1

21
.8

10
.5

16
.3

38
.9

3.
8

1.
7

23
9

無
回
答

10
.5

0.
0

15
.8

26
.3

47
.4

0.
0

0.
0

19
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SQ
8-
2
　
こ

れ
ま

で
介

護
休

業
を
取

得
し

な
か

っ
た

理
由

■
職
場

に
介

護
休

業
が

な
か

っ
た

あ
て
は

ま
る

あ
て

は
ま

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
50

.7
40

.1
9.

2
89

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
50

.6
38

.4
11

.0
16

4
40

-4
9歳

53
.2

38
.9

7.
9

31
6

50
-5

9歳
48

.8
41

.7
9.

5
41

2

＜
男
性

＞
52

.3
40

.0
7.

7
23

5
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
55

.9
39

.5
4.

6
15

2
非
正

規
雇

用
66

.7
28

.6
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

33
.3

45
.8

20
.8

48
無

職
63

.6
36

.4
0.

0
11

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
42

.9
46

.4
10

.7
56

妻
　

  
い

る
54

.0
39

.3
6.

7
16

3
無

回
答

68
.8

25
.0

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

61
.7

34
.0

4.
3

47
主

た
る

介
護

者
で

な
い

50
.5

41
.4

8.
1

18
6

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女
性

＞
50

.1
40

.2
9.

7
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
47

.5
45

.6
6.

9
16

0
非
正

規
雇

用
58

.3
33

.0
8.

6
33

6
自
営

・
そ

の
他

28
.7

52
.8

18
.5

10
8

無
職

53
.5

39
.5

7.
0

43
無

回
答

30
.0

60
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
52

.8
40

.5
6.

7
16

3
夫
　

  
い

る
49

.2
40

.0
10

.8
43

7
無

回
答

49
.1

40
.4

10
.5

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

54
.6

35
.4

10
.0

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

41
.6

48
.7

9.
7

23
8

無
回

答
61

.1
33

.3
5.

6
18

  
  

 SQ
8-
2
　
こ

れ
ま

で
介

護
休

業
を
取

得
し

な
か

っ
た

理
由

■
職
場

に
介

護
の

こ
と

を
相

談
す

る
部

署
が

な
か

っ
た

あ
て
は

ま
る

あ
て

は
ま

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
42

.6
47

.8
9.

6
89

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
44

.5
44

.5
11

.0
16

4
40

-4
9歳

43
.0

47
.8

9.
2

31
6

50
-5

9歳
41

.5
49

.0
9.

5
41

2

＜
男
性

＞
48

.1
44

.7
7.

2
23

5
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
51

.3
44

.7
3.

9
15

2
非
正

規
雇

用
57

.1
38

.1
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

37
.5

41
.7

20
.8

48
無

職
45

.5
54

.5
0.

0
11

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

3
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
42

.9
46

.4
10

.7
56

妻
　

  
い

る
49

.7
44

.2
6.

1
16

3
無

回
答

50
.0

43
.8

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

51
.1

44
.7

4.
3

47
主

た
る

介
護

者
で

な
い

47
.8

44
.6

7.
5

18
6

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女
性

＞
40

.6
48

.9
10

.5
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
40

.6
51

.9
7.

5
16

0
非
正

規
雇

用
45

.8
45

.2
8.

9
33

6
自
営

・
そ

の
他

23
.1

57
.4

19
.4

10
8

無
職

44
.2

44
.2

11
.6

43
無

回
答

40
.0

50
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
47

.2
46

.0
6.

7
16

3
夫
　

  
い

る
38

.2
50

.1
11

.7
43

7
無

回
答

40
.4

47
.4

12
.3

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

43
.6

44
.6

11
.7

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

34
.9

56
.7

8.
4

23
8

無
回

答
50

.0
38

.9
11

.1
18

  
  

 SQ
8-
2
　
こ

れ
ま

で
介

護
休

業
を
取

得
し

な
か

っ
た

理
由

■
制
度

は
あ

っ
た

が
、

自
分

に
は

適
用

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

あ
て
は

ま
る

あ
て

は
ま

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
11

.9
77

.2
10

.9
89

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
14

.0
75

.0
11

.0
16

4
40

-4
9歳

14
.9

75
.6

9.
5

31
6

50
-5

9歳
8.

7
79

.4
11

.9
41

2

＜
男
性

＞
8.

1
84

.3
7.

7
23

5
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
8.

6
86

.8
4.

6
15

2
非
正

規
雇

用
14

.3
81

.0
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

2.
1

77
.1

20
.8

48
無

職
9.

1
90

.9
0.

0
11

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
5.

4
83

.9
10

.7
56

妻
　

  
い

る
8.

6
84

.7
6.

7
16

3
無

回
答

12
.5

81
.3

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

6.
4

89
.4

4.
3

47
主

た
る

介
護

者
で

な
い

8.
6

83
.3

8.
1

18
6

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女
性

＞
13

.2
74

.7
12

.0
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
13

.1
76

.3
10

.6
16

0
非
正

規
雇

用
15

.8
73

.8
10

.4
33

6
自
営

・
そ

の
他

6.
5

74
.1

19
.4

10
8

無
職

9.
3

79
.1

11
.6

43
無

回
答

20
.0

70
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
19

.0
73

.6
7.
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＜
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介
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＞
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介
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介
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こ
れ

ま
で

介
護

休
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を
取
得

し
な

か
っ

た
理

由

■
介
護

休
業

制
度
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ら
か

っ
た

あ
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ま

る
あ
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＜
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＜
総

計
＞

12
.9

76
.1

11
.0

89
2

＜
年

齢
＞
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.5

73
.7

9.
8

31
6

50
-5

9歳
10

.2
78

.2
11

.7
41

2

＜
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＞
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0.
0

3
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
17

.9
71

.4
10

.7
56

妻
　
  
い
る

13
.5

80
.4

6.
1

16
3

無
回

答
31

.3
62

.5
6.

3
16

＜
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介
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＞
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介
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介
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＜
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.0

80
.0

10
.0

10
＜
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る

9.
8

76
.4

13
.7

43
7

無
回

答
14

.0
73

.7
12

.3
57

＜
女

性
・

介
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＞
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介
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介
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介
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＜
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＞
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介
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＜
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＜
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0.

0
11

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
55

.4
33

.9
10

.7
56

妻
　

  
い

る
65

.0
30

.1
4.

9
16

3
無

回
答

50
.0

43
.8

6.
3

16
＜
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介
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＞
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介
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介
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＜
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介
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介
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介
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＞
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＜
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女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
32

.5
59

.5
8.

0
16

3
夫
　

  
い

る
23

.3
64

.3
12

.4
43

7
無

回
答

28
.1

59
.6

12
.3

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

23
.9

63
.3

12
.7

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

29
.0

63
.4

7.
6

23
8

無
回

答
33

.3
38

.9
27

.8
18
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SQ
8-
2
　
こ

れ
ま

で
介

護
休

業
を
取

得
し

な
か

っ
た

理
由

■
家
族

の
助

け
・

外
部

サ
ー

ビ
ス

を
使

っ
て

、
介

護
に

対
処

で
き

た

あ
て
は

ま
る

あ
て

は
ま

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
70

.6
22

.0
7.

4
89

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
74

.4
17

.7
7.

9
16

4
40

-4
9歳

69
.9

22
.8

7.
3

31
6

50
-5

9歳
69

.7
23

.1
7.

3
41

2

＜
男
性

＞
79

.1
14

.9
6.

0
23

5
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
83

.6
13

.2
3.

3
15

2
非
正

規
雇

用
81

.0
14

.3
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

64
.6

18
.8

16
.7

48
無

職
81

.8
18

.2
0.

0
11

無
回

答
66

.7
33

.3
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
73

.2
17

.9
8.

9
56

妻
　

  
い

る
82

.8
11

.7
5.

5
16

3
無

回
答

62
.5

37
.5

0.
0

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

68
.1

31
.9

0.
0

47
主

た
る

介
護

者
で

な
い

82
.8

10
.2

7.
0

18
6

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女
性

＞
67

.6
24

.5
7.

9
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
84

.4
9.

4
6.

3
16

0
非
正

規
雇

用
65

.5
27

.1
7.

4
33

6
自
営

・
そ

の
他

64
.8

24
.1

11
.1

10
8

無
職

27
.9

62
.8

9.
3

43
無

回
答

70
.0

20
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
66

.9
28

.8
4.

3
16

3
夫
　

  
い

る
68

.6
22

.4
8.

9
43

7
無

回
答

61
.4

28
.1

10
.5

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

60
.6

29
.9

9.
5

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

78
.2

16
.4

5.
5

23
8

無
回

答
83

.3
11

.1
5.

6
18

  
  

  
  

  

SQ
8-
2
　
こ

れ
ま

で
介

護
休

業
を
取

得
し

な
か

っ
た

理
由

■
家
族

に
仕

事
を

休
ま

な
い

よ
う

に
言

わ
れ

た

あ
て
は

ま
る

あ
て

は
ま

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
12

.9
78

.0
9.

1
89

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
20

.1
70

.7
9.

1
16

4
40

-4
9歳

13
.3

79
.1

7.
6

31
6

50
-5

9歳
9.

7
80

.1
10

.2
41

2

＜
男
性

＞
17

.9
76

.2
6.

0
23

5
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
18

.4
78

.9
2.

6
15

2
非
正

規
雇

用
28

.6
66

.7
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

12
.5

68
.8

18
.8

48
無

職
9.

1
90

.9
0.

0
11

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
19

.6
73

.2
7.

1
56

妻
　

  
い

る
17

.2
77

.3
5.

5
16

3
無

回
答

18
.8

75
.0

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

12
.8

85
.1

2.
1

47
主

た
る

介
護

者
で

な
い

19
.4

74
.2

6.
5

18
6

無
回

答
0.

0
50

.0
50

.0
2

＜
女
性

＞
11

.1
78

.7
10

.2
65

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
18

.8
72

.5
8.

8
16

0
非
正

規
雇

用
9.

8
81

.8
8.

3
33

6
自
営

・
そ

の
他

7.
4

75
.0

17
.6

10
8

無
職

4.
7

83
.7

11
.6

43
無

回
答

0.
0

90
.0

10
.0

10
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
19

.6
74

.2
6.

1
16

3
夫
　

  
い

る
8.

0
80

.5
11

.4
43

7
無

回
答

10
.5

77
.2

12
.3

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

7.
7

80
.5

11
.7

40
1

主
た

る
介
護

者
で

な
い

17
.2

76
.1

6.
7

23
8

無
回

答
5.

6
72

.2
22

.2
18
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問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と
し

た
ら

、
次

の
こ
と

が
予

想
さ

れ
ま
す

か
。

■
同
僚

に
迷

惑
が
か

か
る

と
思

う

そ
う

思
う

や
や
そ

う
思
う

あ
ま
り

そ
う
思

わ
な
い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在

仕
事

を
し

て
い

な い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

48
.2

22
.1

7.
0

7.
8

5.
3

6.
2

3.
4

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
48

.2
27

.1
7.

8
8.

4
3.

0
5.

4
0.

0
16

6
40

-4
9歳

49
.8

24
.5

6.
3

7.
5

5.
3

4.
1

2.
5

31
9

50
-5

9歳
47

.0
18

.3
7.

1
7.

8
6.

2
8.

1
5.

5
42

1

＜
男

性
＞

46
.3

24
.6

9.
2

9.
2

2.
9

5.
0

2.
9

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

57
.4

29
.0

9.
0

1.
9

1.
3

0.
0

1.
3

15
5

非
正
規

雇
用

33
.3

28
.6

23
.8

9.
5

4.
8

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

28
.6

12
.2

6.
1

34
.7

8.
2

0.
0

10
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

33
.9

28
.6

8.
9

12
.5

5.
4

7.
1

3.
6

56
妻

　
 
 い

る
52

.1
24

.0
9.

6
7.

2
2.

4
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

29
.4

17
.6

5.
9

17
.6

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

39
.6

18
.8

8.
3

12
.5

2.
1

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

48
.7

25
.9

9.
5

8.
5

3.
2

1.
6

2.
6

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

48
.9

21
.2

6.
2

7.
4

6.
2

6.
6

3.
6

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

63
.4

26
.1

4.
3

3.
7

1.
2

0.
0

1.
2

16
1

非
正
規

雇
用

54
.9

24
.2

7.
4

5.
9

6.
2

0.
0

1.
5

33
9

自
営

・
そ

の
他

29
.7

13
.5

8.
1

20
.7

14
.4

0.
0

13
.5

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

45
.5

18
.2

0.
0

0.
0

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

48
.2

22
.3

4.
8

5.
4

6.
6

9.
6

3.
0

16
6

夫
　
 
 い

る
50

.5
20

.8
6.

8
8.

1
5.

7
4.

5
3.

6
44

2
無

回
答

39
.7

20
.7

5.
2

6.
9

8.
6

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

48
.5

19
.4

5.
6

7.
4

5.
6

8.
6

4.
9

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

50
.6

24
.3

6.
7

7.
1

6.
3

3.
8

1.
3

23
9

無
回
答

36
.8

21
.1

10
.5

10
.5

15
.8

0.
0

5.
3

19
  

  
  

  
  

 問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す
る

と
し

た
ら
、
次

の
こ
と

が
予

想
さ

れ
ま
す

か
。

■
昇
進

や
昇

給
に
悪

影
響
が
あ

る
と

思
う

そ
う
思
う

や
や

そ
う
思
う

あ
ま

り
そ
う
思

わ
な

い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

16
.7

13
.9

20
.0

30
.2

8.
8

6.
2

4.
2

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
24

.7
15

.1
24

.7
25

.3
4.

2
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

19
.4

15
.4

19
.7

30
.1

8.
2

4.
1

3.
1

31
9

50
-5

9歳
11

.4
12

.4
18

.3
32

.3
11

.2
8.

1
6.

4
42

1

＜
男

性
＞

20
.8

20
.4

22
.1

22
.9

5.
0

5.
0

3.
8

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.1

25
.8

29
.0

13
.5

2.
6

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

23
.8

23
.8

14
.3

23
.8

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

4.
1

6.
1

8.
2

59
.2

10
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

17
.9

16
.1

25
.0

17
.9

8.
9

7.
1

7.
1

56
妻

　
 
 い

る
22

.2
22

.8
21

.6
24

.6
4.

2
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

11
.8

17
.6

23
.5

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.7

16
.7

25
.0

14
.6

8.
3

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

22
.2

21
.7

21
.2

25
.4

4.
2

1.
6

3.
7

18
9

無
回

答
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

15
.2

11
.6

19
.2

32
.9

10
.2

6.
6

4.
4

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

26
.1

17
.4

27
.3

21
.7

5.
6

0.
0

1.
9

16
1

非
正
規

雇
用

14
.5

12
.7

20
.4

39
.8

10
.6

0.
0

2.
1

33
9

自
営

・
そ

の
他

9.
0

4.
5

12
.6

39
.6

18
.9

0.
0

15
.3

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
0.

0
9.

1
9.

1
45

.5
18

.2
0.

0
18

.2
11

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

21
.1

13
.3

21
.1

20
.5

10
.8

9.
6

3.
6

16
6

夫
　
 
 い

る
13

.6
11

.3
19

.0
37

.1
10

.0
4.

5
4.

5
44

2
無

回
答

10
.3

8.
6

15
.5

36
.2

10
.3

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

13
.5

11
.8

16
.4

34
.1

9.
6

8.
6

6.
1

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

18
.4

11
.7

23
.8

30
.5

10
.5

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
10

.5
5.

3
21

.1
36

.8
21

.1
0.

0
5.

3
19

 

－242－



 

問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す
る

と
し

た
ら
、

次
の

こ
と

が
予
想

さ
れ

ま
す

か
。

■
復
職

す
る

と
き
、

仕
事

や
職
場

に
適

応
で

き
る
か

不
安

で
あ
る

そ
う
思

う
や
や

そ
う
思

う

あ
ま

り
そ
う

思
わ
な

い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

19
.9

23
.3

15
.1

24
.0

7.
6

6.
2

4.
0

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
28

.3
30

.1
15

.1
17

.5
3.

0
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

22
.9

26
.3

13
.2

23
.2

7.
2

4.
1

3.
1

31
9

50
-5

9歳
14

.3
18

.3
16

.6
27

.1
9.

7
8.

1
5.

9
42

1

＜
男

性
＞

18
.8

21
.7

18
.3

26
.7

5.
8

5.
0

3.
8

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

24
.5

27
.7

22
.6

20
.0

3.
2

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

19
.0

19
.0

19
.0

28
.6

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

6.
1

8.
2

8.
2

53
.1

12
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

19
.6

19
.6

19
.6

19
.6

7.
1

7.
1

7.
1

56
妻

　
 
 い

る
18

.6
23

.4
18

.6
28

.7
6.

0
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

11
.8

11
.8

29
.4

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

16
.7

22
.9

14
.6

20
.8

6.
3

16
.7

2.
1

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

19
.6

21
.2

19
.6

28
.6

5.
8

1.
6

3.
7

18
9

無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

20
.3

23
.9

14
.0

23
.0

8.
3

6.
6

4.
1

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.3

31
.1

17
.4

17
.4

5.
0

0.
0

1.
9

16
1

非
正
規

雇
用

22
.4

27
.4

15
.6

25
.1

7.
7

0.
0

1.
8

33
9

自
営

・
そ

の
他

12
.6

10
.8

10
.8

34
.2

17
.1

0.
0

14
.4

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
9.

1
36

.4
0.

0
18

.2
18

.2
0.

0
18

.2
11

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

27
.1

22
.3

13
.3

15
.7

8.
4

9.
6

3.
6

16
6

夫
　
 
 い

る
17

.0
25

.3
14

.5
26

.9
7.

7
4.

5
4.

1
44

2
無

回
答

25
.9

17
.2

12
.1

13
.8

12
.1

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

18
.6

22
.3

14
.5

22
.3

8.
1

8.
6

5.
6

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

23
.4

25
.9

13
.8

23
.8

7.
9

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
15

.8
31

.6
5.

3
26

.3
15

.8
0.

0
5.

3
19

  
  

  
  

  
 問

8(
3
)　

あ
な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と

し
た

ら
、

次
の
こ

と
が

予
想

さ
れ

ま
す
か

。

■
上
司

の
理

解
を
得

る
の

が
難

し
い

と
思
う

そ
う

思
う

や
や

そ
う

思
う

あ
ま

り
そ

う
思

わ
な

い

そ
う

思
わ

な
い

わ
か

ら
な

い

現
在

仕
事

を
し

て
い

な い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
20

.6
21

.5
15

.0
23

.8
9.

2
6.

2
3.

6
90

6

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
25

.9
29

.5
17

.5
17

.5
3.

6
5.

4
0.

6
16

6
40

-4
9歳

20
.1

23
.8

16
.6

25
.1

7.
8

4.
1

2.
5

31
9

50
-5

9歳
19

.0
16

.6
12

.8
25

.4
12

.4
8.

1
5.

7
42

1

＜
男
性

＞
20

.4
23

.3
17

.9
23

.8
5.

8
5.

0
3.

8
24

0
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

25
.8

28
.4

25
.8

16
.1

1.
9

0.
0

1.
9

15
5

非
正

規
雇
用

28
.6

28
.6

0.
0

23
.8

19
.0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
1

10
.2

6.
1

53
.1

12
.2

0.
0

12
.2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

3
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　

い
な
い

21
.4

19
.6

16
.1

17
.9

10
.7

7.
1

7.
1

56
妻

　
  
い

る
20

.4
24

.0
20

.4
25

.7
4.

8
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

17
.6

29
.4

0.
0

23
.5

0.
0

23
.5

5.
9

17
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で
あ

る
20

.8
22

.9
12

.5
18

.8
6.

3
16

.7
2.

1
48

主
た

る
介

護
者
で
な

い
20

.6
23

.3
19

.6
25

.4
5.

8
1.

6
3.

7
18

9
無

回
答

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女
性

＞
20

.7
20

.9
14

.0
23

.9
10

.4
6.

6
3.

6
66

6
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

28
.6

24
.8

21
.7

18
.6

5.
6

0.
0

0.
6

16
1

非
正

規
雇
用

23
.3

27
.1

12
.7

24
.2

11
.2

0.
0

1.
5

33
9

自
営

・
そ

の
他

10
.8

6.
3

11
.7

38
.7

18
.0

0.
0

14
.4

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

9.
1

0.
0

18
.2

36
.4

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　

い
な
い

23
.5

21
.1

17
.5

13
.3

11
.4

9.
6

3.
6

16
6

夫
　

  
い

る
19

.5
21

.3
13

.1
28

.1
10

.2
4.

5
3.

4
44

2
無

回
答

22
.4

17
.2

10
.3

22
.4

8.
6

13
.8

5.
2

58
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で
あ

る
18

.4
17

.9
14

.0
25

.7
10

.5
8.

6
4.

9
40

8
主

た
る
介

護
者
で
な

い
24

.7
26

.4
13

.8
20

.1
10

.0
3.

8
1.

3
23

9
無

回
答

21
.1

15
.8

15
.8

31
.6

10
.5

0.
0

5.
3

19
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問
8
(3
)
　
あ

な
た

が
介

護
休
業

を
取

得
す

る
と
し

た
ら

、
次

の
こ
と

が
予

想
さ
れ

ま
す

か
。

■
収
入

が
減

る
と
思

う

そ
う

思
う

や
や

そ
う
思

う

あ
ま
り

そ
う
思

わ
な
い

そ
う

思
わ
な

い
わ
か

ら
な

い

現
在
仕

事
を
し

て
い
な い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

53
.3

15
.8

6.
0

9.
7

6.
2

6.
2

2.
9

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
59

.0
17

.5
5.

4
9.

0
3.

6
5.

4
0.

0
16

6
40

-4
9歳

56
.7

18
.5

5.
6

6.
9

5.
3

4.
1

2.
8

31
9

50
-5

9歳
48

.5
13

.1
6.

4
12

.1
7.

8
8.

1
4.

0
42

1

＜
男

性
＞

48
.3

19
.2

9.
6

10
.8

4.
2

5.
0

2.
9

24
0

＜
男

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

53
.5

23
.9

10
.3

9.
0

1.
3

0.
0

1.
9

15
5

非
正
規

雇
用

61
.9

14
.3

9.
5

0.
0

14
.3

0.
0

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

36
.7

10
.2

10
.2

24
.5

10
.2

0.
0

8.
2

49
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

41
.1

28
.6

7.
1

5.
4

5.
4

7.
1

5.
4

56
妻

　
 
 い

る
51

.5
18

.0
9.

6
12

.0
4.

2
2.

4
2.

4
16

7
無

回
答

41
.2

0.
0

17
.6

17
.6

0.
0

23
.5

0.
0

17
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

35
.4

20
.8

6.
3

14
.6

6.
3

16
.7

0.
0

48
主
た

る
介
護

者
で

な
い

51
.9

19
.0

10
.6

10
.1

3.
7

1.
6

3.
2

18
9

無
回
答

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

55
.1

14
.6

4.
7

9.
3

6.
9

6.
6

2.
9

66
6

＜
女

性
・
現

職
＞

正
規

雇
用

56
.5

20
.5

7.
5

9.
9

5.
0

0.
0

0.
6

16
1

非
正
規

雇
用

67
.8

14
.7

3.
2

5.
9

6.
5

0.
0

1.
8

33
9

自
営

・
そ

の
他

35
.1

12
.6

7.
2

23
.4

12
.6

0.
0

9.
0

11
1

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回
答

63
.6

0.
0

0.
0

0.
0

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

53
.6

15
.7

5.
4

6.
0

7.
2

9.
6

2.
4

16
6

夫
　
 
 い

る
57

.7
13

.8
4.

3
10

.9
6.

1
4.

5
2.

7
44

2
無

回
答

39
.7

17
.2

5.
2

6.
9

12
.1

13
.8

5.
2

58
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

55
.1

12
.3

4.
4

9.
1

6.
6

8.
6

3.
9

40
8

主
た

る
介
護

者
で

な
い

55
.6

18
.0

5.
0

9.
6

7.
1

3.
8

0.
8

23
9

無
回
答

47
.4

21
.1

5.
3

10
.5

10
.5

0.
0

5.
3

19
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■
年
次
有
給
休
暇
の
利
用 あ

る
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

38
.6

55
.5

5.
8

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
40

.4
56

.6
3.

0
16

6
40

-4
9 歳

38
.9

57
.4

3.
8

31
9

50
-5

9 歳
37

.8
53

.7
8.

6
42

1

＜
男
性
＞

47
.5

49
.6

2.
9

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

61
.3

38
.1

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

23
.8

76
.2

0.
0

21
自

営
・
そ
の
他

14
.3

75
.5

10
.2

49
無
職

58
.3

33
.3

8.
3

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

39
.3

55
.4

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

51
.5

47
.3

1.
2

16
7

無
回
答

35
.3

52
.9

11
.8

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

52
.1

43
.8

4.
2

48
主
た
る
介

護
者
で

な
い

46
.6

51
.3

2.
1

18
9

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女
性
＞

35
.4

57
.7

6.
9

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

63
.4

34
.2

2.
5

16
1

非
正
規
雇
用

31
.3

65
.8

2.
9

33
9

自
営
・
そ
の
他

9.
9

73
.9

16
.2

11
1

無
職

34
.1

43
.2

22
.7

44
無
回
答

18
.2

45
.5

36
.4

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

43
.4

50
.6

6.
0

16
6

夫
　
 
 
い
る

33
.5

60
.2

6.
3

44
2

無
回
答

27
.6

58
.6

13
.8

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で

あ
る

34
.8

56
.6

8.
6

40
8

主
た
る
介

護
者
で

な
い

37
.7

58
.6

3.
8

23
9

無
回
答

21
.1

68
.4

10
.5

19

問
9　

あ
な
た
は

こ
れ
ま
で
介
護
の
た
め
に
、
介
護
休

業
の
取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
年
休
以

外
の
休
暇

制
度
の

利
用

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

11
.9

81
.6

6.
5

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
12

.7
83

.7
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

10
.7

84
.0

5.
3

31
9

50
-5

9 歳
12

.6
78

.9
8.

6
42

1

＜
男
性
＞

13
.8

83
.3

2.
9

24
0

＜
男
性
・

現
職
＞

正
規
雇

用
15

.5
83

.9
0.

6
15

5
非
正
規
雇

用
9.

5
90

.5
0.

0
21

自
営
・
そ
の

他
6.

1
83

.7
10

.2
49

無
職

33
.3

58
.3

8.
3

12
無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

3
＜
男
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
16

.1
78

.6
5.

4
56

妻
　
 
 い

る
12

.6
86

.2
1.

2
16

7
無
回

答
17

.6
70

.6
11

.8
17

＜
男
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
16

.7
79

.2
4.

2
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
12

.7
85

.2
2.

1
18

9
無
回

答
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女
性
＞

11
.3

80
.9

7.
8

66
6

＜
女
性
・

現
職
＞

正
規
雇

用
15

.5
81

.4
3.

1
16

1
非
正
規
雇

用
10

.0
85

.8
4.

1
33

9
自

営
・
そ
の

他
8.

1
75

.7
16

.2
11

1
無

職
15

.9
59

.1
25

.0
44

無
回

答
0.

0
63

.6
36

.4
11

＜
女
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
8.

4
84

.3
7.

2
16

6
夫
　
 
 い

る
12

.9
79

.6
7.

5
44

2
無
回

答
6.

9
81

.0
12

.1
58

＜
女
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
11

.5
78

.7
9.

8
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
10

.9
84

.5
4.

6
23

9
無
回

答
10

.5
84

.2
5.

3
19

問
9
　

あ
な
た

は
こ
れ
ま

で
介
護
の

た
め
に
、

介
護
休

業
の
取
得

以
外
に

　
　
次
の

こ
と
を
行

い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
欠
勤

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

26
.8

66
.6

6.
6

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
20

.5
75

.9
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

27
.6

67
.1

5.
3

31
9

50
-5

9 歳
28

.7
62

.5
8.

8
42

1

＜
男
性
＞

14
.6

81
.7

3.
8

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

10
.3

89
.0

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

19
.0

81
.0

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

24
.5

63
.3

12
.2

49
無
職

25
.0

58
.3

16
.7

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

14
.3

80
.4

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

13
.2

85
.0

1.
8

16
7

無
回
答

29
.4

52
.9

17
.6

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

20
.8

72
.9

6.
3

48
主
た
る

介
護
者
で
な
い

13
.2

84
.7

2.
1

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性
＞

31
.2

61
.1

7.
7

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

18
.6

77
.0

4.
3

16
1

非
正
規
雇
用

39
.8

56
.9

3.
2

33
9

自
営
・
そ
の
他

23
.4

60
.4

16
.2

11
1

無
職

34
.1

40
.9

25
.0

44
無
回
答

18
.2

45
.5

36
.4

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者

の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

24
.7

68
.1

7.
2

16
6

夫
　
 
 
い
る

33
.7

59
.0

7.
2

44
2

無
回
答

31
.0

56
.9

12
.1

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

37
.0

52
.9

10
.0

40
8

主
た
る

介
護
者
で
な
い

20
.9

74
.9

4.
2

23
9

無
回
答

36
.8

63
.2

0.
0

19

問
9　

あ
な

た
は
こ
れ
ま
で
介
護
の

た
め
に
、
介
護
休
業
の

取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い

ま
し
た
か
。
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■
遅
刻

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

34
.5

59
.2

6.
3

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
31

.9
64

.5
3.

6
16

6
40

-4
9 歳

35
.1

60
.5

4.
4

31
9

50
-5

9 歳
35

.2
56

.1
8.

8
42

1

＜
男
性
＞

27
.1

68
.8

4.
2

24
0

＜
男
性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
25

.2
74

.2
0.

6
15

5
非
正
規
雇

用
23

.8
71

.4
4.

8
21

自
営
・
そ
の

他
34

.7
53

.1
12

.2
49

無
職

25
.0

58
.3

16
.7

12
無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
男
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

妻
　
い
な

い
23

.2
71

.4
5.

4
56

妻
　
 
 い

る
28

.7
68

.9
2.

4
16

7
無
回

答
23

.5
58

.8
17

.6
17

＜
男
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
31

.3
62

.5
6.

3
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
26

.5
70

.9
2.

6
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女
性
＞

37
.2

55
.7

7.
1

66
6

＜
女
性
・
現

職
＞

正
規
雇

用
37

.9
58

.4
3.

7
16

1
非
正
規
雇

用
40

.4
56

.9
2.

7
33

9
自

営
・
そ
の

他
28

.8
55

.9
15

.3
11

1
無

職
34

.1
38

.6
27

.3
44

無
回

答
27

.3
45

.5
27

.3
11

＜
女
性
・

同
居
配
偶

者
の
有
無

＞

夫
　
い
な

い
31

.9
60

.8
7.

2
16

6
夫
　
 
 い

る
39

.4
54

.3
6.

3
44

2
無
回

答
36

.2
51

.7
12

.1
58

＜
女
性
・

介
護
役
割

＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
40

.0
50

.7
9.

3
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
32

.6
63

.6
3.

8
23

9
無
回

答
36

.8
63

.2
0.

0
19

問
9
　

あ
な
た

は
こ
れ
ま

で
介
護
の

た
め
に
、
介

護
休
業

の
取
得
以

外
に

　
　
次
の

こ
と
を
行

い
ま
し
た

か
。

  
  

  

■
早
退

あ
る

な
い

無
回

答
＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

41
.1

52
.9

6.
1

90
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
39

.8
57

.2
3.

0
16

6
40

-4
9 歳

42
.6

52
.4

5.
0

31
9

50
-5

9 歳
40

.4
51

.5
8.

1
42

1

＜
男
性
＞

35
.0

61
.3

3.
8

24
0

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

33
.5

65
.8

0.
6

15
5

非
正
規
雇
用

33
.3

66
.7

0.
0

21
自

営
・
そ
の
他

38
.8

49
.0

12
.2

49
無
職

41
.7

41
.7

16
.7

12
無
回
答

33
.3

66
.7

0.
0

3
＜

男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

妻
　
い
な
い

30
.4

64
.3

5.
4

56
妻
　
 
 
い
る

36
.5

61
.7

1.
8

16
7

無
回
答

35
.3

47
.1

17
.6

17
＜

男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
41

.7
52

.1
6.

3
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
33

.9
64

.0
2.

1
18

9
無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性
＞

43
.2

49
.8

6.
9

66
6

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

50
.9

46
.6

2.
5

16
1

非
正
規
雇
用

45
.7

51
.3

2.
9

33
9

自
営
・
そ
の
他

27
.9

55
.9

16
.2

11
1

無
職

36
.4

38
.6

25
.0

44
無
回
答

36
.4

36
.4

27
.3

11
＜

女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞

夫
　
い
な
い

36
.7

56
.6

6.
6

16
6

夫
　
 
 
い
る

45
.5

48
.2

6.
3

44
2

無
回
答

44
.8

43
.1

12
.1

58
＜

女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
46

.8
43

.6
9.

6
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
36

.0
61

.1
2.

9
23

9
無
回
答

57
.9

42
.1

0.
0

19

問
9　

あ
な
た
は

こ
れ
ま
で
介
護
の
た
め
に
、
介
護
休
業
の

取
得
以
外
に

　
　
次
の
こ
と
を
行
い
ま
し
た
か

。

  
  

  
 

■
休
職

あ
る

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
6.

6
84

.9
8.

5
90

6

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
6.

0
89

.2
4.

8
16

6
40

-4
9 歳

6.
0

87
.5

6.
6

31
9

50
-5

9 歳
7.

4
81

.2
11

.4
42

1

＜
男
性

＞
4.

2
90

.8
5.

0
24

0
＜
男
性

・
現
職

＞

正
規
雇
用

1.
9

96
.8

1.
3

15
5

非
正

規
雇
用

9.
5

85
.7

4.
8

21
自
営
・

そ
の
他

10
.2

75
.5

14
.3

49
無
職

0.
0

83
.3

16
.7

12
無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

3.
6

91
.1

5.
4

56
妻
　

  
い
る

4.
2

92
.2

3.
6

16
7

無
回
答

5.
9

76
.5

17
.6

17
＜
男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

6.
3

87
.5

6.
3

48
主
た
る

介
護
者
で

な
い

3.
7

92
.6

3.
7

18
9

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女
性

＞
7.

5
82

.7
9.

8
66

6
＜
女
性

・
現
職

＞

正
規
雇
用

6.
2

87
.6

6.
2

16
1

非
正

規
雇
用

6.
5

87
.6

5.
9

33
9

自
営
・

そ
の
他

11
.7

72
.1

16
.2

11
1

無
職

11
.4

59
.1

29
.5

44
無
回
答

0.
0

63
.6

36
.4

11
＜
女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

9.
0

83
.1

7.
8

16
6

夫
　

  
い
る

6.
6

83
.7

9.
7

44
2

無
回
答

10
.3

74
.1

15
.5

58
＜
女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で

あ
る

9.
6

77
.9

12
.5

40
8

主
た
る

介
護
者
で

な
い

3.
8

91
.2

5.
0

23
9

無
回
答

10
.5

78
.9

10
.5

19

問
9
　
あ
な

た
は
こ
れ

ま
で
介

護
の
た

め
に
、

介
護
休

業
の
取
得

以
外
に

　
　
次

の
こ
と

を
行
い
ま

し
た
か

。
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問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取

得
以
外
に
次

の
こ
と
を

行
い
た
い

で
す
か
。

■
年

次
有
給
休

暇
の
利
用

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数

＞

＜
総

計
＞

41
.6

35
.8

6.
2

16
.4

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
48

.2
33

.7
5.

4
12

.7
16

6
40

-4
9 歳

41
.4

38
.9

4.
1

15
.7

31
9

50
-5

9 歳
39

.2
34

.2
8.

1
18

.5
42

1

＜
男

性
＞

52
.5

30
.0

5.
0

12
.5

24
0

＜
男

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
70

.3
20

.6
0.

0
9.

0
15

5
非
正
規
雇

用
38

.1
57

.1
0.

0
4.

8
21

自
営
・
そ
の

他
16

.3
57

.1
0.

0
26

.5
49

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
12

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
42

.9
32

.1
7.

1
17

.9
56

妻
　
  
い

る
59

.3
28

.1
2.

4
10

.2
16

7
無
回

答
17

.6
41

.2
23

.5
17

.6
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
50

.0
22

.9
16

.7
10

.4
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
54

.0
31

.7
1.

6
12

.7
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

37
.7

37
.8

6.
6

17
.9

66
6

＜
女

性
・
現
職

＞

正
規
雇

用
64

.0
19

.3
0.

0
16

.8
16

1
非
正
規
雇

用
38

.6
45

.7
0.

0
15

.6
33

9
自

営
・
そ
の

他
12

.6
55

.9
0.

0
31

.5
11

1
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

44
無
回

答
27

.3
36

.4
0.

0
36

.4
11

＜
女

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

夫
　
い
な

い
45

.2
24

.7
9.

6
20

.5
16

6
夫
　
  
い

る
35

.7
42

.8
4.

5
17

.0
44

2
無
回

答
31

.0
37

.9
13

.8
17

.2
58

＜
女

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
37

.3
37

.5
8.

6
16

.7
40

8
主
た
る
介

護
者
で
な

い
39

.3
37

.7
3.

8
19

.2
23

9
無
回

答
26

.3
47

.4
0.

0
26

.3
19
 

 
 

 
 

 
 

 

問
9
　
今
後
、
あ

な
た
は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取
得
以

外
に
次
の

こ
と
を
行

い
た
い
で

す
か
。

■
年

休
以
外
の

休
暇
制
度
の

利
用

す
る

し
な

い
現
在

仕
事
を

し
て

い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総

計
＞

22
.2

54
.5

6.
2

17
.1

90
6

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
27

.1
54

.2
5.

4
13

.3
16

6
40

-4
9 歳

21
.6

58
.6

4.
1

15
.7

31
9

50
-5

9 歳
20

.7
51

.5
8.

1
19

.7
42

1

＜
男

性
＞

25
.4

55
.8

5.
0

13
.8

24
0

＜
男

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
33

.5
55

.5
0.

0
11

.0
15

5
非
正
規
雇

用
19

.0
76

.2
0.

0
4.

8
21

自
営
・
そ
の
他

10
.2

63
.3

0.
0

26
.5

49
無

職
0.

0
0.

0
10

0.
0

0.
0

12
無
回

答
0.

0
33

.3
0.

0
66

.7
3

＜
男

性
・
同
居

配
偶
者
の

有
無
＞

妻
　
い
な

い
25

.0
48

.2
7.

1
19

.6
56

妻
　
  
い
る

28
.1

58
.7

2.
4

10
.8

16
7

無
回

答
0.

0
52

.9
23

.5
23

.5
17

＜
男

性
・
介
護

役
割
＞

主
た
る
介

護
者
で
あ

る
20

.8
50

.0
16

.7
12

.5
48

主
た
る
介

護
者
で
な

い
27

.0
57

.7
1.

6
13

.8
18

9
無
回

答
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
3

＜
女

性
＞

21
.0

54
.1

6.
6

18
.3

66
6

＜
女

性
・
現
職
＞

正
規
雇

用
32

.3
49

.7
0.

0
18

.0
16

1
非
正
規
雇

用
21

.5
62

.5
0.

0
15

.9
33

9
自

営
・
そ
の
他

12
.6

55
.9

0.
0

31
.5

11
1

無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
44

無
回

答
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9
　
今
後
、
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な
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は
介

護
の
た
め

に
、
介
護

休
業
の
取
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以
外
に
次

の
こ
と
を

行
い
た
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で
す
か
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休
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介
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介
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.8
13

.8
1.

7
58

＜
女
性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ
る

73
.8

2.
5

1.
0

12
.3

8.
6

2.
0

40
8

主
た
る

介
護

者
で
な
い

80
.3

1.
7

0.
4

12
.6

3.
8

1.
3

23
9

無
回

答
78

.9
0.

0
0.

0
21

.1
0.

0
0.

0
19
 

 
 

問
1
1
(
1
)
　

同
居

家
族

の
中

で
介

護
休

業
を

取
得

し
た

方
は

い
ま

す
か

。

い
る

い
な

い
あ

て
は

ま
ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

2.
0

85
.6

10
.9

1.
5

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
0.

5
82

.5
15

.9
1.

1
18

9
40

-4
9歳

1.
1

88
.6

9.
4

0.
9

35
0

50
-5

9 歳
3.

1
84

.7
10

.1
2.

1
48

5

＜
男

性
＞

1.
9

82
.4

13
.7

1.
9

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

0.
6

84
.6

13
.6

1.
2

16
2

非
正
規

雇
用

0.
0

81
.0

19
.0

0.
0

21
自

営
・
そ

の
他

8.
0

80
.0

12
.0

0.
0

50
無

職
0.

0
77

.8
22

.2
0.

0
18

無
回

答
0.

0
72

.7
0.

0
27

.3
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

1.
6

80
.3

14
.8

3.
3

61
妻

　
 
 
い

る
2.

2
87

.4
8.

7
1.

6
18

3
無

回
答

0.
0

38
.9

61
.1

0.
0

18
＜

男
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
7

72
.2

22
.2

1.
9

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

1.
5

85
.9

10
.7

2.
0

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
＞

2.
0

86
.7

10
.0

1.
3

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

2.
4

87
.5

10
.1

0.
0

16
8

非
正
規

雇
用

1.
4

91
.2

6.
5

0.
9

35
2

自
営

・
そ

の
他

1.
7

86
.2

10
.3

1.
7

11
6

無
職

1.
2

75
.3

22
.2

1.
2

81
無

回
答

6.
7

71
.1

13
.3

8.
9

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

2.
1

87
.6

9.
3

1.
0

19
3

夫
　
 
 
い

る
2.

0
94

.4
2.

4
1.

2
49

7
無

回
答

1.
4

31
.9

63
.9

2.
8

72
＜

女
性

・
介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

2.
5

88
.0

8.
2

1.
3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

1.
1

90
.2

7.
2

1.
5

26
5

無
回

答
0.

0
18

.2
81

.8
0.

0
22

 

－250－



 

問
1
1(
2
)
　

あ
な

た
に
は

、
配
偶

者
は
い

ら
っ
し

ゃ
い
ま

す
か
。

い
る

い
な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

70
.8

27
.3

1.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
46

.6
51

.9
1.

6
18

9
40

-4
9歳

76
.9

22
.3

0.
9

35
0

50
-5

9歳
75

.9
21

.4
2.

7
48

5

＜
男
性
＞

70
.2

27
.5

2.
3

26
2

＜
男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

79
.6

18
.5

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

47
.6

52
.4

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

60
.0

40
.0

0.
0

50
無
職

50
.0

50
.0

0.
0

18
無

回
答

54
.5

18
.2

27
.3

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

※
配
偶

者
が
要

介
護

者
の

場
合

は
、
「

い
な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　

い
な
い

3.
3

91
.8

4.
9

61
妻
　

 
 い

る
98

.4
0.

0
1.

6
18

3
無

回
答

11
.1

88
.9

0.
0

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
50

.0
46

.3
3.

7
54

主
た
る

介
護
者
で
な

い
75

.6
22

.4
2.

0
20

5
無

回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性
＞

71
.0

27
.3

1.
7

76
2

＜
女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

59
.5

40
.5

0.
0

16
8

非
正

規
雇
用

82
.1

16
.5

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

71
.6

28
.4

0.
0

11
6

無
職

51
.9

48
.1

0.
0

81
無

回
答

60
.0

22
.2

17
.8

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

※
配
偶

者
が
要

介
護

者
の

場
合

は
、
「

い
な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　

い
な
い

11
.9

87
.6

0.
5

19
3

夫
　

 
 い

る
98

.4
0.

0
1.

6
49

7
無

回
答

40
.3

54
.2

5.
6

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
76

.4
22

.3
1.

3
47

5
主

た
る

介
護
者
で
な

い
63

.0
35

.5
1.

5
26

5
無

回
答

50
.0

36
.4

13
.6

22
 

 
 

 
 

 
 

S
Q
1
1
-
2
-
1
　
配
偶
者
の
方
は
、
現
在
、
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
。

正
規
の
従
業

員
と
し
て
勤

め
て
い
る

パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
・

契
約
社
員
・

派
遣
社
員
等

と
し
て
勤
務

勤
め
以
外

（
自
営
業
・

自
由
業
等
）

の
仕
事
に
つ

い
て
い
る

仕
事
を
し

て
い
な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

49
.1

12
.8

18
.3

18
.9

0.
8

72
5

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
58

.0
3.

4
19

.3
19

.3
0.

0
88

40
-4

9歳
58

.4
14

.1
15

.2
11

.9
0.

4
26

9
50

-5
9歳

40
.2

14
.1

20
.4

23
.9

1.
4

36
8

＜
男
性
＞

14
.1

32
.1

8.
2

45
.1

0.
5

18
4

＜
男
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

14
.7

35
.7

3.
9

45
.7

0.
0

12
9

非
正
規
雇
用

30
.0

30
.0

10
.0

30
.0

0.
0

10
自
営
・
そ
の
他

10
.0

26
.7

30
.0

33
.3

0.
0

30
無
職

11
.1

11
.1

0.
0

66
.7

11
.1

9
無
回
答

0.
0

16
.7

0.
0

83
.3

0.
0

6
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

妻
　
い
な
い

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
2

妻
　
 
 
い
る

14
.4

32
.8

7.
8

45
.0

0.
0

18
0

無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

14
.8

44
.4

7.
4

33
.3

0.
0

27
主
た
る
介
護
者
で
な
い

14
.2

30
.3

7.
7

47
.7

0.
0

15
5

無
回
答

0.
0

0.
0

50
.0

0.
0

50
.0

2

＜
女
性
＞

61
.0

6.
3

21
.8

10
.0

0.
9

54
1

＜
女
性
・
現
職
＞

正
規
雇
用

60
.0

7.
0

22
.0

10
.0

1.
0

10
0

非
正
規
雇
用

69
.9

8.
0

11
.1

10
.4

0.
7

28
9

自
営
・
そ
の
他

33
.7

1.
2

57
.8

6.
0

1.
2

83
無
職

57
.1

4.
8

23
.8

14
.3

0.
0

42
無
回
答

59
.3

3.
7

22
.2

11
.1

3.
7

27
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無
＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

夫
　
い
な
い

0.
0

0.
0

4.
3

95
.7

0.
0

23
夫
　
 
 
い
る

65
.4

6.
1

22
.3

5.
3

0.
8

48
9

無
回
答

34
.5

13
.8

27
.6

20
.7

3.
4

29
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

59
.5

7.
2

20
.9

11
.8

0.
6

36
3

主
た
る
介
護
者
で
な
い

66
.5

4.
2

24
.0

4.
2

1.
2

16
7

無
回
答

27
.3

9.
1

18
.2

36
.4

9.
1

11
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S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
1
日

の
労

働
時

間
を

短
く

し
て
い

る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

8.
6

87
.5

0.
9

3.
1

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
5.

6
93

.0
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
9.

3
86

.9
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
7

86
.5

0.
4

4.
4

27
5

＜
男

性
＞

32
.0

66
.0

1.
0

1.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

27
.1

71
.4

1.
4

0.
0

70
非

正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
7

自
営

・
そ

の
他

65
.0

30
.0

0.
0

5.
0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
32

.3
65

.7
1.

0
1.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

77
.8

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

35
.8

63
.0

1.
2

0.
0

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

3.
7

91
.9

0.
8

3.
5

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

9.
0

89
.9

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

1.
6

93
.8

1.
2

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

5.
2

88
.3

1.
3

5.
2

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
4.

3
87

.0
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
3.

7
92

.6
0.

7
3.

1
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
5

91
.8

0.
9

3.
8

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

4.
4

91
.8

0.
6

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
週

の
労

働
日

数
を

減
ら

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

6.
9

89
.0

1.
0

3.
1

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
4.

2
94

.4
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
5.

9
90

.3
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
4

86
.5

0.
7

4.
4

27
5

＜
男

性
＞

27
.0

71
.0

1.
0

1.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

24
.3

74
.3

1.
4

0.
0

70
非

正
規

雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

7
自

営
・
そ

の
他

45
.0

50
.0

0.
0

5.
0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
27

.3
70

.7
1.

0
1.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

5.
6

88
.9

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

32
.1

66
.7

1.
2

0.
0

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

2.
7

92
.7

1.
0

3.
5

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

9.
0

89
.9

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

0.
8

94
.6

1.
2

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

1.
3

90
.9

2.
6

5.
2

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
4.

3
87

.0
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
2.

4
93

.7
0.

9
3.

1
45

9
無

回
答

9.
1

72
.7

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

3.
1

92
.1

0.
9

3.
8

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

1.
9

93
.7

1.
3

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
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S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
出

勤
時

間
を

遅
く

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

7.
9

88
.1

1.
0

2.
9

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
9.

9
88

.7
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
6.

4
89

.8
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

8.
7

86
.5

0.
7

4.
0

27
5

＜
男

性
＞

19
.0

75
.0

4.
0

2.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

17
.1

80
.0

2.
9

0.
0

70
非

正
規

雇
用

14
.3

85
.7

0.
0

0.
0

7
自

営
・
そ

の
他

30
.0

50
.0

10
.0

10
.0

20
無

職
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
18

.2
75

.8
4.

0
2.

0
99

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

11
.1

83
.3

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

21
.0

72
.8

4.
9

1.
2

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

5.
6

90
.9

0.
4

3.
1

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

10
.1

88
.8

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

2.
3

93
.4

0.
8

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

11
.7

85
.7

0.
0

2.
6

77
無

職
2.

8
94

.4
0.

0
2.

8
36

無
回

答
8.

7
82

.6
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
5.

7
91

.5
0.

2
2.

6
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
0

90
.3

0.
6

3.
1

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
1

91
.8

0.
0

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
 

 
 

 
 

 
 

 

S
Q
1
1
-
2
-
2
　
配

偶
者

の
方

は
現

在
、

介
護

の
た

め
に

次
の

よ
う

な
こ

と
を
し

て
い

ま
す

か
。

■
帰

宅
時

間
を

早
く

し
て

い
る

は
い

い
い

え
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

9.
8

86
.1

1.
2

2.
9

58
2

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
7.

0
91

.5
1.

4
0.

0
71

40
-4

9 歳
10

.6
85

.6
1.

3
2.

5
23

6
50

-5
9歳

9.
8

85
.1

1.
1

4.
0

27
5

＜
男

性
＞

22
.0

72
.0

4.
0

2.
0

10
0

＜
男

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

22
.9

74
.3

2.
9

0.
0

70
非

正
規

雇
用

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
7

自
営

・
そ

の
他

25
.0

55
.0

10
.0

10
.0

20
無

職
50

.0
50

.0
0.

0
0.

0
2

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

妻
　
い

な
い

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0
妻

　
 
 
い

る
22

.2
71

.7
4.

0
2.

0
99

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

22
.2

72
.2

0.
0

5.
6

18
主

た
る

介
護

者
で

な
い

22
.2

71
.6

4.
9

1.
2

81
無

回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女

性
＞

7.
3

89
.0

0.
6

3.
1

48
2

＜
女

性
・

現
職

＞

正
規

雇
用

12
.4

86
.5

0.
0

1.
1

89
非

正
規

雇
用

5.
1

90
.7

0.
8

3.
5

25
7

自
営

・
そ

の
他

9.
1

87
.0

1.
3

2.
6

77
無

職
5.

6
91

.7
0.

0
2.

8
36

無
回

答
8.

7
82

.6
0.

0
8.

7
23

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞
※

配
偶

者
が

要
介

護
者

の
場

合
は

、
「
い

な
い

」
に

し
て

い
る

夫
　
い

な
い

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

夫
　
 
 
い

る
7.

4
89

.5
0.

4
2.

6
45

9
無

回
答

4.
5

77
.3

4.
5

13
.6

22
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

8.
5

87
.7

0.
6

3.
1

31
8

主
た

る
介

護
者
で

な
い

5.
1

91
.1

0.
6

3.
2

15
8

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

0.
0

6
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■
訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

  
  
  

  
  

な
い

  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

46
.6

37
.5

15
.9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
52

.4
36

.5
11

.1
18

9
40

-4
9歳

47
.4

41
.4

11
.1

35
0

50
-5

9歳
43

.7
35

.1
21

.2
48

5

＜
男

性
＞

48
.5

38
.5

13
.0

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

51
.2

39
.5

9.
3

16
2

非
正
規

雇
用

47
.6

47
.6

4.
8

21
自
営

・
そ

の
他

42
.0

38
.0

20
.0

50
無
職

55
.6

22
.2

22
.2

18
無

回
答

27
.3

36
.4

36
.4

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

49
.2

36
.1

14
.8

61
妻

　
 
 
い
る

49
.7

37
.2

13
.1

18
3

無
回
答

33
.3

61
.1

5.
6

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

40
.7

46
.3

13
.0

54
主
た
る

介
護

者
で

な
い

51
.2

36
.1

12
.7

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

33
.3

3

＜
女

性
＞

45
.9

37
.1

16
.9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

49
.4

38
.7

11
.9

16
8

非
正
規

雇
用

46
.9

38
.9

14
.2

35
2

自
営

・
そ

の
他

47
.4

35
.3

17
.2

11
6

無
職

42
.0

34
.6

23
.5

81
無

回
答

28
.9

26
.7

44
.4

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

44
.6

39
.4

16
.1

19
3

夫
　
 
 
い
る

47
.1

36
.6

16
.3

49
7

無
回
答

41
.7

34
.7

23
.6

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

46
.1

36
.4

17
.5

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

47
.2

38
.5

14
.3

26
5

無
回
答

27
.3

36
.4

36
.4

22

問
12

(1
) 　

要
介
護
者

は
、

家
族

･
親
族

以
外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

 
 

 

■
デ

イ
サ

ー
ビ

ス   
  

  
  

  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

31
.3

62
.8

5.
9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
41

.8
52

.4
5.

8
18

9
40

-4
9歳

34
.9

60
.6

4.
6

35
0

50
-5

9歳
24

.7
68

.5
6.

8
48

5

＜
男

性
＞

33
.2

60
.3

6.
5

26
2

＜
男

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

38
.3

57
.4

4.
3

16
2

非
正

規
雇

用
28

.6
66

.7
4.

8
21

自
営

・
そ

の
他

24
.0

70
.0

6.
0

50
無

職
22

.2
72

.2
5.

6
18

無
回

答
27

.3
27

.3
45

.5
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
32

.8
59

.0
8.

2
61

妻
　

 
 
い

る
35

.0
59

.0
6.

0
18

3
無

回
答

16
.7

77
.8

5.
6

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

31
.5

61
.1

7.
4

54
主

た
る
介

護
者
で

な
い

34
.1

59
.5

6.
3

20
5

無
回

答
0.

0
10

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

30
.7

63
.6

5.
6

76
2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

31
.5

64
.9

3.
6

16
8

非
正

規
雇

用
32

.1
63

.4
4.

5
35

2
自

営
・

そ
の
他

23
.3

73
.3

3.
4

11
6

無
職

35
.8

58
.0

6.
2

81
無

回
答

26
.7

46
.7

26
.7

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
32

.1
60

.1
7.

8
19

3
夫

　
 
 
い

る
29

.0
68

.0
3.

0
49

7
無

回
答

38
.9

43
.1

18
.1

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

33
.3

61
.3

5.
5

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

26
.8

69
.1

4.
2

26
5

無
回

答
22

.7
50

.0
27

.3
22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族

･
親

族
以

外
の

介
護

サ
ー
ビ

ス
を

利
用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

 
 

 

■
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

  
  

  
  

  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

48
.6

35
.7

15
.6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
55

.6
34

.4
10

.1
18

9
40

-4
9歳

53
.7

33
.7

12
.6

35
0

50
-5

9歳
42

.3
37

.7
20

.0
48

5

＜
男

性
＞

53
.8

32
.8

13
.4

26
2

＜
男

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

58
.6

34
.0

7.
4

16
2

非
正

規
雇

用
47

.6
38

.1
14

.3
21

自
営

・
そ

の
他

42
.0

36
.0

22
.0

50
無

職
61

.1
16

.7
22

.2
18

無
回

答
36

.4
18

.2
45

.5
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
59

.0
24

.6
16

.4
61

妻
　

 
 
い

る
51

.9
37

.2
10

.9
18

3
無

回
答

55
.6

16
.7

27
.8

18
＜
男

性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
55

.6
24

.1
20

.4
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
53

.2
35

.6
11

.2
20

5
無

回
答

66
.7

0.
0

33
.3

3

＜
女

性
＞

46
.9

36
.7

16
.4

76
2

＜
女

性
・
現
職

＞ 正
規

雇
用

53
.6

32
.1

14
.3

16
8

非
正

規
雇

用
49

.7
36

.1
14

.2
35

2
自

営
・

そ
の
他

40
.5

43
.1

16
.4

11
6

無
職

39
.5

43
.2

17
.3

81
無

回
答

28
.9

31
.1

40
.0

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
48

.7
33

.7
17

.6
19

3
夫

　
 
 
い

る
46

.9
39

.4
13

.7
49

7
無

回
答

41
.7

26
.4

31
.9

72
＜
女

性
・

介
護

役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
45

.9
36

.6
17

.5
47

5
主

た
る
介

護
者

で
な

い
49

.8
37

.4
12

.8
26

5
無

回
答

31
.8

31
.8

36
.4

22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族

･
親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。
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■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
の

援
助

  
  
  

  
  
な

い
  
  

  
  

 あ
る

  
 無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

67
.1

8.
2

24
.7

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
74

.1
7.

9
18

.0
18

9
40

-4
9歳

70
.9

10
.6

18
.6

35
0

50
-5

9歳
61

.6
6.

6
31

.8
48

5

＜
男

性
＞

69
.8

11
.1

19
.1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

77
.8

11
.7

10
.5

16
2

非
正

規
雇
用

66
.7

9.
5

23
.8

21
自

営
・

そ
の
他

60
.0

6.
0

34
.0

50
無
職

50
.0

22
.2

27
.8

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

70
.5

8.
2

21
.3

61
妻
　

 
 い

る
71

.6
11

.5
16

.9
18

3
無

回
答

50
.0

16
.7

33
.3

18
＜
男

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

68
.5

9.
3

22
.2

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

70
.7

11
.2

18
.0

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女

性
＞

66
.1

7.
2

26
.6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

72
.0

6.
5

21
.4

16
8

非
正

規
雇
用

69
.3

8.
2

22
.4

35
2

自
営
・

そ
の
他

64
.7

8.
6

26
.7

11
6

無
職

54
.3

4.
9

40
.7

81
無

回
答

44
.4

2.
2

53
.3

45
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

67
.4

5.
2

27
.5

19
3

夫
　

 
 い

る
67

.0
8.

0
24

.9
49

7
無

回
答

56
.9

6.
9

36
.1

72
＜
女

性
・
介

護
役
割

＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

62
.7

8.
2

29
.1

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

74
.3

4.
9

20
.8

26
5

無
回
答

40
.9

13
.6

45
.5

22

問
12

(1
) 　

要
介
護

者
は
、

家
族
･
親

族
以
外
の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し
た

　
　

　
 こ

と
が

あ
り
ま

す
か
。

 
 

 

■
隣
人

・
友

人
の
援

助

  
  

  
  

  
な

い
  

  
  

  
 あ

る
  

 無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

59
.0

18
.0

23
.0

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
66

.1
17

.5
16

.4
18

9
40

-4
9歳

63
.1

20
.0

16
.9

35
0

50
-5

9歳
53

.2
16

.7
30

.1
48

5

＜
男
性
＞

61
.8

19
.5

18
.7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

67
.9

21
.6

10
.5

16
2

非
正
規

雇
用

57
.1

19
.0

23
.8

21
自
営

・
そ

の
他

54
.0

14
.0

32
.0

50
無
職

50
.0

22
.2

27
.8

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　
い

な
い

63
.9

16
.4

19
.7

61
妻

　
 
 
い
る

62
.8

20
.2

16
.9

18
3

無
回
答

44
.4

22
.2

33
.3

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

59
.3

16
.7

24
.1

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

62
.9

20
.0

17
.1

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

33
.3

3

＜
女
性
＞

58
.0

17
.5

24
.5

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

58
.3

21
.4

20
.2

16
8

非
正
規

雇
用

60
.8

18
.8

20
.5

35
2

自
営

・
そ

の
他

62
.9

12
.9

24
.1

11
6

無
職

49
.4

14
.8

35
.8

81
無

回
答

37
.8

8.
9

53
.3

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　
い

な
い

62
.2

12
.4

25
.4

19
3

夫
　
 
 
い
る

57
.7

19
.1

23
.1

49
7

無
回
答

48
.6

19
.4

31
.9

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

54
.1

19
.6

26
.3

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

66
.8

13
.6

19
.6

26
5

無
回
答

36
.4

18
.2

45
.5

22

問
12

(1
) 　

要
介

護
者

は
、

家
族
･
親

族
以

外
の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を
利

用
し

た

　
　
　

 こ
と
が
あ

り
ま

す
か

。
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■
役

所
や

介
護

施
設

へ
の
申

請
・

事
務

手
続

き

 は
い

 い
い

え
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

62
.5

33
.4

4.
0

76
9

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
40

.0
56

.2
3.

8
13

0
40

-4
9歳

60
.2

37
.8

1.
9

25
9

50
-5

9歳
71

.8
22

.6
5.

5
38

0

＜
男

性
＞

53
.1

42
.8

4.
1

19
4

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
52

.1
44

.4
3.

4
11

7
非

正
規

雇
用

44
.4

50
.0

5.
6

18
自

営
・

そ
の
他

56
.1

43
.9

0.
0

41
無

職
69

.2
23

.1
7.

7
13

無
回

答
40

.0
20

.0
40

.0
5

＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
46

.5
46

.5
7.

0
43

妻
　

 
 い

る
52

.6
44

.4
3.

0
13

5
無

回
答

75
.0

18
.8

6.
3

16
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

75
.0

20
.0

5.
0

40
主

た
る

介
護

者
で

な
い

47
.7

48
.3

4.
0

15
1

無
回

答
33

.3
66

.7
0.

0
3

＜
女

性
＞

65
.7

30
.3

4.
0

57
5

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
61

.9
34

.1
4.

0
12

6
非

正
規

雇
用

65
.2

31
.8

3.
0

26
7

自
営

・
そ

の
他

76
.3

19
.6

4.
1

97
無

職
62

.1
31

.0
6.

9
58

無
回

答
59

.3
33

.3
7.

4
27

＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
54

.0
40

.9
5.

1
13

7
夫

　
 
 い

る
68

.3
27

.9
3.

8
39

4
無

回
答

79
.5

18
.2

2.
3

44
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

79
.9

14
.7

5.
4

35
3

主
た

る
介

護
者
で

な
い

41
.6

56
.5

1.
9

20
9

無
回

答
69

.2
30

.8
0.

0
13

問
12

(1
)　

訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
、

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
の

   
   

   
 　

い
ず

れ
か

を
利

用
し

た
こ

と
が

 あ
る

方
は

SQ
に

も
お
答
え

く
だ

　
　

　
　
さ

い
。

　
　

　
   
最

初
の

利
用

に
あ

た
り

あ
な

た
は
以

下
の

こ
と

を
し

ま
し

た
か

。

 
 

 

■
ケ

ア
マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
の

選
定

 は
い

 い
い

え
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

48
.1

47
.5

4.
4

76
9

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
20

.0
76

.2
3.

8
13

0
40

-4
9歳

45
.6

51
.7

2.
7

25
9

50
-5

9歳
59

.5
34

.7
5.

8
38

0

＜
男
性
＞

35
.6

60
.3

4.
1

19
4

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
34

.2
62

.4
3.

4
11

7
非

正
規

雇
用

27
.8

66
.7

5.
6

18
自

営
・
そ

の
他

43
.9

56
.1

0.
0

41
無

職
38

.5
53

.8
7.

7
13

無
回

答
20

.0
40

.0
40

.0
5

＜
男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

20
.9

72
.1

7.
0

43
妻

　
 
 
い

る
37

.0
60

.0
3.

0
13

5
無

回
答

62
.5

31
.3

6.
3

16
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

62
.5

32
.5

5.
0

40
主
た

る
介

護
者
で

な
い

27
.8

68
.2

4.
0

15
1

無
回

答
66

.7
33

.3
0.

0
3

＜
女
性
＞

52
.3

43
.1

4.
5

57
5

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
46

.0
49

.2
4.

8
12

6
非

正
規

雇
用

52
.1

43
.8

4.
1

26
7

自
営

・
そ

の
他

62
.9

33
.0

4.
1

97
無

職
51

.7
41

.4
6.

9
58

無
回

答
48

.1
48

.1
3.

7
27

＜
女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

42
.3

52
.6

5.
1

13
7

夫
　
 
 
い

る
56

.1
39

.6
4.

3
39

4
無

回
答

50
.0

45
.5

4.
5

44
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

63
.2

30
.6

6.
2

35
3

主
た

る
介

護
者
で

な
い

34
.0

64
.1

1.
9

20
9

無
回

答
53

.8
46

.2
0.

0
13

問
12

(1
)　

訪
問

介
護

サ
ー
ビ

ス
、
デ

イ
サ

ー
ビ
ス
、
シ

ョ
ー
ト

ス
テ

イ
の

   
   

   
 　

い
ず

れ
か

を
利
用

し
た
こ

と
が

 あ
る

方
は

SQ
に
も

お
答
え
く

だ
　

　
　

　
さ

い
。

　
　
　

   
最
初

の
利
用

に
あ

た
り
あ

な
た
は
以
下

の
こ

と
を
し

ま
し
た

か
。
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■
訪

問
介

護
サ

ー
ビ
ス

利
用

し
て

い
な
い

利
用
し

て
い
る

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

61
.6

28
.6

9.
8

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
65

.6
28

.6
5.

8
18

9
40

-4
9歳

62
.0

32
.6

5.
4

35
0

50
-5

9歳
59

.8
25

.8
14

.4
48

5

＜
男

性
＞

64
.1

29
.0

6.
9

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
66

.0
29

.0
4.

9
16

2
非

正
規
雇

用
52

.4
47

.6
0.

0
21

自
営

・
そ
の

他
66

.0
28

.0
6.

0
50

無
職

77
.8

5.
6

16
.7

18
無
回

答
27

.3
36

.4
36

.4
11

＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な

い
57

.4
31

.1
11

.5
61

妻
　

 
 い

る
66

.1
27

.9
6.

0
18

3
無
回

答
66

.7
33

.3
0.

0
18

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

61
.1

35
.2

3.
7

54
主
た

る
介
護

者
で

な
い

64
.4

27
.8

7.
8

20
5

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女

性
＞

60
.8

28
.5

10
.8

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
65

.5
30

.4
4.

2
16

8
非

正
規
雇

用
61

.6
29

.8
8.

5
35

2
自
営

・
そ
の

他
59

.5
26

.7
13

.8
11

6
無

職
61

.7
22

.2
16

.0
81

無
回

答
37

.8
26

.7
35

.6
45

＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
62

.2
30

.1
7.

8
19

3
夫

　
 
 い

る
61

.0
28

.0
11

.1
49

7
無
回

答
55

.6
27

.8
16

.7
72

＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

60
.2

27
.8

12
.0

47
5

主
た

る
介
護

者
で

な
い

61
.9

30
.2

7.
9

26
5

無
回

答
59

.1
22

.7
18

.2
22

問
12

(2
)　

要
介
護

者
は
、

現
在
、

家
族
･親

族
以

外
の

介
護
サ

ー
ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い

ま
す
か
。

  
  

  

■
デ
イ

サ
ー

ビ
ス

利
用
し

て
い
な

い
利

用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
45

.4
50

.2
4.

4
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
53

.4
42

.9
3.

7
18

9
40

-4
9歳

50
.3

46
.9

2.
9

35
0

50
-5

9歳
38

.8
55

.5
5.

8
48

5

＜
男
性

＞
45

.0
50

.8
4.

2
26

2
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

48
.8

49
.4

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

47
.6

47
.6

4.
8

21
自
営

・
そ

の
他

38
.0

60
.0

2.
0

50
無
職

38
.9

55
.6

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

45
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

44
.3

49
.2

6.
6

61
妻

　
 
 
い
る

45
.4

51
.4

3.
3

18
3

無
回
答

44
.4

50
.0

5.
6

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

53
.7

42
.6

3.
7

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

42
.4

53
.2

4.
4

20
5

無
回
答

66
.7

33
.3

0.
0

3

＜
女
性

＞
45

.5
50

.0
4.

5
76

2
＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

44
.6

54
.8

0.
6

16
8

非
正
規

雇
用

48
.0

48
.3

3.
7

35
2

自
営

・
そ

の
他

42
.2

55
.2

2.
6

11
6

無
職

48
.1

43
.2

8.
6

81
無

回
答

33
.3

44
.4

22
.2

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

47
.7

47
.7

4.
7

19
3

夫
　
 
 
い
る

43
.1

53
.3

3.
6

49
7

無
回
答

56
.9

33
.3

9.
7

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

47
.2

48
.2

4.
6

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

41
.1

55
.5

3.
4

26
5

無
回
答

63
.6

22
.7

13
.6

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･
親
族

以
外

の
介

護
サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い
ま

す
か

。

  
  

 

■
シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ 利
用
し

て
い
な

い
利

用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

65
.5

25
.0

9.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
72

.0
22

.8
5.

3
18

9
40

-4
9歳

72
.0

22
.0

6.
0

35
0

50
-5

9歳
58

.4
28

.0
13

.6
48

5

＜
男
性
＞

65
.6

25
.2

9.
2

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

68
.5

25
.9

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

61
.9

28
.6

9.
5

21
自
営

・
そ

の
他

64
.0

26
.0

10
.0

50
無
職

66
.7

16
.7

16
.7

18
無

回
答

36
.4

18
.2

45
.5

11
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

68
.9

19
.7

11
.5

61
妻

　
 
 い

る
63

.4
28

.4
8.

2
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
74

.1
18

.5
7.

4
54

主
た
る

介
護

者
で
な

い
62

.9
27

.3
9.

8
20

5
無

回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

65
.5

24
.9

9.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

72
.6

23
.2

4.
2

16
8

非
正
規

雇
用

67
.9

24
.7

7.
4

35
2

自
営

・
そ

の
他

63
.8

25
.9

10
.3

11
6

無
職

58
.0

25
.9

16
.0

81
無

回
答

37
.8

28
.9

33
.3

45
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

71
.0

19
.2

9.
8

19
3

夫
　
 
 い

る
62

.2
29

.0
8.

9
49

7
無

回
答

73
.6

12
.5

13
.9

72
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
64

.8
24

.6
10

.5
47

5
主

た
る

介
護

者
で
な

い
67

.2
25

.7
7.

2
26

5
無

回
答

59
.1

22
.7

18
.2

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し

て
い
ま

す
か
。

 

－257－



 

■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
援

助

利
用

し
て

い
な
い

利
用

し
て
い

る
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総

計
＞

80
.9

6.
2

13
.0

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
86

.2
6.

3
7.

4
18

9
40

-4
9歳

83
.1

8.
9

8.
0

35
0

50
-5

9歳
77

.1
4.

1
18

.8
48

5

＜
男

性
＞

80
.5

8.
0

11
.5

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

85
.8

8.
6

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

76
.2

9.
5

14
.3

21
自
営

・
そ

の
他

78
.0

6.
0

16
.0

50
無
職

72
.2

5.
6

22
.2

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

80
.3

4.
9

14
.8

61
妻

　
 
 い

る
80

.9
8.

7
10

.4
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男

性
・

介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

81
.5

9.
3

9.
3

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

80
.0

7.
8

12
.2

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

81
.0

5.
5

13
.5

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

88
.7

5.
4

6.
0

16
8

非
正
規

雇
用

83
.2

6.
0

10
.8

35
2

自
営

・
そ

の
他

77
.6

7.
8

14
.7

11
6

無
職

74
.1

2.
5

23
.5

81
無

回
答

55
.6

2.
2

42
.2

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

82
.9

4.
1

13
.0

19
3

夫
　
 
 い

る
80

.5
6.

6
12

.9
49

7
無

回
答

79
.2

1.
4

19
.4

72
＜
女

性
・

介
護

役
割

＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

78
.9

6.
3

14
.7

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

85
.3

4.
2

10
.6

26
5

無
回
答

72
.7

4.
5

22
.7

22

問
12

(2
)　

要
介

護
者

は
、

現
在
、

家
族

･親
族

以
外

の
介
護

サ
ー

ビ
ス

を

　
　

　
 利

用
し
て

い
ま

す
か
。

  
  

  

■
隣

人
・

友
人
の

援
助

利
用

し
て

い
な
い

利
用
し

て
い
る

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

75
.6

12
.0

12
.4

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
78

.8
13

.8
7.

4
18

9
40

-4
9歳

78
.3

14
.9

6.
9

35
0

50
-5

9歳
72

.4
9.

3
18

.4
48

5

＜
男

性
＞

77
.5

11
.1

11
.5

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

82
.7

11
.7

5.
6

16
2

非
正
規

雇
用

66
.7

19
.0

14
.3

21
自
営

・
そ

の
他

76
.0

8.
0

16
.0

50
無
職

72
.2

5.
6

22
.2

18
無

回
答

36
.4

9.
1

54
.5

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

78
.7

6.
6

14
.8

61
妻

　
 
 い

る
77

.0
12

.6
10

.4
18

3
無

回
答

77
.8

11
.1

11
.1

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

77
.8

13
.0

9.
3

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

77
.1

10
.7

12
.2

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

74
.9

12
.3

12
.7

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

78
.6

15
.5

6.
0

16
8

非
正
規

雇
用

77
.0

13
.4

9.
7

35
2

自
営

・
そ

の
他

75
.9

9.
5

14
.7

11
6

無
職

70
.4

7.
4

22
.2

81
無

回
答

51
.1

8.
9

40
.0

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

77
.2

10
.9

11
.9

19
3

夫
　
 
 い

る
74

.6
12

.9
12

.5
49

7
無

回
答

70
.8

12
.5

16
.7

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

72
.2

13
.9

13
.9

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

80
.4

9.
4

10
.2

26
5

無
回
答

68
.2

13
.6

18
.2

22

問
12

(2
)　

要
介
護

者
は

、
現

在
、

家
族

･親
族
以

外
の

介
護
サ

ー
ビ

ス
を

　
　

　
 利

用
し

て
い

ま
す

か
。

 

－258－



 

 
 

 

■
訪
問

介
護

サ
ー

ビ
ス

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

86
.7

9.
9

3.
4

29
3

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
88

.9
11

.1
0.

0
54

40
-4

9歳
89

.5
9.

6
0.

9
11

4
50

-5
9歳

83
.2

9.
6

7.
2

12
5

＜
男
性
＞

82
.9

14
.5

2.
6

76
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

87
.2

10
.6

2.
1

47
非

正
規

雇
用

60
.0

30
.0

10
.0

10
自
営

・
そ

の
他

92
.9

7.
1

0.
0

14
無
職

0.
0

10
0.

0
0.

0
1

無
回
答

75
.0

25
.0

0.
0

4
＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

73
.7

26
.3

0.
0

19
妻

　
 
 
い
る

86
.3

9.
8

3.
9

51
無

回
答

83
.3

16
.7

0.
0

6
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

78
.9

15
.8

5.
3

19
主

た
る

介
護

者
で

な
い

84
.2

14
.0

1.
8

57
無

回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

88
.0

8.
3

3.
7

21
7

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

86
.3

7.
8

5.
9

51
非

正
規

雇
用

93
.3

3.
8

2.
9

10
5

自
営

・
そ

の
他

77
.4

22
.6

0.
0

31
無
職

83
.3

11
.1

5.
6

18
無

回
答

83
.3

8.
3

8.
3

12
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

82
.8

15
.5

1.
7

58
夫

　
 
 
い
る

90
.6

4.
3

5.
0

13
9

無
回
答

85
.0

15
.0

0.
0

20
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

89
.4

5.
3

5.
3

13
2

主
た
る

介
護

者
で

な
い

87
.5

11
.3

1.
3

80
無

回
答

60
.0

40
.0

0.
0

5

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か

。

　
　

　
利

用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内

容
に

満
足
し

て
い

ま
す

か
。

 
 

■
デ
イ

サ
ー
ビ
ス

 
満
足

不
満

 無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

87
.7

8.
6

3.
7

51
4

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
85

.2
11

.1
3.

7
81

40
-4

9歳
89

.0
8.

5
2.

4
16

4
50

-5
9歳

87
.7

7.
8

4.
5

26
9

＜
男
性
＞

87
.2

9.
0

3.
8

13
3

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

87
.5

10
.0

2.
5

80
非

正
規
雇

用
70

.0
20

.0
10

.0
10

自
営

・
そ
の
他

96
.7

0.
0

3.
3

30
無

職
70

.0
20

.0
10

.0
10

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男
性
・

同
居
配

偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い
な
い

83
.3

13
.3

3.
3

30
妻

　
 
 い

る
89

.4
6.

4
4.

3
94

無
回
答

77
.8

22
.2

0.
0

9
＜
男
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

82
.6

13
.0

4.
3

23
主
た

る
介
護

者
で
な
い

88
.1

8.
3

3.
7

10
9

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
女
性
＞

87
.9

8.
4

3.
7

38
1

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

82
.6

13
.0

4.
3

92
非

正
規
雇

用
90

.0
5.

9
4.

1
17

0
自
営

・
そ
の
他

89
.1

7.
8

3.
1

64
無

職
94

.3
5.

7
0.

0
35

無
回
答

80
.0

15
.0

5.
0

20
＜
女
性
・

同
居
配

偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い
な
い

82
.6

14
.1

3.
3

92
夫

　
 
 い

る
89

.4
6.

8
3.

8
26

5
無
回
答

91
.7

4.
2

4.
2

24
＜
女
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

90
.0

6.
6

3.
5

22
9

主
た

る
介
護

者
で
な
い

85
.0

11
.6

3.
4

14
7

無
回
答

80
.0

0.
0

20
.0

5

問
12

(2
)

要
介
護
者
は

、
現
在

、
家
族
･
親
族

以
外
の

介
護
サ
ー

ビ
ス
を

   
   

   
   
利

用
し
て
い

ま
す
か

。

　
　

利
用
し
て

い
る
方

は
、
サ
ー

ビ
ス
内

容
に
満

足
し
て
い

ま
す
か

。

  
 

■
シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

80
.1

16
.0

3.
9

25
6

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
79

.1
16

.3
4.

7
43

40
-4

9歳
81

.8
15

.6
2.

6
77

50
-5

9歳
79

.4
16

.2
4.

4
13

6

＜
男
性
＞

75
.8

19
.7

4.
5

66
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

71
.4

23
.8

4.
8

42
非

正
規

雇
用

83
.3

16
.7

0.
0

6
自
営

・
そ

の
他

76
.9

15
.4

7.
7

13
無
職

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
2

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

83
.3

8.
3

8.
3

12
妻

　
 
 い

る
75

.0
21

.2
3.

8
52

無
回
答

50
.0

50
.0

0.
0

2
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
80

.0
20

.0
0.

0
10

主
た
る

介
護

者
で
な

い
75

.0
19

.6
5.

4
56

無
回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

81
.6

14
.7

3.
7

19
0

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

76
.9

17
.9

5.
1

39
非

正
規

雇
用

82
.8

12
.6

4.
6

87
自
営

・
そ

の
他

86
.7

10
.0

3.
3

30
無
職

85
.7

14
.3

0.
0

21
無

回
答

69
.2

30
.8

0.
0

13
＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

62
.2

32
.4

5.
4

37
夫

　
 
 い

る
86

.1
10

.4
3.

5
14

4
無

回
答

88
.9

11
.1

0.
0

9
＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
83

.8
12

.0
4.

3
11

7
主

た
る

介
護

者
で
な

い
77

.9
19

.1
2.

9
68

無
回
答

80
.0

20
.0

0.
0

5

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か
。

　
　

利
用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内
容

に
満

足
し

て
い

ま
す
か

。
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■
ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
の
援

助  
満

足
不
満

 
無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

68
.3

11
.1

20
.6

63

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
66

.7
8.

3
25

.0
12

40
-4

9歳
80

.6
9.

7
9.

7
31

50
-5

9歳
50

.0
15

.0
35

.0
20

＜
男

性
＞

66
.7

14
.3

19
.0

21
＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
71

.4
7.

1
21

.4
14

非
正

規
雇

用
0.

0
50

.0
50

.0
2

自
営

・
そ
の
他

66
.7

33
.3

0.
0

3
無

職
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
男

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

妻
　

い
な

い
66

.7
0.

0
33

.3
3

妻
　

  
い

る
68

.8
12

.5
18

.8
16

無
回

答
50

.0
50

.0
0.

0
2

＜
男

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

60
.0

20
.0

20
.0

5
主
た

る
介
護

者
で

な
い

68
.8

12
.5

18
.8

16
無
回

答
0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女

性
＞

69
.0

9.
5

21
.4

42
＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
44

.4
22

.2
33

.3
9

非
正

規
雇

用
66

.7
4.

8
28

.6
21

自
営

・
そ
の
他

88
.9

11
.1

0.
0

9
無

職
10

0.
0

0.
0

0.
0

2
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
女

性
・
同

居
配
偶

者
の

有
無
＞

夫
　

い
な

い
50

.0
25

.0
25

.0
8

夫
　

  
い

る
72

.7
6.

1
21

.2
33

無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1
＜
女

性
・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介
護

者
で

あ
る

66
.7

6.
7

26
.7

30
主
た

る
介
護

者
で

な
い

72
.7

18
.2

9.
1

11
無
回

答
10

0.
0

0.
0

0.
0

1

問
12

(2
)

要
介

護
者
は

、
現
在

、
家
族

･
親
族

以
外
の

介
護
サ

ー
ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て
い

ま
す

か
。

　
　

利
用

し
て
い

る
方
は

、
サ
ー

ビ
ス
内

容
に
満

足
し

て
い
ま

す
か
。

 
 

 

■
隣
人

・
友

人
の
援

助

 
満

足
不
満

 無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

78
.0

5.
7

16
.3

12
3

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
80

.8
3.

8
15

.4
26

40
-4

9歳
88

.5
3.

8
7.

7
52

50
-5

9歳
64

.4
8.

9
26

.7
45

＜
男
性
＞

62
.1

10
.3

27
.6

29
＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

68
.4

5.
3

26
.3

19
非

正
規

雇
用

25
.0

25
.0

50
.0

4
自
営

・
そ

の
他

75
.0

25
.0

0.
0

4
無
職

0.
0

0.
0

10
0.

0
1

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
1

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

75
.0

0.
0

25
.0

4
妻

　
 
 い

る
65

.2
8.

7
26

.1
23

無
回
答

0.
0

50
.0

50
.0

2
＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
42

.9
14

.3
42

.9
7

主
た
る

介
護

者
で
な

い
68

.2
9.

1
22

.7
22

無
回
答

0
.0

0
.0

0.
0

0

＜
女
性
＞

83
.0

4.
3

12
.8

94
＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇
用

84
.6

3.
8

11
.5

26
非

正
規

雇
用

78
.7

2.
1

19
.1

47
自
営

・
そ

の
他

81
.8

18
.2

0.
0

11
無
職

10
0.

0
0.

0
0.

0
6

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
4

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

85
.7

9.
5

4.
8

21
夫

　
 
 い

る
79

.7
3.

1
17

.2
64

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
9

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
81

.8
1.

5
16

.7
66

主
た
る

介
護

者
で
な

い
84

.0
12

.0
4.

0
25

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
3

問
12

(2
)

要
介

護
者

は
、

現
在

、
家

族
･親

族
以

外
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を

   
   

   
   
利
用

し
て

い
ま

す
か
。

　
　

利
用
し

て
い
る

方
は

、
サ

ー
ビ

ス
内
容

に
満

足
し

て
い

ま
す
か

。
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■
訪

問
介

護
サ
ー

ビ
ス

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

53
.0

20
.3

26
.7

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
50

.8
25

.9
23

.3
18

9
40

-4
9歳

59
.1

19
.7

21
.1

35
0

50
-5

9歳
49

.5
18

.6
32

.0
48

5

＜
男

性
＞

50
.0

22
.9

27
.1

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

51
.9

24
.1

24
.1

16
2

非
正

規
雇
用

57
.1

28
.6

14
.3

21
自

営
・

そ
の
他

42
.0

26
.0

32
.0

50
無
職

44
.4

11
.1

44
.4

18
無

回
答

54
.5

0.
0

45
.5

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

55
.7

16
.4

27
.9

61
妻
　

 
 
い
る

49
.2

23
.5

27
.3

18
3

無
回
答

38
.9

38
.9

22
.2

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
46

.3
25

.9
27

.8
54

主
た
る

介
護
者
で
な

い
51

.7
22

.0
26

.3
20

5
無

回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

54
.1

19
.4

26
.5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

56
.5

19
.0

24
.4

16
8

非
正

規
雇
用

58
.8

19
.9

21
.3

35
2

自
営
・

そ
の
他

49
.1

19
.8

31
.0

11
6

無
職

45
.7

21
.0

33
.3

81
無

回
答

35
.6

13
.3

51
.1

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

55
.4

19
.7

24
.9

19
3

夫
　

 
 
い
る

54
.1

19
.3

26
.6

49
7

無
回
答

50
.0

19
.4

30
.6

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ

る
53

.7
19

.6
26

.7
47

5
主

た
る

介
護
者
で
な

い
55

.1
19

.6
25

.3
26

5
無

回
答

50
.0

13
.6

36
.4

22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者
の

介
護
に

あ
た

り
、
介

護
サ
ー

ビ
ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い
ま

す
か
。

 
 

 

■
デ

イ
サ

ー
ビ

ス

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

67
.3

12
.6

20
.1

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
64

.6
17

.5
18

.0
18

9
40

-4
9歳

66
.9

13
.4

19
.7

35
0

50
-5

9歳
68

.7
10

.1
21

.2
48

5

＜
男

性
＞

64
.1

15
.3

20
.6

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
67

.3
14

.8
17

.9
16

2
非
正

規
雇

用
52

.4
33

.3
14

.3
21

自
営
・

そ
の

他
66

.0
12

.0
22

.0
50

無
職

61
.1

16
.7

22
.2

18
無
回

答
36

.4
0.

0
63

.6
11

＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
65

.6
14

.8
19

.7
61

妻
　

 
 い

る
65

.6
13

.1
21

.3
18

3
無
回

答
44

.4
38

.9
16

.7
18

＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
51

.9
18

.5
29

.6
54

主
た

る
介

護
者

で
な

い
68

.3
14

.1
17

.6
20

5
無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

68
.4

11
.7

19
.9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇

用
73

.2
10

.1
16

.7
16

8
非
正

規
雇

用
68

.2
14

.2
17

.6
35

2
自

営
・

そ
の

他
71

.6
11

.2
17

.2
11

6
無

職
60

.5
9.

9
29

.6
81

無
回

答
57

.8
2.

2
40

.0
45

＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
67

.4
11

.9
20

.7
19

3
夫
　

 
 い

る
71

.2
10

.1
18

.7
49

7
無
回

答
51

.4
22

.2
26

.4
72

＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
68

.0
11

.6
20

.4
47

5
主
た

る
介

護
者

で
な

い
70

.2
11

.7
18

.1
26

5
無
回

答
54

.5
13

.6
31

.8
22

問
12

(2
)　

今
後
、

要
介
護

者
の

介
護

に
あ

た
り

、
介

護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い

ま
す

か
。

 
 

 

■
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

56
.5

14
.8

28
.6

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
54

.0
18

.5
27

.5
18

9
40

-4
9歳

56
.9

16
.3

26
.9

35
0

50
-5

9歳
57

.3
12

.4
30

.3
48

5

＜
男

性
＞

51
.1

18
.3

30
.5

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

56
.2

17
.9

25
.9

16
2

非
正

規
雇

用
47

.6
33

.3
19

.0
21

自
営

・
そ

の
他

46
.0

16
.0

38
.0

50
無
職

38
.9

16
.7

44
.4

18
無

回
答

27
.3

9.
1

63
.6

11
＜

男
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

47
.5

19
.7

32
.8

61
妻
　
 
 い

る
54

.6
16

.4
29

.0
18

3
無

回
答

27
.8

33
.3

38
.9

18
＜

男
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

40
.7

24
.1

35
.2

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

54
.6

16
.6

28
.8

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

66
.7

3

＜
女

性
＞

58
.4

13
.6

28
.0

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

57
.7

13
.7

28
.6

16
8

非
正

規
雇

用
61

.1
15

.9
23

.0
35

2
自

営
・

そ
の
他

56
.9

13
.8

29
.3

11
6

無
職

56
.8

9.
9

33
.3

81
無

回
答

46
.7

2.
2

51
.1

45
＜

女
性

・
同

居
配
偶

者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

51
.3

16
.6

32
.1

19
3

夫
　
 
 い

る
64

.0
10

.7
25

.4
49

7
無

回
答

38
.9

26
.4

34
.7

72
＜

女
性

・
介

護
役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

59
.2

14
.5

26
.3

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

57
.7

12
.1

30
.2

26
5

無
回
答

50
.0

13
.6

36
.4

22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用

   
   

   
   
し

た
い

と
思

い
ま

す
か
。
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■
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

の
援

助 利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総

計
＞

22
.4

39
.7

37
.9

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9歳
22

.8
45

.5
31

.7
18

9
40

-4
9 歳

26
.9

40
.0

33
.1

35
0

50
-5

9歳
19

.0
37

.3
43

.7
48

5

＜
男

性
＞

22
.1

40
.8

37
.0

26
2

＜
男

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

26
.5

42
.6

30
.9

16
2

非
正
規

雇
用

19
.0

47
.6

33
.3

21
自

営
・
そ

の
他

10
.0

44
.0

46
.0

50
無

職
22

.2
27

.8
50

.0
18

無
回

答
18

.2
9.

1
72

.7
11

＜
男

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

18
.0

41
.0

41
.0

61
妻

　
 
 
い

る
24

.0
39

.9
36

.1
18

3
無

回
答

16
.7

50
.0

33
.3

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

16
.7

44
.4

38
.9

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

23
.9

40
.0

36
.1

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女

性
＞

22
.4

39
.4

38
.2

76
2

＜
女

性
・

現
職

＞ 正
規

雇
用

20
.8

42
.3

36
.9

16
8

非
正
規

雇
用

24
.7

41
.8

33
.5

35
2

自
営

・
そ

の
他

24
.1

36
.2

39
.7

11
6

無
職

19
.8

35
.8

44
.4

81
無

回
答

11
.1

24
.4

64
.4

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

20
.2

40
.9

38
.9

19
3

夫
　
 
 
い

る
22

.9
39

.0
38

.0
49

7
無

回
答

25
.0

37
.5

37
.5

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

24
.0

38
.1

37
.9

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

20
.0

41
.9

38
.1

26
5

無
回

答
18

.2
36

.4
45

.5
22

問
12

(2
)　

今
後
、

要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
利

用

   
   

   
   
し

た
い

と
思
い

ま
す

か
。

 
 

 

■
隣

人
・

友
人

の
援
助

利
用

し
た

い
利

用
し

た
く

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
20

.0
43

.5
36

.5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
18

.0
53

.4
28

.6
18

9
40

-4
9歳

25
.7

42
.3

32
.0

35
0

50
-5

9歳
16

.7
40

.4
42

.9
48

5

＜
男
性

＞
16

.4
45

.8
37

.8
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
19

.8
48

.8
31

.5
16

2
非

正
規

雇
用

4.
8

61
.9

33
.3

21
自

営
・
そ

の
他

14
.0

38
.0

48
.0

50
無

職
5.

6
44

.4
50

.0
18

無
回

答
18

.2
9.

1
72

.7
11

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

9.
8

49
.2

41
.0

61
妻

　
  

い
る

19
.7

43
.7

36
.6

18
3

無
回

答
5.

6
55

.6
38

.9
18

＜
男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

13
.0

50
.0

37
.0

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

17
.6

44
.9

37
.6

20
5

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
3

＜
女
性

＞
21

.3
42

.7
36

.1
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
24

.4
42

.3
33

.3
16

8
非

正
規

雇
用

22
.2

45
.7

32
.1

35
2

自
営

・
そ

の
他

20
.7

40
.5

38
.8

11
6

無
職

17
.3

42
.0

40
.7

81
無

回
答

11
.1

26
.7

62
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

19
.7

43
.5

36
.8

19
3

夫
　
  

い
る

22
.1

42
.1

35
.8

49
7

無
回

答
19

.4
44

.4
36

.1
72

＜
女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

24
.2

40
.8

34
.9

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

16
.6

45
.7

37
.7

26
5

無
回

答
13

.6
45

.5
40

.9
22

問
12

(2
)　

今
後

、
要
介

護
者

の
介

護
に

あ
た

り
、

介
護
サ

ー
ビ

ス
を

利
用

   
   

   
   
し
た

い
と

思
い

ま
す

か
。
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あ
る

な
い

わ
か
ら

な
い

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

83
.2

10
.3

4.
5

2.
1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
74

.1
13

.8
11

.1
1.

1
18

9
40

-4
9歳

80
.6

12
.9

4.
9

1.
7

35
0

50
-5

9歳
88

.7
7.

0
1.

6
2.

7
48

5

＜
男
性
＞

76
.0

14
.5

6.
1

3.
4

26
2

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

77
.2

16
.0

4.
9

1.
9

16
2

非
正
規
雇
用

76
.2

9.
5

14
.3

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

82
.0

10
.0

6.
0

2.
0

50
無
職

72
.2

22
.2

0.
0

5.
6

18
無
回
答

36
.4

9.
1

18
.2

36
.4

11
＜
男
性
・

同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

妻
　
い
な
い

68
.9

19
.7

8.
2

3.
3

61
妻
　
 
 
い
る

78
.1

13
.7

4.
9

3.
3

18
3

無
回
答

77
.8

5.
6

11
.1

5.
6

18
＜
男
性
・

介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

75
.9

16
.7

3.
7

3.
7

54
主
た
る

介
護
者
で
な
い

75
.6

14
.1

6.
8

3.
4

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

85
.7

8.
8

3.
9

1.
6

76
2

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇
用

88
.7

6.
0

5.
4

0.
0

16
8

非
正
規
雇
用

85
.8

9.
1

4.
3

0.
9

35
2

自
営
・
そ
の
他

87
.1

11
.2

0.
9

0.
9

11
6

無
職

84
.0

9.
9

4.
9

1.
2

81
無
回
答

73
.3

8.
9

2.
2

15
.6

45
＜
女
性
・

同
居
配
偶
者
の
有

無
＞

夫
　
い
な
い

83
.4

11
.9

3.
6

1.
0

19
3

夫
　
 
 
い
る

87
.5

7.
0

4.
2

1.
2

49
7

無
回
答

79
.2

12
.5

2.
8

5.
6

72
＜
女
性
・

介
護
役
割
＞

主
た
る

介
護
者
で
あ
る

85
.9

10
.3

2.
5

1.
3

47
5

主
た
る

介
護
者
で
な
い

86
.4

5.
7

6.
4

1.
5

26
5

無
回
答

72
.7

13
.6

4.
5

9.
1

22

問
12

(3
)　

こ
れ
ま
で
に
要

介
護
者
は
介
護
認

定
を
受
け
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
。

 
 

 

要
支

援
要

介
護

１
要

介
護

２
要

介
護

３
要

介
護

４
要

介
護

５
認

定
さ

れ
な

か
っ

た
わ

か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
15

.6
26

.3
20

.0
16

.2
7.

4
8.

7
0.

1
3.

6
2.

1
85

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
11

.4
20

.0
12

.9
15

.0
11

.4
13

.6
0.

0
12

.1
3.

6
14

0
40

-4
9歳

15
.2

25
.9

22
.0

13
.1

7.
4

10
.6

0.
0

3.
5

2.
1

28
2

50
-5

9歳
17

.2
28

.6
20

.9
18

.6
6.

0
5.

8
0.

2
0.

9
1.

6
43

0

＜
男
性

＞
12

.6
27

.1
16

.6
19

.1
10

.6
7.

0
0.

0
4.

5
2.

5
19

9
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
14

.4
22

.4
17

.6
20

.8
12

.0
6.

4
0.

0
4.

0
2.

4
12

5
非
正

規
雇

用
0.

0
37

.5
12

.5
12

.5
6.

3
18

.8
0.

0
12

.5
0.

0
16

自
営

・
そ

の
他

14
.6

31
.7

17
.1

19
.5

9.
8

4.
9

0.
0

2.
4

0.
0

41
無

職
7.

7
38

.5
15

.4
7.

7
7.

7
7.

7
0.

0
7.

7
7.

7
13

無
回

答
0.

0
50

.0
0.

0
25

.0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
25

.0
4

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

11
.9

16
.7

19
.0

21
.4

9.
5

7.
1

0.
0

14
.3

0.
0

42
妻

　
 
 い

る
12

.6
28

.0
16

.1
19

.6
11

.9
7.

0
0.

0
2.

1
2.

8
14

3
無

回
答

14
.3

50
.0

14
.3

7.
1

0.
0

7.
1

0.
0

0.
0

7.
1

14
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
7.

3
36

.6
14

.6
24

.4
7.

3
7.

3
0.

0
0.

0
2.

4
41

主
た

る
介

護
者

で
な

い
13

.5
25

.2
17

.4
18

.1
11

.0
6.

5
0.

0
5.

8
2.

6
15

5
無

回
答

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
16

.5
26

.0
21

.0
15

.3
6.

4
9.

2
0.

2
3.

4
2.

0
65

3
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
14

.1
23

.5
22

.8
17

.4
7.

4
8.

7
0.

7
3.

4
2.

0
14

9
非
正

規
雇

用
17

.2
28

.5
18

.9
15

.6
5.

6
7.

9
0.

0
4.

6
1.

7
30

2
自

営
・
そ

の
他

15
.8

26
.7

25
.7

14
.9

5.
0

6.
9

0.
0

3.
0

2.
0

10
1

無
職

16
.2

20
.6

19
.1

13
.2

8.
8

19
.1

0.
0

0.
0

2.
9

68
無

回
答

24
.2

24
.2

21
.2

9.
1

9.
1

9.
1

0.
0

0.
0

3.
0

33
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

8.
7

21
.7

21
.7

13
.7

10
.6

15
.5

0.
6

5.
0

2.
5

16
1

夫
　
 
 い

る
18

.9
28

.0
19

.5
16

.6
5.

1
7.

1
0.

0
3.

2
1.

6
43

5
無

回
答

21
.1

22
.8

29
.8

10
.5

5.
3

7.
0

0.
0

0.
0

3.
5

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
19

.6
27

.5
21

.1
14

.5
5.

4
7.

8
0.

2
1.

5
2.

5
40

8
主
た

る
介

護
者

で
な

い
10

.5
24

.5
19

.7
17

.0
8.

3
11

.8
0.

0
7.

0
1.

3
22

9
無

回
答

25
.0

12
.5

37
.5

12
.5

6.
3

6.
3

0.
0

0.
0

0.
0

16

問
12

(3
)　

こ
れ
ま

で
に

要
介

護
者

は
介
護

認
定

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま
す

か
。

（
あ

る
人

）

　
　
S
Q1
2-
3
-1
　

最
初

に
受

け
た

と
き
の

要
介

護
者

の
要

介
護

度
は

次
の

ど
れ

で
す
か

。
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あ
る

な
い

わ
か

ら
な

い
無

回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
81

.0
10

.3
7.

6
1.

1
85

2

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
64

.3
15

.7
18

.6
1.

4
14

0
40

-4
9歳

79
.4

9.
9

10
.6

0.
0

28
2

50
-5

9歳
87

.4
8.

8
2.

1
1.

6
43

0

＜
男
性

＞
76

.9
11

.6
10

.6
1.

0
19

9
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
75

.2
10

.4
12

.8
1.

6
12

5
非
正

規
雇

用
62

.5
25

.0
12

.5
0.

0
16

自
営
・

そ
の

他
85

.4
9.

8
4.

9
0.

0
41

無
職

84
.6

15
.4

0.
0

0.
0

13
無

回
答

75
.0

0.
0

25
.0

0.
0

4
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な

い
71

.4
16

.7
11

.9
0.

0
42

妻
　

  
い

る
77

.6
9.

8
11

.2
1.

4
14

3
無

回
答

85
.7

14
.3

0.
0

0.
0

14
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
90

.2
9.

8
0.

0
0.

0
41

主
た

る
介

護
者

で
な

い
72

.9
12

.3
13

.5
1.

3
15

5
無

回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
82

.2
10

.0
6.

7
1.

1
65

3
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
78

.5
12

.8
8.

1
0.

7
14

9
非
正

規
雇

用
83

.1
7.

9
7.

9
1.

0
30

2
自

営
・

そ
の

他
82

.2
7.

9
6.

9
3.

0
10

1
無

職
80

.9
17

.6
1.

5
0.

0
68

無
回

答
93

.9
6.

1
0.

0
0.

0
33

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な

い
71

.4
17

.4
10

.6
0.

6
16

1
夫
　

  
い

る
86

.0
7.

1
5.

5
1.

4
43

5
無

回
答

84
.2

10
.5

5.
3

0.
0

57
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ

る
87

.0
9.

6
2.

0
1.

5
40

8
主

た
る

介
護
者

で
な

い
73

.8
10

.9
14

.8
0.

4
22

9
無

回
答

81
.3

6.
3

12
.5

0.
0

16

問
12

(3
-2

)　
こ
れ

ま
で

に
要
介

護
者

は
介

護
認

定
を

受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

  
SQ
　

要
介

護
者

は
、

要
介

護
度

再
認

定
を

受
け

た
こ

と
が
あ

り
ま

す
か

。

 
 

 
 

要
支

援
要

介
護

１
要

介
護

２
要

介
護

３
要

介
護

４
要

介
護

５

認
定

さ
れ

な
か

っ
た

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数

＞

＜
総
計

＞
5.

4
25

.4
21

.0
20

.7
13

.3
11

.4
0.

0
1.

7
1.

0
69

0

＜
年
齢

＞

30
-3

9歳
4.

4
25

.6
23

.3
14

.4
14

.4
12

.2
0.

0
4.

4
1.

1
90

40
-4

9歳
5.

4
26

.8
17

.4
19

.6
14

.7
12

.9
0.

0
1.

8
1.

3
22

4
50

-5
9歳

5.
6

24
.5

22
.6

22
.9

12
.2

10
.4

0.
0

1.
1

0.
8

37
6

＜
男
性

＞
5.

9
22

.9
19

.6
27

.5
9.

2
11

.1
0.

0
2.

0
2.

0
15

3
＜

男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
7.

4
25

.5
17

.0
29

.8
4.

3
10

.6
0.

0
3.

2
2.

1
94

非
正
規

雇
用

0.
0

20
.0

10
.0

10
.0

20
.0

40
.0

0.
0

0.
0

0.
0

10
自

営
・
そ

の
他

5.
7

14
.3

20
.0

31
.4

20
.0

5.
7

0.
0

0.
0

2.
9

35
無

職
0.

0
27

.3
36

.4
18

.2
9.

1
9.

1
0.

0
0.

0
0.

0
11

無
回

答
0.

0
33

.3
66

.7
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
男
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

0.
0

30
.0

16
.7

23
.3

13
.3

13
.3

0.
0

3.
3

0.
0

30
妻

　
 
 い

る
7.

2
18

.9
20

.7
29

.7
8.

1
10

.8
0.

0
1.

8
2.

7
11

1
無

回
答

8.
3

41
.7

16
.7

16
.7

8.
3

8.
3

0.
0

0.
0

0.
0

12
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

2.
7

35
.1

16
.2

21
.6

5.
4

16
.2

0.
0

0.
0

2.
7

37
主
た

る
介

護
者
で

な
い

7.
1

19
.5

21
.2

29
.2

9.
7

8.
8

0.
0

2.
7

1.
8

11
3

無
回

答
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
5.

2
26

.1
21

.4
18

.8
14

.5
11

.5
0.

0
1.

7
0.

7
53

7
＜

女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
1.

7
27

.4
23

.9
23

.9
8.

5
9.

4
0.

0
4.

3
0.

9
11

7
非

正
規

雇
用

6.
0

27
.5

20
.3

17
.5

16
.7

10
.0

0.
0

1.
6

0.
4

25
1

自
営

・
そ

の
他

4.
8

26
.5

21
.7

19
.3

9.
6

18
.1

0.
0

0.
0

0.
0

83
無

職
9.

1
21

.8
20

.0
12

.7
20

.0
14

.5
0.

0
0.

0
1.

8
55

無
回

答
6.

5
16

.1
22

.6
19

.4
22

.6
9.

7
0.

0
0.

0
3.

2
31

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者

の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

0.
9

21
.7

20
.9

21
.7

11
.3

19
.1

0.
0

3.
5

0.
9

11
5

夫
　
 
 い

る
6.

4
27

.0
20

.3
19

.3
15

.8
9.

1
0.

0
1.

3
0.

8
37

4
無

回
答

6.
3

29
.2

31
.3

8.
3

12
.5

12
.5

0.
0

0.
0

0.
0

48
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

6.
8

28
.7

22
.3

15
.5

14
.9

9.
9

0.
0

1.
1

0.
8

35
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

2.
4

21
.9

18
.3

26
.6

14
.2

13
.0

0.
0

3.
0

0.
6

16
9

無
回

答
0.

0
7.

7
38

.5
7.

7
7.

7
38

.5
0.

0
0.

0
0.

0
13

問
12

(3
)　

こ
れ

ま
で

に
要

介
護

者
は

介
護

認
定

を
受
け

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。

　
　
S
Q1
2-
3
-3
　

現
在

の
要
介

護
者

の
要

介
護

度
は

ど
れ

で
す
か

。
（

再
認

定
を

受
け
た

こ
と

が
「

あ
る

」
人

）
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 問
12

(4
)　

要
介
護
者

の
介
護
費
用
を
払
っ
て
い
る
方
は
ど
な
た
で
す
か
。

あ
な
た

子
ど
も

子
ど
も

の
配
偶

者
自
分
の

父
親

自
分
の

母
親

自
分
の

祖
父

自
分
の

祖
母

自
分
の

兄
弟

姉
妹

こ
れ
ら
以

外
の
自
分

の
親
族

配
偶
者

配
偶
者

の
父
親

配
偶
者

の
母
親

配
偶
者

の
祖
父

配
偶
者

の
祖
母

配
偶
者

の
兄
弟

姉
妹

こ
れ
ら
以

外
の
配
偶

者
の
親
族

無
回
答

＜
実
数
＞

＜
総
計
＞

49
.7

0.
3

0.
2

18
.2

21
.4

0.
4

2.
2

2.
6

0.
6

20
.8

11
.1

15
.9

0.
2

0.
7

0.
8

0.
1

4.
3

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9歳
41

.3
0.

0
0.

5
37

.0
23

.3
2.

1
9.

5
4.

2
2.

6
15

.3
10

.1
9.

0
0.

0
1.

1
0.

5
0.

0
4.

2
18

9
40

-4
9 歳

44
.0

0.
0

0.
0

14
.9

18
.9

0.
0

1.
1

2.
0

0.
0

22
.6

14
.3

19
.4

0.
3

1.
1

0.
3

0.
3

4.
0

35
0

50
-5

9 歳
57

.1
0.

6
0.

2
13

.2
22

.5
0.

0
0.

2
2.

5
0.

2
21

.6
9.

3
16

.1
0.

2
0.

2
1.

2
0.

0
4.

5
48

5

＜
男
性
＞

55
.0

0.
0

0.
0

25
.6

28
.6

0.
4

1.
5

2.
7

0.
4

7.
3

6.
5

7.
6

0.
4

0.
0

0.
8

0.
0

7.
3

26
2

＜
男
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

53
.1

0.
0

0.
0

22
.8

28
.4

0.
0

1.
2

1.
9

0.
0

8.
6

9.
3

9.
3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

7.
4

16
2

非
正
規
雇
用

47
.6

0.
0

0.
0

33
.3

38
.1

0.
0

0.
0

4.
8

4.
8

9.
5

0.
0

9.
5

4.
8

0.
0

4.
8

0.
0

0.
0

21
自
営
・
そ
の
他

58
.0

0.
0

0.
0

32
.0

32
.0

2.
0

0.
0

0.
0

0.
0

6.
0

4.
0

6.
0

0.
0

0.
0

2.
0

0.
0

8.
0

50
無
職

55
.6

0.
0

0.
0

33
.3

11
.1

0.
0

5.
6

11
.1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

11
.1

18
無
回
答

81
.8

0.
0

0.
0

9.
1

27
.3

0.
0

9.
1

9.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

9.
1

11
＜
男
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

妻
　
い
な
い

52
.5

0.
0

0.
0

45
.9

37
.7

1.
6

1.
6

8.
2

1.
6

3.
3

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

4.
9

61
妻
　
 
 
い
る

54
.6

0.
0

0.
0

20
.2

26
.2

0.
0

1.
6

0.
0

0.
0

9.
3

9.
3

10
.4

0.
5

0.
0

1.
1

0.
0

7.
1

18
3

無
回
答

66
.7

0.
0

0.
0

11
.1

22
.2

0.
0

0.
0

11
.1

0.
0

0.
0

0.
0

5.
6

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

16
.7

18
＜
男
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

66
.7

0.
0

0.
0

18
.5

25
.9

0.
0

0.
0

5.
6

0.
0

9.
3

1.
9

0.
0

0.
0

0.
0

1.
9

0.
0

11
.1

54
主
た
る
介
護
者
で
な
い

51
.2

0.
0

0.
0

27
.3

29
.3

0.
5

2.
0

1.
5

0.
5

6.
8

7.
8

9.
8

0.
5

0.
0

0.
5

0.
0

6.
3

20
5

無
回
答

10
0.

0
0.

0
0.

0
33

.3
33

.3
0.

0
0.

0
33

.3
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

47
.9

0.
4

0.
3

15
.6

18
.9

0.
4

2.
5

2.
6

0.
7

25
.5

12
.7

18
.8

0.
1

0.
9

0.
8

0.
1

3.
3

76
2

＜
女
性
・
現
職
＞ 正

規
雇
用

51
.2

1.
2

0.
6

20
.2

19
.6

1.
2

3.
6

3.
0

1.
2

23
.8

7.
1

13
.7

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

3.
0

16
8

非
正
規
雇
用

43
.8

0.
0

0.
3

14
.2

18
.5

0.
3

1.
4

1.
7

0.
9

28
.1

17
.6

22
.7

0.
0

0.
6

1.
1

0.
3

3.
1

35
2

自
営
・
そ
の
他

56
.0

0.
0

0.
0

12
.9

15
.5

0.
0

3.
4

2.
6

0.
0

24
.1

11
.2

21
.6

0.
0

0.
9

0.
9

0.
0

2.
6

11
6

無
職

39
.5

0.
0

0.
0

21
.0

25
.9

0.
0

3.
7

7.
4

0.
0

22
.2

7.
4

9.
9

1.
2

2.
5

1.
2

0.
0

6.
2

81
無
回
答

62
.2

2.
2

0.
0

6.
7

15
.6

0.
0

2.
2

0.
0

0.
0

20
.0

8.
9

15
.6

0.
0

4.
4

0.
0

0.
0

2.
2

45
＜
女
性
・
同
居
配
偶
者
の
有
無

＞
※
配
偶
者
が
要
介
護
者
の
場
合
は
、
「
い
な
い
」
に
し
て
い
る

夫
　
い
な
い

45
.1

1.
0

0.
5

32
.6

31
.6

1.
6

6.
7

7.
3

1.
6

10
.4

2.
1

2.
1

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

4.
1

19
3

夫
　
 
 
い
る

47
.1

0.
0

0.
2

9.
9

13
.3

0.
0

1.
0

0.
8

0.
2

32
.2

17
.9

26
.4

0.
2

1.
2

1.
2

0.
2

2.
4

49
7

無
回
答

61
.1

1.
4

0.
0

9.
7

23
.6

0.
0

1.
4

2.
8

1.
4

19
.4

5.
6

11
.1

0.
0

1.
4

0.
0

0.
0

6.
9

72
＜
女
性
・
介
護
役
割
＞

主
た
る
介
護
者
で
あ
る

56
.8

0.
6

0.
2

9.
3

17
.7

0.
2

1.
1

2.
3

0.
4

31
.6

6.
9

17
.5

0.
2

0.
4

0.
6

0.
2

4.
4

47
5

主
た
る
介
護
者
で
な
い

30
.6

0.
0

0.
4

27
.5

21
.1

0.
8

5.
3

3.
0

1.
1

14
.7

23
.0

21
.9

0.
0

1.
9

0.
8

0.
0

0.
8

26
5

無
回
答

63
.6

0.
0

0.
0

9.
1

18
.2

0.
0

0.
0

4.
5

0.
0

22
.7

13
.6

9.
1

0.
0

0.
0

4.
5

0.
0

9.
1

22
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■
町
内

会
･
自

治
会
･
婦

人
会

な
ど

の
地

域
活
動

介
護

前
か

ら
続

け
て

い
る

介
護
を
機

に
や
め

た
介
護
中
に

始
め

た
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

32
.5

1.
8

2.
3

60
.5

2.
8

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
20

.6
1.

1
3.

2
73

.0
2.

1
18

9
40

-4
9 歳

39
.4

1.
4

2.
6

54
.0

2.
6

35
0

50
-5

9 歳
32

.2
2.

3
1.

9
60

.4
3.

3
48

5

＜
男

性
＞

30
.9

1.
1

3.
1

61
.1

3.
8

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

32
.1

1.
2

2.
5

62
.3

1.
9

16
2

非
正
規

雇
用

14
.3

0.
0

0.
0

85
.7

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

38
.0

2.
0

4.
0

50
.0

6.
0

50
無
職

22
.2

0.
0

11
.1

61
.1

5.
6

18
無

回
答

27
.3

0.
0

0.
0

45
.5

27
.3

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

23
.0

1.
6

4.
9

65
.6

4.
9

61
妻

　
 
 
い
る

32
.8

1.
1

2.
7

60
.1

3.
3

18
3

無
回
答

38
.9

0.
0

0.
0

55
.6

5.
6

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

33
.3

1.
9

3.
7

57
.4

3.
7

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

30
.2

1.
0

2.
9

62
.0

3.
9

20
5

無
回
答

33
.3

0.
0

0.
0

66
.7

0.
0

3

＜
女

性
＞

33
.1

2.
0

2.
1

60
.4

2.
5

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

26
.8

1.
8

0.
6

69
.6

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

37
.2

2.
3

2.
6

57
.4

0.
6

35
2

自
営

・
そ

の
他

38
.8

1.
7

3.
4

54
.3

1.
7

11
6

無
職

22
.2

1.
2

2.
5

70
.4

3.
7

81
無

回
答

28
.9

2.
2

0.
0

46
.7

22
.2

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者

の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

18
.1

3.
6

1.
6

73
.6

3.
1

19
3

夫
　
 
 
い
る

40
.2

1.
2

2.
4

54
.7

1.
4

49
7

無
回
答

23
.6

2.
8

1.
4

63
.9

8.
3

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

36
.0

1.
7

1.
9

58
.5

1.
9

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

29
.1

2.
6

2.
6

63
.0

2.
6

26
5

無
回
答

18
.2

0.
0

0.
0

68
.2

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た
は

、
介

護
に

関
わ

り
始

め
る

以
前

か
ら
、

次
の

よ
う

な
地

域
と

つ
な

が
り

の
あ

る
　
　

　
活
動

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

  
  

  
  

  

■
ス
ポ

ー
ツ
・
教

養
・
娯

楽
な
ど
の

趣
味
的

活
動

介
護
前

か
ら
続
け

て
い

る

介
護
を
機

に
や
め
た

介
護
中

に
始
め

た
し
て
い

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

30
.1

6.
1

3.
8

56
.9

3.
1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
23

.8
4.

2
6.

9
63

.0
2.

1
18

9
40

-4
9 歳

34
.6

5.
1

3.
1

54
.3

2.
9

35
0

50
-5

9 歳
29

.3
7.

4
3.

1
56

.5
3.

7
48

5

＜
男
性
＞

30
.5

3.
8

2.
3

58
.8

4.
6

26
2

＜
男
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
32

.1
4.

3
1.

2
59

.3
3.

1
16

2
非

正
規
雇

用
23

.8
4.

8
4.

8
66

.7
0.

0
21

自
営

・
そ
の

他
36

.0
2.

0
4.

0
54

.0
4.

0
50

無
職

16
.7

5.
6

5.
6

61
.1

11
.1

18
無
回
答

18
.2

0.
0

0.
0

54
.5

27
.3

11
＜
男
性
・

同
居
配

偶
者
の
有

無
＞

妻
　
い
な
い

32
.8

0.
0

4.
9

55
.7

6.
6

61
妻

　
 
 い

る
30

.6
4.

9
1.

6
59

.0
3.

8
18

3
無
回
答

22
.2

5.
6

0.
0

66
.7

5.
6

18
＜
男
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

29
.6

1.
9

3.
7

59
.3

5.
6

54
主
た

る
介
護

者
で
な
い

31
.2

3.
9

2.
0

58
.5

4.
4

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

66
.7

0.
0

3

＜
女
性
＞

29
.9

6.
8

4.
3

56
.3

2.
6

76
2

＜
女
性
・

現
職
＞ 正

規
雇

用
25

.6
9.

5
4.

8
58

.9
1.

2
16

8
非

正
規
雇

用
32

.1
6.

3
3.

7
57

.1
0.

9
35

2
自
営

・
そ
の

他
32

.8
6.

9
6.

9
51

.7
1.

7
11

6
無

職
25

.9
6.

2
3.

7
61

.7
2.

5
81

無
回
答

28
.9

2.
2

2.
2

42
.2

24
.4

45
＜
女
性
・

同
居
配

偶
者
の
有

無
＞

夫
　
い
な
い

19
.2

7.
8

4.
1

65
.3

3.
6

19
3

夫
　
 
 い

る
34

.8
6.

0
4.

4
53

.3
1.

4
49

7
無
回
答

25
.0

9.
7

4.
2

52
.8

8.
3

72
＜
女
性
・

介
護
役

割
＞

主
た

る
介
護

者
で
あ
る

30
.7

8.
8

5.
3

53
.3

1.
9

47
5

主
た

る
介
護

者
で
な
い

29
.8

3.
8

3.
0

60
.4

3.
0

26
5

無
回
答

13
.6

0.
0

0.
0

72
.7

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た
は
、

介
護
に

関
わ
り
始

め
る
以

前
か
ら
、

次
の
よ

う
な
地

域
と
つ
な

が
り
の

あ
る

　
　
　
活

動
を
し

て
い
ま
す

か
。
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■
高
齢

者
介

護
・

援
助

に
関

わ
る

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ

Ｏ
の
活

動

介
護

前
か

ら
続

け
て

い
る

介
護
を
機

に
や
め

た
介
護
中
に

始
め

た
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

4.
7

0.
6

2.
4

88
.8

3.
5

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
0.

5
1.

1
1.

6
94

.7
2.

1
18

9
40

-4
9 歳

5.
4

0.
3

2.
3

88
.6

3.
4

35
0

50
-5

9 歳
5.

8
0.

6
2.

9
86

.6
4.

1
48

5

＜
男

性
＞

3.
4

0.
0

0.
8

90
.5

5.
3

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

3.
1

0.
0

1.
2

92
.6

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

4.
8

0.
0

0.
0

95
.2

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

6.
0

0.
0

0.
0

86
.0

8.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

88
.9

11
.1

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

72
.7

27
.3

11
＜
男

性
・
同

居
配

偶
者
の
有
無

＞

妻
　
い

な
い

1.
6

0.
0

0.
0

88
.5

9.
8

61
妻

　
 
 い

る
2.

7
0.

0
1.

1
92

.3
3.

8
18

3
無

回
答

16
.7

0.
0

0.
0

77
.8

5.
6

18
＜
男

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
7.

4
0.

0
1.

9
85

.2
5.

6
54

主
た
る

介
護

者
で
な

い
2.

4
0.

0
0.

5
91

.7
5.

4
20

5
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

5.
1

0.
8

3.
0

88
.2

2.
9

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

3.
6

0.
0

1.
2

94
.0

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

6.
5

0.
6

4.
5

87
.2

1.
1

35
2

自
営

・
そ

の
他

5.
2

2.
6

3.
4

87
.1

1.
7

11
6

無
職

1.
2

1.
2

1.
2

92
.6

3.
7

81
無

回
答

6.
7

0.
0

0.
0

68
.9

24
.4

45
＜
女

性
・
同

居
配

偶
者
の
有
無

＞

夫
　
い

な
い

2.
1

1.
0

2.
1

90
.7

4.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
6.

6
0.

6
3.

4
87

.7
1.

6
49

7
無

回
答

2.
8

1.
4

2.
8

84
.7

8.
3

72
＜
女

性
・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護

者
で
あ

る
6.

5
1.

1
4.

0
86

.3
2.

1
47

5
主

た
る

介
護

者
で
な

い
3.

0
0.

4
1.

1
92

.1
3.

4
26

5
無

回
答

0.
0

0.
0

4.
5

81
.8

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た
は

、
介

護
に

関
わ

り
始

め
る

以
前

か
ら
、

次
の

よ
う

な
地

域
と
つ

な
が

り
の

あ
る

　
　

　
活
動

を
し

て
い

ま
す

か
。

  
  

  
  

  
  

  

■
そ

の
他

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
・
生

協
な

ど
の

市
民

活
動

介
護
前

か
ら

続
け

て
い

る

介
護

を
機

に
や

め
た

介
護
中

に
始
め

た
し

て
い

な
い

無
回

答
＜
実

数
＞

＜
総

計
＞

10
.0

1.
4

2.
8

82
.6

3.
2

10
24

＜
年

齢
＞

30
-3

9 歳
2.

6
0.

0
4.

8
91

.0
1.

6
18

9
40

-4
9 歳

10
.9

1.
4

2.
0

82
.6

3.
1

35
0

50
-5

9 歳
12

.2
1.

9
2.

7
79

.4
3.

9
48

5

＜
男

性
＞

6.
9

0.
4

1.
9

85
.9

5.
0

26
2

＜
男

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

5.
6

0.
6

1.
9

88
.9

3.
1

16
2

非
正
規

雇
用

4.
8

0.
0

0.
0

95
.2

0.
0

21
自
営

・
そ

の
他

14
.0

0.
0

4.
0

76
.0

6.
0

50
無
職

5.
6

0.
0

0.
0

83
.3

11
.1

18
無

回
答

0.
0

0.
0

0.
0

72
.7

27
.3

11
＜
男

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

妻
　
い

な
い

8.
2

0.
0

1.
6

82
.0

8.
2

61
妻

　
 
 い

る
6.

0
0.

5
1.

6
88

.0
3.

8
18

3
無

回
答

11
.1

0.
0

5.
6

77
.8

5.
6

18
＜
男

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

5.
6

0.
0

3.
7

85
.2

5.
6

54
主

た
る

介
護

者
で

な
い

7.
3

0.
5

1.
5

85
.9

4.
9

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
0.

0
3

＜
女

性
＞

11
.0

1.
7

3.
1

81
.5

2.
6

76
2

＜
女

性
・
現

職
＞ 正

規
雇
用

7.
7

1.
2

1.
2

88
.7

1.
2

16
8

非
正
規

雇
用

13
.9

1.
4

4.
0

79
.8

0.
9

35
2

自
営

・
そ

の
他

12
.1

3.
4

4.
3

78
.4

1.
7

11
6

無
職

4.
9

1.
2

3.
7

87
.7

2.
5

81
無

回
答

8.
9

2.
2

0.
0

64
.4

24
.4

45
＜
女

性
・

同
居

配
偶

者
の
有

無
＞

夫
　
い

な
い

4.
1

1.
0

3.
6

88
.1

3.
1

19
3

夫
　
 
 い

る
13

.9
1.

6
2.

8
80

.1
1.

6
49

7
無

回
答

9.
7

4.
2

4.
2

73
.6

8.
3

72
＜
女

性
・

介
護

役
割
＞

主
た
る

介
護

者
で

あ
る

11
.8

2.
1

4.
4

79
.6

2.
1

47
5

主
た
る

介
護

者
で

な
い

9.
4

1.
1

1.
1

85
.7

2.
6

26
5

無
回
答

13
.6

0.
0

0.
0

72
.7

13
.6

22

問
12

(6
) 　

あ
な
た

は
、

介
護

に
関

わ
り

始
め

る
以

前
か

ら
、
次

の
よ

う
な

地
域

と
つ

な
が

り
の

あ
る

　
　

　
活

動
を

し
て

い
ま

す
か
。
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ど
の

よ
う

な
こ

と
が

あ
ろ

う
と

今
の

と
こ

ろ
考

え
て

い
な

い

要
介

護
者
の

状
態

が
悪

化
し

た
時
、

施
設

へ
の
入

居
も

考
え

て
い る

要
介

護
者
の

状
態

に
か

か
わ
ら

ず
施

設
の
入

居
を

考
え

て
い

る

現
在

入
居

（
入
院
）

し
て

い
る
・

入
居

待
ち

で
あ る

そ
の
他

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計
＞

27
.6

49
.1

2.
1

15
.8

3.
6

1.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
43

.9
33

.9
2.

1
15

.3
2.

6
2.

1
18

9
40

-4
9 歳

27
.4

49
.1

2.
6

14
.9

4.
3

1.
7

35
0

50
-5

9歳
21

.4
55

.1
1.

6
16

.7
3.

5
1.

6
48

5

＜
男
性
＞

26
.7

51
.9

1.
9

14
.5

2.
3

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
25

.9
52

.5
1.

2
15

.4
3.

7
1.

2
16

2
非

正
規

雇
用

28
.6

52
.4

0.
0

19
.0

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の

他
26

.0
54

.0
2.

0
12

.0
0.

0
6.

0
50

無
職

27
.8

55
.6

5.
6

11
.1

0.
0

0.
0

18
無

回
答

36
.4

27
.3

9.
1

9.
1

0.
0

18
.2

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な

い
27

.9
60

.7
0.

0
11

.5
0.

0
0.

0
61

妻
　

 
 い

る
26

.8
48

.1
2.

7
15

.8
3.

3
3.

3
18

3
無

回
答

22
.2

61
.1

0.
0

11
.1

0.
0

5.
6

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

13
.0

64
.8

1.
9

14
.8

0.
0

5.
6

54
主

た
る

介
護
者
で

な
い

30
.2

49
.3

2.
0

13
.7

2.
9

2.
0

20
5

無
回

答
33

.3
0.

0
0.

0
66

.7
0.

0
0.

0
3

＜
女
性
＞

28
.0

48
.2

2.
1

16
.3

4.
1

1.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞ 正

規
雇

用
29

.2
50

.0
3.

0
14

.3
3.

0
0.

6
16

8
非

正
規

雇
用

29
.3

48
.0

1.
7

16
.8

3.
4

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の

他
27

.6
48

.3
3.

4
15

.5
4.

3
0.

9
11

6
無

職
24

.7
48

.1
0.

0
18

.5
7.

4
1.

2
81

無
回

答
20

.0
42

.2
2.

2
17

.8
6.

7
11

.1
45

＜
女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な

い
37

.8
43

.5
1.

0
12

.4
3.

6
1.

6
19

3
夫

　
 
 い

る
22

.5
51

.7
2.

6
17

.5
4.

4
1.

2
49

7
無

回
答

38
.9

36
.1

1.
4

18
.1

2.
8

2.
8

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た

る
介

護
者
で

あ
る

28
.6

48
.4

2.
1

15
.2

4.
6

1.
1

47
5

主
た

る
介

護
者
で

な
い

27
.2

49
.4

1.
9

16
.6

3.
4

1.
5

26
5

無
回

答
22

.7
27

.3
4.

5
36

.4
0.

0
9.

1
22

問
13

　
要

介
護

者
に

つ
い

て
、

介
護
施

設
（

老
人

ホ
ー
ム

･
介

護
老

人
保
健

施
設

･
介

護
療

養
型

施
設

･
グ

ル
ー
プ

ホ
ー

ム
・

グ
ル
ー

プ

   
   

   
ハ

ウ
ス

等
）

へ
の
入

居
を
考

え
て

い
ま

す
か

。
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
自

分
は
介

護
者

と
し

て
よ
く

や
っ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

17
.9

37
.5

21
.8

14
.3

5.
5

3.
1

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
9.

5
34

.4
27

.5
20

.6
5.

3
2.

6
18

9
40

-4
9歳

15
.1

37
.7

22
.9

16
.0

6.
3

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
23

.1
38

.6
18

.8
10

.5
4.

9
4.

1
48

5

＜
男
性
＞

14
.1

23
.7

26
.3

24
.8

6.
9

4.
2

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

14
.2

21
.6

28
.4

26
.5

6.
2

3.
1

16
2

非
正

規
雇
用

19
.0

19
.0

23
.8

28
.6

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

10
.0

30
.0

24
.0

24
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

11
.1

33
.3

22
.2

16
.7

5.
6

11
.1

18
無

回
答

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.1

21
.3

29
.5

31
.1

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

13
.7

23
.5

26
.2

24
.6

7.
1

4.
9

18
3

無
回
答

22
.2

33
.3

16
.7

5.
6

11
.1

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

29
.6

33
.3

18
.5

5.
6

5.
6

7.
4

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

21
.5

28
.8

29
.8

6.
3

3.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

3

＜
女
性
＞

19
.2

42
.3

20
.2

10
.6

5.
0

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.5

39
.9

27
.4

12
.5

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

19
.0

41
.8

19
.0

13
.6

5.
4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

25
.0

44
.0

17
.2

4.
3

7.
8

1.
7

11
6

無
職

17
.3

46
.9

22
.2

4.
9

3.
7

4.
9

81
無

回
答

22
.2

42
.2

6.
7

6.
7

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

15
.0

39
.9

24
.4

14
.0

4.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

21
.1

41
.6

19
.3

10
.3

5.
4

2.
2

49
7

無
回
答

16
.7

52
.8

15
.3

4.
2

4.
2

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

24
.0

49
.9

16
.0

3.
4

5.
1

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

28
.7

28
.3

24
.2

4.
9

3.
8

26
5

無
回
答

22
.7

40
.9

13
.6

4.
5

4.
5

13
.6

22
 

 
 

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
す
る

の
が

心
身

と
も
に

き
つ
い

と
感

じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.5

35
.1

23
.9

15
.6

4.
1

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
19

.0
29

.1
23

.8
19

.6
5.

8
2.

6
18

9
40

-4
9歳

17
.1

33
.7

26
.6

15
.1

6.
0

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
19

.2
38

.4
22

.1
14

.4
2.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

13
.0

29
.8

26
.0

21
.4

7.
3

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.0

32
.7

24
.1

21
.0

8.
0

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

38
.1

19
.0

23
.8

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

16
.0

20
.0

34
.0

20
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

22
.2

27
.8

27
.8

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

18
.0

21
.3

26
.2

26
.2

8.
2

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

11
.5

31
.1

25
.1

21
.9

7.
7

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

44
.4

33
.3

0.
0

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

20
.4

40
.7

22
.2

9.
3

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.7

26
.8

27
.3

24
.4

8.
8

2.
0

20
5

無
回
答

33
.3

33
.3

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

20
.3

36
.9

23
.2

13
.6

3.
0

2.
9

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

14
.9

42
.3

18
.5

20
.8

1.
8

1.
8

16
8

非
正

規
雇
用

19
.9

36
.4

24
.7

14
.2

4.
0

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

24
.1

37
.9

25
.0

9.
5

2.
6

0.
9

11
6

無
職

25
.9

39
.5

22
.2

3.
7

2.
5

6.
2

81
無

回
答

24
.4

13
.3

26
.7

11
.1

2.
2

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

21
.2

36
.8

24
.4

13
.0

2.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

20
.7

37
.4

23
.3

13
.1

3.
0

2.
4

49
7

無
回
答

15
.3

33
.3

19
.4

19
.4

5.
6

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

24
.4

40
.8

22
.1

8.
4

2.
1

2.
1

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

12
.8

30
.9

26
.0

22
.3

4.
2

3.
8

26
5

無
回
答

22
.7

22
.7

13
.6

22
.7

9.
1

9.
1

22
 

－269－



 

問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
が
原

因
で

、
友

人
と

の
関
係

が
悪
く

な
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

2.
9

9.
1

30
.3

51
.2

3.
7

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
3.

7
11

.1
29

.6
49

.7
3.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

4.
0

8.
9

32
.0

48
.9

4.
9

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
1.

9
8.

5
29

.3
53

.4
3.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

1.
5

6.
5

28
.2

55
.3

5.
3

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

1.
2

6.
2

34
.6

51
.9

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

4.
8

9.
5

66
.7

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

2.
0

6.
0

16
.0

70
.0

2.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

11
.1

27
.8

50
.0

5.
6

5.
6

18
無

回
答

0.
0

9.
1

27
.3

27
.3

9.
1

27
.3

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

0.
0

8.
2

31
.1

54
.1

4.
9

1.
6

61
妻
　

 
 
い
る

1.
6

5.
5

26
.8

57
.4

6.
0

2.
7

18
3

無
回
答

5.
6

11
.1

33
.3

38
.9

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

1.
9

14
.8

33
.3

40
.7

3.
7

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

1.
5

4.
4

26
.8

59
.0

5.
9

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

3.
4

10
.0

31
.0

49
.7

3.
1

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
8

8.
3

30
.4

51
.8

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

2.
3

10
.2

34
.1

48
.9

3.
7

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

5.
2

12
.1

28
.4

50
.9

2.
6

0.
9

11
6

無
職

3.
7

13
.6

28
.4

45
.7

1.
2

7.
4

81
無

回
答

2.
2

2.
2

20
.0

53
.3

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

5.
2

9.
3

32
.1

47
.2

3.
6

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

2.
2

10
.1

30
.4

52
.1

3.
0

2.
2

49
7

無
回
答

6.
9

11
.1

31
.9

40
.3

2.
8

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

3.
4

11
.2

34
.1

47
.4

2.
1

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

2.
6

8.
7

24
.9

54
.7

5.
3

3.
8

26
5

無
回
答

13
.6

0.
0

36
.4

40
.9

0.
0

9.
1

22
 

 
  

問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
が
原

因
で

、
自

分
の
体

調
が
悪

く
な
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

13
.1

30
.0

24
.3

27
.4

2.
5

2.
6

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
11

.1
25

.4
27

.0
30

.7
3.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.4

30
.3

23
.1

28
.0

3.
7

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
13

.6
31

.5
24

.1
25

.8
1.

4
3.

5
48

5

＜
男
性
＞

6.
5

19
.5

26
.3

40
.5

4.
6

2.
7

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

5.
6

21
.6

30
.2

36
.4

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

9.
5

9.
5

57
.1

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

8.
0

14
.0

20
.0

54
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

5.
6

27
.8

27
.8

33
.3

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

18
.2

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

4.
9

26
.2

23
.0

41
.0

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

6.
6

16
.4

26
.8

42
.6

4.
9

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

27
.8

33
.3

16
.7

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

11
.1

33
.3

25
.9

22
.2

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

5.
4

16
.1

25
.9

45
.4

5.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

15
.4

33
.6

23
.6

23
.0

1.
8

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

15
.5

30
.4

25
.0

26
.8

1.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

13
.1

35
.2

24
.4

23
.6

2.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.8

36
.2

22
.4

19
.8

0.
9

0.
9

11
6

無
職

19
.8

34
.6

22
.2

17
.3

0.
0

6.
2

81
無

回
答

13
.3

24
.4

17
.8

22
.2

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

15
.0

31
.6

26
.4

22
.3

2.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

15
.5

34
.0

23
.1

23
.5

1.
8

2.
0

49
7

無
回
答

15
.3

36
.1

19
.4

20
.8

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.5

37
.7

23
.8

17
.1

1.
3

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
4

26
.8

24
.2

32
.8

3.
0

3.
8

26
5

無
回
答

18
.2

27
.3

13
.6

31
.8

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、
あ

な
た
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

■
介

護
が
原

因
で

、
家

族
と
の

関
係
が

悪
く
な

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
9.

9
24

.7
27

.2
33

.4
2.

2
2.

5
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
12

.7
22

.8
22

.8
34

.9
4.

2
2.

6
18

9
40

-4
9歳

10
.6

26
.0

27
.1

32
.3

2.
6

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
8.

2
24

.5
29

.1
33

.6
1.

2
3.

3
48

5

＜
男
性

＞
6.

1
22

.1
26

.0
39

.3
3.

8
2.

7
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

5.
6

22
.2

29
.6

37
.0

4.
3

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

23
.8

9.
5

57
.1

0.
0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

22
.0

20
.0

44
.0

4.
0

4.
0

50
無
職

5.
6

22
.2

27
.8

38
.9

0.
0

5.
6

18
無

回
答

9.
1

18
.2

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

4.
9

18
.0

27
.9

45
.9

3.
3

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

6.
0

25
.1

23
.5

38
.3

4.
4

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

5.
6

44
.4

27
.8

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
3

27
.8

18
.5

33
.3

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

5.
4

21
.0

27
.3

41
.0

3.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
11

.2
25

.6
27

.7
31

.4
1.

7
2.

5
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

11
.9

27
.4

29
.2

29
.8

1.
2

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

10
.8

23
.6

29
.5

32
.7

2.
6

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

12
.1

30
.2

22
.4

33
.6

0.
9

0.
9

11
6

無
職

7.
4

28
.4

27
.2

30
.9

0.
0

6.
2

81
無

回
答

15
.6

17
.8

22
.2

22
.2

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

12
.4

24
.9

26
.9

30
.1

3.
1

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

10
.7

27
.0

29
.0

30
.4

1.
2

1.
8

49
7

無
回
答

11
.1

18
.1

20
.8

41
.7

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

12
.4

24
.4

30
.1

30
.5

0.
8

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

8.
3

28
.7

23
.8

32
.5

3.
4

3.
4

26
5

無
回
答

18
.2

13
.6

22
.7

36
.4

0.
0

9.
1

22
  

  
  

  

問
14

　
介

護
を
す

る
に
あ

た
っ
て

、
次

の
よ

う
な
こ

と
は
ど

の
程
度

、
あ

な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す

か
。

■
介
護

が
原
因

で
、
家

計
が

苦
し

く
な
る

あ
て
は

ま
る

や
や
あ

て
は
ま

る

あ
ま

り
あ

て
は

ま
ら

な
い

あ
て
は

ま
ら
な

い
わ

か
ら

な
い

無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.0
21

.0
29

.2
32

.4
2.

6
2.

7
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
15

.9
26

.5
22

.8
27

.5
4.

2
3.

2
18

9
40

-4
9歳

13
.4

22
.3

30
.9

28
.6

3.
4

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
9.

5
17

.9
30

.5
37

.1
1.

4
3.

5
48

5

＜
男
性

＞
11

.8
22

.1
27

.1
32

.1
4.

2
2.

7
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
3

21
.6

29
.6

34
.6

3.
7

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

23
.8

19
.0

14
.3

33
.3

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

12
.0

20
.0

22
.0

40
.0

2.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

27
.8

38
.9

5.
6

5.
6

5.
6

18
無

回
答

18
.2

36
.4

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

18
.0

14
.8

29
.5

32
.8

4.
9

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

9.
3

22
.4

27
.3

33
.9

4.
4

2.
7

18
3

無
回
答

16
.7

44
.4

16
.7

11
.1

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

16
.7

24
.1

22
.2

27
.8

3.
7

5.
6

54
主

た
る

介
護
者

で
な
い

10
.7

20
.5

28
.8

33
.7

4.
4

2.
0

20
5

無
回
答

0.
0

10
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
0.

0
3

＜
女
性

＞
12

.1
20

.6
29

.9
32

.5
2.

1
2.

8
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

13
.1

22
.6

27
.4

33
.3

2.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

12
.8

20
.7

31
.8

31
.0

2.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

14
.7

19
.8

31
.0

32
.8

0.
0

1.
7

11
6

無
職

7.
4

18
.5

33
.3

34
.6

1.
2

4.
9

81
無

回
答

4.
4

17
.8

15
.6

37
.8

2.
2

22
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

11
.9

23
.8

28
.5

30
.1

2.
6

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

11
.7

20
.1

31
.0

33
.2

2.
0

2.
0

49
7

無
回
答

15
.3

15
.3

26
.4

34
.7

1.
4

6.
9

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

12
.6

20
.6

32
.6

30
.9

1.
3

1.
9

47
5

主
た
る

介
護
者

で
な
い

11
.3

21
.1

25
.7

34
.3

3.
8

3.
8

26
5

無
回
答

9.
1

13
.6

22
.7

45
.5

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
の
た

め
に

、
自

分
の
や

り
た
い

こ
と
が

全
く
で

き
な
い

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

14
.2

33
.6

26
.4

20
.8

2.
5

2.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
12

.2
29

.6
26

.5
27

.0
2.

1
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.1

32
.3

27
.7

21
.7

3.
7

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
15

.7
36

.1
25

.4
17

.7
1.

9
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

9.
2

27
.9

27
.5

27
.9

4.
6

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

9.
3

30
.9

25
.3

28
.4

4.
9

1.
2

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

9.
5

33
.3

33
.3

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

8.
0

26
.0

36
.0

26
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

27
.8

22
.2

27
.8

0.
0

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

27
.3

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

8.
2

24
.6

29
.5

34
.4

3.
3

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

9.
3

28
.4

25
.1

28
.4

5.
5

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

33
.3

44
.4

0.
0

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

20
.4

33
.3

25
.9

13
.0

1.
9

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

6.
3

25
.9

28
.3

31
.7

5.
4

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

15
.9

35
.6

26
.0

18
.4

1.
8

2.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

17
.9

37
.5

18
.5

25
.0

0.
6

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

13
.6

34
.9

30
.7

17
.6

2.
3

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

17
.2

36
.2

25
.9

16
.4

3.
4

0.
9

11
6

無
職

21
.0

38
.3

23
.5

12
.3

0.
0

4.
9

81
無

回
答

13
.3

26
.7

22
.2

15
.6

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

18
.7

35
.2

24
.4

17
.6

1.
6

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

13
.5

36
.2

27
.6

18
.7

2.
2

1.
8

49
7

無
回
答

25
.0

31
.9

19
.4

18
.1

0.
0

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.7

39
.4

26
.3

12
.6

1.
5

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.6

29
.1

25
.7

29
.1

2.
3

3.
4

26
5

無
回
答

18
.2

31
.8

22
.7

13
.6

4.
5

9.
1

22
 

 
  

問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
隣

人
や
友

人
に

よ
っ

て
（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
十

分
に
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

8.
5

21
.1

29
.4

31
.1

7.
2

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
21

.2
29

.1
27

.0
9.

5
2.

6
18

9
40

-4
9歳

9.
4

23
.1

28
.3

28
.6

8.
6

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
7.

0
19

.6
30

.3
34

.4
5.

4
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

3.
1

14
.5

28
.6

37
.4

13
.4

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

2.
5

11
.7

31
.5

37
.7

14
.8

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

19
.0

28
.6

38
.1

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

16
.0

20
.0

46
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

22
.2

33
.3

22
.2

16
.7

5.
6

18
無

回
答

9.
1

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

1.
6

18
.0

32
.8

29
.5

18
.0

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

3.
8

13
.1

26
.2

40
.4

13
.1

3.
3

18
3

無
回
答

0.
0

16
.7

38
.9

33
.3

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

1.
9

16
.7

35
.2

35
.2

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
4

14
.1

26
.3

38
.0

15
.6

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

66
.7

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

10
.4

23
.4

29
.7

28
.9

5.
1

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

8.
9

27
.4

28
.0

31
.0

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

9.
9

22
.7

34
.7

25
.6

6.
3

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

12
.9

25
.0

25
.0

28
.4

6.
9

1.
7

11
6

無
職

14
.8

14
.8

22
.2

40
.7

2.
5

4.
9

81
無

回
答

4.
4

24
.4

22
.2

26
.7

2.
2

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

7.
8

23
.3

24
.4

37
.3

4.
7

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

10
.1

23
.7

32
.2

26
.0

5.
8

2.
2

49
7

無
回
答

19
.4

20
.8

26
.4

26
.4

1.
4

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

11
.8

24
.6

30
.3

27
.4

4.
2

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

7.
5

21
.1

29
.1

32
.5

6.
0

3.
8

26
5

無
回
答

13
.6

22
.7

22
.7

18
.2

13
.6

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
は
や

り
が
い

の
あ

る
も

だ
と
感

じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

3.
2

17
.7

36
.1

29
.2

11
.2

2.
5

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
5.

8
15

.3
35

.4
30

.7
9.

5
3.

2
18

9
40

-4
9歳

3.
4

16
.3

34
.3

31
.4

13
.1

1.
4

35
0

50
-5

9 歳
2.

1
19

.6
37

.7
27

.0
10

.5
3.

1
48

5

＜
男
性
＞

2.
3

16
.0

32
.8

29
.8

16
.0

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
1

16
.0

34
.0

29
.6

15
.4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

14
.3

42
.9

23
.8

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

0.
0

14
.0

30
.0

38
.0

14
.0

4.
0

50
無
職

0.
0

16
.7

22
.2

27
.8

27
.8

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

27
.3

9.
1

18
.2

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

3.
3

18
.0

32
.8

34
.4

9.
8

1.
6

61
妻
　

 
 
い
る

1.
1

15
.3

32
.8

29
.0

19
.1

2.
7

18
3

無
回
答

11
.1

16
.7

33
.3

22
.2

5.
6

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

3.
7

18
.5

31
.5

27
.8

13
.0

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

2.
0

15
.6

33
.2

29
.8

17
.1

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

3.
5

18
.2

37
.3

29
.0

9.
6

2.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
6

20
.2

41
.1

28
.0

6.
5

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

3.
1

16
.2

36
.6

31
.3

11
.9

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

2.
6

22
.4

37
.9

25
.9

10
.3

0.
9

11
6

無
職

6.
2

19
.8

35
.8

27
.2

6.
2

4.
9

81
無

回
答

4.
4

13
.3

28
.9

26
.7

6.
7

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

3.
6

19
.2

38
.9

28
.0

7.
8

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

3.
8

17
.3

36
.4

30
.8

9.
9

1.
8

49
7

無
回
答

1.
4

22
.2

38
.9

19
.4

12
.5

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

4.
0

19
.8

40
.0

25
.7

9.
1

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
0

15
.8

33
.2

35
.1

9.
4

3.
4

26
5

無
回
答

0.
0

13
.6

27
.3

27
.3

22
.7

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
家

族
に
よ

っ
て

（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
十

分
に
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

22
.5

34
.9

20
.2

14
.1

5.
7

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
24

.3
37

.0
17

.5
12

.2
6.

3
2.

6
18

9
40

-4
9歳

21
.7

34
.3

21
.4

13
.4

7.
1

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
22

.3
34

.4
20

.4
15

.3
4.

3
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

29
.0

30
.5

15
.6

11
.8

9.
9

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

30
.9

30
.2

17
.3

9.
9

9.
9

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

19
.0

42
.9

4.
8

14
.3

19
.0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

30
.0

28
.0

16
.0

16
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

22
.2

27
.8

11
.1

22
.2

11
.1

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

24
.6

27
.9

26
.2

13
.1

8.
2

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

33
.3

30
.1

12
.0

11
.5

9.
8

3.
3

18
3

無
回
答

0.
0

44
.4

16
.7

11
.1

16
.7

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

14
.8

31
.5

16
.7

18
.5

13
.0

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

33
.2

30
.2

15
.6

9.
3

9.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

0.
0

66
.7

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

20
.2

36
.4

21
.8

14
.8

4.
2

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

23
.8

39
.3

17
.9

13
.7

4.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

20
.2

31
.8

25
.6

16
.8

4.
8

0.
9

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.0

41
.4

25
.0

10
.3

3.
4

0.
9

11
6

無
職

17
.3

44
.4

13
.6

18
.5

1.
2

4.
9

81
無

回
答

15
.6

33
.3

13
.3

8.
9

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

21
.2

37
.8

20
.7

12
.4

5.
2

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

19
.9

37
.0

23
.1

13
.5

4.
2

2.
2

49
7

無
回
答

19
.4

27
.8

15
.3

30
.6

1.
4

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

19
.2

39
.6

22
.3

14
.9

2.
5

1.
5

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

21
.9

30
.6

21
.9

14
.0

7.
5

4.
2

26
5

無
回
答

22
.7

36
.4

9.
1

22
.7

0.
0

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
要

介
護
者

と
の

関
係

が
良
好

で
あ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

25
.8

38
.5

17
.1

9.
9

6.
0

2.
8

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
32

.8
31

.7
18

.5
8.

5
5.

3
3.

2
18

9
40

-4
9歳

22
.0

36
.6

19
.7

12
.9

6.
9

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
25

.8
42

.5
14

.6
8.

2
5.

6
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

27
.5

39
.3

14
.5

8.
0

7.
6

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

27
.8

40
.1

13
.6

8.
0

8.
6

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

28
.6

38
.1

9.
5

14
.3

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

26
.0

38
.0

22
.0

8.
0

2.
0

4.
0

50
無
職

27
.8

44
.4

5.
6

5.
6

11
.1

5.
6

18
無

回
答

27
.3

27
.3

18
.2

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

31
.1

39
.3

16
.4

6.
6

6.
6

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

27
.3

37
.2

15
.3

8.
2

8.
7

3.
3

18
3

無
回
答

16
.7

61
.1

0.
0

11
.1

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

27
.8

35
.2

16
.7

9.
3

5.
6

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

27
.8

40
.0

14
.1

7.
3

8.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

25
.2

38
.2

18
.0

10
.5

5.
4

2.
8

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

30
.4

36
.3

17
.3

13
.1

2.
4

0.
6

16
8

非
正

規
雇
用

22
.7

39
.8

21
.0

9.
7

5.
4

1.
4

35
2

自
営
・

そ
の
他

29
.3

34
.5

17
.2

11
.2

6.
9

0.
9

11
6

無
職

22
.2

45
.7

13
.6

6.
2

7.
4

4.
9

81
無

回
答

20
.0

28
.9

6.
7

13
.3

8.
9

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

26
.4

38
.9

16
.6

9.
8

5.
7

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

23
.9

38
.2

19
.1

11
.1

5.
4

2.
2

49
7

無
回
答

30
.6

36
.1

13
.9

8.
3

4.
2

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

25
.7

42
.1

17
.5

8.
8

4.
0

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

23
.8

32
.8

18
.9

13
.6

7.
2

3.
8

26
5

無
回
答

31
.8

18
.2

18
.2

9.
1

13
.6

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
医

療
･
介
護

サ
ー
ビ

ス
に
よ

っ
て
（

介
護
す

る
自
分

は
）

十
分

に
支
え

ら
れ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

18
.1

37
.8

19
.3

15
.1

6.
7

2.
9

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
16

.4
30

.7
21

.2
20

.1
9.

0
2.

6
18

9
40

-4
9歳

16
.6

37
.7

19
.4

15
.7

8.
6

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
19

.8
40

.6
18

.6
12

.8
4.

5
3.

7
48

5

＜
男
性
＞

17
.2

36
.6

16
.0

15
.3

11
.8

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

19
.1

34
.6

19
.8

13
.0

11
.7

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

9.
5

47
.6

9.
5

19
.0

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

14
.0

42
.0

12
.0

18
.0

10
.0

4.
0

50
無
職

22
.2

27
.8

5.
6

22
.2

16
.7

5.
6

18
無

回
答

9.
1

36
.4

9.
1

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

13
.1

29
.5

18
.0

23
.0

16
.4

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

19
.1

38
.3

15
.8

12
.6

10
.9

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

44
.4

11
.1

16
.7

5.
6

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

18
.5

38
.9

11
.1

14
.8

11
.1

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

17
.1

35
.6

17
.6

15
.1

12
.2

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

18
.4

38
.2

20
.5

15
.1

5.
0

2.
9

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

23
.8

35
.1

20
.2

16
.1

3.
6

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

17
.0

36
.6

23
.6

16
.2

5.
4

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

19
.8

47
.4

12
.9

13
.8

5.
2

0.
9

11
6

無
職

9.
9

42
.0

24
.7

13
.6

3.
7

6.
2

81
無

回
答

20
.0

31
.1

8.
9

8.
9

8.
9

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

13
.5

33
.2

24
.4

21
.8

4.
1

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

19
.9

40
.6

19
.5

12
.1

5.
4

2.
4

49
7

無
回
答

20
.8

34
.7

16
.7

18
.1

4.
2

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

19
.6

40
.8

21
.5

12
.2

4.
0

1.
9

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

16
.6

34
.7

18
.9

18
.9

6.
8

4.
2

26
5

無
回
答

13
.6

22
.7

18
.2

31
.8

4.
5

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
し
て

い
る
こ

と
を

感
謝

さ
れ
て

い
る
と

感
じ
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

14
.6

31
.6

21
.7

17
.3

12
.0

2.
7

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
10

.6
27

.5
23

.8
19

.0
15

.9
3.

2
18

9
40

-4
9歳

12
.6

31
.4

21
.4

18
.6

14
.3

1.
7

35
0

50
-5

9 歳
17

.7
33

.4
21

.0
15

.7
8.

9
3.

3
48

5

＜
男
性
＞

10
.7

24
.4

29
.4

15
.6

16
.8

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.5

22
.8

29
.6

15
.4

19
.8

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

47
.6

19
.0

19
.0

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

16
.0

20
.0

30
.0

22
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

11
.1

16
.7

33
.3

5.
6

27
.8

5.
6

18
無

回
答

0.
0

36
.4

36
.4

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

6.
6

29
.5

34
.4

11
.5

18
.0

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

12
.0

23
.5

26
.8

18
.6

15
.8

3.
3

18
3

無
回
答

11
.1

16
.7

38
.9

0.
0

22
.2

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

13
.0

31
.5

29
.6

9.
3

11
.1

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

10
.2

22
.9

29
.3

17
.1

18
.0

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

3

＜
女
性
＞

16
.0

34
.1

19
.0

17
.8

10
.4

2.
6

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

19
.0

33
.9

22
.6

17
.3

6.
0

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

12
.2

34
.1

20
.5

18
.2

13
.9

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

20
.7

33
.6

17
.2

19
.0

8.
6

0.
9

11
6

無
職

17
.3

39
.5

12
.3

18
.5

7.
4

4.
9

81
無

回
答

20
.0

26
.7

11
.1

13
.3

8.
9

20
.0

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

20
.7

30
.6

20
.2

16
.6

9.
3

2.
6

19
3

夫
　

 
 
い
る

14
.9

34
.4

18
.7

18
.9

10
.9

2.
2

49
7

無
回
答

11
.1

41
.7

18
.1

13
.9

9.
7

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

17
.9

38
.5

18
.3

15
.2

8.
4

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

13
.6

27
.2

19
.6

23
.0

12
.8

3.
8

26
5

無
回
答

4.
5

22
.7

27
.3

13
.6

22
.7

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
介

護
し
て

い
て

、
精

神
的
に

参
っ
て

い
る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

11
.6

28
.0

30
.7

22
.2

4.
2

3.
3

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
8.

5
22

.2
33

.9
27

.5
4.

8
3.

2
18

9
40

-4
9歳

13
.1

28
.0

30
.6

20
.3

5.
4

2.
6

35
0

50
-5

9 歳
11

.8
30

.3
29

.5
21

.4
3.

1
3.

9
48

5

＜
男
性
＞

6.
1

22
.9

31
.3

30
.2

6.
5

3.
1

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

5.
6

25
.9

31
.5

27
.8

7.
4

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

4.
8

19
.0

28
.6

33
.3

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

14
.0

38
.0

38
.0

0.
0

4.
0

50
無
職

16
.7

22
.2

16
.7

33
.3

5.
6

5.
6

18
無

回
答

0.
0

27
.3

27
.3

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

6.
6

19
.7

26
.2

41
.0

6.
6

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

4.
9

25
.1

30
.6

29
.0

7.
1

3.
3

18
3

無
回
答

16
.7

11
.1

55
.6

5.
6

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

16
.7

27
.8

27
.8

18
.5

3.
7

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

3.
4

21
.5

32
.2

33
.2

7.
3

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

33
.3

33
.3

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性
＞

13
.5

29
.8

30
.4

19
.4

3.
4

3.
4

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

11
.9

32
.1

28
.0

23
.2

3.
0

1.
8

16
8

非
正

規
雇
用

12
.8

28
.4

32
.1

20
.2

4.
3

2.
3

35
2

自
営
・

そ
の
他

15
.5

32
.8

27
.6

20
.7

2.
6

0.
9

11
6

無
職

16
.0

30
.9

33
.3

13
.6

1.
2

4.
9

81
無

回
答

15
.6

22
.2

28
.9

6.
7

4.
4

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

11
.4

32
.1

29
.5

20
.7

3.
1

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

14
.3

29
.2

31
.2

18
.5

3.
6

3.
2

49
7

無
回
答

13
.9

27
.8

27
.8

22
.2

2.
8

5.
6

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

16
.2

34
.7

30
.1

14
.3

2.
3

2.
3

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
1

21
.5

30
.6

28
.7

5.
3

4.
9

26
5

無
回
答

9.
1

22
.7

36
.4

18
.2

4.
5

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、
あ

な
た
に

あ
て
は

ま
り
ま

す
か
。

■
全

体
的
に

み
て

（
介

護
を
す

る
自
分

は
）
周

り
か
ら

十
分
支

え
ら
れ

て
い
る

と
感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計

＞
12

.9
36

.0
25

.4
14

.0
8.

8
2.

9
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
13

.2
33

.9
24

.3
14

.8
11

.1
2.

6
18

9
40

-4
9歳

13
.4

36
.0

26
.6

12
.6

9.
4

2.
0

35
0

50
-5

9 歳
12

.4
36

.9
24

.9
14

.6
7.

4
3.

7
48

5

＜
男
性

＞
9.

2
34

.0
23

.7
17

.2
13

.0
3.

1
26

2
＜

男
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

9.
3

35
.2

25
.9

14
.8

13
.0

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

42
.9

9.
5

28
.6

19
.0

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

12
.0

30
.0

20
.0

22
.0

12
.0

4.
0

50
無
職

11
.1

22
.2

27
.8

22
.2

11
.1

5.
6

18
無

回
答

9.
1

36
.4

27
.3

0.
0

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

妻
　

い
な
い

6.
6

34
.4

27
.9

18
.0

13
.1

0.
0

61
妻
　

 
 
い
る

10
.4

33
.3

23
.5

15
.3

14
.2

3.
3

18
3

無
回
答

5.
6

38
.9

11
.1

33
.3

0.
0

11
.1

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
3

35
.2

22
.2

18
.5

9.
3

5.
6

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

9.
3

33
.2

24
.4

16
.6

14
.1

2.
4

20
5

無
回
答

0.
0

66
.7

0.
0

33
.3

0.
0

0.
0

3

＜
女
性

＞
14

.2
36

.7
26

.0
12

.9
7.

3
2.

9
76

2
＜

女
性

・
現
職

＞

正
規

雇
用

19
.0

39
.3

22
.6

12
.5

5.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

13
.6

34
.4

28
.7

13
.4

8.
8

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

13
.8

46
.6

23
.3

9.
5

6.
0

0.
9

11
6

無
職

9.
9

30
.9

28
.4

17
.3

7.
4

6.
2

81
無

回
答

8.
9

31
.1

20
.0

11
.1

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者

の
有

無
＞

夫
　

い
な
い

11
.4

34
.7

25
.9

16
.6

8.
3

3.
1

19
3

夫
　

 
 
い
る

15
.1

37
.6

27
.2

10
.9

7.
0

2.
2

49
7

無
回
答

15
.3

36
.1

18
.1

16
.7

6.
9

6.
9

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

13
.7

39
.6

27
.4

12
.4

5.
3

1.
7

47
5

主
た

る
介

護
者

で
な
い

15
.1

31
.3

25
.3

13
.2

10
.6

4.
5

26
5

無
回
答

13
.6

40
.9

4.
5

18
.2

13
.6

9.
1

22
  

  
  

 問
14

　
介

護
を
す

る
に
あ

た
っ
て

、
次

の
よ

う
な
こ

と
は
ど

の
程
度

、
あ

な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す

か
。

■
介
護

が
原
因

で
、
上

司
や

同
僚

と
の
関

係
が
悪

く
な
る

あ
て

は
ま

る
や

や
あ

て
は
ま

る

あ
ま

り
あ

て
は

ま
ら

な
い

あ
て
は

ま
ら
な

い
わ

か
ら

な
い

無
回
答

＜
実

数
＞

＜
総
計

＞
1.

8
4.

2
22

.0
52

.8
7.

2
12

.0
10

24

＜
年
齢

＞

30
-3

9 歳
1.

6
1.

1
22

.2
54

.0
7.

4
13

.8
18

9
40

-4
9歳

2.
6

5.
1

25
.1

52
.3

7.
1

7.
7

35
0

50
-5

9 歳
1.

2
4.

7
19

.6
52

.8
7.

2
14

.4
48

5

＜
男
性

＞
0.

8
5.

0
21

.8
53

.4
9.

5
9.

5
26

2
＜

男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

0.
0

4.
3

28
.4

54
.9

10
.5

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

4.
8

9.
5

71
.4

14
.3

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

2.
0

6.
0

14
.0

66
.0

8.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
18

無
回
答

9.
1

18
.2

18
.2

27
.3

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

妻
　

い
な
い

0.
0

6.
6

19
.7

50
.8

11
.5

11
.5

61
妻
　

 
 
い
る

0.
5

4.
9

21
.9

57
.4

9.
3

6.
0

18
3

無
回
答

5.
6

0.
0

27
.8

22
.2

5.
6

38
.9

18
＜

男
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

1.
9

3.
7

18
.5

46
.3

5.
6

24
.1

54
主

た
る

介
護
者

で
な
い

0.
5

5.
4

22
.4

55
.6

10
.7

5.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

33
.3

3

＜
女
性

＞
2.

1
3.

9
22

.0
52

.6
6.

4
12

.9
76

2
＜

女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

3.
0

7.
1

30
.4

56
.0

2.
4

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

1.
4

2.
6

26
.1

60
.2

8.
5

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

5.
2

6.
0

15
.5

62
.1

10
.3

0.
9

11
6

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
81

無
回
答

0.
0

4.
4

15
.6

51
.1

6.
7

22
.2

45
＜

女
性

・
同

居
配

偶
者
の

有
無
＞

夫
　

い
な
い

1.
6

3.
6

23
.8

45
.1

7.
8

18
.1

19
3

夫
　

 
 
い
る

2.
2

3.
6

21
.1

57
.9

5.
6

9.
5

49
7

無
回
答

2.
8

6.
9

23
.6

36
.1

8.
3

22
.2

72
＜

女
性

・
介

護
役

割
＞

主
た
る

介
護
者

で
あ
る

2.
3

3.
8

23
.2

50
.3

5.
1

15
.4

47
5

主
た
る

介
護
者

で
な
い

1.
9

3.
4

20
.8

56
.6

8.
7

8.
7

26
5

無
回
答

0.
0

13
.6

13
.6

54
.5

9.
1

9.
1

22
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問
14

　
介

護
を

す
る

に
あ

た
っ
て

、
次
の

よ
う
な

こ
と
は

ど
の
程

度
、

あ
な
た

に
あ
て

は
ま
り

ま
す
か

。

■
仕

事
で
の

責
任

を
果

た
す
た

め
に
、

家
事
、

育
児
、

介
護

が
お
ろ

そ
か
に

な
っ
て

い
る
と

感
じ

る

あ
て
は

ま
る

や
や

あ
て

は
ま

る

あ
ま
り

あ
て

は
ま

ら
な

い

あ
て

は
ま

ら
な
い

わ
か

ら
な

い
無
回

答
＜

実
数
＞

＜
総
計
＞

7.
6

19
.5

26
.2

29
.6

4.
9

12
.2

10
24

＜
年
齢
＞

30
-3

9 歳
4.

2
20

.6
21

.7
31

.7
8.

5
13

.2
18

9
40

-4
9歳

10
.3

19
.7

27
.7

28
.3

6.
3

7.
7

35
0

50
-5

9 歳
7.

0
19

.0
26

.8
29

.7
2.

5
15

.1
48

5

＜
男
性
＞

4.
6

19
.1

24
.0

34
.7

8.
0

9.
5

26
2

＜
男
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

4.
9

22
.2

28
.4

33
.3

9.
3

1.
9

16
2

非
正

規
雇
用

0.
0

19
.0

33
.3

38
.1

9.
5

0.
0

21
自

営
・

そ
の
他

6.
0

14
.0

16
.0

54
.0

6.
0

4.
0

50
無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
18

無
回
答

9.
1

27
.3

18
.2

18
.2

9.
1

18
.2

11
＜

男
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

妻
　

い
な
い

4.
9

18
.0

19
.7

39
.3

6.
6

11
.5

61
妻
　

 
 
い
る

4.
4

20
.8

25
.1

35
.0

8.
7

6.
0

18
3

無
回
答

5.
6

5.
6

27
.8

16
.7

5.
6

38
.9

18
＜

男
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

5.
6

14
.8

18
.5

33
.3

3.
7

24
.1

54
主
た

る
介

護
者

で
な
い

4.
4

20
.5

25
.4

35
.1

9.
3

5.
4

20
5

無
回
答

0.
0

0.
0

33
.3

33
.3

0.
0

33
.3

3

＜
女
性
＞

8.
7

19
.7

26
.9

27
.8

3.
8

13
.1

76
2

＜
女
性

・
現

職
＞

正
規

雇
用

10
.7

29
.8

27
.4

26
.8

4.
2

1.
2

16
8

非
正

規
雇
用

8.
8

18
.8

34
.4

32
.7

4.
3

1.
1

35
2

自
営
・

そ
の
他

13
.8

25
.9

25
.9

27
.6

4.
3

2.
6

11
6

無
職

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

0.
0

10
0.

0
81

無
回
答

2.
2

8.
9

17
.8

44
.4

4.
4

22
.2

45
＜

女
性

・
同
居

配
偶
者
の

有
無

＞

夫
　

い
な
い

5.
7

18
.7

26
.9

23
.8

6.
2

18
.7

19
3

夫
　

 
 
い
る

9.
7

20
.5

27
.2

30
.0

3.
0

9.
7

49
7

無
回
答

9.
7

16
.7

25
.0

23
.6

2.
8

22
.2

72
＜

女
性

・
介
護

役
割
＞

主
た

る
介

護
者

で
あ
る

9.
7

18
.3

30
.3

23
.4
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